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はじめに 

 

 本研究報告書は、「日本デザイン政策の研究アーカイブの構築」（JSPS科研費、基盤研究
（C）、課題番号 18K11961）において、黒田宏治（研究代表者）、青木史郎（研究協力者）
が中心になり取り組んできた研究活動の主な成果を取りまとめたものである。 
 本研究に先立ち、黒田は地域デザイン史研究に取り組むなか、各地域でのデザイン振興の

足跡等の一端は明らかにされたが、参照すべき国のデザイン政策に関する情報整備の遅れ

に困惑した経緯がある。一方、青木は G マーク制度の海外展開を進めるなか、他国では日
本のデザイン政策に高評価が得られるにもかかわらず、日本国内では十分な評価が得られ

ていない現状に危機感を抱いていた。そのような黒田と青木の問題意識の交差するところ

から、本研究は 2017年夏頃にスタートした。しかしながら、いざデザイン政策の研究を行
おうにも、関係資料の体系的な集約・収蔵もなされていないのが現状であった。 
 そこで、終戦後から 2000年代初頭までの期間を対象に、通商産業省（現・経済産業省）、
日本産業デザイン振興会（現・日本デザイン振興会）などが進めてきたデザイン政策や振興

事業等に関する文献資料類の収集・整理・公開に、まずは取り組むことにした。その成果が

「デザイン振興政策アーカイブ（https://design-archives.jp/）」（以下、アーカイブ）である。
黒田と青木の手元資料をベースに着手、田中義信氏、森山明子氏はじめご関係の方々の資料

協力もいただいての到達点である。ご協力の皆さまにはこの場で感謝を表したい。 
 アーカイブ構築に並行してデザイン政策研究を進めるなか、文献資料類だけでは個々の

政策や事業の意図や実際、あるいは政策・事業相互の関連などに関する情報に不足すること

に気が付いた。そこで、デザイン政策や振興事業の当事者・関係者の証言記録にもトライし

た（インタビュー調査）。約 20～60 年前の記憶の断片を思い起こす難しさはあったが、相
応の成果を得られたと考えている。10 名余の方々のご協力をいただいた。各位にはこの場
で改めて感謝申し上げたい。 
 文献資料類と当事者の証言記録、両者を補完することにより、デザイン振興政策の現代史

への、一歩深い理解・考察が得られるものと確信する。尚、現在 325 件の文献資料類と約
10 件の証言記録等を収録しているが、決して必要十分とはいえず、今後機会があれば引き
続きアーカイブの充実を進められたらと考えている。  
 また、このアーカイブの具体的な構築・運営にあたっては、公益財団法人日本デザイン振

興会には、多大なるご助力、便宜をいただきました。ここに深く感謝申し上げる次第です。

そして、引き続きご助力いただけますよう、改めてお願い申し上げます。 
 私たちは、このアーカイブを活用して、引き続きデザイン政策研究に取り組んでいく所存

です。そして、このアーカイブが、日本のデザイン政策の体系的な研究推進および関係研究

者等の研究交流のプラットフォームとなることを期待したい。 
 

2022年 1月  黒 田 宏 治 
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１．デザイン振興政策アーカイブの概要 
 
 

    ＊本稿は、後掲 2-1.3)「デザイン振興政策アーカイブの構築」（黒田宏治、青木史郎、余剣、芸術工学会誌

 No.81、2020 年）を、本報告書書式に準じて一部再構成したものである。 
 
 

 

1．はじめに 

 長年デザイン振興政策研究等に携わる中で、この分野では

基礎的・歴史的な政策資料・関連情報が揃えづらい経験をし

てきた。同じような思いをされてきた研究者等も少なくない

と推察される。そのような事情もあって、デザイン政策は研

究分野としての開拓が遅れてきたのではないだろうか。それ

により歴史的評価も踏まえた新たなデザイン振興政策がうま

く展開されてこなかった可能性も考えられる。そのような問

題認識のもと、戦後日本のデザイン振興政策に関わる資料の

収集整理を進めウェブ構築しようと、2 年前にデザイン振興

政策アーカイブ（以下、本アーカイブ）のプロジェクトをス

タートした。本稿では、その進捗・評価について報告する。 
 
2．アーカイブの対象範囲 

 日本のデザイン振興の歴史を辿ると明治の初めに遡るが、

今回のプロジェクトでは第二次世界大戦の戦災復興から現代

に至る流れ、主に1950年代から2000年代までを視野に、通

商産業省（2001年～経済産業省）を中心に国の関係で取り組

まれてきた内容を中心にすることとした。（→図1参照） 
 具体的には、政策・事業の主体ごとに分けて整理すると、

1956年に設置されたデザイン奨励審議会の流れ、通商産業省

のデザイン課等で取り組まれてきたデザイン政策の流れ、そ

の外郭団体である日本産業デザイン振興会（現・日本デザイ

ン振興会）、国際デザイン交流協会にて実施されてきた様々な

デザイン振興事業を中心に、中小企業庁にて取り組まれてき

た関係諸事業、日本産業デザイン振興会に先立つジャパンデ

ザインハウス、各意匠センター、そして民活施設である国際

デザインセンターなどを含めた範囲を主たる対象とした。 
 尚、デザイン振興政策の中核的事業であるGマークに関し

ては、現在日本デザイン振興会において「年度別アーカイブ」

「Gマーク大全」等がウェブ公開されており、今回プロジェ

クトでは重複部分は除外とした。また、特許庁関連の意匠制

度の関係の流れ、産業工芸試験所を中心とした試験研究の流

れに関しては、節目節目で情報の整理・公開が進められてき

た経緯もあり、今回は主要な資料の紹介にとどめた。 
 
3．資料の種類と政策分野 

 本アーカイブは、文献検索、デザイン振興のあゆみ、視点・

論点、研究フォーラムの4つの部分から構成される。ベース

は文献検索の部分である。次のような資料収録に努めてきた。 
 まず審議会答申や関連法資料などの政策基本資料、それら

に基づき展開される個々の施策・事業の企画書・説明書など

の施策説明資料がある。これらはデザイン

振興政策展開の背骨となる資料群である。

そして、各種施策展開や振興事業実施の記

録をとりまとめた事業報告資料、施策・事

業の検討経過や研究会報告などの調査報

告資料、それから関係の情報記録を編纂し

た資料集やマニュアル類などの情報記録

資料がある。これらが量的には中心となる

資料群である。それから、関係の広報印刷

物やパンフレット、振興機関の設立・運営

資料、デザイン振興政策に関する論説・論

評記事なども含め、できるだけ幅広い情報

資料を収録するかたちをとっている。資料

の形態としては、数頁の文書資料、冊子体

の報告書や図書に加え、パンフレット等の

印刷物、雑誌記事なども含む。いずれも基

本的には PDF 化された情報内容と書誌情図1：デザイン振興政策アーカイブの対象範囲 
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報を収録するかたちとした。 
 収録資料の政策分野に関しては、その他を含め 15 分野を

設定した。1.政策体系、2.輸出振興、3.地域振興・中小企業、

4.国際交流、5.人材育成、6.デザイン産業、7.デザイン方法、

8.デザインマネジメント、9.グッドデザイン賞、10.デザイン

イヤー、11.地方産業デザイン開発、12.デザイン課題動向、13.
消費者・生活者、14.デザインイベント、19.その他、である。

現在までのところ、収録数の上位 3位は、地域振興・中小企

業（83 件）、デザイン課題動向（54 件）、政策体系（39 件）

であり、以下デザインイベント（35件）、デザインイヤー（31
件）、地方産業デザイン開発（29件）、グッドデザイン賞（29
件）が資料数の多い分野である。現在までという制約下では

あるが、戦後の輸出振興からスタートしたが、地域産業振興

が政策の中心となってきたこと、新たなデザイン政策テーマ

の探求並びにイベントを通してのデザインの啓発・普及に努

めてきたことが、資料数に反映されていると考えられる。 
 
4．現在までの到達点と現状評価 

 本アーカイブには、現時点で資料総数325件が収録されて
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228 件である。これまで散在していた資料、なかなか目にす
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きるような環境が整えられたことは、まずは重要な成果であ

ると考えている。そのような前提のもと、既存の主要研究資

料データベースと比較する中で（→表 1参照）、本アーカイブ

にはいくつかの特徴的な優位点があると考えている。 
 １点目は、６回の審議会答申の内容を収録できたことであ

る。関係者には、審議会答申は 1990 年代までに６回出され

たと知られているが、通して見た方は少ないのではないか。

主要研究資料データベースでも 1～2 件しか収録されておら

ず、閲覧に手間を要する状況を考えると、政策の根本とも言

える資料へのアクセス向上は研究推進に格段の改善である。 

 ２点目は、地方産業デザイン開発推進事業報告書の掘り起

こしが行われたことである。デザイン振興事業というと、Ｇ

マークの認知度が高いが、1970年代から80年代にかけての

もう一本の柱であった事業であり、後の地場産業デザイン振

興等のモデルとなった事業でもある。終了して 30 年以上が

経過し、記録や記憶も消失しかけていたが、今回その全報告

書を掘り起こし内容を閲覧できる形に収録することができた。 
 ３点目は、デザインイヤー関係の資料掘り起こし、収録が

行えたことである。デザインイヤー運動は1973年と1989年

に実施されたが、主要研究資料データベースを見てわかる通

り、関係資料の蓄積は皆無に近い状況にあった。それが今回、

当時の広報・記録資料類を通じて全体像を振り返れる形にな

った。戦後デザイン振興政策史上の大きな節となる事業であ

り、今後これら資料等を活用した研究・再評価が期待される。 
 ４点目は、1990年代の数々の調査報告資料を収録できたこ

とである。1990 年代は審議会の廃止、Ｇマーク民営化など、

デザイン振興政策が大きく変動した時代である。その期間に

通商産業省、日本産業デザイン振興会などにおいて、新たな

デザイン政策のあり方を模索する数々の調査研究、研究会が

行われきた。ただ多くは関係者配布などであり、今回その辺

りも多くを集約して検索・閲覧できるよう整えられた。 
 
5．おわりに 

 以上、本アーカイブのベースとなる資料収録の概要であり、

現在までの到達点と評価である。本稿では触れられなかった

が、文献資料を補完する証言記録にも取り組んでいる。順調

に推移したとばかりは言えず課題もある。現状では、中小企

業庁関係の資料、日本産業デザイン振興会の設立以前の関係

団体事業資料はかなり手薄な状況にある。もしお手持ちの方

がいらしたら、お声掛かり願えたら思う。本アーカイブの充

実に向けて、いましばし鋭意取り組んでいけたらと考えてい

る。本研究はJSPS科研費JP18K11961の助成を受けた。 
 

 表1：アーカイブ収録資料の比較検討 

 

資料項目
デザイン振興政策

アーカイブ
CiNii Books 国立国会図書館サーチ 備　考

デザイン奨励
審議会答申

全6件収録 1件ヒット
＊88答申のみ（所蔵3館）

2件ヒット
＊88答申及び93答申

＊審議会答申は1958､61､72､79､88､
93に出された。

＊88答申のみ市販された。

デザインイヤー
資料

31件収録 4件ヒット
＊「デザインイヤー」でキーワード

検索（所蔵各1～7館）

3件ヒット
＊資料種別「本」で「デザインイ

ヤー」キーワード検索。38件ヒット
したが、CiNiiの4件、雑誌記事31件
を除いた。

＊73デザインイヤー及び89デザイン
イヤーの関係資料を含む。

地方産業デザイン
開発推進事業資料

29件収録
＊実施指導報告書 全11件
　体制整備報告書 全11件

　その他資料 7件

8件ヒット
＊「地方産業デザイン開発推進事
業」で検索。

＊実施指導報告書 50､51､55～60年
度（所蔵2館）

7件ヒット
＊タイトル「地方産業デザイン開発
推進事業」で検索。

＊実施指導報告書 51～54
　体制整備報告書 51､53､55

＊事業は昭和50年度から60年度まで
11年度に実施された。
＊資料は毎年度のデザイン開発実施

指導事業報告書及びデザイン振興開
発体制整備事業報告書、その他資料

がある。

デザイン政策関連
調査研究資料
（1990年代）

37件収録 23件ヒット
＊タイトル「デザイン」「調査研

究」、出版年「1990～99」で検索、
28件ヒットしたが、うち5件は特定

地域調査研究等であり除外した。
（所蔵各1～18館）

25件がヒット
＊タイトル「デザイン」「調査研

究」、出版年「1990～99」で検索、
36件ヒットしたが、うち11件は特定

地域調査研究等で除外した。

＊国関係（国及び関係団体実施）の

調査研究資料を比較検討の対象とし
た。

＊注：筆者作成（2020年9月4･5日調査）。国立国会図書館サーチではCiNii収録を除く資料数でカウントした。
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２．研究発表・報告および研究活動 

 
２－１．関連の研究発表・報告 

１）「山中漆器・デザイン開発推進事業の評価をめぐって」黒田宏治、芸術工学会誌 
 No.79、2019年 
２）「デザイン奨励審議会・答申」にみる生活視点――行政によるデザインへの理解とその変 
 遷」青木史郎、黒田宏治、蘆澤雄亮＊1、余剣＊2、芸術工学会誌 No.79、2019 年 
３）「デザイン振興政策アーカイブの構築」黒田宏治、青木史郎、余剣、芸術工学会誌 
 No.81、2020年 
４）「89 Design Year 運動と地域への波及効果」青木史郎、黒田宏治、余剣、芸術工学 
 会誌No.81、2020年 
５）「通産省デザイン課とインダストリアルデザイン」黒田宏治、青木史郎、芸術工学会 
 誌No.83、2021年 
６）「地場産業へのデザイン導入を図る２つの政策とその意義――行政によるデザインへ 
 の理解とその変遷（その3）」青木史郎、黒田宏治、余剣、芸術工学会誌No.83、2021年 
７）「デザイン行政開始の経緯とその政策理念――日本のデザイン行政と振興活動の展開（そ 
 の 1）」青木史郎、黒田宏治、蘆澤雄亮、熊娜*3、余剣、芸術工学会誌 No.84、2022 年 
 

 *1 蘆澤雄亮／芝浦工業大学、*2 余剣／（公財）日本デザイン振興会、*3 熊娜／中国美術学院 

 

２－２．関連の研究活動（シンポジウム等） 

８）GOOD DESIGN EXHIBITION 2019 トークイベント「日本のデザイン政策の歴史〜デ 
 ザイン振興政策アーカイブ活動から～」2019 年 11 月 2 日、東京ミッドタウン・ホール 
  第一部 基調報告「日本のデザイン政策研究のこれからを考える」 
 「デザイン振興政策アーカイブの概要」黒田宏治 
 「デザイン奨励審議会と６回の答申」青木史郎 
  第二部 公開インタビュー「90 年代のデザイン政策と振興を聞く」 
 「デザイン都市名古屋のムーブメント」藤本清春＊4 
 「９０年代のデザイン政策の変遷」宮崎修二＊5 
９）2020芸術工学会2020夏期大会「行政とデザイン」2020年8月1日、東京ミッドタウ 
 ン・デザインハブを拠点にZOOM開催 
  第一部：「日本のデザイン行政・振興活動の歩み」 
 「デザイン振興政策アーカイブの試み」黒田宏治 
 「日本のデザイン行政・振興政策の特徴」青木史郎 
  第二部：「豊かな社会を創るために――行政・産業・学術、市民の連携」（特別講演） 
 Prof.Kun-Pyo LEE（香港理工大学 設計学院 院長） 
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 Prof.Kun-Pyo LEE（香港理工大学 設計学院 院長） 

  第三部：「政策をデザインする時代」（パネルディスカッション） 
 橋本直樹＊6、中山郁英＊7、横山和大＊8／黒田宏治（コーディネーター） 
 「行政の立場から見たデザインの可能性」橋本直樹 
 「政策をデザインする潮流と実践」中山郁英 
 「デザイン都市神戸の可能性」横山和人 
 ➜「行政とデザイン」の実施記録は『芸術工学会誌No.82』に掲載されている。 
10）日本デザイン学会OPEN SIG 2021・プロモーションデザイン研究部会「デザインの 
 行政、行政のデザイン｣2021年11月6日、ZOOM開催 
  [報告1]デザイン振興政策アーカイブの構築、黒田宏治、青木史郎 
  [報告2]フォーカス・イシューの概要、秋元淳＊9 

 

*4 藤本清春／元（株）GK デザイン機構、*5 宮崎修二／（一財）高度情報社会推進機構（元通商産業省） 

*6 橋本直樹／経済産業省、STUDIO POLICY DESIGN、*7 中山郁英／合同会社 kei-fu、京都工芸繊維

大学大学院、*8 横山和人／神戸市 元デザイン都市推進担当、*9 秋元淳／（公財）日本デザイン振興会 

 
 
２－３．研究活動の主な実施経過 

 
2018 年  4 月 科研費採択「日本デザイン政策の研究アーカイブの構築」 
 
 
2019 年  5 月 5/30「デザイン振興政策アーカイブ」を公開（https://design-archives.jp） 

   ➜約 230 件の文献資料類を収録・公開。以降、随時デザイン振興政策資料、

  研究フォーラム等を追加拡充。 
 
  8 月 8/29 木村一男氏インタビュー調査（浜松） 
 10 月 10/26 芸術工学会第 26 回秋期大会（札幌市立大学） 
  「山中漆器・デザイン開発推進事業の評価をめぐって」発表（黒田） 
  「デザイン奨励審議会・答申」にみる生活視点」発表（青木ほか） 
 11 月 11/2 GOOD DESIGN EXHIBITION 2019 トークイベント「日本のデザイ

  ン政策の歴史～デザイン振興政策アーカイブ活動から～」東京ミッドタウ

  ン・ホール 
  11/18 松本哲夫氏インタビュー調査（東京） 
  11/22 田中義信氏インタビュー調査（浜松） 
 
2020 年  3 月 3/10 山村真一氏インタビュー調査（浜松） 
  3/18 森山明子氏インタビュー調査（浜松） 
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  3/23 日高一樹氏インタビュー調査（東京） 
  下旬：「デザイン振興政策アーカイブ」に約 100 件の文献資料類を追加。収

  録・公開件数は計 325 件となる。 
  4 月 新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言（第 1 回、東京都）（4/7～5/25） 
  6月 6/27青木史郎インタビュー調査Vol.1（浜松） 
  8月 8/1芸術工学会2020夏期大会「行政とデザイン」東京ミッドタウン・デザ 
  インハブを拠点にZOOM開催 
 11月 11/28芸術工学会第27回秋期大会（神戸芸術工科大学） 
  「デザイン振興政策アーカイブの構築」発表（黒田ほか） 
  「89 Design Year 運動と地域への波及効果」発表（青木ほか） 
 
2021 年  1 月 新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言（第 2 回、東京都）（1/8～3/21） 
  3 月 3/29 青木史郎インタビュー調査 Vol.2（浜松） 
  4 月 新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言（第 3 回、東京都）（4/25～6/20） 
  5 月 韓国・産業デザイン関係法翻訳（解説は 8 月） 
  7 月 新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言（第 4 回、東京都）（7/12～9/30） 
  8月 下旬：「デザイン振興政策アーカイブ」研究フォーラムにインタビュー調

  査記録等を約10件追加した。 
 11月 11/6日本デザイン学会OPEN SIG 2021・プロモーションデザイン研究部 
  会「デザインの行政、行政のデザイン｣ZOOM開催 
  11/27 芸術工学会第 28 回秋期大会（ZOOM 開催） 
  「通産省デザイン課とインダストリアルデザイン」発表（黒田ほか） 
  「地場産業へのデザイン導入を図る２つの政策とその意義」発表（青木ほか） 
 12 月 12/17 釜堀文孝氏インタビュー調査（ZOOM） 
  12/23 川上元美氏インタビュー調査（東京） 
 
2022 年  1 月 1/10 松山治彰氏インタビュー調査（金沢）＊本報告書未収録 

  1/11 山中漆器産地インタビュー調査（加賀）＊本報告書未収録 

  2 月 「日本デザイン政策の研究アーカイブの構築研究報告書」発行（本報告書） 
  3 月 「デザイン行政開始の経緯とその政策理念――日本のデザイン行政と振興 
  活動の展開（その 1）」発表、芸術工学会誌 No.84（青木、黒田ほか） 
 
＊本研究報告書では、以下、「デザイン振興政策アーカイブ（https://design-archives.jp）」 
 の「研究フォーラム」に収録したインタビュー調査記録等の内容（→３．研究フォーラム 
 （インタビュー調査記録等））、および「文献検索」に収録した資料一覧（→４．デザイン 
 振興政策アーカイブ収録資料一覧）を紹介する。 
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■木村一男氏インタビュー調査記録 

3度の世界デザイン会議を振り返る―ICSID’73京都を中心に 
 

 

 

［日時］2019年 8月 29日（木）14:30～16:30 

［場所］静岡文化芸術大学・黒田研究室 

［出席］木村一男／青木史郎、黒田宏治 

 

＊木村一男：1934年大阪市生まれ。1958年東京藝術大

学美術学部工芸計画部卒業、日産自動車（株）入社。

1972年日産自動車（株）退社、世界インダストリアル

デザイン会議実行委員会事務局長就任（～74 年）。以

降、（社）日本インダストリアルデザイナー協会（JIDA）

事務局長、（財）国際デザイン交流協会常務理事、（株）

国際デザインセンター代表取締役専務、名古屋学芸大

学メディア造形学部長などを歴任。 

 

 

 

［目次］ 

●WoDeCoの頃の記憶 

●ICSID ’73京都会議に向けて 

●ICSID ’73 京都会議運営の思い出 

●３度目の世界デザイン会議 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

●WoDeCoの頃の記憶 

 1960 年に東京で日本で初めての世界デザイン会議

WoDeCo（World Design Conference）が開催されました。

大手町の産経ホールを会場に 5月 11日から 16日まで

の 6 日間の国際会議で、世界 27 カ国から 227 名の参

加があったとされています。建築家の坂倉準三さんが

実行委員長で、事務局長が浅田孝さん、私も事務局の

手伝いをしていました。私は、1958年に東京藝術大学

を卒業して、日産自動車（設計部造形課）に入社しま

したが、会社が午後は会議の手伝いをしてもいいと言

ってくれたんです。 

 事務局は東京・六本木にあった坂倉さんの実験住宅

を使わせてもらって、今思えば畳の上に靴であがると

いう妙な経験をしました。そこで事務局業務といろい

ろな委員会をやっていました。そこに瀬底恒さんとい

う事務局次長がおられ、ハウス＆ガーデン誌の編集の

経験があって英語はペラペラ。すごい方でした。覚え

ているのは、仕事で遅くなるでしょ、「鍵をそこのミウ

ク・バックスに入れてくださいね」と、ネイティブな

英語で発音するんですよ。初めは発音が聞き取れなく

てね。野口瑠璃さんも事務局におられて、瀬底恒さん

のよきアシスタントとして活躍されてました。 

 あの会議は、デザイン分野でも建築の人、グラフィ

ックの人が中心でしたね。建築では丹下健三さん、菊

竹清訓さんとか、グラフィックでは亀倉雄策さん、河

野鷹思さんなど、当時の中心的なメンバーが多く参加

していました。あの時は JIDA（日本インダストリアル

デザイナー協会）が会議開催には反対していたので、

ID系は少なかったな。小杉二郎さんが理事長でしたが、

「国内をまず固めるのが先ではないか」として、組織

としては参加を拒否しました。ただ個人として参加は

いいとされました。そこで栄久庵憲司さんは、浅田さ

んから ID 分野を固めて欲しいと頼まれて、その組織

づくりに力を入れていました。個人デザイナーや企業

など ID の人たちに声を掛けました。当時はデザイン

部門が、日産で 15人、松下でも 30人、そんな時代で

したね。 

 でも終わってみると、たいした国際会議でした。あ

の時代にあれだけのことができたということは。会議

運営の末席に携わっただけでしたが、今振り返ると、

ともかくやったという感じですよ。1973年の ICSID会

議（世界インダストリアルデザイン会議）と違って、

国際組織の総会・会議を誘致したのではなく、日本の

デザイン界が独自に企画し開催したのです。会議参加

者にはデザイン分野の蒼々たる人たちが揃っていまし

た。ハーバード・バイヤー、トーマス・マルドナルド、

ソール・バス、ミッシャ・ブラック、ビクター・パパ

ネクなど、すごい顔ぶれでした。戦後日本のデザイン

の国際デビューっていう感じだったな。ともかくデザ

インの世界会議は初めてで、デザインばかりか、本格

的な国際会議という中でも早かったと思います。 
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 私はそのときのポスターを今も持っています。シル

クスクリーンで刷られたもので、河野鷹思さんデザイ

ンのマークを、田中一光さんがアレンジして、さまざ

まな色でつくられたものです。会議場に貼られて、す

ごく綺麗でしたね。当時はカラー印刷なんて考えられ

なかった時代でしたから、色鮮やかなポスターは本当

に新鮮でした。当時の会議資料はみんなタイプ印刷、

コピーは青焼き。海外と連絡とるのも、FAX はなし、

もちろん Eメールもない。全部手紙です。だから出し

ても 2～3週間は返事はこないという状態でした。 

 あの時、デザイン系の学生たちがデザイン学生連絡

会（デ学連）をつくって、学生たちの会議を計画し実

現させました。豊島公会堂で、ソール・バスなど海外

のデザイナーがきて、会場は超満員でした。WoDeCo開

催は、専門家の会議だけではなく、こうした若い世代

への広がりもありました。そういえば会場の産経ホー

ルが狭くて、参加したい人はたくさんいて、なぜ入れ

ないんだとかもめたこともありましたね。  

 

●ICSID’73 京都会議に向けて 

 最初に ICSID（国際インダストリアルデザイン団体

協議会）に日本開催を提案したのが 1965 年のウィー

ン総会。JIDAとしてはかなり早い時期に、総会・会議

を日本でやりたいと名乗りをあげています。 

 ICSID総会・会議は 2年に 1回の開催で、1967年の

オタワ総会では、JIDAは正式に 1971年に日本で総会・

会議を開催したいと提案しました。本当は大阪万博が

終わってすぐにやろうと考えていました。ただスペイ

ンがぜひ 1971 年にやりたいと言ったので、そこは譲

って 1973年開催になった経緯がありました。 

 私が初めて ICSID 会議に参加したのは 1969 年ロン

ドン総会でした。あのときはエリザベスホールで開会

式で、騎乗兵がラッパを吹いて開会を告げていました。

すごく権威がありましたね。歓迎パーティーはランカ

スターハウスという離宮であって、私たちがタクシー

でランカスターハウスへと言ったら、運転手にお前ら

が行くような場所じゃないと言われて、招待状を見せ

て、なんとか行ってもらったことを覚えています。ナ

ッシュ・ハウスでの総会で 1973 年の日本開催が正式

に決まりました。あとでクレソニエール事務局長から、

あくまで仮決定だからと言われましたが。 

 そこが私の運命の分かれ道になったわけです。大会

の実行委員長には会議誘致を牽引してきた JIDA 理事

長でもある栄久庵さんに決まりました。そして、栄久

庵さんから実行委員会の事務局長やってくれと頼まれ、

それがきっかけになって私は日産自動車を辞めること

になりました。 

 ICSID の会議は、総会と会議がセットで、総会は東

京で、会議は京都でやることにしました。総会の会場

は京王プラザホテル。1971年開業で、まだできて間も

ない時期でした。京王プラザとしても初めての国際会

議で、大変協力してくれました。京都は宝ヶ池の京都

国際会館を使いました。1966年開館で、あれもまだ新

しかったな。ICSID’73 KYOTO＝世界インダストリアル

デザイン会議は、会議場での討議＝コングレス・ホー

ルに加えて、会議参加者の情報発信の場であるコング

レス・プラザ、京都の街全体を会議場と考え、市民と

の交流をつくろうとするコングレス・シティを組み合

わせた構想でした。コングレス・プラザでは小さな FM

放送局をつくって放送もしました。コングレス・シテ

ィでは 700台のカナリア・イエローの自転車で市内拠

点と会議場をつなぐ試みをやりました。 

 メインテーマの「人の心と物の世界」は栄久庵さん

の提案です。基調講演は、京都大学教授で生態学者の

梅棹忠夫さんでした。梅棹さんは、あまり講演は引き

受けない方なんですが、川添登さんあたりが説得して

くださったのではないかな。講演の素案を三つ提案さ

れ、それから講演の構想をまとめられました。「日本文

明はクジラである」から切り出され、そして「物の心」

にふれ、「無用の用」は次の時代のデザインになるので

はないか、とまとめられました。73年に提起されたこ

の考えは、いまの時代どう受け止められるのか、考え

させられるものがあります。 

 シンボルマークは亀倉雄策さんのデザインです。亀

倉さんからは、マークを切っても部分的に使用しても

構わないとのことだったので、いろいろバリエーショ

ンを工夫して展開したことが懐かしく思い出されます。

それは亀倉さんも「なかなかうまく使ってくれたね」

と喜んでくださいました。 

 ICSID’73 KYOTO開催に関連して、早い時期からデ

ザインイヤーという話はありました。あまり知られて

ないようにも思いますが、WoDeCo開催に関連して 1960

年にも国でデザインイヤーをやっています。あの方式

を引き継いでやろうじゃないかと、当然の流れでそう

なりました。1960年には、東急デパートでのデザイン

展覧会や、さまざまな催しをやっています。それをデ

ザインイヤーと呼んだんです。あれから約 10 年後だ

から関係者の間に記憶が残っていたわけで、僕も 1960

年の会議では事務局の一員だったわけですから。だか

ら国際会議をやるなら協賛でいろいろ展覧会やろうと

かの発想はありました。 

 1973 年には最初からその発想が関係者に共有され

ていました。国際会議ばかりでなく、東京・京都のほ

か、全国にも広げるといった感じでしたね。行政の方

も自然とその流れでついてきてくれました。それで結

果的に通産省の審議会答申にもすんなりと載ったので
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はないかと思いますね。1960 年の経験があったから、

1973年のデザインイヤーは、その流れでうまく進んで

いった。イヤー独自のマークや事務局もつくられ、全

国的なスケールで展開されました。 

 

●ICSID’73 京都会議運営の思い出 

 自転車は新しい試みでおもしろかったなあ。ただト

ラブルもあって、京都の市役所の前で出発式をやるこ

とになっていたら、市長は来る、NHK の朝の番組で中

継することになっていたら、朝になってそのための自

転車を積んでいたトラックのバッテリーがあがって動

かなくなってしまいました。近くの京都ホテルのデポ

の自転車を運べとなって、どうやらなんとかなりまし

たが、冷や汗ものでした。心配したのは事故ですね。

ともかく事故だけはないようにと、タクシー組合にお

願いに行きました。あの頃はタクシーの運転は荒かっ

たから、黄色の自転車が走るから気をつけてほしいと。

警察や自転車業組合、地元のサイクリングクラブなど、

あちこちにお願いに訪ねました。事故が無く無事で本

当によかったです。 

 会議運営で困ったのは参加者の食事が足りなくなっ

たことですね。1 日目はキッコーマンが幕の内弁当を

提供してくれてうまくいったんです。2 日目は昼食を

ブッフェ形式にしました。そうしたら、はじめの方の

人はついつい余計に取っちゃう。ちゃんと 1800 人分

は用意したのに、最後の方はなくなってしまったので

す。すると参加者がお皿をフォークでチンチンと叩き

出す始末。ともかく謝って、食堂に頼んで何か出して

もらいました。それで 3日目は、一人前ずつ盛ること

にしたら、余りました。 

 閉会式では、最後に栄久庵実行委員長が「これで国

際会議を終わります」と閉会宣言をして、そのとたん

に照明をぱっと消して、ステージにスポットをあて、

ドーンと太鼓の音が一発、そしてトントントントンと

和太鼓のパフォーマンスが始まりました。鬼太鼓座の

登場です。ちょうど鬼太鼓座が売り出すときでした。 

 3 日目の夜はサヨナラパーティー、食べるものを山

に積んどけと指示が出ました。何かないかと思案して、

稲荷ずしと蕎麦なら京都中で集まるかもしれないと駆

け回って、なんとか問題なく終えることができました。

どうやらパーティーも終わって、参加者をみんなバス

で送り出し、事務局だけ残って終わったと思ったら、

がくってなりましたね。事務局のみんなは三日三晩、

会場でごろ寝でしたから。 

 こんなトラブルもありました。会議で使った自転車

は終了後に近畿放送が買い取るという話でした。それ

が土壇場になって、話が流れてどうしようと思いまし

た。700 台の自転車は実行委員会で買ったんです。自

転車工業会にお願いして、特別色の自転車を各社が用

意してくれました。それを終わったら急遽売らなくて

はならなくなったわけです。会議の参加者とか市民が

会議のマーク付きの自転車を記念に買ってくれました。

私も 2台買いました。 

 私は裏方だったんで、会議はぜんぜん聞いてないん

です。開会式を後ろから覗いてたら、会館の業務部長

の湯浅叡子さんが「開会式が始まれば 40％はすんだの

と同じですよ」と言われたので安心してたのです。翌

日の昼飯のトラブルがあるなど思いもよらなかったな。

この会議では企画や運営に会議のプロは一切入れませ

んでした。入れたのは同時通訳だけです。会議の企画、

準備、運営、制作物の作成、参加案内、広報などに加

え、バンドの手配などまで、全部われわれ事務局でや

りました。 

 会議が終わったら実行委員や関係のみんな大成功と

言ってくださいました。ところが事務局へは会議が終

わってから毎日のように請求書が来るわけ。12月まで

が支払いの一つの節目になるのですが、支払いには苦

労しましたね。国から 1800 万円の補助金をいただき

ました。あのときの 1800万円は大きいです。ただ国か

ら金をいただくにあたり、手続きがいろいろ大変でし

たけど。 

 いま振り返ると会議の開催の時期が 2～3 ヶ月後だ

ったら駄目だったろうと思います。会議は 1973 年の

10 月 10～12 日でしたが、会議の直前に中東で戦争が

起こって、そのあとオイルショックが始まったわけで

すから。本当にすべりこみセーフという感じでした。 

 

●３度目の世界デザイン会議 

 それから 1989 年にもう一度 ICSID 会議とデザイン

イヤーがあるわけです。今度は名古屋から動きが始ま

りました。中日新聞に ICSID会議に詳しい企画担当の

小山太郎さんがおられて、何度も ICSID会議に参加さ

れておられるのです。その方が市制 100周年の記念イ

ベントにぜひ名古屋でと、名古屋市に勧めてくれたの

がきっかけです。1985年の 5月頃だったかな。その年

の 9月にワシントンで総会があるから、そのときにプ

ロポースしないと 1989 年開催には間に合わないとい

うタイミングでした。 

 そのとき私はまだ大阪の国際デザイン交流協会（国

デ協）にいましたが、名古屋市の人が来られ、会議の

誘致を頼まれました。それで、月火水は大阪で国デ協

の仕事、木金土は名古屋で ICSID会議誘致の仕事と、

半分半分でやることになりました。それから名古屋市

が中心となり愛知県、名古屋商工会議所も動き始めま

した。ワシントン総会には、市からは助役、県は商工

部長、会議所は副会頭が来られて、それで私がプレゼ
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ンテーションをして、なんとか誘致が総会の承認を得

ました。あのときは競合相手はユーゴスラビアのリュ

ブリアナで、投票結果は 13票差でした。 

 そのときにワシントンでは IDSA（アメリカ・インダ

ストリアルデザイナー協会）がかなり大きい規模のデ

ザインの展覧会をやっていました。名古屋からの参加

者がそれを見て、おもしろいじゃないかということに

なり、それで ICSID会議に加えてデザイン博覧会の構

想に発展していきました。あの当時は横浜市、福岡市

などが、市制 100周年ということで、博覧会などの記

念行事を検討していた時期です。当初、名古屋市は交

通博覧会を考えていたようです。名古屋圏にはトヨタ

はじめとした自動車、航空機、船舶、鉄道車両などの

メーカーがありましたから。それが急遽デザイン博覧

会ということになり、はじめは市会議員から「デザイ

ンってなんだ」と問われ、名古屋市の担当責任者や栄

久庵さんなどは説明に追われていましたね。 

 1989年の ICSID会議の実行委員長はトヨタ自動車の

デザイン部長だった諸星和夫さん、私はデザイン会議

運営会の事務局長になりました。栄久庵さんはデザイ

ン博覧会のプロデューサーも務められました。博覧会

の組織は会議とは別の組織でした。私はそのときはま

だ国デ協にも半々で席はありました。国デ協を辞めた

のは会議が終わって名古屋にデザインセンターをつく

る話になってからです。結局、国デ協には 1981年の設

立から 8年 8ヶ月おりました。大阪府、大阪市、大阪

商工会議所、地元企業などからの出向者で構成された

組織で、デザインの国際コンペや展覧会など国際的な

多彩な事業をやりました。 

 3回の国際会議、デザインイヤーを振り返ると、1960

年が原型になって、1973年に組織だった取り組みで規

模が大きくなり、それが 1989年につながっていった。

そんな感じがします。1989年のときは、もちろんデザ

イン・イヤー事業は 1973 年を上回る規模で全国的に

展開されました。参加事業は全国で 401件です。ちょ

うどバブルがはじける直前で、資金的にも余裕があり

ましたね。ICSID 会議には、名古屋市、愛知県ばかり

か、トヨタ自動車など地元企業からも多くの協賛金を

いただきました。これも結果的に経済情勢からぎりぎ

りのタイミングでしたね。 

 そうですね、３回の国際会議を比較してみると、も

ちろんそれぞれの時代背景は違いますけど、一番おも

しろかったのは 1973年の京都会議だな。私は 1960年、

1973 年、1989 年と 3 回のデザインの国際会議の企画

運営に携わったけど、1989年はスケールが大きくなり

すぎちゃったから、正直なところ自分が頑張ってやっ

たという実感が持ちづらかったと思います。世界中か

ら 3300人もの参加者があり、セッションの数も多く、

内容的にも高かったです。運営も県や市、企業からの

スタッフが頑張ってくださって、とてもスムーズに進

みました。 

 一方、名古屋市内 3 会場で展開されたデザイン博覧

会は、135日の会期中に約 1500万人もの人を集め、名

古屋市会は「デザイン都市宣言」をし、また名古屋市

内の環境整備も一挙に進められるなど、名古屋には大

きな影響を与えました。そして、デザインの国際会議・

博覧会がきっかけで、1992年に名古屋には国際デザイ

ンセンターが設置されました（開館は 1996 年）。その

後名古屋では、1995年に世界インテリアデザイン会議

（IFI 会議）、2003 年に世界グラフィックデザイン会

議（Icograda 会議）も開催され、名古屋市は 2008 年

にデザイン都市としてユネスコ創造都市ネットワーク

に加盟認定されています。 

 そういえばあのときは、名古屋市には ICSID 会議の

ために国際会議場を新たにつくっていただきました。

それで国内外から 3 千人を超える参加者を集めること

ができました。会議場の整備にあたり、名古屋市の西

尾市長から「木村さん何人集めるつもりですか」と聞

かれ、3000 人は集まると答えました。そんな経緯もあ

って 3012人収容の大ホールが生まれたわけです。 

（文責：黒田宏治） 

 

インタビュー風景（木村一男、青木史郎） 

ICSID’73KYOTO資料を手に当時を振り返る 
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＊文中の JIDA、ICSID、IDSA、IFI、Icogradaの正式名

称は次の通りです。 

JIDA：Japan Industrial Designers' Association／公

益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会（当

時は社団法人） 

ICSID ： International Council of Society of 

Industrial Design／国際インダストリアルデザイン

団体協議会 

IDSA：Industrial Designers Society of America／

米国インダストリアルデザイナー協会 

IFI ： International Federation of Interior 

Architects/Designers／国際インテリアアーキテクト

／デザイナー団体連合 

Icograda：International Council of Graphic Design 

Associations／国際グラフィックデザイン団体協議会 
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■松本哲夫氏インタビュー記録 

 剣持勇とデザイン行政はじまりの頃 

 

・日時：2019年 11月 18日（月）10:30～12:00 

・場所：剣持デザイン研究所 会議室（新宿区） 

・出席：松本哲夫氏／青木史郎、黒田宏治 

 

＊松本哲夫：1929年生まれ。1953年千葉大学工学部建

築学科卒業（第一期生）。通商産業省産業工芸試験所技

官を経て 1957 年株式会社剣持勇デザイン研究所にチ

ーフデザイナーとして入社、1971年に代表取締役就任、

1977 年に社名変更により剣持デザイン研究所代表取

締役、現在に至る。建築、インテリア、家具等さまざ

まなデザインを手掛ける。Gマーク選定委員等を歴任。 

 

 

 

［目次］ 

●松本哲夫氏の産業工芸試験所入所の経緯 

●戦時中の工芸指導所と剣持勇 

●産工試の成形合板技術と天童木工 

●デザインコミッティーとグッドデザイン 

●デザイン行政のはじまりと当時のデザイン概念 

【参考 1】天童木工の主な流れ（1940年～50年） 

【参考２】剣持勇と産業工芸試験所及びデザイン振興

 活動（工芸指導所入所から 1960年まで） 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

―― 松本さんは、剣持勇さんが産業工芸試験所

から独立するにあたり、剣持さんに請われて 1957

年に試験所を退職されています。以降、剣持勇デ

ザイン研究所でチーフデザイナーを務め、剣持さ

んが亡くなられて、1971 年に代表取締役に就任、

今日まで約 50 年間同研究所の代表として、堅実

なデザインを世に送り出しております。また同時

に日本デザインコミッティーの推進者としても

活躍し、多くの建築家・デザイナーの相談役・指

南役として頼られる存在でもあられます。グッド

デザイン賞のあり方等についても多々助言をい
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の将校や下士官が来るときは必ず家族連れで来るわけ

で、米国からは東京近辺にアメリカ人向けのモダンデ

ザインの住宅を要求され、それを国がバックアップし

ていました。日本の建築家はその頃はそんな大きな住

宅を設計する機会はないわけだから、みんな喜んで設

計をしたわけです。だから私の大学の先輩にあたる東

京工業専門学校（東京工専）（＊1）の建築を出た人も、

みんなそういう設計事務所に入っていたんです。仕事

がたくさんありましたから。 

 ところが私が卒業する年には、朝鮮戦争は終結に近

づいており、そういう建築需要は無いわけです。だか

ら先輩のいる事務所を訪ねてみましたが埒が明きませ

ん。そもそも千葉大学の建築学科はできたばかりで、

東京高等工芸学校時代には室内計画はあったけど建築

はなかったので、当時はまだそれほど建築設計事務所

に大学の先輩はいないわけです。どうしようと困りは

て、それで 3月の半ば過ぎに大学に行ったら、先生か

らこういうところあるけど行ってみないかと言われま

した。それが産工試だったわけです。 

 学生時代の私は、いろいろな新しい情報が欲しかっ

たので、外国の雑誌を片っ端から読んで勉強していま

した。当時大学の研究室には、1 冊ずつしか外国雑誌

を買う予算がなかったので、新しい雑誌が来ると教授、

助教授、助手と順番に読んで、学生が読めるのは一番

最後でしたけど。先生は私がそうやって外国雑誌を見

て勉強してたのを知っていて、それで「ともかく俺が

いまから言うところへ行ってみろ」と言うわけです。

「大学と比べたら信じられないほど予算があって情報

を集めてるところがある」「そこは世界中の雑誌が毎月

どんどん入ってきて見られるんだ」「ちょっとのぞきに

行ってみろ」と。 

 それで行ったわけです、産工試へ。朝に松戸の大学

で言われて、大学を出たのが 10時ころで、電車に乗っ

て下丸子まで行って、お昼過ぎくらいに産工試に着き

ました。それで「千葉大で言われて来ました」と言う

と、「なんで今頃出てきたんだ、午前中に筆記試験をや

っていたんだぞ」と言うわけです。私は会社訪問で来

たんで、試験のことなんか知りませんでした。「じゃあ

もういいです、帰ります」と言ったら、「ちょっと待て、

午後の面接だけでも受けていけ」と言われて、なにか

変だなとは思ったんですよ。 

 それで面接室に入ると試験官は京都大学の建築出身

の藤井左内さんだったんです。そこでは建築を卒業す

るのにどこも採ってくれないと話したこと、ドイツ工

作連盟は知っているかとか聞かれたことを覚えていま

す。それで試験は面接しかしてないのに、数日して産

工試から採用通知が届きました。しかも 6級職、上級

職ですよ。だから親父は喜んだよね、公務員なら食い

っぱぐれないからと。それでもうほかに行くところも

ないから、一応産工試に行くことにしたわけです。面

白そうなところだとは思ったんで。4 月に産工試に行

ってみると席が決まっていて、装備意匠係でした。 

 産工試に入ってからわかったんですけど、中学時代

の 1年先輩の佐藤太郎という男が産工試にいて、それ

で剣持が米国から帰ってきてどうしても建築出身者が

ほしいって言いだし、それで東京工専の建築出身の佐

藤は母校に行って誰か探して来いと言われたみたいで

した。幸か不幸か千葉大の建築学科で設計をやりたい

と言っている私が売れ残っていたわけで、私がのぞい

てこいと言われたときには、既に佐藤が剣持のところ

に私の資料を持っていっていたわけです。それで、こ

れなら採ってもいいと、剣持は思っていたらしいんで

す。そこに私がちょうど訪ねていったということにな

るわけです。 

 ただ私も万が一設計事務所に行けないとき困るなと

思い、一応 6級職の建築職の国家試験を、後の上級職

に相当しますが、その試験を受けて通ってはいました。

ですからまかり間違えば役人として建設省に入っちゃ

ったわけですよ。でも私は役人はいやだったから、産

工試でちょうどよかったかなと思っています。 

（＊1）大正 10年（1921年）設立の東京高等工芸学校

（高等工芸）は、昭和 19 年（1944 年）に東京工業専

門学校（東京工専）に改称となり、昭和 24年（1949年）

に千葉大学工芸学部となった。尚、工芸学部は昭和 26

年（1951年）より工学部となり現在に至る。 

 

●戦時中の工芸指導所と剣持勇 

 

―― 松本さんが産工試で仕事を始めていくき

っかけには、剣持さんとの「縁」があったんで

すね。剣持さんは今日でも素晴らしい家具をデ

ザインした方として語り継がれていますが、工

芸指導所の所員として、研究だけでなく啓蒙と

いった領域でも大きな役割を果たされたと聞い

ております。そのような剱持さんの側面につい

て少しお聞きしたいと思います。 

 

 戦争中に工芸の研究なんてとんでもないということ

で、工芸指導所（産工試の前身）（＊2）は戦争中につ

ぶされそうになったことがあったんです。ちなみに、

戦争中の 1944 年に高等工芸が東京工専に改称となっ

た際には、学科名にあった工芸の名称はいずれも外さ

れるかたちで改組されました（工芸図案科は建築科に、

木材工芸科は木材工業科に、など）。 

 そのとき、工芸指導所で研究していた成形合板技術

が指導所の生き残りに寄与したと、剣持から聞いたこ
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とがありました。というのは、木製飛行機に使えると

いうことをアピールしたようなんです。それにより軍

に必要性を納得させられたわけで、それでつぶされず

に工芸指導所は生き延びられたといういきさつがあっ

たということです。 

 ノモンハン事件のとき撃墜したソビエト連邦の飛行

機が木製でした。胴体から翼から一切合切が木製だっ

たということです。それに関連して剣持は、詳しくは

わからないけれど彼は当時技官で商工省と同時に軍需

省にも籍があったみたいで、それで軍の航空関係の偉

い人のところへ行って、その写真を見せられたときに、

そういうものだったらうち（工芸指導所）の技術でつ

くれると言ったらしいんです。彼はまたうまく喋った

んだと思うんです、当時成形合板技術を使って木製椅

子など研究もしていたわけですから。 

 確か私も「航空朝日」という雑誌で、戦時中に航空

機の座席、シートのデザインを木製でやるというのを

研究していたというのを見たことがあります。それで

木製の飛行機もつくれるぞっていう話をしたんだと思

います。それにより彼は工芸指導所の中で脚光をあび

ることになったわけです。戦時中で軍需省の仕事で認

められ、工芸指導所の存続させることができたわけで

すから。 

 それで彼はある時期、赤い長靴をはいて軍刀をさげ

て、日本中の家具屋を指導して歩いていたと聞きまし

た。木製飛行機をつくる技術なんかあるようなないよ

うな感じだったと思いますけど。それで天童木工は戦

時中には木製弾薬箱をつくっておりましたが、そうい

うところを順番に訪ねて技術指導をしていたようです。

戦争中のことですけど、そういう変わり身はうまいん

だよな、彼は。成形合板技術を使って、実際の飛行機

はつくらなかったけど、おとり飛行機だとかは作って

各地の飛行場に置いたということです。本物の飛行機

はどこかに避難させて、敵機の射撃で燃えちゃっても

木製のおとり飛行機ならすぐつくり直せたということ

です。そういう話をいろいろなところから、天童木工

からも聞いたことがあります。 

 さて、戦時中の工芸指導所ですが、あまり知られて

いないかもしれませんがけっこういろいろな人たちが

出入りしていました。勝見勝さん、小杉二郎さん、秋

岡芳夫さんなども、工芸指導所に籍があったと聞いて

います（＊3）。木製飛行機や航空機用の成形合板部品

の研究をしていることが、それらは兵器にかんする研

究になりますから、工芸指導所が戦時中に生き残れる

理由の一つになったとお話しました。それでデザイン

関係者が工芸指導所に逃げて流れ込んできたそうです。 

 そうしないと戦時中ですから徴用の制度があって、

兵隊に行かなければ徴用工として軍需工場に引っ張ら

れて機械加工の仕事等をさせられるわけです。正職員

でも嘱託でもいいですから工芸指導所で仕事があれば

徴用を免れることができたわけです。当時フリーでい

るなど認められないわけですから。たぶんそのような

経緯もあって工芸指導所にはけっこう人材も集まった

ようです。剣持は木製飛行機の研究等に取り組むにあ

たり、そこまで読んでいたかはわかりませんが。 

（＊2）工芸指導所は昭和 3年に仙台に設置された。昭

和 15 年に本所を東京に移転、旧仙台本所は東北支所

となる。昭和 27年に産業工芸試験所に改称された。 

（＊3）「産業工芸指導所 30年史」の職員表では、勝見

勝は昭和 16 年～18 年、小杉二郎は昭和 19 年～20 年

に、それぞれ技官職員であったことが記録されている。 

 

●産工試の成形合板技術と天童木工 

 

―― 剣持さんはプロモーター的な資質もお持

ちだったのですね。始めて聞いた、知らなかっ

た話が沢山でてきました。デザインの黎明期に

ついて、わからなかったピースが幾つか埋まっ

たとように思います。 

 ところで、剣持さんといえば「天童木工」を

連想します。この会社の成形合板技術は、戦後

の家具デザインを特徴づけているように思いま

す。工芸指導所、剣持さん、成形合板技術、そ

して天童木工、これらの関係に、戦後創成期の

デザインの一端が窺えるように思います。 

 

 天童木工は、もとは将棋駒や小さな箪笥などを作っ

ていた職人たちの集まりで、1940年に天童木工家具建

具工業組合として活動を始め、42年に有限会社天童木

工製作所となり、戦時中には木製の弾薬箱やおとり飛

行機などを作っておりました。だいたい天童木工はそ

ういうもの作るためにつくった会社みたいなもので、

海軍の神町飛行場（現山形空港、東根市）に近い立地

条件でもありましたから。ちなみにそこの格納庫を設

計したのが清家清さんだったとか、そういうことは剣

持から直接聞きました。ただ木工技術に関していえば

素人集団ですよね。  

 1945 年に終戦を迎えますが、終戦後のある時期は、

何を作っても売れる時代だったから、とはいっても東

北あたりはあまりモダンなものは売れないだろうから、

天童木工ではちゃぶ台や茶箪笥を作って、それで食い

つないでいたようなところがありました。また進駐軍

向けの洋箪笥もつくったりして、それで東京・浜松町
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 ただ、本当に優れた木工技術をもって戦争前から椅
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子とかつくっていた職人たちは、終戦後にもとの職場

に戻っていったわけです。東京深川の木工職人や秋田

木工の職人などはそうですね。ただ木工の素人集団で

あった天童木工にとっては戦後どうしていくかは課題

でした。そこに成形合板技術を植え付けたらどうなる

か、剣持は考えたんだろうと思います。 

 それで成形合板技術が仙台の工芸指導所にありまし

たが、それを天童木工に移転させていくわけです。な

んで移転先が天童木工になったのかはよくわからない

ですけど、成形合板技術といっても当時はまだ海の物

とも山の物ともわからない技術だったから、たぶんほ

かに選択肢なかったのかもしれないですね。鳥取の方

にも技術の移転先候補の木工所はあったらしいけれど、

剣持も技術も仙台の指導所でしたから、行き来もしや

すい天童木工に肩入れしたんだろうなと思います。戦

争中には木製のおとり飛行機を作らせていた経緯もあ

って、天童木工の技術や可能性なども剣持は知ってい

たんだろうなと思います。  

 そして、乾三郎さんという木工技術者が剣持ともど

も工芸指導所で成形合板技術の向上に努め、指導所の

技術もアップしていきます。また、剣持や乾さんの指

導もあって、天童木工も一生懸命にやっていたから、

天童木工も次第に技術力を身につけていったようです。

そして、私が事務所（剣持勇デザイン研究所）に移籍

した頃だったと思うけど、そのころ産工試にいた乾三

郎さんが天童木工に入社して（1958年に入社、後の技

術担当常務）、天童木工の成形合板技術は飛躍的によく

なるわけです（＊4）。新しい機械設備を導入したりも

しています。あと 1963 年には菅澤光政さんとかも天

童木工に入社して会社の開発体制も整っていったので

はないでしょうか。彼は千葉大の工業短期大学の木材

工芸卒業だったと思います。 

（＊4）「産業工芸試験所 30年史」の職員表には、乾三

郎（昭和 22年-33年）のほか、岩淵久男（昭和 23年-

33年）、櫛田芳郎（昭和 21年-24年）の 2名が天童木

工に移籍したと記録されている。 

 

●デザインコミッティーとグッドデザイン 

 

―― 松本さんは今日でも「日本デザインコミ

ッティー」に深く関わっておれらますが、この

コミッティーは、日本のデザインの黎明期に先

駆者として大きな役割を果たしました。剣持さ

んは初期のメンバーであったと思いますが、そ

の創成期のお話をお聞きできればと思います。

コミッティーは誇り高いデザイナーの集団でし

たから、デザイン行政や国の振興活動とは距離

を置いていたと聞いています。ただ人脈的には

深い繋がりがあったと思います。ここらが興味

深いところです。 

 

 日本デザインコミッティーの起源は、新制作派協会

に建築部というのができたところに求められます。

1949 年、吉村順三、谷口吉郎、前川国夫、丹下健三、

山口文象、岡田哲郎、池辺陽といった当時若手建築家

により結成され、いわゆるモダニスト系の建築家たち

で、そこに剣持勇も加わるわけです。そして、剣持は

52年に海外工芸事情調査を命じられ訪米し、それで翌

年に今度はアスペン世界会議に日本代表として出席し

ちゃうわけです。アスペン会議に参加した 53 年に日

本デザインコミッティーの会員になるわけです。 

 新制作派協会建築部、そのメンバーが日本デザイン

コミッティーの中心になるわけです。できたときは「ジ

ャパンコミッティーオブインターナショナルデザイン」

という名前でした。そのときにたぶん坂倉準三先生も

加わったんじゃないかな。53年にミラノトリエンナー

レへの招待が日本にも来て、その対応のために日本デ

ザインコミッティーがつくられたんだけど、付け焼き

刃では準備もままならなくて、翌 54 年のトリエンナ

ーレへの出展は断念したと聞いています。 

 それで剣持は 53 年に産工試に辞表を出したんじゃ

なかったかな。ただすぐに辞職というわけにはいかず、

54 年には日本ユネスコ国内委員会調査員に任命され

たことなどもあり、それで 55 年 6 月に産工試で辞職

を承認されました。私が産工試に入所するのが 53 年

で、だから産工試では 2年間だけ剣持と一緒だったこ

とになります。それで私が産工試に在職していたとき

のことなので、トリエンナーレには間に合わなかった

という話は私も覚えています。それで次の機会、57年

のトリエンナーレには日本は出展すると決めたと聞き

ました。そのとき集まったメンバーで準備を始めまし

た。この流れが 1960年の WoDeCo（世界デザイン会議）

にもつながるわけです。そこまではかなり間がありま

すけれどね。 

 なぜ剣持は独立を考えてはじめたかというと、当時

剣持はもう意匠部長だったでしょう、次は所長しかな

いわけで、それでそろそろと考えていたんだと思いま

す。彼は米国調査に 2回も続けて行っちゃったから、

向こうのデザイナーはどんな生活しているかも知るこ

とになるし、友達もいっぱいできたはずです。米国で

は国が建築家を支援しているわけではなく、米国では

米国の建築家協会が自分たちで試験をして資格認定し

ていました。インテリアデザイナーについてもそうだ

し、グラフィックデザイナーも同じ仕組みでした。国

は専門職の資格認定に関与していないわけで、それは

私も正しいと思いました。 
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 それで剣持は帰国してから、自分は公務員、即ち国

の人間・職員じゃないですか、デザイナーとしての将

来を考えるなかで、それについて疑問を持ったんじゃ

ないかと思うわけです。既に産工試では意匠部長であ

り、やるべきことはやったという思いもあったとは思

います。こんなこともありました。JIDAの設立にも剣

持は産工試の部長として協力しましたが、いざできち

ゃうとそこに役人が入ってるのはおかしいとか言われ

て、結局組織から出て行くことになるわけです。イン

テリアデザイナー協会のときも似たようなことを言わ

れたんじゃなかったかな。そんなことも産工試退職に

影響したかもしれません。 

 それはともかく、コミッティーの活動が一番社会と

リンクしていたのはいつごろかと考えてみると、グッ

ドデザインを選んでいたときかなと思います。1955年

の秋からですね。既に柳宗理さんや渡辺力さんとかが

白木屋をベースにやっていたし、丸善でもやっていた

わけですが。松屋のデザインコーナーでさっき言った

メンバーがみんな集まって始めたわけです。岡本太郎

さんも清家清さんもいたし勝見勝さんもいた。だんだ

んと世代は交代していくわけですが、ある時期まで総

括的に引っ張っていったのは工芸指導所にもいた勝見

勝さんでした。 

 国のグッドデザイン制度創設に携わった特許庁の高

田忠さんとかとは、剣持はあまり接点がなかったかも

しれません。特許庁の高田さんとかは行政官でデザイ

ナーではなかったことも関係したかもしれません。一

方、コミッティーのメンバーはというと、一部評論家

も含まれていましたが、基本はみんなデザイナーでし

たから。 

 

●デザイン行政のはじまりと当時のデザイン概念 

 

―― 黒田と青木は、いま日本のデザイン行政

と振興政策についての文献資料を集め、「アー

カイブ」を公開し、研究を続けています。通産

省がデザインの発展に一定の役割を果たしたこ

とは、肯定的に評価すべきと思いますが、その

一方で、デザインの総合性といった視点からみ

ると、建築は建設省、デザインは通産省といっ

た区分を突破できなかったことで限界があった

ように思います。また役所には、民間の成果を

後追い的に刈り取ろうとする傾向があります。

松本さんは、行政からは距離を置いておられた

と思うのですが、デザイン行政が始まった50年

代後半から60年代にかけての動向を、どのよう

にご覧になっていましたか。 

 

 1957年に国のグッドデザイン制度が始まり、1958年

に通産省にデザイン課が設置されました。当時私はど

う感じたかというと、国がデザインの善し悪しに口を

出すこと自体がおかしいんじゃないかと。技術論なら

わかるわけですよ。例えば建築では一定の安全基準を

クリアーしないと万が一のときに人間の生命にかかわ

るわけですから、木造だろうと鉄筋だろうと最低限の

基準は必要になります。 

 それに対して、デザインは一人一人のデザイナーな

り担当者の個性によるものだと思うんです。だから、

国とか公の機関の立場で最低限の基準はあっていいで

すが、あまり立ち入って細かく決めてしまうと新しい

ものつくれなくなっちゃうと思うんです。日本だと戦

前戦中の記憶もあるから、国が出てくるとあれこれ細

かく決めてしまう可能性を否定できません。統制型と

でも言うんでしょうか。当時、そう考える人はけっこ

う多かったと思います。 

 その当時、デザインはどう理解されていたかという

と、例えば剣持も表面的な問題だけではないと考えて

いたと思います。建築の一部と思っていたようなとこ

ろもあります。デザインプロパーと話していると、デ

ザインを先にこうだからと決めて、どうやって実現す

るかを考えるという手順もあると聞きますが、私は建

築出身だからかもしれませんが、建築は建設技術を知

らないと設計できないから、だからファニチャーでも

製作方法を知らないと、自分に作れなくても現場をマ

スターしないとデザインできないと思っていました。

デザインプロパーの人たちとは発想が逆なんですね。 

 海外に目をやると、デザインというのはアメリカ的

概念、ビジネスから生まれた概念だったと思います。

米国では職業的にも確立されており、現実に建築の仕

事から離れてデザインは存在しておりました。それに

対して、欧州では違っていて、例えばドイツではデザ

インという用語は使いませんでした。というかデザイ

ナーという名称は断固として認めなかったようなとこ

ろがありました。建築家、アーキテクトがデザインも

するわけです。ただ欧州でも、イギリスの CoIDのよう

にデザインの用語が使われていた例はありました。 

 剣持が米国調査で仕入れた情報によれば、インテリ

アに関してはインテリアデザイナーではなくインテリ

アアーキテクトという呼称が一般的で、ベースはやっ

ぱり建築だったという理解でした。彼は米国でクラン

ブルック美術大学を訪ねていますが、建築家のサーリ

ネンが創設した美術大学ですが、イームズもネルソン

もそこの建築出身だったということです。ただ、いま

考えるとそれとは別にアートセンター系の人脈もあっ

たのかなと思います。 

 時代は下りますが、デザインをめぐってこんな議論
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があったことを付け加えたいと思います。1987年にイ

ンテリアプランナー制度が発足しましたが、検討段階

で建設省に呼ばれたら、最初はインテリアデザイナー

の資格をつくりたいと言ってたんです。それで私はそ

の時、既にインテリアデザイナーはたくさんいるわけ

で、後追いで国がどうこういうのはおかしい、困ると

言ったんです。デザイナーというと、デザインの善し

悪しの話になるわけです。国がそれをどうやって決め

るんですか。建築でも建築士の試験はありますが、そ

れは建築家の試験じゃありません。デザイナーは建築

家と同じなんですね。  

 ただ、構造設計とか配線設備施工とか建築の素養を

もったインテリアデザイナーを養成するのならばいい

だろうと、僕は賛成いたしました。デザインは国の評

価になじまないけど、計画学ならチェックできるじゃ

ないですか。プランニングは技術ですから。そして、

そういう素養を持っていれば建築的におかしなインテ

リアはできないでしょうから。それでインテリアプラ

ンナーになったんです。 

 

――インタビューを終えて（青木） 今回のイ

ンタビューでは、まず剣持勇さんに焦点をあて

て臨みました。剣持さんをデザイナーとして理

解するだけではなく、デザインの黎明期を牽引

した一人のリーダーとして受けとめるべきでは

ないかと考えていたからです。松本さんから、

「赤い長靴で軍刀を下げて」といった剣持さん

の戦時中の活躍の様子を伺うことができまし

た。おそらく剣持さんは、周囲の人達を巻き込

んでいく「台風の眼」のような存在ではなかっ

たかと想像します。剣持さんだけでなく、亀倉

雄策さんや時代は少し下りますが栄久庵憲司さ

んなど、黎明期には「磁力をもった人」が何人

か登場します。というか、個性的で魅力的な個

人が活躍できたから、デザインは黎明期を迎え

ることができたと理解すべきかも知れません。 

 もう一つ、デザインの黎明期を巡る「人のつ

ながり」が、インタビューを通じて理解できた

ように思います。なぜ戦争中の工芸指導所に次

世代のデザインを担う人材が集まっていたのか

という疑問をもっていました。本日のお話しか

ら、これは「徴用逃れ」という言葉で素直に理

解できました。そして、創成期のデザインを担

った建築家たちについてです。モダニズム系の

建築家であることは名前からわかりますが、

「新制作派協会の建築部門」と聞いて、これも

合点がいきました。 

 調べてみると、新制作の建築は1969年に「ス

ペースデザイン部門」と名称を変更しています

が、そうした予兆は発足当初からあったのでは

ないかと推測します。「徴用逃れ」も「新制作

派」も、辞書を引いただけではわからないニュ

アンスがあります。そうか「彼らはモダニスト

なんだ」と理解することで、デザインの歴史を

日本の近代史の中に位置づけていくことが出来

そうに思います。 

 松本さんは、栄久庵さんと同い年で、「磁力

をもった世代」に属しています。ただ松本さん

は、ギラギラした磁力ではなく、建築出身らし

く理性的な磁力に満ちた方であるように感じら

れます。それゆえに、建築とデザインを橋渡し

して、人を結びつけ育てていく役割を、さり気

なく果たされたのではと思いました。 

 

（文責：黒田宏治） 

 

 

【参考 1】天童木工の主な流れ（1940年～50年）（「天

童木工 50年史」より、黒田が編集） 

1940 年：戦争の激化に伴い、近郷 10 カ村の職人によ

り共同作業所をつくり、天童木工家具建具工業組合と

して活動を始める。組合は、物資の不足から材料の調

達に事欠き、県に指導により組合を結成した。 

1941年：陸軍省および海軍省の指定工場となり、弾薬

箱など軍需品生産に励む。 

1942年：国の企業整備令に基づき、営利会社として積

極的に企業規模拡大のため、有限会社天童木工製作所

として、事業の一切を継承した。 

1943年：飛行機用成形合板の操縦桿及び翼の骨組（練

習機用）などの軍用機の機体部品を生産する。 

1944年：大山不二太郎が天童木工社長に就任。商工省

工芸指導所技師兼軍需技師・剣持勇が木製飛行機の部

品製造指導のために来社。 

1945年：G1型飛行機（おとり機）を製作し、土浦の第

1海軍航空省に納入（10機）。終戦直前従業員が約 150

名いたが戦後は約 80人になった。戦後、家具生産に切

り換え、丸飯台、流し台、食品棚（3種類）など羅災地

向けの家具を作り、高島屋・白木屋を通して販売し飛

ぶように売れた（軍需用杉材を活用）。 

1946年：東京・大田区洗足池に東京営業連絡所を設け

家具販売にあたる。特需品として進駐軍向けの家具の

製作を開始する。 

1947年：当時 100万円の高周波発振装置を購入し本格

的に成形合板の実験研究に着手する（発振機の 1号機

は工芸指導所、2号機は天童木工製作所）。東京港区新

橋烏森口営業所を設立。鈴木太郎指導よる成形合板の
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試作品を展示（約 50点）、隣接の東根市神町に駐屯し

ていたアメリカ軍将校を招待した。 

1948年：進駐軍向け家具は、この年で生産を打ち切る。

家具のデザインと生産の指導を剣持勇、鈴木太郎、小

林保治、中井太一郎から受ける。商工省工芸指導所東

北支所の高周波木材加工講習会に天童木工が参加。 

1949 年：中小企業振興工芸展覧会（東京・三越本店）

に出品、剣持勇デザインの成形合板による机・椅子が

中小企業長官賞を受賞。工芸指導所から技術・デザイ

ンに関する指導を受け、剣持勇らがデザインした椅子

の試作を行う。 

1950 年：創立 10 周年記念展示会を東京・日本橋の高

島屋で開催し、成形合板による新しい家具を出品し好

評を博す。5kw の大型高周波発振器を導入し、成形合

板の生産が本格化する。 

 

 

【参考２】剣持勇と産業工芸試験所及びデザイン振興

活動（工芸指導所入所から 1960年まで）（剣持勇の世

界・第四分冊「その史的背景――年譜・記録」より、

黒田が編集） 

1932年：4月；商工省工芸指導所（仙台）に入所、第

1部（木工）・第 3部（意匠）兼務の助手となる 

1933年：工芸指導所の規範原型の研究はじまる 

1934年：豊口克平と「椅子の規範原型の研究」をまと

める（11月、開所 6周年記念展で発表） 

1937年：工芸指導所、成型合板の研究を始める 

1943年：11月：商工省廃止、軍需省、農商省設置（工

芸指導所は農商省に移管）／「木製航空機並びに部品

の研究」（軍需省、山脇厳と協同）は、積層と成型合板

とによる新しい構造の追及に成果をあげた（小杉二郎、

金子徳次郎、松本文郎らの協力による） 

1944年：4月：工芸指導所技師に任ぜらる／軍需技師

兼任、航空兵器総局飛行課勤務を命ぜらる（軍需省） 

1945年：8月：農商省廃止に伴い、工芸指導所は再び

商工省に移管（敗戦後）。  

1946 年：4 月：商工技師に任ぜらる。／5 月：東北支

所勤務、木工課長に任ぜらる。 

1949年：2月：新制作派協会、建築部を設置－吉村準

三、谷口吉郎、前川國男、丹下健三、山口文象、池辺

陽、岡田哲郎、剣持勇ら 

1950年：2月：研究部第一課長に任ぜらる／51年 4月：

技術部第一技術課長に任ぜらる 

1952年：3月：海外工芸事業研究のためアメリカ合衆

国へ出張を命ぜらる／4 月：工芸指導所は産業工芸試

験所と改称、意匠部長を命ぜらる／10月：日本インダ

ストリアルデザイナー協会結成－柳宗理、渡辺力、金

子徳次郞、剣持勇ら 

1953年：6月：米国に出張を命ぜらる／第 3回アスペ

ン世界デザイン会議に初の日本代表として出席、同時

に合衆国の工業デザインの実態を視察・調査 

1954年：6月：日本ユネスコ国内委員会（教育文化活

動小委員会）調整委員に併任 

1955年：6月：産業工芸試験所意匠部長辞職を承認さ

れる／7月：剣持勇デザイン研究所を設立 

1957年：7月：ミラノ・トリエンナーレに日本初参加

／10月：財団法人日本国際デザイン協会発足－財界人

とデザイナー76名の発起人 

1958年：9月：通商産業省・意匠奨励審議会委員（任

期 2年）／11月：日本室内設計家協会（後の社団法人

日本インテリアデザイナー協会）理事（～1962.3） 

1959年：4月：日本室内設計家協会理事長（～1960）

／9 月：東京オリンピック組織委員会デザイン委員会

委員（～1965..6）／10月：通商産業省・デザイン奨励

審議会委員（～1971、但し 1961.10.1～1968.3.31は欠） 

1960年：5月：世界デザイン会議（産経会館ほか）／

グッドデザイン・コミッティ結成、創設メンバー 丹

下健三、清家清、吉坂隆生、剣持勇、渡辺力、亀倉雄

策、石元泰博、岡本太郎、浜口隆一、勝見勝、（アドバ

イザー：坂倉淳三、前川国夫、ペリアン） 

 

 

【参考図書】 

１）《剣持勇の世界》編集委員会編『その史的背景――

年譜・記録（《剣持勇の世界》第四分冊）』河出書房新

社、1975年 

２）天童木工五十年史「近代デザイン年譜」編集委員

会編『近代デザイン年譜 天童木工五十年史』天童木

工、1993年 

３）工業技術院産業工芸試験所編『産業工芸試験所 30

年史』産業工芸試験所 30周年記念事業協賛会、1960年 

４）菅澤光政『天童木工』美術出版社、2008年 

５）森仁史編『ジャパニーズ・モダン 剣持勇とその

世界』国書刊行会、2005年 

６）日本デザインコミッティー監修『デザインの軌跡 

日本デザインコミッティーとグッドデザイン運動』商

店建築社、1977年 
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■田中義信氏インタビュー記録 

 地方産業デザイン開発推進事業の始まりと展開 

 

・日時：2019年 11月 22日（金）13:30～16:00 

・場所：静岡文化芸術大学 黒田研究室 

・出席：田中義信／青木史郎、黒田宏治 

 

＊田中義信：1946年生まれ、1969年より財団法人日本

産業デザイン振興会職員となり、地方デザイン開発セ

ンター、振興事業部長等を務める。2006年より田中デ

ザイン事務所代表（デザインコンサルタント）。産デ振

在職時、地方産業デザイン開発推進事業に立ち上げよ

り携わる。 

 

 

 

［目次］ 

●地デ開事業の始まりの経緯 

●地デ開事業の仕組みと仕掛け 

●地デ開事業とマル優事業の動向 

●地デ開事業の成功事例、飛騨高山家具産業 

●地デ開事業とブロック別デザイン会議 

●デザインプロセスのオープン化 

●地デ開事業以降の地域デザイン振興をめぐって 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

●地デ開事業の始まりの経緯 

 昭和 50 年度に「地方産業デザイン開発推進事業」

（以下、地デ開事業）が始まりました。どうして地デ

開事業が始まったかというと、通産省は、日本産業デ

ザイン振興会（以下、産デ振）を通じて、各種デザイ

ン振興事業の展開を図ってきましたが、事業規模、予

算規模ともに小さく、デザイン振興事業としてはイン

パクトに欠けていました。地域を対象にした事業はマ

ル優事業（＊1）だけで、しかも地方庁の分担金のみで

事業運営をしてきました。マル優事業の延長線上や拡

大でもない産地への体系的なデザイン導入が必要との

問題意識から、検査デザイン課及び産デ振で地方産業

のデザイン振興施策について検討が始まりました。そ

れが発端になるかと思います。 

（＊1）1966年に日本優秀デザイン商品輸出推進事業が始

まり、1972 年に日本優秀デザイン商品開発指導事業に改

称された。いずれも○の中に優と書いてマル優事業と呼ば

れた。（32の地方庁が参加） 

 1960 年代から通産省検査デザイン課所管のデザイ

ン振興事業としては、年間予算が数千万円の「製品品

質及び意匠向上補助事業」がありました。この事業の

内容は、デザイン資料の収集整備、海外広報誌、デザ

イン研究員の海外派遣や展示事業などが中心で、他に

JETRO の輸出関係予算で海外見本市への出展（マル優

事業などで製品改良した製品など）、ジャパンデザイン

ハウスの運営などに取り組まれていました。1969年の

産デ振設立に伴い、JETRO が行なっていた前術のデザ

イン振興事業は、マル優および国庫補助金とともに、

1970年に産デ振に移管されました。 

 ただデザイン行政に携わっている人たちにとっては、

予算は十分と言い難く、大きな予算がほしかったのだ

と思います。時期的にも 1973 年のデザインイヤーの

成功もあり、地方でもデザイン気運の高まりが出てき

ていました。そのような時代状況の中で、何とかなら

ないかというのが、実は地デ開事業の出発点だったよ

うに思います。 

 予算の拡大が課題でしたが、そのためにはデザイン

は産地振興に有効性が高いとの説明が必要となります。 

「コストではなくデザインによって競争し得る産業」

の成功事例として、長崎の白山陶器（当時デザイナー

の森正洋さんがデザインに携わるようになってから、

製品が何十倍も売れるようになりました。）、新潟の洋

食器、秋田の曲木椅子など、デザインの力はすごいぞ

という資料を、予算折衝時の説明資料として当時大蔵

省に出したと聞いています。昭和 49 年だったと思い

ますが、検査デザイン課に事務官と技官がいて、両者

で知恵を絞って大蔵省を説得するための予算資料の作

成に苦労していたのを見ていました。技官はデザイン

奨励班長ですが、製品科学研究所から出向のデザイン

職の方でした。名前は覚えていません。 
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■田中義信氏インタビュー記録 

 地方産業デザイン開発推進事業の始まりと展開 

 

・日時：2019年 11月 22日（金）13:30～16:00 

・場所：静岡文化芸術大学 黒田研究室 

・出席：田中義信／青木史郎、黒田宏治 
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成功もあり、地方でもデザイン気運の高まりが出てき

ていました。そのような時代状況の中で、何とかなら

ないかというのが、実は地デ開事業の出発点だったよ
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 予算の拡大が課題でしたが、そのためにはデザイン

は産地振興に有効性が高いとの説明が必要となります。 

「コストではなくデザインによって競争し得る産業」

の成功事例として、長崎の白山陶器（当時デザイナー

の森正洋さんがデザインに携わるようになってから、

製品が何十倍も売れるようになりました。）、新潟の洋

食器、秋田の曲木椅子など、デザインの力はすごいぞ

という資料を、予算折衝時の説明資料として当時大蔵

省に出したと聞いています。昭和 49 年だったと思い

ますが、検査デザイン課に事務官と技官がいて、両者

で知恵を絞って大蔵省を説得するための予算資料の作

成に苦労していたのを見ていました。技官はデザイン
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昭和 49年から 50年の年末年始にかけて、予算の内

示がありました。事業の仕組みについては、後ほど説

明しますが、初年度予算には、体制整備から開発実施

指導（2地域分）までの事業予算が確定していたので、

2 県については、体制整備とデザイン開発実施指導を

並行して進めなければならない状況でした。いきなり

全地方庁への呼びかけは難しく、産デ振と通産省とが

把握している情報をもとに、デザインの基盤ある候補

地を絞り、結果、静岡県と石川県に開発実施指導事業

の打診をしました。同様に、体制整備についても対象

地域の選定が進められたのです。この事業は、県から

通産省に申請があり、通産大臣が産デ振に推薦し、専

門委員会で決定するシステムになっているため、時間

がかかりました。 

昭和 50年度に入った 4月には、産デ振に「地方デザ

イン開発センター」を設置し、実行予算、年間計画、

説明資料の作成などに取り掛かったのです。デザイナ

ーの仕事には未知の部分もありました。人員も不足し

ていました。幸い、産地や中小企業のデザインに関わ

っていたデザイナーの百島博幸氏に、週に 2,3日の勤

務だったと記憶していますが、地方デザイン開発セン

ターのスタッフとして協力していただきました。私と

同年代で何かと助かりました。 

地デ開事業を進めるにあたり、専門委員（地方産業

デザイン開発推進専門委員会）の人選を急ぎました。

候補者に栄久庵憲司さんと秋岡芳夫さんの 2人の名前

は通産省からも出ていました。当時は、デザインとい

うと一番は栄久庵さんの GK だという評価でしたし、

秋岡さんは地域を知っている第一人者でした。その両

名以外の専門委員の人選は産デ振が候補をあげ通産省

と協議して決定しました（＊2）。デザイン専門家以外

に何人か流通専門家が入っています。通産省としても

デザインの良い製品は売れて欲しいというのが趣旨で

したから。 

（＊2）地方産業デザイン開発推進専門委員会 委員長：

豊口克平（(有)豊口デザイン研究所所長、委員：会田雄亮

（日本デザイナークラフトマン協会理事長）、秋岡芳夫

（104 会議室オーナー）、栄久庵憲司（(社)日本インダスト

リアルデザイナー協会理事長）、小松格二（(株)高島屋国

際渉外部長）、白石勝彦（（社）日本インテリアデザイナー

協会理事長）、鈴木庄吾（前(株)伊勢丹研究所 ID 研究室長）、

長戸毅（(株)エム・エム・アイ）、梨谷祐夫（(株)松屋営業

第 5部課長） 

６月には、体制整備に山梨、静岡、富山、石川、兵

庫、大分の各県と開発実施指導に静岡（木製品）、石川

（プラスチック漆器）の両県が内定し、7 月の専門委

員会で承認されました。デザイン開発実施指導の委託

先は、石川県を栄久庵さん、静岡県を秋岡さんに打診

していましたが、実施県が決まったことで、石川県（山

中地区）は、地理的な面、栄久庵さんの業界代表の地

位などを考え、GKの関西拠点として開設された、（株）

京都デザインセンターに、静岡県（静岡地区）は、秋

岡さんを中心とするプロジェクトチームに（契約上は

(有)ウサナミデザイン研究所）、それぞれ業務計画案の

作成に着手していただきました。 

先行する予定だった、もう一方の開発需要調査につ

いては選考が遅れてしまいました。静岡地区は地デ開

事業の顧問で情報学の専門家である藤川正信さんの紹

介で人間機能研究所（担当責任者：藤川正信）に、山

中地区は栄久庵さんに相談して GK インダストリアル

デザイン研究所（担当責任者：野口瑠璃）にお願いす

ることになりました。尚、当時私が持っていた地デ開

事業の説明資料は、ブロック会議に配布した資料（次

年度の予算要求を含む）だと思います。4 月の時点で

は既に事業概要の資料はできていました。他の人が持

っていた資料は、修正前の日付違いでの資料が存在し

たのだと思います。 

 

●地デ開事業の仕組みと仕掛け 

 地デ開事業は次年度から 4段階の構成となりました。

簡単にこの事業を説明する時には、次のようなストー

リーで説明いたしました。この事業で開発するのは

個々の企業じゃないですね、受け皿がほしいですね、

受け皿をつくるなら県が関係しないと困りますねとい

うことで、まず開発に先立ち県の振興体制をつくりま

しょう。その次は県がどの地域に可能性があるか選ん

で、そこに開発研究会をつくりましょう。そして、研

究会ができたらデザイン開発に着手しましょう。それ

ぞれを 1年毎に実施することにしました。検討を進め

る中で製品を試作したら展示会は必要ですね、それな

ら流通の専門家に評価してもらおうと、そこで 4段階

目に市場流通対策事業が加わりました。そのように話

していました。尚、パイロットデザインという名称は、

地デ開事業を表すうまい名前だったと思いますね。 

ところで、国庫補助金で特筆すべきことがありまし

た。「デザイン料」を国が認めてくれたということです。

通常、補助金の予算要求では、対象経費の細かな積算

を付けますが、地デ開事業の必要性とデザインの重要

性を理解いただき、「パイロットデザイン料 1,000 千

円」として計上されました、少ない金額ではありませ

んでした。昭和 49年のことです。開発需要調査費は、

他事業の例があった様で、220 万円でした。デザイン

料の 100万円ですが、積算なしの 100万円で認められ

ました。その他、デザイン試作費、デザイナーが現地

に行く旅費、謝金も計上されていました。市場流通対

策は次年度から予算が付いていますが、それは後の話
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になります。 

これら一連にプロセスは、国庫補助金で行いますけ

れど、対象となる県や産地業界も自己負担が出ること

は考えていました。イメージとすれば最初の県の体制

整備は国庫補助金がほぼ 100％、2 段階目の産地の開

発体制では 80％、パイロットデザイン及び開発需要調

査では 60％、流通対策に至っては 30％くらいだった

と思います。国庫補助金で全て賄うというのは考えて

いませんでした。 

 まあ段階が進み川下になるほど地域の自己負担比率

は高くなるわけですが、説明上は表面には出てはいま

せんでした。実際には地域によりますが、県がどのく

らい予算をとったか、組合や参加企業等がどのくらい

負担したのかは、こちらでは把握してはおりません。

多分地域により予算はずいぶんとばらつきがあったの

ではと思います。 

 この事業の直接経費は国庫補助金です。国が産デ振

の地デ開事業に対して補助する仕組みでした。通常の

補助金の場合には地元の県とか組合にお金が流れるけ

れど、地デ開事業の場合は対象県・産地業界に対して

専門家派遣による助言、提案からデザイン開発の実践

によるノウハウの提供というソフト面で補助金が使わ

れていました。それでも手をあげてきたところは、知

事名で通産大臣に申請するわけですから、それなりに

熱心だったと考えられます。従来の 1/2補助のように

国に対応する仕組みがないので県では地元の経費を予

算化しづらい事情はあったと思われます。 

 実際には体制整備の段階ではそんなに予算はいりま

せん。必要なのは若干の会議費と担当者・関係者の旅

費くらいで、まあ通常予算の範囲で捻出できるくらい

で始められましたから。でも、段階が進行するに伴い

それだけで済まず、工夫して予算化できた県・地域と

そうでない県・地域では差がでてくることになったと

思います。 

 

●地デ開事業とマル優事業の動向 

 地デ開事業の実施県、産地が増えるにつれて、波及

効果も少しずつ見えてきました。計画が固まってみる

と、ことの発端はともかくとして、マル優事業とは違

う性格の事業の組み立てであり、誰からもマル優事業

をやめるという話は出ませんでした。それで結果的に、

その後もマル優事業は続ける方向となりました。私も

地域の仕事が好きで、やり続けたかったという思いも

あり、当時は喜んだ記憶があります。 

 マル優事業の延長線上や拡大でもない産地への体系

的なデザイン導入が必要との問題意識から、地方産業

のデザイン振興施策について検討はスタートしたとい

いましたが、マル優事業は決して評価が低かったわけ

ではありません。当初の目的は輸出振興でスタートし、

商社や百貨店のバイヤーや商品開発部などデザイン以

外の分野にも指導人材を求め、相応の成果をあげてお

りました。それで、この時の専門指導員に、地デ開事

業の専門委員、顧問として地域での講演や市場流通対

策事業のアドバイザーとして協力していただきました。 

 マル優事業は 1972 年には、輸出振興からデザイン

指導に改め、産地業界を対象に研究会やデザインセミ

ナーを取り入れました。事業の仕組みは他でも多く語

られていますので、省略しますが、地デ開事業が終了

した後 1988年（昭和 63年）まで継続して実施され、

毎年 25〜30 の地方庁が参加していました。地デ開事

業とマル優事業の両方を実施していた地方庁もありま

した。 

 ただマル優事業では、地方産業といっても個別企業

の製品改良の対応しかできなかったので、産デ振とし

てはもう少し地域全体に波及するような取り組みがで

きないか問題意識はもっていたのも事実です。それで、

そういう内容の報告資料も出していたと思うし、政策

的にはその方向は間違っていなかったと考えています。

そのような方向に沿って地デ開事業の計画検討が進ん

だことは間違いありません。 

 

●地デ開事業の成功事例、飛騨高山家具産業 

 初年度にやった石川県山中漆器の事業については別

の機会にお話したことがあるので、そちらを見ていた

だきたいと思います。あと岐阜県の飛騨高山地域の事

業も成功事例に数えられると思っています。飛騨高山

の家具産業は規模も大きく、一番多く予算を使ったん

じゃないかな、当時見ていてそう思いました。パイロ

ットデザインは川上元美さん（(有)川上デザインルー

ム）が担当しました。けっこう大作（＊3）だったこと

を覚えています。 

（＊3）「食事周辺の複合化を演出する家具類」を開発テー

マに、A タイプ（BOX システム＋接続ダイニングテーブル）、

Bタイプ（単体的 BOX システム＋接続ダイニングテーブル

システム＋エクステンションテーブル）、C タイプ（テーブ

ルワゴン内蔵サイドボード＋リビングダイニングセット）

の 3タイプを試作した。 

 事業を始めるにあたり産地のデザイン意識としては

高かった方です。もともと高山の木工家具は箱物と脚

物が一体化している地域でもありましたから、両方揃

っていたこともいろいろな可能性を実現できるという

意味でやりやすかったのではと考えられます。また、

トーネットの曲木技術の評価も高いものがありました。

そこに升貞治さんという方がいて、高山市にある岐阜

県工芸試験場のデザイン職の人でしたが、この人が業

界ではすごい信頼性がありました。その人が入って飛

22



 
 

3 
 

になります。 

これら一連にプロセスは、国庫補助金で行いますけ

れど、対象となる県や産地業界も自己負担が出ること

は考えていました。イメージとすれば最初の県の体制

整備は国庫補助金がほぼ 100％、2 段階目の産地の開

発体制では 80％、パイロットデザイン及び開発需要調

査では 60％、流通対策に至っては 30％くらいだった

と思います。国庫補助金で全て賄うというのは考えて

いませんでした。 

 まあ段階が進み川下になるほど地域の自己負担比率

は高くなるわけですが、説明上は表面には出てはいま

せんでした。実際には地域によりますが、県がどのく

らい予算をとったか、組合や参加企業等がどのくらい

負担したのかは、こちらでは把握してはおりません。

多分地域により予算はずいぶんとばらつきがあったの

ではと思います。 

 この事業の直接経費は国庫補助金です。国が産デ振

の地デ開事業に対して補助する仕組みでした。通常の

補助金の場合には地元の県とか組合にお金が流れるけ

れど、地デ開事業の場合は対象県・産地業界に対して

専門家派遣による助言、提案からデザイン開発の実践

によるノウハウの提供というソフト面で補助金が使わ

れていました。それでも手をあげてきたところは、知

事名で通産大臣に申請するわけですから、それなりに

熱心だったと考えられます。従来の 1/2補助のように

国に対応する仕組みがないので県では地元の経費を予

算化しづらい事情はあったと思われます。 

 実際には体制整備の段階ではそんなに予算はいりま

せん。必要なのは若干の会議費と担当者・関係者の旅

費くらいで、まあ通常予算の範囲で捻出できるくらい

で始められましたから。でも、段階が進行するに伴い

それだけで済まず、工夫して予算化できた県・地域と

そうでない県・地域では差がでてくることになったと

思います。 

 

●地デ開事業とマル優事業の動向 

 地デ開事業の実施県、産地が増えるにつれて、波及

効果も少しずつ見えてきました。計画が固まってみる

と、ことの発端はともかくとして、マル優事業とは違

う性格の事業の組み立てであり、誰からもマル優事業

をやめるという話は出ませんでした。それで結果的に、

その後もマル優事業は続ける方向となりました。私も

地域の仕事が好きで、やり続けたかったという思いも

あり、当時は喜んだ記憶があります。 

 マル優事業の延長線上や拡大でもない産地への体系

的なデザイン導入が必要との問題意識から、地方産業

のデザイン振興施策について検討はスタートしたとい

いましたが、マル優事業は決して評価が低かったわけ

ではありません。当初の目的は輸出振興でスタートし、

商社や百貨店のバイヤーや商品開発部などデザイン以

外の分野にも指導人材を求め、相応の成果をあげてお

りました。それで、この時の専門指導員に、地デ開事

業の専門委員、顧問として地域での講演や市場流通対

策事業のアドバイザーとして協力していただきました。 

 マル優事業は 1972 年には、輸出振興からデザイン

指導に改め、産地業界を対象に研究会やデザインセミ

ナーを取り入れました。事業の仕組みは他でも多く語

られていますので、省略しますが、地デ開事業が終了

した後 1988年（昭和 63年）まで継続して実施され、

毎年 25〜30 の地方庁が参加していました。地デ開事

業とマル優事業の両方を実施していた地方庁もありま

した。 

 ただマル優事業では、地方産業といっても個別企業

の製品改良の対応しかできなかったので、産デ振とし

てはもう少し地域全体に波及するような取り組みがで

きないか問題意識はもっていたのも事実です。それで、

そういう内容の報告資料も出していたと思うし、政策

的にはその方向は間違っていなかったと考えています。

そのような方向に沿って地デ開事業の計画検討が進ん

だことは間違いありません。 

 

●地デ開事業の成功事例、飛騨高山家具産業 

 初年度にやった石川県山中漆器の事業については別

の機会にお話したことがあるので、そちらを見ていた

だきたいと思います。あと岐阜県の飛騨高山地域の事

業も成功事例に数えられると思っています。飛騨高山

の家具産業は規模も大きく、一番多く予算を使ったん

じゃないかな、当時見ていてそう思いました。パイロ

ットデザインは川上元美さん（(有)川上デザインルー

ム）が担当しました。けっこう大作（＊3）だったこと

を覚えています。 

（＊3）「食事周辺の複合化を演出する家具類」を開発テー

マに、A タイプ（BOX システム＋接続ダイニングテーブル）、

Bタイプ（単体的 BOX システム＋接続ダイニングテーブル

システム＋エクステンションテーブル）、C タイプ（テーブ

ルワゴン内蔵サイドボード＋リビングダイニングセット）

の 3タイプを試作した。 

 事業を始めるにあたり産地のデザイン意識としては

高かった方です。もともと高山の木工家具は箱物と脚

物が一体化している地域でもありましたから、両方揃

っていたこともいろいろな可能性を実現できるという

意味でやりやすかったのではと考えられます。また、

トーネットの曲木技術の評価も高いものがありました。

そこに升貞治さんという方がいて、高山市にある岐阜

県工芸試験場のデザイン職の人でしたが、この人が業

界ではすごい信頼性がありました。その人が入って飛
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騨産業、白川製作所、日進木工、柏木工など各社とデ

ザイナーがいろいろな打合せをするわけです。それで

パイロットデザインは順調に進行いたしました。ただ

升さんは裏方のまとめ役で、産地のキーマンは日進木

工の社長さんだったと思います。 

 パイロットデザインのプロセスは当時の報告書に掲

載されていますが、参加各社の分担で試作品ができた

後に、1982年度になりますが、内示会に向けて試作品

をスタジオに運んで写真撮影、広報カタログ作成が行

われました。これがプロフェッシナルの仕事かという

印象に残っています。カメラマンは白鳥真太郎さん（当

時、日本を代表する有名な広告写真家）、グラフィック

デザイナーは青葉益輝さん（当時、日本のグラフィッ

クデザイン界の第一人者）、それをコーディネートした

のがデザイナーの川上元美さんでした。相当経費も掛

かったと思います。試作品も完全に商品という出来映

えでした。補助事業の枠は越えていたと思います。 

 そして、確か展示会は組合の家具新作展に併設する

かたちで東京・新宿の NS ビルでやりました（1983 年

2 月）。会場借料だけでも何百万円とかかるわけです。

併設ですから地デ開事業の発表展示だけというわけで

はありません。地デ開事業の最初の頃は産デ振の展示

場（東京・浜松町）で始めましたが、やっていくうち

にもっと広い会場で多くの人に見ていただきたいとい

う要望は当然出てきます。飛騨高山の家具産業も、自

分たちの将来をそこに展望したんじゃないかなと思え

るくらいでした。プロが結集すると産地の力・成果も

すごくなることを示したと思います。1981年でしたか

ら、ちょうどオイルショックの後で景気が戻り始めた

時期でもあり、タイミングもよかったのかもしれませ

ん。企業の皆さんの一体となった意気込みを感じまし

た 

 この事業を契機に家具の飛騨高山としての認知度は

上がったように思えます。地デ開事業のプロジェクト

（1981年にパイロットデザイン実施）の影響もあって

組合の方々の結束が強まりました。1982年に高山木工

協同組合を協同組合飛騨木工連合会に改組、これが後

の全県的な岐阜県デザイン振興会の設立につながって

いくわけです。また、これを境に飛騨高山産地にいろ

いろなデザイナーが入ってきたんじゃないかな。それ

も波及効果に数えられると考えています。 

 川上さんは事業が終了した後も飛騨高山で家具のデ

ザインに関わっているようですが、この事業がきっか

けのご縁なんだと思っています。私も新宿の NS ビル

の展示会では、多くのデザイナーや地域の方々とお会

いしたのを覚えています。そして、これがあったから

デザイナーが地域に目を向け始めたと思いますよ。そ

のように事後の展開や波及効果も含めて、地デ開事業

の一つの成功例だったといえると思います。 

 あと地デ開事業の関係で特に印象に残っている地域

がいくつかあります。佐賀県小城の羊羹（1980 年、パ

イロットデザイン実施）、これはいいものができました。

パッケージデザインの開発・試作でしたが、パッケー

ジを小さくした一口羊羹です。デザイナーの産地に対

する思い入れは強く感じました。間接的には行政の担

当者と工業試験場のデザイン職のサポートがあったの

ではないかと思います。小城が羊羹産地として認知度

を高めるきっかけになりました。これは日本全国の一

口羊羹のもとになったものかもしれません。確認して

いませんが。 

 岡山県倉敷のい草もありましたね（1978年、同前）。

剣持デザイン研究所の松本哲夫さんが担当されました

が、あの時はタペストリーをデザインしてい草を吊し

て見せたんです。みんなバッグとか想像したと思うん

ですが、そういう発想もあるのかなということを学ん

だように思います。タペストリー以外にもいろいろあ

りましたが。 

 福井県鯖江のめがね産地を対象にした時にはこんな

こともありました（1975,76年の体制整備）。パイロッ

トデザイン実施に着手する前のことです。福井県の担

当者で Mさんという方がおりました。県の体制整備や

鯖江での事業に向けての体制づくりの話で現地入りし

た時のことですが、移動の関係で前の晩に現地に入る

んですけど、すると Mさんが夕方に駅で待っていて、

地デ開事業の資料づくりの相談を受けるわけです。聞

いてみると、日中は上司の指示や他の業務に追われて

デザインの仕事はどうしても 5時過ぎになってしまう

と言うんです。打ち合わせは 8時過ぎまでかかること

もありました。次の日の会議にはしっかりと資料が配

布されています。様々な制約下でも事業への思い入れ

のある担当者がいたことを思い出します。 

 

●地デ開事業とブロック別デザイン会議 

 地デ開事業を始めて初期の段階では、事業の趣旨、

実施のシステムを理解していただくのは時間も掛かり

ました。また県の体制整備をしたから関係者がデザイ

ンを理解したかというとやっぱり難しく、そこで大き

な役割を果たしたのが、ブロック別デザイン会議の利

用でした。そこには行政の担当者だけでなく関係各分

野の方々に出席してもらい、地デ開事業の説明・宣伝・

広報に努めました（＊4）。 

 ブロック別デザイン会議（会議名は、デザイン開発

指導連絡協議会）は、まだ産デ振のできる前の昭和 40

年の設置でした。全国を、通産局（現、経産局）単位

に、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国＋四国、

九州＋沖縄の 7 つのブロックに分けて、それぞれ年 1

23
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回開催されています。各通産局が招集して、通産省、

地方庁、デザイン団体等の情報交流の場ですが、産デ

振ができた当時は会議は 2 日間で、1 日目は通産省の

デザイン政策の説明と各県のデザイン関連事業の説明、

2 日目は個別相談だったと思います。マル優事業の内

容・規模（単位数、対象産地、セミナー、現場指導等

実施形態）については県担当と産デ振担当等の間で次

年度計画を決めるわけです。地デ開事業を実施してい

る頃は、事業の経過説明に多くの時間を取りました。

会場は通産局の会議室を使用しました。 

（＊4）地デ開事業初年度の昭和 50年度には、各地でブロ

ック別デザイン会議が開催され、地デ開事業の概要説明が

行われたと記録されています。10/21 愛知県、10/23 兵庫

県、10/31 北海道、11/6 香川県、11/12 東京都、11/21 宮

崎県。 

 どうしてブロック別デザイン会議を重要視したかと

いうと、これには各県の試験場のデザイン職が出席す

るからです。県の事務担当だけではデザイン関係事業

の説明や質問に十分対応できないことが多く必然的に

デザイン職が出てくるようになりました。副産物とし

て産デ振との面識ができ、管内の試験場職員相互の交

流も深まりました。県内でも事務職と試験場デザイン

職の交流も始まります。実は同じ県内でも意外と両者

の接点は少なかったと思われます。それにより、他県

の状況もわかるようになるわけで、他県と比較するこ

とで意識も高まり、競争意識や横並び意識もあって事

業を誘発する効用もあったのではと思っています。ど

の県でもそうでしたが、ほかの県の情報は意外に入っ

てこないわけで、その対策のためにもうまくブロック

別デザイン会議を利用しました。 

 地デ開事業の進行とともに事業を通じていろいろな

地域で新たにデザイン振興組織ができはじめました。

3 年で 26 を数えました。それらの組織間の連携強化、

情報交換が必要だろうとなって、地方産業デザイン振

興機関連絡協議会ができました（昭和 53年 5月）。事

務局は通産省検査デザイン課に置かれました。地デ開

事業が終わったからといって県レベルで設置したデザ

イン振興組織はこれで終わりというわけではありませ

ん。そんな仕掛けをすることで組織の継続化を図る意

味でも機能したと考えています。ほかにも産デ振で地

域デザイン振興会議を設置し、そこに地方の担当者を

招聘して事例発表やディスカッションをしました。招

聘の旅費も用意して参加しやすさに配慮もしました

（毎年 5名分）。会場は産デ振会議室で、いつも参加者

は 20～30人くらいでした。 

 そこから派生するかたちで、地域間交流をめざした

地域デザイン会議を産デ振である程度予算を付けて（1

件あたり 400～500 万円くらいだったかな）県に呼び

かけて共催で実施もいたしました。記憶は心許ないで

すが、手元に 1989 年の埼玉、1992 年の北海道・旭川

での開催記録報告書が残っています。その後に全国デ

ザインセンター会議ができたと記憶します。これも産

デ振が設置した全国的な会議でした。それぞれの設置

年次等を失念してしまい申し訳ありません。 

 私は当時、地デ開事業に携わる中で、地方の試験場

のデザイン職にはいろいろ協力もしていただき期待も

しておりました。彼らに表舞台に立って活躍してほし

いという気持ちもあって、地域デザイン振興会議など

を仕掛けてきたことを覚えています。昔は地方のデザ

イン職は全国で 150 人くらいいたかな（1984 年頃）。

それだけの人数がいた頃は、各地域でも業界とのつな

がりの深い試験場の場長や部長もいて、裏で官民の橋

渡しが出来るような人もいたように思います。現在で

は 50～60人くらいでしょうか。残念ですが、業界との

つながりも薄れて、パワフルな人も少なくなりました

ね。 

 そういう地方の変化を見ていくと、言い方は悪いで

すけど、国は産業工芸試験所から製品科学研究所へ、

そして(独)産業技術総合研究所への改組に伴い、デザ

イン振興から手を引いたように思います。その過程で

国の機関からだんだんデザイン職がいなくなってしま

いました。それまではデザインを熟知する人、研究す

る人が工芸連合部会やデザイン分科会を主催して、国

が中心になって地方のデザイン職の連携や基礎研究の

分野でもけっこう動いていたんですけど、国主導が良

いとは言えませんが、要は欲しいものです。 

 

●デザインプロセスのオープン化 

 初年度の地デ開事業のパイロットデザインで京都デ

ザインセンターがやったプロセス、それから静岡で秋

岡さんたちがやったプロセスがありますが、あれは地

デ開で各地のパイロットデザインのプロセスで全部に

反映していると思います。企画があって基本デザイン

があって試作があってという流れでしたが、どの地域

を見ても基本は同じです。 

 実は、デザインチームと産デ振のデザイン開発実施

契約の中に、デザインプロセスの提示が含まれていま

す。考え方から試作までの流れを産地に示して下さい

とお願いしました。山中地区プラスチック漆器産業、

静岡地区木製品産業のデザイン開発のプロセスや実施

結果はオープンです。次年度以降のデザインチームに

もデザインプロセスの提示は契約条件です。特に最初

にやった京都デザインセンターもそうですが、デザイ

ン料以上のノウハウは提供していただいたと思います。  

 地デ開事業の成果は、報告書にまとめて 1,000部印

刷して、関係者をはじめ全地方庁に配布しました。そ

24
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回開催されています。各通産局が招集して、通産省、

地方庁、デザイン団体等の情報交流の場ですが、産デ

振ができた当時は会議は 2 日間で、1 日目は通産省の

デザイン政策の説明と各県のデザイン関連事業の説明、

2 日目は個別相談だったと思います。マル優事業の内

容・規模（単位数、対象産地、セミナー、現場指導等

実施形態）については県担当と産デ振担当等の間で次

年度計画を決めるわけです。地デ開事業を実施してい

る頃は、事業の経過説明に多くの時間を取りました。

会場は通産局の会議室を使用しました。 

（＊4）地デ開事業初年度の昭和 50年度には、各地でブロ

ック別デザイン会議が開催され、地デ開事業の概要説明が

行われたと記録されています。10/21 愛知県、10/23 兵庫

県、10/31 北海道、11/6 香川県、11/12 東京都、11/21 宮

崎県。 

 どうしてブロック別デザイン会議を重要視したかと

いうと、これには各県の試験場のデザイン職が出席す

るからです。県の事務担当だけではデザイン関係事業

の説明や質問に十分対応できないことが多く必然的に

デザイン職が出てくるようになりました。副産物とし

て産デ振との面識ができ、管内の試験場職員相互の交

流も深まりました。県内でも事務職と試験場デザイン

職の交流も始まります。実は同じ県内でも意外と両者

の接点は少なかったと思われます。それにより、他県

の状況もわかるようになるわけで、他県と比較するこ

とで意識も高まり、競争意識や横並び意識もあって事

業を誘発する効用もあったのではと思っています。ど

の県でもそうでしたが、ほかの県の情報は意外に入っ

てこないわけで、その対策のためにもうまくブロック

別デザイン会議を利用しました。 

 地デ開事業の進行とともに事業を通じていろいろな

地域で新たにデザイン振興組織ができはじめました。

3 年で 26 を数えました。それらの組織間の連携強化、

情報交換が必要だろうとなって、地方産業デザイン振

興機関連絡協議会ができました（昭和 53年 5月）。事

務局は通産省検査デザイン課に置かれました。地デ開

事業が終わったからといって県レベルで設置したデザ

イン振興組織はこれで終わりというわけではありませ

ん。そんな仕掛けをすることで組織の継続化を図る意

味でも機能したと考えています。ほかにも産デ振で地

域デザイン振興会議を設置し、そこに地方の担当者を

招聘して事例発表やディスカッションをしました。招

聘の旅費も用意して参加しやすさに配慮もしました

（毎年 5名分）。会場は産デ振会議室で、いつも参加者

は 20～30人くらいでした。 

 そこから派生するかたちで、地域間交流をめざした

地域デザイン会議を産デ振である程度予算を付けて（1

件あたり 400～500 万円くらいだったかな）県に呼び

かけて共催で実施もいたしました。記憶は心許ないで

すが、手元に 1989 年の埼玉、1992 年の北海道・旭川

での開催記録報告書が残っています。その後に全国デ

ザインセンター会議ができたと記憶します。これも産

デ振が設置した全国的な会議でした。それぞれの設置

年次等を失念してしまい申し訳ありません。 

 私は当時、地デ開事業に携わる中で、地方の試験場

のデザイン職にはいろいろ協力もしていただき期待も

しておりました。彼らに表舞台に立って活躍してほし

いという気持ちもあって、地域デザイン振興会議など

を仕掛けてきたことを覚えています。昔は地方のデザ

イン職は全国で 150 人くらいいたかな（1984 年頃）。

それだけの人数がいた頃は、各地域でも業界とのつな

がりの深い試験場の場長や部長もいて、裏で官民の橋

渡しが出来るような人もいたように思います。現在で

は 50～60人くらいでしょうか。残念ですが、業界との

つながりも薄れて、パワフルな人も少なくなりました

ね。 

 そういう地方の変化を見ていくと、言い方は悪いで

すけど、国は産業工芸試験所から製品科学研究所へ、

そして(独)産業技術総合研究所への改組に伴い、デザ

イン振興から手を引いたように思います。その過程で

国の機関からだんだんデザイン職がいなくなってしま

いました。それまではデザインを熟知する人、研究す

る人が工芸連合部会やデザイン分科会を主催して、国

が中心になって地方のデザイン職の連携や基礎研究の

分野でもけっこう動いていたんですけど、国主導が良

いとは言えませんが、要は欲しいものです。 

 

●デザインプロセスのオープン化 

 初年度の地デ開事業のパイロットデザインで京都デ

ザインセンターがやったプロセス、それから静岡で秋

岡さんたちがやったプロセスがありますが、あれは地

デ開で各地のパイロットデザインのプロセスで全部に

反映していると思います。企画があって基本デザイン

があって試作があってという流れでしたが、どの地域

を見ても基本は同じです。 

 実は、デザインチームと産デ振のデザイン開発実施

契約の中に、デザインプロセスの提示が含まれていま

す。考え方から試作までの流れを産地に示して下さい

とお願いしました。山中地区プラスチック漆器産業、

静岡地区木製品産業のデザイン開発のプロセスや実施

結果はオープンです。次年度以降のデザインチームに

もデザインプロセスの提示は契約条件です。特に最初

にやった京都デザインセンターもそうですが、デザイ

ン料以上のノウハウは提供していただいたと思います。  

 地デ開事業の成果は、報告書にまとめて 1,000部印

刷して、関係者をはじめ全地方庁に配布しました。そ
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ういう普及活動というか広報活動は、それまでにはあ

まりやっていませんでした。産デ振でもそうですが、

パイロットデザインや開発需要調査を担当いただいた

方々も、報告書作成にはずいぶん時間を費やしたと思

っています。それから特に初年度成果に関しては、要

約版をつくって各地でセミナー（デザイン開発普及講

習会）もやりました。そのような場を通じて、産地の

皆さんにも報告書を配布しましたが、パイロットデザ

インの後にも第二、第三のデザイン開発ができるよう

にという思いがあったからです。それが地デ開事業に

取り組んだ通産省と産デ振の願いでもありました。あ

れは本当にいいプロトタイプになったと思います。後

で考えると、まとまったかたちでの地域産業でのデザ

イン開発の最初で、しっかり足跡を残せたと思ってい

ます。 

 デザインプロセスのオープン化とでも言ったらいい

のか、それがパイロットという言い方に変えられると

思うんです。地デ開事業でやろうとしたパイロットデ

ザイン開発の目的は、単に新しい製品を開発するとい

うことではなく、産地自身がデザイン開発に対する考

え方、方法、プロセスなどを修得することによりデザ

イン開発能力を高めるこのことは、ブロック別デザイ

ン会議の説明等で何度も言ってきました。そもそもそ

うでないと国が補助金を出す理由がないですから。新

商品作りだったら勝手にデザイナーにデザイン料を払

ってやればいいじゃないかというのが国の基本的な立

場でしたから。  

でも実際にやっていると、結果的に 11 年間続けて

やりましたが、後半の地域のパイロットデザインでは

初期の趣旨と気概が薄れてきたプロジェクトもあった

ようにも思います。やっぱり製品のデザインが前面に

出てきているものも散見されるところです。 
 ただ地デ開事業を通して、デザイナーにとって対象

に地域産業があることを認識させたという効用も忘れ

るわけにはいきません。デザインプロセスが公開され

ることで地域の人たち、産地企業の人たちにわかりや

すくデザインを理解できるようになったという効果も

あったと思います。当時はまだ商品加飾型のデザイン

が中心だった時代でしたが、そこでコンセプト重視の

シンプルなデザインをわかりやすく勉強する機会にな

った面もあったと思います。 

 地デ開事業の説明資料には、ロイヤリティのことも

書いてありましたが、実際に発生したケースもありま

した。静岡の 1件だけでしたが、確か 3万円か 5万円

だったかな。ロイヤリティは売上の 3％、知財関係に

ついては契約で権利は産デ振に帰属すると説明資料に

書いてあるとおりです。初年度にやった静岡の事業で

は意匠の出願をしました。パイロットデザインの成果

が商品化されまして、実は私が当時特許庁に出願の手

続きをしました。静岡でデザインした小箱のうち何点

かを出願しましたが、その中の 1点だけが類似で通ら

なかったので奮起して資料つくり直し、再審査では通

ったことを覚えています。出願に際しては初めてづく

しで苦労致しました。あの時は図面でなく写真で出願

しましたが、何百枚も製品の写真を撮ることになりま

した。印紙代も 20 数万円かかったように記憶してい

ます。いまとなっては懐かしい思い出です。 

 ロイヤリティの対象にはなりませんでしたが、地デ

開事業の各地域のパイロットデザインの流れで商品化

されているものはゼロではないと思います。あとで関

係した人たちの目で産地の製品を見回すと、確証はも

てませんがパイロットに似てるねという話題が必ず出

てくるんですよね。そういう経験から、たぶんあった

とは思うけれど知らないだけなのかもしれませんし、

そこまでの追跡調査はできませんでした。 

 

●地デ開事業以降の地域デザイン振興をめぐって 

 地デ開事業の後のことかもしれませんが、地方の方

との話の中で昔デザイナーと仕事をして酷い目にあっ

たと言われることがあります。デザインを依頼する側

（中小企業や産地）とデザインを提供する側（デザイ

ナー）のデザイン認識のズレ、デザイナー主導など様々

な要因で、結果「こんなはずではなかった」が出てき

たのだと思います。                

振り返ると、地デ開事業の知名度が高まりパイロッ

トデザインの展示会にも多くのデザイナーが見にきて

くれるようになりした。それにより地域に関心を持つ

デザイナーも増えてきたと思います。失礼な言い方か

もしれませんが、今まで大企業を中心にしていた活動

から地域に目を向け始め、地域でデザインビジネスが

できると安易に思われたデザイナーも少なくはありま

せん。地域の実態を十分認識しないまま、デザインの

提供だけということや産地や企業もデザイナー任せと

言った面もあったのでしょう。地デ開事業のパイロッ

トデザインの中にもその原因はなかったとは言い切れ

ないかなと思います。ただ後続事業の影響が大きかっ

たのではと推測します。 

地デ開事業の成果（？）の一つとして中小企業庁施

策にデザインが導入されるきっかけなったこともあげ

られます。1985年、地デ開事業がピリオドを打つ 1年

前ですが、中小企業庁は中小企業デザイン高度化政策

としての地場産業デザイン高度化特定事業、中小企業

デザイン国際化振興事業、デザイナー情報提供事業の

3 点セットをスタートさせました。この地場産業デザ

イン高度化特定事業は地デ開事業のミニ版的なもので、

産地への補助金であったと記憶していますが、より直
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接デザインの効果が現れる試みとして実施されました。 

 地デ開事業と比べてみると、基本的に違うのは高度

化の方は単年度事業だったことです。しかも組合対象

ですからデザイン振興体制や開発体制づくりはありま

せん。デザイン開発と発表会のみでした。この事業を

通じて、自薦他薦で相当多くのデザイナー、デザイン

事務所が地域に入ったことは間違いありません。地デ

開事業等を経てデザインは地方の行政にとってある意

味扱いやすくなった面もあったのかなとも思えなくも

ありません。デザイン職がいなくてもデザインの展示

会はできるようになったくらいですから。 

先ほどのデザイナー情報提供事業について触れてお

きます。この事業は中小企業事業団から委託されて産

デ振で実施することになりました。中小企業がデザイ

ンを依頼したいと思っても、何処にどのようなデザイ

ナーがいるのか、デザイナーの力量はどうかなど分か

らない。そのための支援情報源として国内のデザイン

事業所の実態調査をし、デザイン事業所（デザイナー）

のプロフィール、デザイン活動、デザインの実例、デ

ザイン料、中小企業経営者へのメッセージなどを収録

した「デザイナー情報カード」を作成しました。全国

の自治体、公設試験機関、中小企業指導センター等 400

個所に配布しました。デザイナー活用マニュアルの出

版もありました。5,6年は継続したと思います。 

 振り返ると、当時の通産省検査デザイン行政室は、

「1990年代のデザイン政策」の検討に入り、産デ振は、

グッドデザイン商品選定制度の拡充や前述のデザイナ

ー情報カード作成、デザイン業の振興支援、’89デザ

インイヤーの準備などで手一杯で、地デ開事業の後続

事業の計画まで手が回らなかった状況だったように思

います。マル優事業は 1988年までで終了となり、この

辺りで産デ振と地方との直接のかかわりは薄れてしま

いました。やむを得ないことだったとはいえ、いま思

うと悔いが残るところです。 

（文責：黒田宏治）2020.03.01 
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■山村真一氏インタビュー調査記録 

地場産業振興とデザイン――JAPANブランドを中心に 

 

 

 

［日時］2020年 3月 10日（火）14:00～17:00 

［場所］静岡文化芸術大学黒田研究室 

［出席］山村真一／青木史郎、黒田宏治 

 

＊山村真一： 1942 年生まれ。1961 年、三菱重工業

（株）商品企画部入社。チーフデザイナーとしてギャ

ラン FTO、ランサー等の企画、デザインを手がける。

1973年、デザイン事務所(株)コボを設立、代表取締役

社長。素材開発から流通までトータルな開発業務に取

り組む。Gマーク審査委員、JAPANブランド育成支援事

業採択委員などを務めた。 
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［付］知財戦略としてのデザイン 
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 1973 年に独立して事務所を構えて以来今日に至る

まで、各地域の地場産業の活性化やデザインの仕事に

はいろいろ関わってまいりました。デザイン関係では、

国の補助事業にデザイン高度化、活路開拓ビジョン、

JAPAN ブランドなど、時代ごとに数々あったと思いま

すが、産地組合等との関係で仕事をしていると、元々

の補助事業の区分まではよくわからないケースが少な

くありません。そこで、ここでは自分史的に地場産業

関係の主な仕事の流れを振り返りかたちで話を進めた

いと思います。 

 

●美濃焼産地の新商品開発（1970年代） 

 地場産業の仕事に最初にかかわったのは岐阜県陶磁

器工業組合連合会の仕事でした。1973年から始まって

10年くらい続きました。今思い返すとけっこう大きな

仕事だったと思います。1973年は岐阜県の美濃焼産地

が世界的なオイルショックに直撃された年です。焼き

物の焼成に使用するオイルのコストが高騰して、確か

急に原油価格が 4倍くらい跳ね上がったときで、オイ

ルの使用量を減らして生産できる焼き物の商品開発が

テーマでした。ちょうど集積回路の基板にも使用され

るファインセラミックスが脚光を浴び始めた時期でも

あり、それが美濃焼の焼き物産地に導入される契機に

なりました。 

 いろいろな分野・用途を検討しましたが、成長分野

であった自動車や建材、インテリア等での使用を考え

るなか、ファインセラミックのインテリアタイルの展

開を提案しました。1.0mm 厚の軽くて強いタイルで、

当時名古屋で開催されたエコデザイン展でいくつかの

試作品は話題を呼びました。当時は基板製造時の不良

率が高く、厳しい検査で不良品となり廃棄される基板

が多く、この不良品のリユース・デザインをしたわけ

です。このタイルに 1000℃ほどの低温度できれいな加

飾の焼成仕上げを行った商品で、椅子、テーブル、壁

面などインテリアに張りつけられ展示会やイベントに

よく使われました。しかし徐々に基板製造技術が向上

するに伴い不良品基板の廃棄も少なくなり、ファイン

セラミック・タイルは大きな産業には繋がりませんで

した。ただ、これを機会に美濃地域（特に笠原地区）

の装飾性の高いタイルブランドは世界に知られること

となり、現在の岐阜県のタイル産業の基盤となりまし

た。 

また自動車関連部材では、ファインセラミックスの

ステッププレートなど、いろいろな製品を作りました。

当時デザインした軽くて強いステッププレートは結構

評判がよく、一時はトヨタ自動車で高級車の標準装備

にもなりました。焼き物なのでいろいろな釉薬をつけ
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てカラーのバリエーションも考えました。例えば高級

品はブルーだとか。 

 一方、オールドセラミックスの食器類は、Reセラミ

ック（再生陶器）の方に流れていきました。オールド

セラミックは、普通の焼き物のことです。1200℃くら

いで焼くやつです。Reセラミックは、焼き物のリサイ

クル、再生利用です。破損食器を釉薬のついたまま粉

末にして、それを原料に（練り物にして）焼き物製品

をつくるわけです。これを本窯で焼成すると、普通は

1200℃の温度が必要ですが、Re セラミックは 1100℃

で焼成可能です。この 100度の違いで消費燃料は相当

節約できました。陶土の再生は、材料の土が足りない

からではなく、燃料対策からの始まったのでした。そ

こで生産された再生陶器は、後にエコマーク商品に認

定され教科書にも載り、今は東京都で給食用に使われ

ています。美濃焼の再生土の Re セラミックに使える

窯を持っている窯元はいまでも元気がいいと思います。 

 独立してデザイン事務所を設立したのが 1973年で、

ほぼ同時に声のかかった仕事でした。事務所開設まも

なくでしたから、運はよかったですね。私は自動車会

社の出身でしたので、誰かがそんなバックグラウンド

も考えて紹介してくれたんだと思っています。同じ中

京圏で近くにはトヨタ自動車もあるし、自動車業界は

右肩上がりだったし、焼き物産地でも自動車関連の仕

事を取りたいと考えていたみたいですから。ただ、あ

まりデザインというか、造形の話は出てこない仕事で

した。 

 

●貝印の製品デザイン（1980年代） 

 産地関係で次のまとまった仕事は岐阜県・関市の刃

物関係、1980 年代の貝印とのおつきあいになります。

貝印の主力製品の剃刀のほか爪切りや包丁、ハサミ、

美粧用品や販売用什器から商品パッケージに至るまで、

多くの商品開発や販促企画のデザインに関りました。

なかでも DIY用工具のデザインの中での女性用工具セ

ット「ホビースタッフ」の企画とデザインは思い出深

い開発業務でした。 

 貝印には当時工具事業部というのがあって、工具を

関市内とか新潟の燕三条地域のメーカーから仕入れて

販売していました。貝印はメーカーですが、流通にお

ける問屋機能も強く、工具についてはホームセンター、

百貨店、スーパー等幅広い販路を持っていました。当

時、工具はホームセンターへ行っても五寸釘を打つよ

うなハンマーやペンチ、ニッパ、ドライバーくらいし

かなくて、そこでキッチンやダイニングテーブルで女

性が使える家庭用の工具を製品化しようと提案したわ

けです。小型のハンマー、ノコギリ、ペンチや小さな

ドライバー、ハサミなどを組み合わせた工具セットを

デザインしました。販売システムも従来からの小売り

ルートではなく、僅かなメンバーによる SPセール（セ

ールスプロモーションセール）のルートを開拓しまし

た。1985年のことです。 

 この「ホビースタッフ」は大ヒットして、発売から

1 年間で 470 万個が売れて、その後も結構長い期間に

わたって売れ続けました。これにより新たに工具の女

性用マーケットを開拓することができました。それを

見て某社が小さなステイプラーや巻尺などをセットに

した手のひらに載るかわいい文具セットを商品化して、

まずまずの売れ行きでしたのはご記憶かと思います。

元点となったのは貝印の手に載るサイズの小型工具セ

ット「ホビースタッフ」でした。後日談ですが、当時

の担当の課長はその功績を認められ、常務、専務へと

昇進されたとお聞きしています。このデザインプロジ

ェクトが企業に大きく貢献できたことは、良い思い出

の一つです。 

 
貝印・ホビースタッフ 

 

●山中漆器の新分野開拓のデザイン（1990年前後） 

 何の補助事業だったかよく覚えていませんが、1980

年代から 90 年代にかけて石川県の山中漆器関係で仕

事をしてきました。1985年頃からだったと思いますが、

大手企業にギフトとして使ってもらえる SP 商品を開

発しようということで、トヨタ自動車、全日空等との

コラボーレーションのプロジェクトを手掛けたことが

ありました。 

 

自動車をモチーフに

した漆トータルイン

テリアの提案（展示

案内チラシ） 
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 トヨタの新車発表会等での SP 商品として山中漆器

を使えないかということで、トヨタからライトエース

実車を 1台提供いただき、漆で内外装を塗った実車を

ディスプレイし、同時に小物入れやトレーなどの山中

漆器の SP商品等を展示して、トヨタの販促企画の方々

に見て頂きました（1986 年 6 月に山中で展示発表）。

トヨタの日本中のディラーを対象とした事業でしたの

で、何万という単位で SP商品が売れたと思います。こ

れにより SP マーケットという、それまでの山中漆器

のチャンネルとはまったく違うチャンネルを開拓する

ことができました。ユーザーが買って直接使うのでは

なく、商品を売るためにプレゼントする贈り物（ギフ

ト）ですね。BtoCでなく BtoBのビジネスです。 

 その次にやったのは全日空とのコラボーレーション

で、山中塗りの塗駒の箸置きやティッシュケース等で

す。ペアの小箱入りで、全日空から搭乗者への記念品

プレゼントです。これは定番として現在でも使われて

います。ですから、累計での扱いの数量は決して少な

くないと思います。トヨタの例もそうですが、これも

山中産地にとっては BtoB のビッグプロジェクトであ

り、従来の問屋ルートとは違う、新しい流通の利益率

の高いビジネスモデルに挑戦したプロジェクトであっ

たと思っています。 

 その後でしたか、今度はブラザー工業（名古屋市）

と山中漆器とのコラボレーションのプロジェクトを立

ち上げました。1988年だったと思います。電子オルガ

ンや小型ミシン、ワープロなど、そういうブラザーの

製品に漆を塗り、伝統産業と IT 商品のコラボした漆

シリーズです。これらを展示会やイベントの呼び込み

用の目玉にする、こういう仕事をやりました（1989年

4 月に金沢で展示発表）。新聞などでも取り上げられ、

ブラザーにとっては話題性という意味で広報効果もけ

っこうあったと考えています。尚、ブラザー後援の新

体操世界大会で演奏された漆塗りの電子オルガンは、

今も山中温泉に展示されています。  

 これらはいずれも、私の方から山中の漆器組合に提

案したものを、組合の中の事業者が分担して製作する

かたちで実施しました。山中漆器連合協同組合には木

工と樹脂の２部会があって、木工の方は 80 社くらい

で茶道具をつくるのが主、棗（ナツメ）とかですね、

樹脂の方は約 200社、置時計やインテリア小物、お椀

だとか食器をつくるのが主です。トヨタでやった各種

小物は樹脂の部会の方が担当し、全日空の塗駒の箸置

きはロクロ加工ですから木工の部会の方がやると棲み

分けをしました。そういう棲み分けは組合事務局の方

で配慮されたように思います。 

 デザインを私の方でやって、生産するのは組合の方

で、あとは事業の仕掛けですが、トヨタ、全日空はじ

めブラザー等各社と話したりつなぐのは私の役割でや

りました。山中産地には従来はそういうチャンネルが

ありませんでしたから。産地ではトヨタや全日空やブ

ラザーのような大企業とのコラボなど思い付きもしな

かったと思います。これらの例は地場産業のデザイン

振興の中では、新しい販路開拓という意味で、成果が

あった方だと思います。全国各地の地場産地を見てい

ますけど、たいした売上げにつながらない補助金事業

の産地事例があまりにも多いのには驚くばかりです。 

 

●九谷焼・ワインカップのデザイン（1990年代） 

 九谷焼のワインカップの関係は、別の機会にお話し

たので*1、繰り返しになりますが概略次のような感じ

でした。九谷焼製品は、もともとは飾り物ばっかりで

した。壺だとか獅子の置物、水鉢や飾り皿などが中心

でした。花も生けない水鉢や食材を盛るのに使えない

お皿とかです。1970年代くらいからですか、生活の洋

風化に伴い、住宅に床の間や下駄箱が無くなり始め、

飾り物を置ける空間がなくなってきました。それで「売

れない、売れない」と言ってるわけです。 

 それで床の間でなくても飾れて使える商品をつくっ

たらどうかと考え、その中の一つにペアの「ワインカ

ップ」のアイデアがありました。実は最初は脚とカッ

プを焼き物で一体でつくろうとしたんですが、焼成中

の形状変化で九谷では製造が難しく磁器以外の材料を

考えました。私はちょうど新潟・燕三条での仕事もあ

り、そちらで金属の脚をつくり金メッキをかけて、そ

れと九谷焼の磁器のカップを接着することと致しまし

た。接着剤は仕事でお付き合いのある名古屋の会社に

開発をお願いしました。 

 

 

 九谷焼ワインカップセット「九谷物語」 

 

 新潟で脚を製造して、九谷の組合で仕入れて、産地

内の問屋や窯元や上絵付け職人が、300～500人いたと

思いますが、各々10本とか数十本を購入し、それぞれ

カップに上絵付けをして、それに金属の脚を接着する、
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そういう仕組みを作りました。産地全体が関われるも

のづくりの仕組みです。販売にあたってはペアで販売

することを基本条件としました。あっという間に 200

万本もの数が出ました。一人ひとりが工夫してつくり

ますから、ペアのワインカップの販売価格も様々で、

最高は 2脚で 60万円くらい、これは脚が純金製、安い

方だと 2脚で 1万 5千円くらいです。販路は百貨店を

中心にするように言って始めました。最初はソムリエ

とかに見せると「これはワイングラスではない、価格

が高い」とぼろくそに言われましたが、大ヒット商品

となり 20年以上たった今もまだ売れ続けています。 

 その後に産地企業の一社である清峰堂から後継の九

谷ブランド商品づくりの相談があり、それで今度は磁

器製ではなくガラス製のカップに焼き物の脚をつけた

「九谷和グラス」をデザインしました。ガラスは東京

の伝統産業であるクリスタルの江戸吹き硝子、そのカ

ップに九谷焼の磁器の脚をつけたものです。これも高

級ギフトとしてすごい話題になり、今もこの製品の売

上げは年間数億に上ると思います。1 シリーズだけに

しては相当な売上げ実績です。需要先は高級料亭、レ

ストラン、法人ギフト、結婚式記念品等が多いようで

す。この商品もペア販売で磁器の脚の部分に新郎新婦

とか両家の名前を入れたりします。ホテルやバーでも

ずいぶん使われています。カップ部分が割れた時は修

理を受けるサスティナブル商品でもあり、結構修理の

依頼も多いようです。いまではスワロフスキーやバカ

ラ社等海外からも注文が来ます。 

 九谷和グラスはペアで 4～15万円ほどですが、江戸

吹き硝子と九谷焼とは需要量と供給量の産地特性が良

く似ていて、江戸吹き硝子も石川の九谷焼もすべて手

作りですから、膨大な生産量には適応できないという

のも共通する特徴です。これが同じ焼き物産地の美濃

とか有田、あるいは中国だとロットが何万本ですが、

九谷では 50脚、100脚の単位で商品性として合ってい

ます。生産技術（量産技術）が限られ手加工を中心と

するというのも特色になっているわけです。手書きだ

から一つひとつが微妙に違ってきますが、それがまた

良いわけです。九谷焼の特色は手書きの絵付けにある

わけで、それでうまく生き延びられたと思います。人

材育成は大切ですが、これからも作家ばかりでなく職

人をいかに育てていけるかが産地の課題だと思います。 

*1「山村真一氏インタビュー調査記録／地場産業の

デザイン活用・九谷焼ワインカップのデザイン」『地

域産業デザインプロモーション現代史研究報告書』

（研究代表・黒田宏治、2019年）所収 

 

●有松絞りのデザインプロデュース（2000年代） 

 2004 年（平成 16 年度）から JAPAN ブランド育成支

援事業は始まりますが、私は JAPANブランドの関係で

は、平成 16年度（2004年）から 15年度にかけて有松

絞りの産地事業にプロデューサーとして参加しました。

有松絞りは 400年の伝統を有する国内有数の絞り産地

ですが、BtoB で着物メーカーの下請けの仕事が多く、

価格競争で地盤沈下をきたしており、新たな革新が課

題とされてきました。最初の年には、二酸化チタン加

工をした生地を開発して絞りの新商品を企画、デザイ

ン、発信しました。 

 産地の中堅・若手を中心に、「清（光触媒の素材を活

かす清潔性）」「環（環境に優しい製品をつくる）」「粋

（伝統の匠の技を活かす）」の 3 つのグループで活動

を行い、ドレスや浴衣、バッグ、スカーフ、帽子、イ

ンテリア用品などを製作しました。産地の特性もあっ

たと思いますが、アパレル、インテリア、照明、テキ

スタイルなどの分野のデザイナーの参加もありました。

国内（東京開催の JAPAN CREATIONなど）、海外（米国・

LA開催の JAPAN EXPO）の展示会にも出展しました。新

聞各紙に取り上げられ、また大手アパレルメーカーと

の取引につながるなど、思いのほか好評をいただきま

した。これがそのとき作成したパンフレットですが、

けっこうセンセーショナルに受け取られました。絞っ

た生地はネオモダンで立体効果もあって、ドレスをつ

くると空気と光がうまく融合して軽やかなできれいで

す。伝統的な有松絞りにハイテク技術を導入したこと

が、十分な効果を生んだ例だと思います。 

 

 Japan Brand ARIMATSU-NARUMI SHIBORI 

 左：パンフレット表紙、右：チラシ 

 

 二酸化チタンは日本固有の最先端技術で微量の紫外

線との光触媒作用で抗菌・消臭の機能があります。蛍

光灯の光とか紫外線を浴びると酸素を活性化し抗菌、

減菌します。しかも無機材料ですから永久に活性化し

続けるという特性があります。二酸化チタン加工をし

た生地で浴衣やスカーフ、帽子をつくると臭いが付か

なくなるから外国人も喜んで着るんじゃないかと考え
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そういう仕組みを作りました。産地全体が関われるも

のづくりの仕組みです。販売にあたってはペアで販売

することを基本条件としました。あっという間に 200

万本もの数が出ました。一人ひとりが工夫してつくり

ますから、ペアのワインカップの販売価格も様々で、

最高は 2脚で 60万円くらい、これは脚が純金製、安い

方だと 2脚で 1万 5千円くらいです。販路は百貨店を

中心にするように言って始めました。最初はソムリエ

とかに見せると「これはワイングラスではない、価格

が高い」とぼろくそに言われましたが、大ヒット商品

となり 20年以上たった今もまだ売れ続けています。 

 その後に産地企業の一社である清峰堂から後継の九

谷ブランド商品づくりの相談があり、それで今度は磁

器製ではなくガラス製のカップに焼き物の脚をつけた

「九谷和グラス」をデザインしました。ガラスは東京

の伝統産業であるクリスタルの江戸吹き硝子、そのカ

ップに九谷焼の磁器の脚をつけたものです。これも高

級ギフトとしてすごい話題になり、今もこの製品の売

上げは年間数億に上ると思います。1 シリーズだけに

しては相当な売上げ実績です。需要先は高級料亭、レ

ストラン、法人ギフト、結婚式記念品等が多いようで

す。この商品もペア販売で磁器の脚の部分に新郎新婦

とか両家の名前を入れたりします。ホテルやバーでも

ずいぶん使われています。カップ部分が割れた時は修

理を受けるサスティナブル商品でもあり、結構修理の

依頼も多いようです。いまではスワロフスキーやバカ

ラ社等海外からも注文が来ます。 

 九谷和グラスはペアで 4～15万円ほどですが、江戸

吹き硝子と九谷焼とは需要量と供給量の産地特性が良

く似ていて、江戸吹き硝子も石川の九谷焼もすべて手

作りですから、膨大な生産量には適応できないという

のも共通する特徴です。これが同じ焼き物産地の美濃

とか有田、あるいは中国だとロットが何万本ですが、

九谷では 50脚、100脚の単位で商品性として合ってい

ます。生産技術（量産技術）が限られ手加工を中心と

するというのも特色になっているわけです。手書きだ

から一つひとつが微妙に違ってきますが、それがまた

良いわけです。九谷焼の特色は手書きの絵付けにある

わけで、それでうまく生き延びられたと思います。人

材育成は大切ですが、これからも作家ばかりでなく職

人をいかに育てていけるかが産地の課題だと思います。 

*1「山村真一氏インタビュー調査記録／地場産業の

デザイン活用・九谷焼ワインカップのデザイン」『地

域産業デザインプロモーション現代史研究報告書』

（研究代表・黒田宏治、2019年）所収 

 

●有松絞りのデザインプロデュース（2000 年代） 

 2004 年（平成 16 年度）から JAPAN ブランド育成支

援事業は始まりますが、私は JAPANブランドの関係で

は、平成 16年度（2004年）から 15年度にかけて有松

絞りの産地事業にプロデューサーとして参加しました。

有松絞りは 400年の伝統を有する国内有数の絞り産地

ですが、BtoB で着物メーカーの下請けの仕事が多く、

価格競争で地盤沈下をきたしており、新たな革新が課

題とされてきました。最初の年には、二酸化チタン加

工をした生地を開発して絞りの新商品を企画、デザイ

ン、発信しました。 

 産地の中堅・若手を中心に、「清（光触媒の素材を活

かす清潔性）」「環（環境に優しい製品をつくる）」「粋

（伝統の匠の技を活かす）」の 3 つのグループで活動

を行い、ドレスや浴衣、バッグ、スカーフ、帽子、イ

ンテリア用品などを製作しました。産地の特性もあっ

たと思いますが、アパレル、インテリア、照明、テキ

スタイルなどの分野のデザイナーの参加もありました。

国内（東京開催の JAPAN CREATIONなど）、海外（米国・

LA開催の JAPAN EXPO）の展示会にも出展しました。新

聞各紙に取り上げられ、また大手アパレルメーカーと

の取引につながるなど、思いのほか好評をいただきま

した。これがそのとき作成したパンフレットですが、

けっこうセンセーショナルに受け取られました。絞っ

た生地はネオモダンで立体効果もあって、ドレスをつ

くると空気と光がうまく融合して軽やかなできれいで

す。伝統的な有松絞りにハイテク技術を導入したこと

が、十分な効果を生んだ例だと思います。 

 

 Japan Brand ARIMATSU-NARUMI SHIBORI 

 左：パンフレット表紙、右：チラシ 

 

 二酸化チタンは日本固有の最先端技術で微量の紫外

線との光触媒作用で抗菌・消臭の機能があります。蛍

光灯の光とか紫外線を浴びると酸素を活性化し抗菌、

減菌します。しかも無機材料ですから永久に活性化し

続けるという特性があります。二酸化チタン加工をし

た生地で浴衣やスカーフ、帽子をつくると臭いが付か

なくなるから外国人も喜んで着るんじゃないかと考え
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ました。それは正解で、有松絞りの浴衣や照明器具は

けっこう外国市場でも売れました。 

 ちょうど私の事務所では、以前から国立産業技術総

合研究所（産総研）と共同で二酸化チタンによる光触

媒効果について研究しておりましたが、それがうまく

マッチして役立ったかたちでした。この事業が始まっ

てからも二酸化チタンの加工方法や使い方の研究、開

発、指導には、産総研のセラミック部門の研究者の協

力を得て進めることができました。単なるアイデアで

はなく科学的な裏付けがある新製品デザインだったと

言うことができます。 

 2 年目には、1 年目から継続して照明器具等のデザ

インを進めていきましたが、ペンダントランプ

SHIBORIが 2006年度グッドデザイン賞中小企業長官賞

を受賞するなど高い評価を得ることができました。こ

れが大ヒットしたこともあり、これを一つの契機にド

イツにも有松絞り製品を売る店ができるようになり、

いまヨーロッパで有松絞りのランプシェードやストー

ルなどは確実に一つの定番として売れるようになって

います。余談になりますが、こういう科学的裏付けの

ある製品をドイツ人は好きなんです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペンダントランプ・SHIBORI 

（2006 年度グッドデザイン賞中小企業長官賞） 

 

 JAPAN ブランド育成支援事業として、有松商工会の

有松鳴海絞のブランド化事業は、H16 年度「絞りの伝

統とハイテクのコラボレーション」及び H18年度（2年

目）・19年度（3年目）「創造と進化～有松鳴海絞りブ

ランド～」の 3年度にわたり実施されました。私がプ

ロデューサーとして参加したのは、平成 16 年度から

17年度の 2年間になります。17年度については、補助

事業の隙間の年でしたが、愛・地球博（2005年、愛知

県で開催）で「日本の匠」のプロデューサーをしてい

た関係もあり、また事務所も同じ名古屋市内の地元で

したから、ボランティア的に事業に参加してきました。

その間に SHIBORIのデザイン指導を進めていったかた

ちになります。 

 有松絞りの JAPANブランド事業は、他地域の様子も

見聞きするなかでは、成功した方だと思っています。

二酸化チタン加工の新素材の開発・導入したこと、従

来よりの和装小物の枠を越えたファッション、インテ

リア領域に商品展開したことが、国内外の展示会で好

評・受注に結びつき、さらに Gマーク特別賞の受賞も

あり、それらが産地全体の盛り上がりと自信につなが

ったと考えています。また、産地全体の協力体制の中

で事業が進められたことも大きかったと思います。 

 加えるに、この事業を通じて、産地内に光触媒加工

の専門会社が立ち上げられ（有限会社ナノ・クリーン）、

3・4年目の JAPANブランドの商品開発・情報発信につ

ながり、さらにはドイツ・デュッセルドルフに独自ブ

ランドの販売会社（SUZUSAN）の設立にもつながるなど、

担い手の幅が広がっていったことも、大きな成果であ

ると考えています。 

 

●JAPANブランド・豊岡鞄の新商品開発 

 豊岡鞄の JAPANブランド事業も、平成 16年度（2004

年）に採択され、6 月にスタートしております。こち

らの事業は日本産業デザイン振興会の青木史郎さんが

オーガナイザーで仕組みづくりや事業推進を担い、私

は指導デザイナーの 1人として参加いたしました。ご

存知の通り豊岡は鞄生産では国内有数の産地ですが、

中級品の量産・OEM 型の産地であり存立基盤が強いと

は言えず、地域のブランド化が課題でした。そこで、

「世界を感動させる TOYOOKAブランドを目指して」を

合い言葉に事業に着手いたしました。 

 8 月頃だったと思いますが、品質、機能、感性、環

境、ユニバーサル、次世代の 6つのテーマを提示して、

産地企業の中堅・若手の参加を募り、各 5～8名ぐらい

の卸・メーカー・材料混成の 6チーム編成で新商品開

発が動き始めました（33 事業者参加）。新商品開発に

あたっては、青木さんの方針で、市場を観察して、商

品のあり方を考え、広報・販売も視野にシナリオを組

み立てる、そんなやり方で進められました。ブランド、

商品開発というより人材育成に重きが置かれたと思い

ます。毎月現地で各チームを指導するわけですが、指

導デザイナーには他にバッグデザイナーの西山雅美さ

ん、プロダクトデザイナーの堀越敏晴さんも参加して

おられましたので、私はマーケティング方面が中心に

なったかなと思います。 

 そして 10月でしたが、大型台風 23号が襲来し豊岡

鞄の産地が豪雨水害の大被害を受け、プロジェクトは

半年近く中断を余儀なくされてしまいました。産地企

業の皆さん、プロジェクト参加者の皆さんは、相当ご

苦労をされたことと思いますが、翌 07 年 4 月に再開

にこぎつけ、ピッチを上げてチーム毎に製品のデザイ

ン・試作を進め、7月には東京ビッグサイトの IFF（イ

ンターナショナルファッションフェア）に出展するこ

31
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とができました。 

 6チームが計 11のコンセプトでデザイン・試作を取

りまとめ、実際に売る商品までの作り込みには至りま

せんでしたが、消費地で共感の得られたユニークな製

品もいくつかあったと思います。すぐに売れそうな新

商品ではなく、鞄のあり方から考えるテーマに基づき

ワークショップを進めてきたことが良かったのだと思

います。また、産地内と言いながら業種の枠を越えて

チーム編成を行えたこと、私もいくつか紹介しました

が、チームによっては県内外他産地とのコラボにも取

り組めたことなども、有用だったと考えています。 

 できあがった試作品の数々を見て、参加メンバーは

ある程度は自力で新商品の開発・デザインもできるよ

うになったのではと、当時から関係者の間では考えら

れておりました。そういう意味で、この事業は JAPAN

ブランド事業の成功例と言えると思います。また、現

在産地で活躍している中堅メンバーの顔ぶれを見ると、

当時プロジェクトに参加した若手メンバーが多く、改

めて人材育成面では十分な成果があったと感じていま

す。 

 もちろん JAPANブランドの補助事業ではありました

が、豊岡地域の場合には市役所や商工会議所、産地組

合あげての事業であったことが、豪雨大災害を乗り越

えて事業推進が行えた大きな要因だったと考えていま

す。また、私も指導デザイナーの 1人でしたが、豊岡

ではデザイン振興事業に詳しい青木さんをオーガナイ

ザーとして登用して広報・販路開拓までの事業推進を

行えたこと、オーガナイザーの采配のもとテーマ設定

を行い、ジャンルの異なる複数のデザイナーの組み入

れが行えたことが、成功に向け作用したのではないか

と考えています。 

 

TOYOOKA KABAN（パンフレット表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●JAPAN ブランド事業を振り返る 

 地場産業の補助金事業はいろいろありますけど、う

まくいったという話はあまり聞かないですね。各地で

取り組まれてきた JAPANブランド育成支援事業でもそ

うです。地方の産地には東京はじめ大都市からデザイ

ナーが行く場合が多いと思うんですけど、デザイナー

の多くは伝統的な素材や技術や流通をあまり詳しく知

りません。わかるのはカラーリングかグラフィック処

理くらいでしょうか。それで結果的にできるのはデザ

イナーの作品づくりに終わることが多く、マーケット

で売れる商品には仕上がらず、産地とデザイナーの相

互に不信ばかりが残っていくことが繰り返されてきた

わけです。 

 有松や豊岡で JAPANブランド事業に参加する一方で、

JAPAN ブランドの成果がどうなっているのか見てくれ

と中小企業庁に頼まれて、成果の調査というか青森か

ら沖縄まで各地域を回って見たことがありました。

JAPANブランドが始まって 3年目くらい、2006 年だっ

たと思います。実際に見て回りこれではまずいなあと

感じました。地域によってはブランド化どころか収益

もろくにない状態で、育成支援事業といいながら全然

産地育成になっていないことも多く、これでは従来型

のデザイン支援事業と変わりないように思えました。 

 私は採択委員をしていましたが、振り返ると審査会

には各地域からの申請に対して落としたら駄目みたい

な雰囲気があり、出来るだけ多く通すようにと言われ、

それはいま思うとよくなかったと思います。それで、

ずいぶんな件数が JAPANブランド事業に採択されてま

したね。全国で 30産地くらいに補助金が配分され*2、

数が多いから元締めの中小企業庁の監視の目も行き届

かないわけです。初年度はまだしも、2年目、3 年目に

なってくると、補助金を受ける側もみんながそんなに

ありがたがってなかったようにも思いました。中小企

業庁の側では、まずは数をこなせればよしとするみた

いなところもなくはなく、だからプロデューサー会議

とか反省会とかで審査委員のプロデューサーから問題

を指摘する発言もありましたが空回りだったような気

がします。 

*2 JAPAN ブランド育成支援事業に採択されたのは、

H16年度 31件、17年度 30件、18年度、19年度はそ

れぞれ延べ 67件、69件。16年度、17年度は単年度

事業で、18年度以降は戦略策定支援事業（0年目）、

ブランド確立支援事業（1～3年目）の区分が設けら

れ、それらの合計件数。 

 実際に地域ブランドがテーマでしたから対象となる

分野も広く、伝統工芸に加えて食品関係もけっこうあ

りました。例えば鰺の干物とか、干しなまこというの

もあったかな。農産品、加工食品や菓子類など、デザ

インの分野でいうとパッケージみたいのもずいぶんと

ありました。ただ、そういう分野になるとデザイナー

では製品そのものや流通関係含めてよくわかってない

ですし、また産地側というか商工会議所や商工会もデ
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とができました。 

 6チームが計 11のコンセプトでデザイン・試作を取

りまとめ、実際に売る商品までの作り込みには至りま

せんでしたが、消費地で共感の得られたユニークな製

品もいくつかあったと思います。すぐに売れそうな新

商品ではなく、鞄のあり方から考えるテーマに基づき

ワークショップを進めてきたことが良かったのだと思

います。また、産地内と言いながら業種の枠を越えて

チーム編成を行えたこと、私もいくつか紹介しました

が、チームによっては県内外他産地とのコラボにも取

り組めたことなども、有用だったと考えています。 

 できあがった試作品の数々を見て、参加メンバーは

ある程度は自力で新商品の開発・デザインもできるよ

うになったのではと、当時から関係者の間では考えら

れておりました。そういう意味で、この事業は JAPAN

ブランド事業の成功例と言えると思います。また、現

在産地で活躍している中堅メンバーの顔ぶれを見ると、

当時プロジェクトに参加した若手メンバーが多く、改

めて人材育成面では十分な成果があったと感じていま

す。 

 もちろん JAPANブランドの補助事業ではありました

が、豊岡地域の場合には市役所や商工会議所、産地組

合あげての事業であったことが、豪雨大災害を乗り越

えて事業推進が行えた大きな要因だったと考えていま

す。また、私も指導デザイナーの 1人でしたが、豊岡

ではデザイン振興事業に詳しい青木さんをオーガナイ

ザーとして登用して広報・販路開拓までの事業推進を

行えたこと、オーガナイザーの采配のもとテーマ設定

を行い、ジャンルの異なる複数のデザイナーの組み入

れが行えたことが、成功に向け作用したのではないか

と考えています。 

 

TOYOOKA KABAN（パンフレット表紙） 
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 地場産業の補助金事業はいろいろありますけど、う

まくいったという話はあまり聞かないですね。各地で

取り組まれてきた JAPANブランド育成支援事業でもそ

うです。地方の産地には東京はじめ大都市からデザイ

ナーが行く場合が多いと思うんですけど、デザイナー

の多くは伝統的な素材や技術や流通をあまり詳しく知

りません。わかるのはカラーリングかグラフィック処

理くらいでしょうか。それで結果的にできるのはデザ

イナーの作品づくりに終わることが多く、マーケット

で売れる商品には仕上がらず、産地とデザイナーの相

互に不信ばかりが残っていくことが繰り返されてきた

わけです。 

 有松や豊岡で JAPANブランド事業に参加する一方で、

JAPAN ブランドの成果がどうなっているのか見てくれ

と中小企業庁に頼まれて、成果の調査というか青森か

ら沖縄まで各地域を回って見たことがありました。

JAPANブランドが始まって 3年目くらい、2006年だっ

たと思います。実際に見て回りこれではまずいなあと

感じました。地域によってはブランド化どころか収益

もろくにない状態で、育成支援事業といいながら全然

産地育成になっていないことも多く、これでは従来型

のデザイン支援事業と変わりないように思えました。 

 私は採択委員をしていましたが、振り返ると審査会

には各地域からの申請に対して落としたら駄目みたい

な雰囲気があり、出来るだけ多く通すようにと言われ、

それはいま思うとよくなかったと思います。それで、
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［付］知財戦略としてのデザイン 
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よ。シリーズとか関連とか含め何十件も意匠登録申請

を出しています。そこまで徹底的にやられると、さす

がの中国人もそこには近づこうとしません。下手に近
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ば、経営戦略の中枢に入っていけるのではないのでし

ょうか。今どの国でも知財戦略は経営戦略の重要な柱

の一つになっておりますから。その辺りの動向を見て

いると、デザイナーはまだまだ読みが浅いというか、

あるいはそもそも枠外と考えているからかもしれませ
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じます。デザインもビジネスですから、そのままでは

思わざるをえません。これからは経済産業省もそうい

う方面からもデザインを引っ張っていっていただけた

らいいですね。そうするとデザイン政策も立体的にな
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れませんね。 
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■森山明子氏インタビュー調査記録 

国際デザイン交流協会設立の頃を振り返る 
 

 

 

［日時］2020年 3月 18日（水）13:00～16:00 

［場所］静岡文化芸術大学黒田研究室 

［出席］森山明子／青木史郎、黒田宏治 

 

＊森山明子：1953年新潟県生まれ、1975年東京藝術大

学美術学部芸術学科卒業、特許庁意匠審査官、日経 BP

社「日経デザイン」編集長等を経て、1998年より武蔵

野美術大学教授。デザインジャーナリスト。1982-83年

に財団法人国際デザイン交流協会で企画調整課長を務

めた。 

 

 

 

［目次］ 

●国デ協出向に至る経緯 

●国デ協出向 15ヶ月の顛末 

●第 1回フェスティバルの実際と問題点 

●国デ協設立前後の国際的文化状況 

●国デ協設立の背景、問題、大阪との関係 
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●国デ協出向に至る経緯 

 私は大阪にある財団法人国際デザイン交流協会（以

下、国デ協）に設立から数年在職し、事業の立ち上げ

に携わっていたと思われているようですが、それは誤

解でして、実は 15 ヶ月間の出向だったことからお話

しておきたいと思います。私が国デ協に着任したのは

1982年 9月、国デ協設立の 1981年 11月から 1年くら

いたってからで、第 1回国際デザイン・フェスティバ

ル（以下、フェスティバル）開催の約 1年前の時期に

あたります。 

 国デ協は通産省の主導で 1981年 11月に設立されま

した。ただ、職員は地元大阪の官民からの出向組ばか

りで言わば寄せ集め、ICSID’73KYOTOで事務局長を務

めた木村一男さんだけがデザインに精通したプロパー

という構成でした。でも木村さんは民間人ですから通

産省にすれば意思疎通に難もあったようで、通産省主

導で設立した財団にもかかわらず東京の通産省側では

状況がよくわからない状況が続き、それで本省から誰

か人を送り込もうということになったようです。 

 かといって所管の検査デザイン課には適材がおらず、

それで特許庁意匠課にお鉢が回ってきたと聞いていま

す。ただ意匠課では、通産省検査デザイン課以外に審

査官の出向経験はあまりなく、また出向先で求められ

る知識が知財、とりわけ意匠権の関係でもなく、困っ

たなというのが率直なところだったと思われます。期

間も数年にわたる見込みでしたからまずは独身者であ

ることが条件で、通産省から企画調整課長で行くので

若すぎても駄目。で、私に打診が回ってきたようです。 

 当時私は入庁 7年目で、型材の意匠審査担当から審

査対象の物品分類改定業務担当を終えた時期で、少し

気分転換もいいかなとの思いもあり、引き受けること

といたしました。出向先が国デ協でデザイン関連の国

際業務になりますから、3 ヶ月くらい英語と英文タイ

プを学び、数日間はデザイン事務所で現場研修も経験

して、1982年 9月 1日にサンローランの赤い麻のワン

ピースを身にまとい黒い帽子をかぶって国デ協のオフ

ィスに赴任いたしました。 

 

●国デ協出向 15ヶ月の顛末 

 実際に行ってみるとトップは日本貿易振興会（JETRO）

出身で、幹部職員には大阪府、大阪市、民間企業はサ

ントリー、松下電器、サンヨー、シャープの 4社から

40～50歳くらいの出向者が並び、そのほかにアシスタ

ントの女性（英語に堪能な神戸女学院大学卒業者など）

が数人。唯一出向者ではないのが事務局長の木村一男

さんでした。当時はまだ木村さんとのご縁がなく、そ

こに私が前述の身なりで登場したわけで、だいぶ戸惑

われたのではと想像されます。協会は当時ですから女

性が来るとは思っていませんし、通産省がこの財団を

軽視しているのか、あるいはよほどの切れ者かと疑わ

れた節がありました（どちらでもなかったのですが）。 

34



 
 

1 
 

■森山明子氏インタビュー調査記録 

国際デザイン交流協会設立の頃を振り返る 
 

 

 

［日時］2020年 3月 18日（水）13:00～16:00 

［場所］静岡文化芸術大学黒田研究室 

［出席］森山明子／青木史郎、黒田宏治 

 

＊森山明子：1953年新潟県生まれ、1975年東京藝術大

学美術学部芸術学科卒業、特許庁意匠審査官、日経 BP

社「日経デザイン」編集長等を経て、1998年より武蔵

野美術大学教授。デザインジャーナリスト。1982-83年

に財団法人国際デザイン交流協会で企画調整課長を務

めた。 

 

 

 

［目次］ 

●国デ協出向に至る経緯 

●国デ協出向 15ヶ月の顛末 

●第 1回フェスティバルの実際と問題点 

●国デ協設立前後の国際的文化状況 

●国デ協設立の背景、問題、大阪との関係 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

●国デ協出向に至る経緯 

 私は大阪にある財団法人国際デザイン交流協会（以

下、国デ協）に設立から数年在職し、事業の立ち上げ

に携わっていたと思われているようですが、それは誤

解でして、実は 15 ヶ月間の出向だったことからお話

しておきたいと思います。私が国デ協に着任したのは

1982年 9月、国デ協設立の 1981年 11月から 1年くら

いたってからで、第 1回国際デザイン・フェスティバ

ル（以下、フェスティバル）開催の約 1年前の時期に

あたります。 

 国デ協は通産省の主導で 1981年 11月に設立されま

した。ただ、職員は地元大阪の官民からの出向組ばか

りで言わば寄せ集め、ICSID’73KYOTOで事務局長を務

めた木村一男さんだけがデザインに精通したプロパー

という構成でした。でも木村さんは民間人ですから通

産省にすれば意思疎通に難もあったようで、通産省主

導で設立した財団にもかかわらず東京の通産省側では

状況がよくわからない状況が続き、それで本省から誰

か人を送り込もうということになったようです。 

 かといって所管の検査デザイン課には適材がおらず、

それで特許庁意匠課にお鉢が回ってきたと聞いていま

す。ただ意匠課では、通産省検査デザイン課以外に審

査官の出向経験はあまりなく、また出向先で求められ

る知識が知財、とりわけ意匠権の関係でもなく、困っ

たなというのが率直なところだったと思われます。期

間も数年にわたる見込みでしたからまずは独身者であ

ることが条件で、通産省から企画調整課長で行くので

若すぎても駄目。で、私に打診が回ってきたようです。 

 当時私は入庁 7年目で、型材の意匠審査担当から審

査対象の物品分類改定業務担当を終えた時期で、少し

気分転換もいいかなとの思いもあり、引き受けること

といたしました。出向先が国デ協でデザイン関連の国

際業務になりますから、3 ヶ月くらい英語と英文タイ

プを学び、数日間はデザイン事務所で現場研修も経験

して、1982年 9月 1日にサンローランの赤い麻のワン

ピースを身にまとい黒い帽子をかぶって国デ協のオフ

ィスに赴任いたしました。 

 

●国デ協出向 15ヶ月の顛末 

 実際に行ってみるとトップは日本貿易振興会（JETRO）

出身で、幹部職員には大阪府、大阪市、民間企業はサ

ントリー、松下電器、サンヨー、シャープの 4社から

40～50歳くらいの出向者が並び、そのほかにアシスタ

ントの女性（英語に堪能な神戸女学院大学卒業者など）

が数人。唯一出向者ではないのが事務局長の木村一男

さんでした。当時はまだ木村さんとのご縁がなく、そ

こに私が前述の身なりで登場したわけで、だいぶ戸惑

われたのではと想像されます。協会は当時ですから女

性が来るとは思っていませんし、通産省がこの財団を

軽視しているのか、あるいはよほどの切れ者かと疑わ

れた節がありました（どちらでもなかったのですが）。 

 
 

2 
 

 行ってみてわかったのは、ともかく通産省

（「notorious MITI」の呼び名がまだありました）が偉

いわけです。通産省の前・検査デザイン課長であった

久禮彦治さんが基金を集めて設立した協会の人たちは

当初、通商産業技官の私の扱いを決めかねていたとこ

ろがありました。ともあれフェスティバルの実施準備

は動き出しており、私は国際コンペの実施をどうする

か、アオードの推薦をどうとりまとめるか、そのあた

りの仕事を主に担当することとなりました。幸い、女

性のアシスタントのみなさんは私に協力的でしたので、

仕事の方はそれなりに順調に進めることができました。 

 そして、第 1回フェスティバルが終了した直後のこ

とでしたが、国会で中央官庁全体から関係団体等に出

向している職員の身元と資金源を調査せよと野党から

追及の声があがりました。私の場合は通産省から退職

出向のかたちでしたが、費用の出所はやや複雑でした。

それで通産省から急遽引き上げろと指示が出たわけで

す。あまり急なことで送別会もなしで、石もて追われ

るごとく 12 月に通産省検査デザイン課に帰任しまし

た。出向期間が変則的な 15ヶ月だったというのは、そ

のような事情があったからです。大阪側にしてみれば、

国の都合で勝手に人を送ってきて、そして勝手に引き

揚げたわけですから、いい印象が持たれたはずはあり

ません。 

 とりあえず通産省に帰任することになり、1 ヶ月後

には特許庁に戻る予定でしたから、検査デザイン課の

ために引継ぎ資料を残そうと思い、急ぎ「第 1回国際

デザイン・フェスティバルの意味と展望」という 400

字詰め 100枚くらいの半ば私的なレポートを作成して

野口宣也課長に提出しました。非公開の内部資料です

からだいぶ辛辣なことも書きました。そうしたら何を

思われたか野口課長が、国デ協の理事・委員等に課長

の前文付きで印刷しての限定配布を決めたのです。そ

の結果、大阪ではやっぱり「スパイ」だったんじゃな

いかみたいに受け取られ、以降、大阪には行きづらく

なってしまいました。  

 私が国デ協に出向するにあたり野口課長からは二つ

のミッションを指示されました。一人ですべて対応で

きるとは思えないから適宜情報は伝えること、もう一

つは日本経済新聞大阪本社の経済部長が知り合いだか

ら、あなたは彼を「籠絡」して日経新聞に、少なくと

も大阪版には、デザインの記事をばんばん出すよう仕

向けること。実際、下村寛治経済部長は紙面に数々記

事を書いてくれました。ですから不幸にも 1985 年に

御巣鷹山日航機墜落事故で亡くなられてしまったのが

残念でなりません。彼の最後の記事は国デ協に関する

記事で、亡くなられた後にその掲載紙が私宛に届いた

ことを覚えています。 

●第 1回フェスティバルの実際と問題点 

 国際デザイン・フェスティバルは、国際デザイン・

コンペティション（以下、コンペ）、国際デザイン・ア

オード（以下、アオード）、そして国際デザイン展（以

下、デザイン展）から構成されました。付随していく

つかのセミナー、講演会等も実施されましたが、それ

らは割愛することとします。それぞれの実施概要は公

式の報告書等（*1）をご覧いただくとして、主催者側

に身を置いた私なりの見え方、評価について、記憶の

範囲になりますが、お話ししておきたいと思います。 

 まず国際コンペですが、これは「集 shu」をテーマ

に、デザイン全分野を対象にした、賞金総額２千万円

（大賞賞金１千万円）のデザインコンペで、国際的に

はかなりのインパクトがあったと考えています。国デ

協の告知広報が不足していたにもかかわらず、53カ国

756 人（うち海外 401 人）から作品応募が寄せられま

した。決して少ない数ではありません。よくこれだけ

の応募があったものだと感心したことを覚えています。

米国・イリノイ工科大学の教員・学生チームの「未来

の家」が旧来の建築・プロダクト等の領域を越えた未

来志向の研究型プロジェクトとして高く評価され、2

次の審査選考を経て大賞に輝きました。 

 ただ、テーマ「集」に関しては難解との声もあり、

発表以来デザイン関係者・国デ協関係者の間で批判的

な指摘も多く寄せられたことは伝えておきます。テー

マ「集」は私が着任した時点では既に決まっており、

その後も同じ路線で「交」「水」などと続きました。国

デ協立ち上げに尽力された方からは、サステナブルデ

ザインないし途上国支援のデザインのようなテーマを

イメージしていたと後で聞きました。また、吉田光邦

氏は国デ協・フェスティバルの発展形として、発展途

上国を視野に入れて世界に対して日本が貢献できる教

育と研究のための国際機関の設立を提案されておられ

ました。財団のあり方とテーマの方向性として考えさ

せられました。また、情報のアウトプットが重要であ

るにもかかわらず、コンペ結果発表後の論評記事が少

なかったこと、国内外の応募者への適切なフォローア

ップが行えなかったことは、改善課題でした。 

 アオードについては、受賞者は既に高い国際的評価

を得ていた英国のペンタグラム、ポストモダンの旗手

であるイタリアのナボーネ、それに米国のチェマイエ

フ＆ガイスマー、北欧スウェーデンのベンクソン＆ジ

ューリンの 4名（チーム）、そして英国のサッチャー首

相が名誉賞という顔ぶれでした。受賞者の 4名（チー

ム）は地理的にも分野的にもバランスのとれた構成だ

ったと思います。サッチャー首相の名誉賞に関しては、

一国の首相がデザインの重要性を説きデザイン政策を

展開したという理由からでしたが、国内ではインパク
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トがあったものの欧州の来日デザイン関係者からは論

外との声も聞かれました。首相はアカデミズムの破壊

者と見られていた面があったのです。また、サッチャ

ー首相については国内外 22 名の推薦人から推薦があ

ったのではなく、審査員のアイデアだったことで、こ

れも推薦人軽視と問題視されました。 

 1983 年 10 月のアオード表彰式典には、受賞者 4 名

（チーム）はいずれも本人が来日参列いたしました。

これはアオード事業にとって意味があることでした。

受賞者それぞれが横並びを気にするわけで、全員参加

は受賞者の皆さんにも納得いただけたということです

から。名誉賞のサッチャー首相に関しては、当時外交

官として著名だったヒュー・コータッチィ駐日大使が

代理で駆けつけてくれて、アオード事業の格を保つこ

とができたと考えています。当時の国際情勢の中で英

国側の日本デザインへの幾分かのリスペクトの証であ

ったかもしれません。それらを総合的に勘案して、第

1 回のアオード事業は成功だったと思っています。た

だその後を見ていると、アオード受賞者との関係がそ

れっきりで継続しておらず、もったいないとの感を抱

きました。 

 1983 年秋に大阪城ホールで開催されたデザイン展

は、コンペ、アオードの展示を含む主催者の企画展示

と企業展示とから構成されました。デザイン展の評価

はさまざまでしたが、佐藤和子さんが監修したイタリ

ア・デザインの展示コーナーや小池一子さん監修のア

ール・デコの展示コーナーは、見応えがあったと記憶

しています。会期中には目標 18万人に対して 27万人

の入場者を得ることができ、海外で話題のデザイン・

イベントと同列には語れませんが、初回でもありまず

は相応の成果と言って差し支えないと思っています。

ただしこの数字は柿落としの大阪城ホール入場と抱き

合わせであって、デザイン展単独の数字ではなかった

のです。 

 企業展示に関して言えば、トヨタ、松下、サントリ

ー、資生堂、オリベッティ、ブラウンなど国内外 12社

の協賛展示がありましたが、少なからず製品展示会の

ようであったという意味で、課題を残した言えなくも

ありませんでした。その要因が、当時の日本企業のデ

ザイン認識の問題であったのか、あるいは主催者であ

る国デ協側のポリシー不在に求められるのかは、議論

があったと記憶します。ただ各社ともデザインに高い

関心を持って取り組まれたのは事実であり、うまく続

けられれば意味はあったと思えました。 

 あと表面には出ませんでしたが、展示会（博報堂）

と PR出版等広報（電通）を担当する代理店が異なった

ことにより、十分な連携が図れずに終わったことは悔

いが残るところでした。恒久開催を掲げたにもかかわ

らず代理店まかせで、デザイン展の企画運営ノウハウ

が国デ協内に蓄積されていかない現実には疑問を感じ

ました。コンペ審査員だった栄久庵憲司氏も、面倒だ

から代理店に依存するという方式を採ったことにより、

協会も企業も知的鍛錬の機会を逃したのではないかと

いった趣旨のことを、ある席上述べておられました。 

 関西圏の一般観客を中心に 27万人の入場者を集め、

比較的高い満足度も得られたようであり、デザインの

国民的認識の喚起・深化という目的は達せられたと言

えたかもしれません。一方で、デザイン専門家の目に

はポリシーのはっきりしないショーに映ったようでも

あり、また国際広報不足もありデザイン展、ひいては

フェスティバルが十分な広がりを得られなかったとも

感じました。田中一光氏はデザイン展のチラシを見て、

「デザインの大衆化を、質を下げることとはき違えて

いる」と憤慨されました。デザインコントロールの質

的な面に組織として配慮が行き届かなかったというこ

とでしょう。 

 

●国デ協設立前後の国際的文化状況 

 国デ協在職最後にヨーロッパ出張に行かせてもらい

ました。ちょうど 1983年秋には、パリの装飾美術館で

「EXPOの EXPO」展をやっており、視察の機会を得るこ

とができたのです。キュレーターは同館館長のイボン

ヌ・ブリュナメールさん、フェスティバル関連のセミ

ナーで来阪の折には木村さんと一緒に心斎橋の路上で

踊った仲ですが、親日家でとてもチャーミングな女性

です。 

 「EXPOの EXPO」展を見ると、大阪万博は万博史上最

大の 6千 4百万人の入場者数を誇ったものの、フラン

ス的な眼で見ると「あんなもの人数を集めただけじゃ

ないか」と、万博の歴史でエポックメイキングなもの

は何もないという評価で、抹殺こそされていませんで

したが、すごく小さな扱いだったのが印象的でした。

当時はまだ、アジアでの開催というやや差別的なこと

もあったのだろうとは思いますけれど。ともかく大阪

が万博を通してクリエイティブな世界で国際性を持っ

たというのは幻想でした。大阪万博のテーマはデザイ

ンでもアートでもないにせよ、欧州、特にフランスに

とってコンセプト的に見るべきイベントではなかった

ということがわかりました。 

 大阪万博の国際的評価は措くとして、オイルショッ

ク後から 85年頃までは、欧米の知識層にとって、日本

の経済力、工業力、それに含まれるデザイン、そして

2 千年の歴史ある文化、そういうものに不思議な関心

が持たれた時期だったと言うことができます。世界を

揺るがした 1973年と 1979年の 2度のオイルショック

を一番上手に乗り切った国は日本だという国際的評価
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トがあったものの欧州の来日デザイン関係者からは論
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これはアオード事業にとって意味があることでした。

受賞者それぞれが横並びを気にするわけで、全員参加

は受賞者の皆さんにも納得いただけたということです

から。名誉賞のサッチャー首相に関しては、当時外交

官として著名だったヒュー・コータッチィ駐日大使が

代理で駆けつけてくれて、アオード事業の格を保つこ

とができたと考えています。当時の国際情勢の中で英

国側の日本デザインへの幾分かのリスペクトの証であ

ったかもしれません。それらを総合的に勘案して、第

1 回のアオード事業は成功だったと思っています。た

だその後を見ていると、アオード受賞者との関係がそ

れっきりで継続しておらず、もったいないとの感を抱

きました。 

 1983 年秋に大阪城ホールで開催されたデザイン展

は、コンペ、アオードの展示を含む主催者の企画展示

と企業展示とから構成されました。デザイン展の評価

はさまざまでしたが、佐藤和子さんが監修したイタリ

ア・デザインの展示コーナーや小池一子さん監修のア

ール・デコの展示コーナーは、見応えがあったと記憶

しています。会期中には目標 18万人に対して 27万人

の入場者を得ることができ、海外で話題のデザイン・

イベントと同列には語れませんが、初回でもありまず

は相応の成果と言って差し支えないと思っています。

ただしこの数字は柿落としの大阪城ホール入場と抱き

合わせであって、デザイン展単独の数字ではなかった
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 企業展示に関して言えば、トヨタ、松下、サントリ

ー、資生堂、オリベッティ、ブラウンなど国内外 12社

の協賛展示がありましたが、少なからず製品展示会の

ようであったという意味で、課題を残した言えなくも

ありませんでした。その要因が、当時の日本企業のデ

ザイン認識の問題であったのか、あるいは主催者であ

る国デ協側のポリシー不在に求められるのかは、議論

があったと記憶します。ただ各社ともデザインに高い

関心を持って取り組まれたのは事実であり、うまく続

けられれば意味はあったと思えました。 

 あと表面には出ませんでしたが、展示会（博報堂）

と PR出版等広報（電通）を担当する代理店が異なった

ことにより、十分な連携が図れずに終わったことは悔

いが残るところでした。恒久開催を掲げたにもかかわ

らず代理店まかせで、デザイン展の企画運営ノウハウ

が国デ協内に蓄積されていかない現実には疑問を感じ

ました。コンペ審査員だった栄久庵憲司氏も、面倒だ

から代理店に依存するという方式を採ったことにより、

協会も企業も知的鍛錬の機会を逃したのではないかと

いった趣旨のことを、ある席上述べておられました。 

 関西圏の一般観客を中心に 27万人の入場者を集め、

比較的高い満足度も得られたようであり、デザインの

国民的認識の喚起・深化という目的は達せられたと言

えたかもしれません。一方で、デザイン専門家の目に

はポリシーのはっきりしないショーに映ったようでも

あり、また国際広報不足もありデザイン展、ひいては

フェスティバルが十分な広がりを得られなかったとも

感じました。田中一光氏はデザイン展のチラシを見て、

「デザインの大衆化を、質を下げることとはき違えて

いる」と憤慨されました。デザインコントロールの質

的な面に組織として配慮が行き届かなかったというこ

とでしょう。 

 

●国デ協設立前後の国際的文化状況 

 国デ協在職最後にヨーロッパ出張に行かせてもらい

ました。ちょうど 1983年秋には、パリの装飾美術館で

「EXPOの EXPO」展をやっており、視察の機会を得るこ

とができたのです。キュレーターは同館館長のイボン

ヌ・ブリュナメールさん、フェスティバル関連のセミ

ナーで来阪の折には木村さんと一緒に心斎橋の路上で

踊った仲ですが、親日家でとてもチャーミングな女性

です。 

 「EXPOの EXPO」展を見ると、大阪万博は万博史上最

大の 6千 4百万人の入場者数を誇ったものの、フラン

ス的な眼で見ると「あんなもの人数を集めただけじゃ

ないか」と、万博の歴史でエポックメイキングなもの

は何もないという評価で、抹殺こそされていませんで

したが、すごく小さな扱いだったのが印象的でした。

当時はまだ、アジアでの開催というやや差別的なこと

もあったのだろうとは思いますけれど。ともかく大阪

が万博を通してクリエイティブな世界で国際性を持っ

たというのは幻想でした。大阪万博のテーマはデザイ

ンでもアートでもないにせよ、欧州、特にフランスに

とってコンセプト的に見るべきイベントではなかった

ということがわかりました。 

 大阪万博の国際的評価は措くとして、オイルショッ

ク後から 85年頃までは、欧米の知識層にとって、日本

の経済力、工業力、それに含まれるデザイン、そして

2 千年の歴史ある文化、そういうものに不思議な関心

が持たれた時期だったと言うことができます。世界を

揺るがした 1973年と 1979年の 2度のオイルショック

を一番上手に乗り切った国は日本だという国際的評価
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があり、1980年代になると日本は乗用車と半導体で世

界第一、85年には西ドイツを抜いて世界第一位の工業

製品輸出国に浮上して貿易摩擦が起こります。日本的

経営に注目が集まり、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』

（日米 1979 年刊）が米国でも日本でもベストセラー

になったのはご記憶のことと思います。 

 文化面に関していうと、1978年に「間－日本の時空

間」という展覧会がパリの装飾美術館で開催され好評

を博しました。企画は建築の磯崎新、現代音楽の武満

徹、演劇の鈴木忠志、ファッションの三宅一生などが

展示に参加し、「数奇（すき）」「移（うつろい）」「遊（す

さび）」など 7つをキーコンセプトに展開して、カタロ

グの編集は松岡正剛、デザインは杉浦康平という錚々

たる顔ぶれでした。当初はパリだけで開催の予定でし

たが、パリで予想以上の話題を集めた結果、展覧会は

ニューヨークはじめ欧米の 5都市を巡回することにな

りました。 

 さらに 1980 年には、ロンドンのヴィクトリア＆ア

ルバート博物館で「ジャパンスタイル」展が開催され

ました。清家清、田中一光らを中心に企画された展覧

会ですが、こちらも大人気を博しました。ロンドンで

は、美術館はハイブローな展示ばかりやってるんじゃ

ない、そもそも市民のための施設だという価値転換が

起こり、日本のモダンデザインを並べようとの日本側

の企画が博物館側から否定され、企画をやり直したと

聞いています。だいぶ頭を抱えたようですが、田中一

光が中心になり、起き上がりこぼしやキオスク、凧揚

げの凧など日本の日常生活の中に根ざしている無名性

のデザインと、剣持勇や三宅一生などの先進的なデザ

イナーの作品を対比させて取り上げることとなりまし

た。この展覧会ではカタログの編集・デザインも田中

一光が担当しています。 

 この 2つ展覧会が、日本の美意識や造形のあり様を

海外で印象づけたと評されもします。ですが、私に言

わせればもう一つあって、1975年にニューヨークのジ

ャパンハウスギャラリーで開かれた岡秀行企画の「包

む－日本の伝統パッケージ」展を挙げたい。米国デザ

イン界の重鎮であるジョージ・ネルソンが展覧会以前

に『How to Wrap 5Eggs』（ウェザヒル出版社、1967年）

のために書いた「一つの時代の記念碑」が感動的です。

「TSUTSUMU」と呼ばれてニューヨークで注目されたこ

とを受け、1979年のオーストラリア展からは国際交流

基金がサポートして巡回展は世界中で 99 回を数えま

した。最後の 100 回目は 1988 年に目黒区美術館で開

催され、同館の収蔵品となった後の 2011 年にも開催

が実現しました。 

 アジア諸国は日本の経済力に注目し、欧米ではこう

した展覧会などの影響もあって、1980年頃には日本の

文化やデザインへの関心も高まっていましたので、

1981 年の国デ協の設立というのは非常にタイムリー

であったと考えられます。ですから国デ協並びにフェ

スティバル事業には、当時国際的にも大きな可能性は

あったと思うわけです。 

 

●国デ協設立の背景、問題、大阪との関係 

 国際交流基金という、世界各地で総合的に国際交流

イベントを展開する国が設置した日本で唯一の専門機

関があります。英語名では The Japan Foundationで

す が 、 国 際 デ ザ イ ン 交 流 協 会 （ Japan Design 

Foundation）は、英語名を見ればわかる通り、その国

際交流基金のデザイン版を目指すところから始まった

面があります。大きな風呂敷を広げてスタートしたと

思えなくもありませんが、設立にあたって国際性への

高い志はあったということができます。実際、設立時

の構想委員会といった委員リストには、丹下健三、堺

屋太一はじめ、東京からも大阪からも国際性で名前が

浮かぶ人たちが名を連ねており、リージョナルではな

くナショナルな位置づけであったことがわかります。 

 それに対して組織面で実体が伴っていなかったこと

は問題であったと言えるでしょう。前述のように国際

的にも追い風が吹いたにもかかわらずです。実務的な

ところでは、国デ協の中でデザイン分野の国際的な人

脈がある人は事務局長唯一人だったことは、国デ協の

基本的な問題です。国際性以前に、デザイン界きって

の立役者だった勝見勝氏から電話がかかってきても、

「どちらの勝見さんですか」といった感じでしたから、

デザイン界に明るい人から見れば笑うに笑えないよう

な現実が、国デ協のオフィスにはあったのです。  

 また歴史を振り返るならば、大阪には東京よりも早

い時期からデザイン団体が数々あり、デザイナーも多

く活動をしていたという経緯がありました。にもかか

わらず、大阪ネイティブのデザイナーは国デ協の活動

にはあまり関係していませんでした。各種委員会等の

構成を見れば、大高猛や沢村徹など何人かの在阪デザ

イナーの名前を目にすることはありましたが、なぜか

大阪万博 EXPO70 の人脈に限られており、それも実務

的には深い関係にあったとは言えませんでした。大阪

デザイン界と国デ協との関係の薄さは、どこかで考え

るべき課題だったのかもしれません。 

 1950年代後半以降、「Aクラブ」の永井一正、田中一

光、木村恒久など後のスターデザイナーが大阪から東

京に拠点を移していきました。大阪万博は大成功だっ

たと言われることが多いのですが、大阪デザイン界に

とっては「終わりの始まり」で、その前後にデザイナ

ーの東京への移転は加速され、デザイン人材について

は空洞化が進行したと聞いています。私が大阪に赴任
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したのは 1982 年でしたが、もうその頃には大阪のデ

ザイナーの結束力は弱くなっていたということもあっ

たんだと思います。 

 大阪には東京を嫌う風土というか、東京への強い対

抗心があるのはご存知かと思います。戦前は東京より

人口が多く、名実ともに産業経済で日本の中心との自

負もあり、「大大阪」と呼ばれた時代がありました。そ

れが戦後になって人口が逆転され、経済的にもだんだ

ん地位が下がってまいりました。ただ 1970 年の大阪

万博の成功で一時自信を取り戻したようなところがあ

り、国デ協の設立はそれから約 10 年を経た時期でま

だその余韻が残り、大阪にはもう一度国際的に何かを

やりたいという気運はあったと感じました。通産省の

大先輩にあたる堺屋太一さんに会うと、「僕は大阪万博

を成功させた。君は国際デザイン交流協会を成功させ

るんだ」、そんなふうに言われたことがありました。 

 ただ大阪万博は成功といってもテンポラリーなもの

でしたから、万博の成功を足場に恒久的なものが求め

られ、国デ協を大阪に置けば世界で注目を集めるデザ

インで東京を凌駕できるぐらいのことを言って前・検

査デザイン課長だった久禮彦治さんは大阪の行政や財

界を説得したのだと想像します。大阪側も長期低落傾

向を止める一つの起爆剤として、国デ協の大阪誘致に

期待はあったはずです。だからこそ 8 億円（大阪で 4

億円）もの基金が集まったわけです。そして、大阪府

市等から国デ協への出向組の多くは、30代そこそこで

大阪万博に携わった人たちで、職員の側でも国デ協に

対してそれに近い思いは一部共有されていたように思

います。 

 そのような雰囲気に包まれた大阪の国デ協に、私は

東京の通産省から一人落下傘で降下したわけで、不思

議なニュアンスに囲まれることになりましたが、国デ

協という一つのデザインムーブメントの立ち上げに立

ち会うことができ、個人としてはすごく意味のある経

験となりました。 

 尚、隔年開催のフェスティバルは第 10回（2001年）

をもって終了し、国デ協そのものも 2009 年 3 月に解

散しています。私は設立間もない時期に短期間在職し

ただけで国デ協を離れてしまい、その後についてはコ

メントする立場にありませんが、バブル崩壊を境に低

金利社会が訪やってきて基金の運用益が激減したこと

と、国デ協独自の収益事業を生み出せなかったことに、

解散の要因が求められるのではないかと考えられます。 

 40 年近く前の私のレポートの最後には国デ協の課

題として、方針レベルから事業運営、組織体制にわた

って 20項目もの課題を列挙していました（*2）。よく

もこんなに指摘したものだと思います。ざっと読み返

すと「財政・運営等の基礎固めすること」に始まり、

「プロパー職員の採用育成を計画的に行うこと」で締

められています。これらは Gマーク事業を担う日本デ

ザイン振興会との違いでもあり、今思うとこの最初と

最後に記した 2項目が、国デ協に身を置いたゆえに見

えた課題の根本だったように思えてなりません。 

 

(*1)第 1回デザイン・フェスティバル公式報告書等 

『第 1回国際デザイン・フェスティバル』財団法人国

際デザイン交流協会、1983年(*1) 

『国際デザイン交流協会 10 年のあゆみ』財団法人国

際デザイン交流協会、1992年(*1) 

 

(*2)国際デザイン交流協会の課題（要約） 

[協会事業の基本的考え方]  

1.財政・運営等の基礎固めを図ること 

2.コンペ・アオードの国際的評価の確立 

3.事業の質的向上に充分意を注ぐこと 

4.協会が主体的に事業を遂行すること 

5.フェスティバル以外の国際交流事業の検討 

6.海外での日本デザイン展開催の検討 

[協会が行うべき具体案］ 

7.デザイナーの会員制を全国的に呼びかける 

8.日英両文の機関誌の定期刊行体制の整備 

9.海外との経常的な情報交換体制の強化 

10.第 2回コンペのプロモーション体制を検討 

11.コンペとは別にデザイン批評賞を設置 

12.アオードに具体的テーマ設定を検討 

13.2年間分の事業を企画し連続感を出す 

14.国際会議誘致、海外機関との共同研究 

15.第 2回フェスティバル基本事項の検討 

16.海外関係へのきめ細かな対応 

[協会の新体制について] 

17.推進委員を評議員と位置づけ事業計画等を諮問 

18.運営委員会体制の再検討 

19.基本構想委員会、審査実行委員会、WGを設置 

20.プロパー職員の採用育成を計画的に行う 

 

＊参考資料： 

1.『第 1回国際デザイン・フェスティバル』財団法人

国際デザイン交流協会、1983年 

2.『国際デザイン交流協会 10年のあゆみ』財団法人国

際デザイン交流協会、1992年 

3.森山明子「デザイン行政とデザイン・ミュージアム」

『デザイン学研究特集号 Vol.14,No.3』（日本デザイン

学会、2007年）所収 

4.森山明子『デザイン・ジャーナリズム 取材と共謀

1987→2015』美学出版、2015年 

（文責：黒田宏治）2020.04.09 
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したのは 1982 年でしたが、もうその頃には大阪のデ

ザイナーの結束力は弱くなっていたということもあっ

たんだと思います。 

 大阪には東京を嫌う風土というか、東京への強い対

抗心があるのはご存知かと思います。戦前は東京より

人口が多く、名実ともに産業経済で日本の中心との自

負もあり、「大大阪」と呼ばれた時代がありました。そ

れが戦後になって人口が逆転され、経済的にもだんだ

ん地位が下がってまいりました。ただ 1970 年の大阪

万博の成功で一時自信を取り戻したようなところがあ

り、国デ協の設立はそれから約 10 年を経た時期でま

だその余韻が残り、大阪にはもう一度国際的に何かを

やりたいという気運はあったと感じました。通産省の

大先輩にあたる堺屋太一さんに会うと、「僕は大阪万博

を成功させた。君は国際デザイン交流協会を成功させ

るんだ」、そんなふうに言われたことがありました。 

 ただ大阪万博は成功といってもテンポラリーなもの

でしたから、万博の成功を足場に恒久的なものが求め

られ、国デ協を大阪に置けば世界で注目を集めるデザ

インで東京を凌駕できるぐらいのことを言って前・検

査デザイン課長だった久禮彦治さんは大阪の行政や財

界を説得したのだと想像します。大阪側も長期低落傾

向を止める一つの起爆剤として、国デ協の大阪誘致に

期待はあったはずです。だからこそ 8 億円（大阪で 4

億円）もの基金が集まったわけです。そして、大阪府

市等から国デ協への出向組の多くは、30代そこそこで

大阪万博に携わった人たちで、職員の側でも国デ協に

対してそれに近い思いは一部共有されていたように思

います。 

 そのような雰囲気に包まれた大阪の国デ協に、私は

東京の通産省から一人落下傘で降下したわけで、不思

議なニュアンスに囲まれることになりましたが、国デ

協という一つのデザインムーブメントの立ち上げに立

ち会うことができ、個人としてはすごく意味のある経

験となりました。 

 尚、隔年開催のフェスティバルは第 10回（2001年）

をもって終了し、国デ協そのものも 2009 年 3 月に解

散しています。私は設立間もない時期に短期間在職し

ただけで国デ協を離れてしまい、その後についてはコ

メントする立場にありませんが、バブル崩壊を境に低

金利社会が訪やってきて基金の運用益が激減したこと

と、国デ協独自の収益事業を生み出せなかったことに、

解散の要因が求められるのではないかと考えられます。 

 40 年近く前の私のレポートの最後には国デ協の課

題として、方針レベルから事業運営、組織体制にわた

って 20項目もの課題を列挙していました（*2）。よく

もこんなに指摘したものだと思います。ざっと読み返

すと「財政・運営等の基礎固めすること」に始まり、

「プロパー職員の採用育成を計画的に行うこと」で締

められています。これらは Gマーク事業を担う日本デ

ザイン振興会との違いでもあり、今思うとこの最初と

最後に記した 2項目が、国デ協に身を置いたゆえに見

えた課題の根本だったように思えてなりません。 

 

(*1)第 1回デザイン・フェスティバル公式報告書等 

『第 1回国際デザイン・フェスティバル』財団法人国

際デザイン交流協会、1983年(*1) 

『国際デザイン交流協会 10 年のあゆみ』財団法人国

際デザイン交流協会、1992年(*1) 

 

(*2)国際デザイン交流協会の課題（要約） 

[協会事業の基本的考え方]  

1.財政・運営等の基礎固めを図ること 

2.コンペ・アオードの国際的評価の確立 

3.事業の質的向上に充分意を注ぐこと 

4.協会が主体的に事業を遂行すること 

5.フェスティバル以外の国際交流事業の検討 

6.海外での日本デザイン展開催の検討 

[協会が行うべき具体案］ 

7.デザイナーの会員制を全国的に呼びかける 

8.日英両文の機関誌の定期刊行体制の整備 

9.海外との経常的な情報交換体制の強化 

10.第 2回コンペのプロモーション体制を検討 

11.コンペとは別にデザイン批評賞を設置 

12.アオードに具体的テーマ設定を検討 

13.2年間分の事業を企画し連続感を出す 

14.国際会議誘致、海外機関との共同研究 

15.第 2回フェスティバル基本事項の検討 

16.海外関係へのきめ細かな対応 

[協会の新体制について] 

17.推進委員を評議員と位置づけ事業計画等を諮問 

18.運営委員会体制の再検討 

19.基本構想委員会、審査実行委員会、WGを設置 

20.プロパー職員の採用育成を計画的に行う 

 

＊参考資料： 

1.『第 1回国際デザイン・フェスティバル』財団法人

国際デザイン交流協会、1983年 

2.『国際デザイン交流協会 10年のあゆみ』財団法人国
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1987→2015』美学出版、2015年 

（文責：黒田宏治）2020.04.09 

 
 

1 
 

■日高一樹氏インタビュー調査記録 

1989年のデザインイヤーを振り返る 
 

 

 

［日時］2020年 3月 23日（月）15:00～17:00 

［場所］日高国際特許事務所（東京都千代田区） 

［出席］日高一樹／青木史郎、黒田宏治 

 

＊日高一樹：長崎県生まれ。金沢美術工芸大学美術工

芸学部産業デザイン科工業デザイン専攻卒業、通産省

技官、特許庁審査官。通産省を経て 1990年日高国際特

許事務所設立、弁理士・特定訴訟代理人、現在に至る。

知的財産戦略のプロフェッショナルとして活動。1988-

90年に通産省検査デザイン行政室課長補佐（デザイン

奨励班長）を務め、'89デザインイヤーを推進した。 

 

 

 

［目次］ 

●88 年審議会答申とデザインイヤー 

●'89 デザインイヤーのワークショップ事業 

●デザインイヤー後の展開について 

●デザインイヤー後の G マークと意匠権 

●2000 以降のデザイン政策をめぐって 

●新型コロナ禍とデザインのこれから 

［付］デザイン高度化について（参考） 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

●88 年審議会答申とデザインイヤー 

 1988 年に出された審議会答申「1990 年代のデザイ

ン政策」を読み返してみると、今の時代に求められる

デザインのあり方や活用方法など、ほとんど書いてあ

るのが分かります。いまでは当たり前ですが、高齢化

社会や女性の社会進出などの時代認識についても、よ

く書かれていると思います。当時はまだそれらの動向

は実感できる時代ではありませんでしたから。そう考

えると、高齢化社会などは既に現実となっていますが、

日本社会やデザインの基本的な課題は、30 年前に書か

れたこととほとんど変わりません。 

 一つ大きな違いがあるとすれば、時代背景が違って

いることです。あの当時の日本経済は欧米を追い越し

て最高潮に達しておりました。1980 年代にはジャパ

ン・アズ・ナンバーワンとかの言説がもてはやされま

した。それまでは欧米先進国を手本に成長路線をひた

走ってきたのが、追い越したとたんに目標を失い、こ

の先どうしたらいいかがわからない、そんな時代状況

だったと思います。そこで、どうするかを探すための

一手として提唱されたのがデザインイヤーだったわけ

です。 

 1980 年代までの日本の産業社会は垂直統合型のも

のづくり中心の産業構造で、それが行き着くところま

で行ってしまったのが 80 年代後半です。それからソ

フト化、国際化が進展し、現在は絞り込んだ得意分野

の水平展開型または国際分業化といったらいいでしょ

うか。そのような方向姓を展望するなかで、旧来とは

違うデザインの考え方が求められ、デザインの活用の

領域を広げていかなければならない、そのような趣旨

のことが答申で述べられておりました。ただ当時日本

の多くの企業にはそこまで将来的な状況認識はなかっ

たかもしれません。空前の好景気でもあり、切羽詰ま

った状況ではありませんでしたので。言われれば確か

にデザインも大切かもしれない、そのくらいの認識だ

ったのではないかと思うわけです。 

 いまでも覚えておりますが、答申が出されてフィナ

ンシャルタイムズが通産省にインタビューに来ました。

彼らは、1950 年代から 60 年代にかけて国の主導で新

しいデザイン活用を始めたように、また日本は国が旗

を振ってデザインで何か新しいことを始めるのではな

いか、そんなふうに考えていたみたいです。よっぽど

彼らの方が答申の意味を分かっていたのかもしれませ

ん。1950 年代には、模倣品対策が大きな政策課題であ

り、そこで Gマーク事業を創設して貿易振興に打って

出たわけです。それにより模倣品問題は徐々に解決に

向かい、80 年代には米国から強く国内需要の拡大を求

められ、貿易振興も行き着くところまで行きました。 
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 そして 1980 年代後半、デザインの人間的アプロー

チ機能やモノ・コトのコトを産業界がどれだけ見てい

たか分かりませんが、この答申の中ではそのような方

向性も示唆されておりました。まだサービスデザイン

とかブランドデザインとかの言葉は出ていませんでし

たけれど、これからはデザインを広く捉えて社会で積

極的に活用しようとまとめられています。そして、そ

こに提起されたのが 1989年のデザインイヤーであり、

デザインに関する国民的な盛り上がりが期待される運

動だったわけです。 

 

●'89 デザインイヤーのワークショップ事業 

 '89 デザインイヤーは、通産省の呼びかけで 1989年

4月から翌 90年 3月までの 1年間にわたって展開され

たデザイン運動でした。その 1年間に全国で 401件、

いろいろな事業の参加があり、私は主催者側におりま

したが、主催側（’89デザインヤーフォーラム）でも

全体のプロモーションに加え日本デザイン賞、デザイ

ンワークショップなどの事業に取り組みました。 

 自治体や企業等の主催でデザイン展示会やセミナー、

コンペティションなど様々な事業がありましたが、そ

の中でも実験的な取り組みにこそ意味があったのでは

ないかと思っています。その一つに全国 15 地域で実

施したデザインワークショップがありました。私もい

くつかの地域に関係致しましたので、ワークショップ

事業には触れておきたいと思います。山形、山梨、広

島、高知、長崎には、ワークショップ実施のためによ

く行っていました。 

 山梨県のワークショップには実行委員で携わったこ

ともあり、特に印象に残っています。何回も同じ実行

委員の長澤忠徳さんと一緒に現地に足を運び、勝沼地

域のグランドデザインをテーマに実施しました。ご存

知の通り勝沼には、中心部の丘に象徴的に大手企業の

ワイナリーがありますが、周辺には跡取りのいない農

家も少なくなく、担い手のいないブドウ園、いまでい

う耕作放棄地が既に散在しておりました。そこで空い

ている農地を勝沼町がまとめ役になり、事業主体にな

ることで景観を含めた総合的なデザイン戦略を目指す

こととしました。これは町長の政治的判断、頑張りに

任せるしかない部分がありましたが、方向性を提示す

ることで問題解決の糸口になることを期待していまし

た。 

 景観を維持するには働き手のリクルートが必要です。

具体的にはかっこいい作業着を着て若い人もやってみ

たいと思うような農業プロジェクト、ワインパーク構

想を提案いたしました。ブドウ園の景観に加えレスト

ラン、研究施設等を整備、ワインのボトルやパッケー

ジのデザイン、販路開拓・マーケティングまで含めた

総合的なプランでした。もちろん農業振興、ワイン産

業振興は重要ではありますが、ターゲットは観光振興

に置いたわけです。勝沼にとってはブドウ園やワイナ

リーの景観も大切な観光資源になるわけで、それをい

かに維持・創出するかは喫緊の課題でした。現地の実

行委員会と議論する中で、町長さんもその通りだとい

う話になって、そのような方向性で提案をとりまとめ

ました。  

 その構想には今でも通用するエクスペリメンタルな

ところがあったと思っています。景観が観光資源にな

り、それを維持・創出するために新しい事業体をつく

ってやる。その事業体で若い人に働いてもらうために

は、若い人がかっこいいと思ってもらえるものをトー

タルでデザインする。県内産学官はじめ約 50 名の関

心あるメンバーを集めて 1年間続けた研究会も画期的

でした。それで「よし、やるぞ」と思っていたら、町

長さんが選挙で負けて、残念ながら立ち消えになって

しまいました。 

 高知県のワークショップもうまくいった例だったと

思います。県内在住のデザイナーで組織された高知県

産業デザイン協議会により進められた「鰹」をテーマ

にしたプロジェクトでした。高知といえば鰹が有名で

すが、鰹を通して高知のアイデンティティの再構築を

試みようと、イメージポスターやパッケージのデザイ

ン、アンテナショップやプロモーションイベントのデ

ザインなどを提案いたしました。途中では太平洋を臨

む桂浜の屋外会場で、大きな鰹体感イベントもやりま

した。 

 そのワークショップの中で、実は捕れても捨てるし

かない小型の鰹というのもけっこうあって、そういう

のを何とか商品化できないかというところに着目した

アイデアも検討されました。ちょうど宅配便が少しず

つ伸びてきた時期だったこともあり、小型の鰹を調理

加工して高知ならではの味付けをして、宅配便と組み

合わせて指定日に送るという企画を展開いたしました。

現在では各地で当たり前にやられていることですが、

当時は前例もなく斬新で実験的な取り組みだったと思

います。 

 あとワークショップで山形を訪ねたとき、こんなこ

ともありました。県庁の担当者にはサクランボやいろ

いろな果物を紹介いただきました。山形といえばサク

ランボやフルーツは有名ですからね。そして、全国の

サクランボ・ファンのお客さんへデリバリーされてい

て、県の農政部署はその顧客リストを持っていました。

一方で伝統工芸の鋳物製品もあって、そちらも県内を

視察するなかで拝見いたしました。山形の鋳物製品は

高級茶器に特徴があるんですが、売れ行きは芳しくな

いとのことでした。両方の話を聞いて、黒い鋳物の皿
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 そして 1980 年代後半、デザインの人間的アプロー
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合わせて指定日に送るという企画を展開いたしました。
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などに赤いサクランボは非常に美しく映えてコラボし

ないのはもったいないと感じました。 

 そこで、サクランボ購入者の生活にあう商品をデザ

インして、顧客リストを資産として活用し、土地の気

候風土を共有する鋳物製品を抱き合わせで PR・販売す

ることを提案しました。地域商品・ブランドの連携、

価値の相乗効果を狙ったものでした。しかしながら、

しばらくして県庁内で農政部署と産業振興部署との協

調は難しいとの返事がありました。今では地域資産を

フル活用するは当たり前ですが、役所の縦割りではし

ょうがないかと当時は思いました。ところが、それか

ら 2～3 年たって朗報が届きました。少し時間を要し

ましたが鋳物製品の新しい販売ルートにチャレンジを

始めましたと。以来、サクランボの箱の中に鋳物製品

のパンフレットが添えられるようになりました。 

 デザインワークショプの全体テーマは「クリエイテ

ィブ・リストラクチャリング」で、地域ごとに地域密

着のテーマを掲げ、デザインを切り口に再構築しよう

と取り組んできたものです。そして、各地域でのワー

クショップを振り返ると、景観、観光、教育など、そ

の後の時代に焦点のあたる政策課題に対する頭出し的

な取り組みもけっこうあったように思えます。1988年

の審議会答申を通じて、少なくとも県庁エリート層に

は新しいデザイン知は響いており、彼らがデザイン担

当部署に回っていた地域も少なくなく、それで'89 デ

ザインイヤーを迎えてある程度実験的な取り組みも行

えたんだと考えています。 

 あとデザインイヤーの実施にあたり、通産省の主導

ではありましたが、建設省系を巻き込めたこともワー

クショップ事業に広がりを持てた要因だったかもしれ

ません。従来からの通産省系のデザインというと工業

製品のデザインになりますから、都市の景観の建築、

まちづくりなどは包摂されないもどかしさがありまし

た。それがデザインイヤーは国民的展開を旨としたこ

とから、デザインワークショップ企画委員会には、建

設省推薦で都市計画の大西隆さん、住居学の小澤紀美

子さんにも参加いただき、各地域のプロジェクトでは

都市デザインや景観・建築デザインなどに広がり持て

るようになりました。新山下地区の再開発をテーマに

した横浜市のワークショップなどは典型例だったと思

います。 

 そして、デザインイヤーの後の話になりますが、コ

ンクリートだけだった河川の護岸に植栽のデザインが

取り込まれたり、首都高速道路の下部がデザインの対

象とされたりなど、公共スペースにもデザインの波が

広がっていきました。またＧマークの対象にも屋外施

設や戸建て住宅が取り込まれていったのはご存知の通

りです。いずれもデザインイヤーを契機にした変化で

あり、建設省系に広がったことはデザイン振興の観点

からは大きな収穫だったと考えています。 

 

●デザインイヤー後の展開について 

 各地域のワークショップでやったのは実験的な取り

組みで、必ずしもすぐに成果が出るようなものではな

く、継続が期待されるところでした。ただ継続するに

は忍耐力もお金もいるわけで、直後にはバブル崩壊に

直面したこともあり、結果的に続けられず一過性の運

動だけで終わってしまったというのも正直なところか

なと思っています。ただ何も残せなかったかと言われ

れば、そうとばかりも言えず、人の動きが地下茎にな

り、いくつかの自治体では様々な分野にデザインの取

り組みは広がっていったと考えられます。 

 例えば山形県では学校づくり、東北芸術工科大学の

設立（1992年設立、公設民営）につながったと思って

います。確かデザインイヤーの動きを知る県庁職員が

大学設立準備に中軸で携わっていたと聞いています。

デザインイヤーを契機に地方圏ではデザイン系の大

学・学部が増え、一つひとつ検証はできておりません

が、それらもデザインイヤー運動の波及効果と考えら

れるのではないかと思っています。 

 名古屋市でも、世界デザイン博覧会に関係した名古

屋市職員が異動で病院担当になり、市立病院でもデザ

インに取り組むようになったと聞きました。病院内の

動線とか色彩、サインのデザインということですが、

そこでつながるのが病院建築に取り組まれてきた建築

家の柳澤忠さん。1996年に名古屋市立大学に芸術工学

部が新設されましたが、その柳澤さんがキーマンであ

り、初代学部長を務められました。 

 また、デザインイヤーに前後して、全国各地で行政

主導のデザインセンターができました。一番多いとき

は全国で 15 カ所ぐらいあったと思います。これもデ

ザインイヤーの波及効果と言っていいと思います。た

だ、できた後に立ち行かなくなったセンターも少なく

なく、現在でも残っているセンターは数えるほど、活

発なのは富山、石川、福井、大阪くらいでしょうか。

通産省でデザイン行政の旗振り役を担い後押しした身

からすると、残念の極みではあります。 

 地方のデザインセンターというと、県の工業試験場

のデザイン部門を独立させたケースが多かったと思い

ますが、いろいろ制度的にも難しい面があったのかな

とは思っています。かつて工業試験場では中小企業か

らデザインを頼まれると 1枚数万円でデザイン画を渡

していた時代がありました。デザインセンターをつく

っても、多少はデザイン展示会等にも取り組んだかも

しれませんが、やっていることは実質的にはさほど試

験場時代と変わらなかったケースが多かったように思
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います。それでは何のためのデザインセンターかとい

うことになりますよね。 

 私が独立後お手伝いしたなかでこんな例もありまし

た。埼玉県の工業試験場にデザイン職が 5～6人いて、

彼らが富山や石川のようなデザインセンターに鞍替え

する話がありました。その検討委員会の座長を私が務

めておりましたが、討議検討を経て財団化してデザイ

ンセンターを設立する流れにまとまりかけました。地

方ではデザイン請負的な業務が多いのを知っておりま

したので、首都圏の埼玉県でやるならコーディネート

機能、ディレクション機能を中心にとしたセンターを

めざしました。 

 デザイン職の皆さんも独立する方向で進んでいきま

したが、ぎりぎり最後に本人たちが反対に転じ計画は

流れてしまいました。理由を聞いてみると、安定した

公務員のポジションがなくなるからとのこと。びっく

りいたしましたが、そういうことかと納得もしたもの

です。他県でもデザインセンターに移管され、試験場

の技術職から事務職に職制が変わり給料が下がった例

があったと聞きました。ただ 1990 年代はそうでした

が、いまは時代が変わり試験場関係も独法化が進み、

コーディネート機能、ディレクション機能を備え自立

化が強く求められます。ようやくですが、これからは

変わっていくだろうなと思っています。 

 10年くらい前からになりますが、東京ビジネスデザ

インアワードでコーディネーターを務めています。中

小企業とデザイナーをマッチングしデザインプロジェ

クトを推進するという仕事です。なかなかリスクを負

えない企業、デザイナーも多く、サポートしていて知

力と体力がいる仕事だと感じています。結局補助金頼

みではうまくいきませんので、「ヒト・モノ・カネ」が

キーワードで、企業のヒト・モノ・カネと行政のヒト・

モノ・カネとデザイナーの掛け合わせになるわけです。

支えるのはコーディネート力というか事業設計の力量

と推進力ですよ。デザインセンターに求められるのは、

そのような機能かと思っています。 

 

●デザインイヤー後の Gマークと意匠権 

 通産省在職の 1989 年に話を戻しますが、当時は国

鉄民営化の直後であり、先々のＧマークの独立事業化

も視野に入れたとき、収益構造の見直しが必要になる

だろうと考えておりました。デザインイヤーのおかげ

でご祝儀的に応募は増えましたが、いずれ補助金も減

らされていくのは予見されておりました。当時は選定

企業に固定の使用料やＧマーク証紙を 1枚いくらかで

販売しておりましたが、それを従量制、製品の価格対

比で使用料金を徴収するかたちはどうかと、通産省に

いる立場から提案したことがありました。これもデザ

イン領域の拡大に伴う応募領域の拡大と応募企業のメ

リット、すなわち広告など媒体の変化に対応したもの

で、また安定的なＧマーク制度の運営を考えたもので

した。 

 それはさておき、デザインイヤー運動を通してデザ

インの概念がエクスパンドしていく一方で、G マーク

の方はまだ足かせがいっぱいありました。少し前まで

は自動車も対象でなかったわけで（1984年に対象領域

を「全ての工業製品」に拡大、自動車も対象になった）、

いま考えるとびっくりでしょう。ともかくデザイン概

念の広がりにあわせてＧマークの対象領域も広げてい

く必要がありました。私が検査デザイン行政室時代に

苦労したのは、いかにしたら戸建て住宅をＧマークに

取り込めるかでした。家具やキッチンユニットは工業

製品で通産省の所管になりますが、それらを組み合わ

せた住宅となると建設省の所管でした。それで建設省

と交渉してもなかなか埒が明きません。私の代の後に

なりますが、ようやく 1991 年に工業化住宅を対象領

域に加えることができました。 

 その後Ｇマークも民営化（1998年）などをはさんで、

対象分野はずいぶんと広がっていきました。94年には

施設部門が加わり、形を持つものに限る必要もないだ

ろうという議論から 2000 年には新領域部門が加わる

など、2000年代にはずいぶんと領域も拡大されていき

ます。大賞を追うだけでも様子は確認できると思いま

す。2000年「A-POC」、04年「にほんごであそぼ」、13

年「Googleマップ」、18年「おてらおやつクラブ」な

ど。最近はコト系の応募が過半数ではないでしょうか。

結果、90年代にはバブル崩壊の余波で一時応募数は減

らしましたが、着実に応募数を増やし事業収支的にも

安定を達していると思います。これらも遡れば 88 年

審議会答申、さらにはデザインイヤー運動に端を発す

ると考えていいと思っています。 

 意匠権については、今年 4月に対象範囲が広がり、

画像、建築物、インテリアのデザインも対象に加わる

ことになりました。欧米では既にやられていることで

あり、国際的にもようやく追いついたというところで

す。知財分野では、見えるものは何かで守ろうという

のが基本ですが、少なからず抜け落ちる部分が散見さ

れました。例えば建築物は、基本は著作権の対象にな

りますが、戸建て住宅では著作権を否定されるケース

もあるなどグレーな部分もありました。画像に関して

もゲームは著作権の範囲ですが、機器操作部の画面な

どは意匠法で保護していました。ただ操作画面以外の

画面等は意匠の保護対象ではなく、一方で著作権の前

提である思想・感情表現かと問われればクエスチョン

な部分もあったため、ここにもグレーで保護されない

内容がありました。このようなグレーゾーンの問題に
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います。それでは何のためのデザインセンターかとい

うことになりますよね。 

 私が独立後お手伝いしたなかでこんな例もありまし
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ンセンターを設立する流れにまとまりかけました。地
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したので、首都圏の埼玉県でやるならコーディネート
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 デザイン職の皆さんも独立する方向で進んでいきま

したが、ぎりぎり最後に本人たちが反対に転じ計画は

流れてしまいました。理由を聞いてみると、安定した

公務員のポジションがなくなるからとのこと。びっく
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えない企業、デザイナーも多く、サポートしていて知
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そのような機能かと思っています。 

 

●デザインイヤー後の Gマークと意匠権 

 通産省在職の 1989 年に話を戻しますが、当時は国

鉄民営化の直後であり、先々のＧマークの独立事業化
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意匠が対応できなかったのは、意匠の保護対象が「物

品」であったためでした。最近の事件では、コメダコ

ーヒーの店舗デザインを巡って裁判を前提とした不正

競争防止法で対応せざるをえないなど、知財では守り

にくいブランド価値があり、守ろうとすれば多大な労

力を必要とする現状が顕在化していました。今回欧米

に比べて遅れていた部分と、不正競争防止法や著作権

法などの周辺法との保護範囲のグレーゾーンを意匠法

に取り込むことには強いメッセージ性が感じられます。 

 もちろん法律改正を伴いますから議論・手続きには

時間を要しましたが、Ｇマークの後を追うかたちで意

匠権も対象範囲を広げてきたと言っていいと思います。

それも遡ればやっぱり 1989 年のデザインイヤーに端

を発するということであり、30年前のデザインイヤー

が年月をかけながらＧマークに影響を及ぼし、そして

意匠法にも少なからず影響を及ぼしたと考えられるわ

けです。いままで'89 デザインイヤーについてはそこ

までの視野で総括されたことはなかったと思いますが、

いま改めてデザインイヤーの意義を考えさせられます。 

 

●2000 以降のデザイン政策をめぐって 

 2018年になると経産省で「デザイン経営宣言」がま

とめられたのは記憶に新しいところです。デザインを

活用して、ブランドやイノベーションを通じた企業の

競争力強化を推進しようという提言です。デザインマ

ネジメントからデザイン経営に言い方は変わっていま

すけれど、要は積み上げ方式のものづくりの方法論か

ら生活者視点にマインドを変えてモノやサービスをデ

ザインしないと生き残れませんよということです。88

年答申で言われたこととコンセプトとしては変わりま

せん。グローバル化のなかで日本企業の立ち位置も大

きく変わり、ようやくそこまで追い込まれたとも言え

ます。30年前の答申やデザインイヤーは忘れられてい

ますから、宣言のメッセージは新しく感じられるのか

もしれません。 

 ブランドと言えば、2003年にもやはり経産省でまと

められた政策提言集「デザインはブランド確立への道

――競争力強化に向けた 40 の提言」というのがあり

ました。私も研究会に参加しておりましたが、キーワ

ードは「ブランド確立」と「産業競争力強化」。前述宣

言の 15 年前に出されたもので、40 もの提言ですから

読み返すと総花的な感は否めませんが、6 区分のうち

筆頭に掲げられた「ブランド確立のための戦略的活用

支援」区分は、時間差を置いて「デザイン経営宣言」

につながったのかなと思えるところです。 

 当時の背景を見ると、バブル崩壊の影響で 2000 年

頃までに日本企業はかなり弱っておりました。一方で、

その間に中国・韓国企業の台頭は著しく、韓国のサム

ソンは急速にブランド力を上げてまいります。それま

でブランド確立には 50年、100年の長年月を要すると

考えられておりましたが、やり方次第で数年でもでき

ることがわかってきたわけです。その切り口がデザイ

ンということになり、政策的にも企業のデザイン活用

をバックアップしようと方向づけられました。もちろ

んデザインも製品外観を超えた広がりの解釈に変わっ

てまいりますが、それはデザインイヤーの際にも盛ん

に議論されてきたことです。  

 ただサムソンを調べてみると、デザイン主導のもの

づくりはソニースピリットに学び始められたとのこと。

思い起こせばホンダもデザインオリエンテッドなチャ

レンジャーでした。ほかにもそういう企業は日本にも

数々あったと思いますが、海外企業を見てブランドデ

ザインもデザイン経営も日本発だったというのは皮肉

です。結局議論は 30年前に戻っていくわけです。デザ

インイヤーの際の日本デザイン賞ではソニー「ウォー

クマン」もホンダ「スーパーカブ」も受賞していたこ

とを考えると、主催側に身を置いた人間としては、そ

の後の展開にいささか悔いが残るところです。 

 1990 年以降デザイン担当部署は貿易局から産業政

策局、生活産業局、そして製造産業局、商務情報政策

局へと変わってきておりますが、結局は経産省（2000

年までは通産省）はデザイン概念の広がっていくこと

を十分に捉えきれていなかったということです。日本

のものづくりは生産視点から生活者視点に変わってき

た、産業構造もサービス産業にシフトしてコトのボリ

ュームが増えてきたにもかかわらずです。40の提言の

直後に製造産業局長と話をしたことがありましたが、

やっぱり発想が護送船団方式なんですよ。産業界にあ

っても大企業も中小企業もそんなに急には変われませ

ん。そういう意味で行政も企業も呉越同舟。一方で若

い起業家やベンチャーではデザイン活用の新潮流が始

まっていたのではないでしょうか。 

 これは日本社会の特質なのかもしれませんが、前に

言われたことは忘れられて、10年余の間を置いて繰り

返されていく。デザインに関する扱いはまさにそのプ

ロセスを辿っています。1950年代に始まった輸出振興

に端を発したデザイン政策も、約 40 年を経て行き着

くところまで行きデザインイヤーで畳替えしましょう

と。その間にも数次の審議会答申が出されてきており

ます。それから約 30 年が経って当時提唱された内容

が具体的に見えるようになってきた段階であり、本当

に変わるにはあと 10 年ぐらいかかるのではないかと

考えています。 

 そうですね、いろいろ考えると 1989 年のデザイン

イヤーの議論に戻っていくような気もいたします。先

ほど紹介したデザインワークショップでやられたこと
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も、今の時代に置き換えるとリアリティが増すのでは

と考えられます。90年代以降いろいろ立脚点も変えデ

ザイン政策は議論されてきたわけですが、今こそデザ

インイヤーの原点に立ち返ってデザイン政策を考える、

地に足を着けてそのような議論ができる時期に、差し

掛かっているのかもしれません。 

 

●新型コロナ禍とデザインのこれから 

 現在世界中が新型コロナウイルスと戦っています。

戦いのキーワードは医療崩壊、医薬品や医療機械の技

術開発、経済崩壊阻止のための政策などとともに、ウ

イルスを拡大させないための公衆衛生上の人の行動抑

制やテレワークなど働き方の変更も重大課題となって

います。人の行為に関する課題領域への取り組みでは、

デザインの社会的意義を再認識させることでしょう。

特に個人の行動や仕事など社会との関わり方、人と人

とのコミュニケーション方法、医療機器の容易な操作

方法、教育、娯楽など人が存在するために不可欠な社

会インフラに、デザインが深く様々に関与しているわ

けですから。 

 例えば身近なところでこんな例があげられます。電

車の横長シートで乗客が中途半端な位置に座るため、

予定した人数が座れないという問題がありました。か

つてはわざわざ車内アナウンスで何人座るようにと注

意していたものです。この問題に対してはデザイナー

が参加することにより、シートに一人ひとりの座面分

の凹部が設けられたり、あるいはシート地に仕切りの

ラインが印刷されたりしたことで、今日までにほぼ解

決されてきております。 

 『デザインとは何？』は、ほぼ永遠の問いかけに聞

こえます。デザインは技術との相対的位置付けで曖昧

な存在とされることも少なくなく、しかしながら漠然

と必要されてきたという経緯もあったと思います。『デ

ザインとは何？』の答は、時代の変遷のなかでその機

能や役割を包含しながら進化しているので、普遍的に

定義できないと考えた方がよいのではと考えています。

工業化社会では主にモノのデザインと捉えられ、情報

化社会ではモノに加えコンテンツやコトのデザインと

の認識が増大してきたと思います。さらに近年の高度

通信技術の急速な発達は、経済社会の基盤や生活基盤

を急速に変化させておりますが、バックグラウンドの

複雑な処理を人に分かりやすく理解させ快適に使用さ

せるためのデザイン、あるいは人と人とのコミュニケ

ーションや個人の社会的役割やルールを誘導するデザ

イン、新たな人間的価値創造型ビジネスのプロセスを

担うデザイン思考などが本格化しつつあります。 

 いま『デザインとは何？』に答えるとするならば、

社会的な課題解決や人間的価値創出を目的に、モノ・

コトを具現化するプロセスや行為であり、そしてそれ

らモノ・コトの結果ということになるかもしれません。

そのような考え方や営為を実現するためには、デザイ

ンイヤーで期待していたことに重なりますが、各分野

の経営者、ディレクター、クリエイターなどが、デザ

インを理解し、互いに連携し、必要とされるモノやサ

ービスにデザイン思考を活用することが必要になると

考えています。 

 

［付］デザイン高度化について（参考） 

 パイロットデザインを中心にした地場産業デザイン

高度化事業（高度化）が中小企業庁の補助事業で始ま

ったのは 1985 年のことです。それまでは検査デザイ

ン課が所管して、日本産業デザイン振興会（振興会）

が地方産業デザイン開発推進事業（地デ開）を手掛け

ておりましたが、高度化はその後継事業にあたります。 

 なぜ後継事業が中小企業庁の所管に変わってしまっ

たかはよくわかりません。双方の課長同士でのやりと

りはあったと思いますが、検査デザイン課及び振興会

の実務レベルでノウハウ提供するような経過はなかっ

たのではないかと思われます。考えられるとしたら、

本省検査デザイン課の予算はジリ貧状態でしたから、

中小企業庁での方が予算もとりやすく、安定的に事業

が続けられるといった背景はあったと思われます。中

小企業振興にとってもデザインは必要でしたから。そ

れに、あの頃は確か検査デザイン課と振興会は Gマー

クの見直しに注力していた時期で、後継事業を仕掛け

る余力もなかったと思います。  

 そもそも私の在職中、デザインイヤーの年であった

にもかわらず、なんで検査デザイン行政室がデザイン

振興事業なんかやっているんだとか、省内でも言われ

たものでした。以前からの流れでそうなっていたので

すが、思えば輸出検査とデザインがセットで存続した

最後の瞬間だったかもしれません。もう日本はデザイ

ン模倣の問題で輸出検査をしなければいけない時代は

とうに終わっておりましたから。それでその後にデザ

イン政策室は省内をさまようかたちになったんだと思

います。 

 地デ開では、製品開発の組織づくりに始まり割と丁

寧にパイロットデザインもやられており、売るところ

までトライされていたと思います。例えば都内の百貨

店に製品を並べてもらったりしたこともあったと聞い

ています。それに対して、中小企業庁に移ってからは、

初めから産地組合向けの補助事業で、一種お祭りごと

のような面もあったのではないでしょうか。 

 私も何度か経験し、高度化事業で産地の組合とのお

つきあいも致しましたが、デザインして発表会やって

酒飲んで終わり。地デ開時代もそういう面はなかった
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も、今の時代に置き換えるとリアリティが増すのでは
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とは思いませんが、中小企業庁の高度化になってから

はコーディネーター人材が不足し、商品化まで持って

いくパワーは衰えたと思います。私が独立してから石

川県内でお手伝いしたときは、虚しさも感じましたね。

そこそこ何か形はできますけれど、誰も本気でやって

おらず、東京のアクシスでの展示会にみんなで行って

盛り上がるけど、補助金が終わったらそれでおしまい

です。 

 そして、その高度化の発展形がジャパンブランドに

なります。地域産品をブラッシュアップして海外市場

へ進出するという目的を与えられ、ジリ貧だった日本

市場から脱却し、市場拡大への期待のもと頑張ってい

ました。2004年からでしたから、ちょうどブランドを

提起した経産省研究会の成果を引き継いだ事業になる

わけです。ジャパンブランドはそれまで内向きで衰退

していた地方の中小企業が世界に目を向ける良い機会

になったと思いますが、一方で新たな模倣品問題が出

現し、地域によっては知財の問題に直面することとな

り、知財の保護の重要性が改めて広く認識される機会

にもなったと思います。 
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■釜堀文孝氏インタビュー調査記録 

1980年の小城羊羹のパイロットデザインを振り返る 

 

 

 

［日時］2021年 12月 17日（金）11:00～12:30 
［場所］ZOOM利用（福岡、東京、浜松） 
［出席］釜堀文孝氏／青木史郎、黒田宏治 
＊釜堀文孝氏：1952 年宮崎県生まれ。77 年九州芸術
工科大学卒業、佐賀県工業試験場（92年佐賀県工業技
術センターに改称）研究員を経て、1999年より九州産
業大学、現在芸術学部ソーシャルデザイン学科教授、

伝統みらい研究センター所長、工学博士。試験場時代

には、地方産業デザイン開発推進事業（小城羊羹パッ

ケージデザイン）はじめ佐賀県の産業デザイン振興に

携わる。 
 

 
 
［目次］ 
●小城羊羹のパッケージデザイン 
●パイロットデザインの波及効果 
●デザイン高度化特定事業について 
●諸富家具産地のデザイン支援 
●地方産業デザイン開発推進事業について 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
●小城羊羹のパッケージデザイン 
 
―― 小城では 1980 年に羊羹(*1)のパッケージを
対象に、地方産業デザイン開発推進事業のパイロッ

トデザインが実施されました。釜堀さんは当時担当

されたと思いますが、そのときの経緯や成果につい

て、ご記憶の範囲でお話し願えたらと思います。 
(*1)関係資料で「ようかん」「羊かん」「羊羹」の表記が

見られるが、本稿では固有名詞を除き基本的に表記は

「羊羹」に統一する。 

 
 その当時、私はまだ工業技術センター(*2)に入りた
てでしたから詳しくは知りませんが、その前にデザイ

ンの振興団体が組織されました(*3)。そのとき、工業技
術センターも構成員に加わりました。そして、何回か

の打合せ会議（振興産地体制整備事業会議）のあとに、

地元の羊羹屋さんの若手を集めて勉強会の組織が発足

してからは(*4)、ずっと私も参加することになりまし
た。 

(*2)1980 年当時は佐賀県工業試験場であり、佐賀県工
業技術センターには 1992 年に改称された。本稿では、
便宜的に両者とも工業技術センターと記す。 
(*3) 佐賀県産業デザイン振興会（1979 年 2 月設置）、
小城地区パッケージ・デザイン振興協議会（1980 年 3
月設置） 
(*4)小城羊羹協同組合青年部内のパッケージデザイン
研究会 

 私の知っている限り、羊羹屋さんがデザインという

言葉を聞いたのは、その時が初めてだったと思います。

デザインという言葉は知っていたかもしれませんが、

デザインがこういうふうに実施されていくのを目にす

ることは、多くの羊羹屋さんにとって、初めての経験

だったと思います。勉強会メンバー全員で小城羊羹の

問題を議論・整理します。すると、考えていたことが、

サムネイル（スケッチ）でも、モデル（模型）でもい

いですが、目の前に具体的に形として出てくるわけで

す。 
 自分たちのイメージしたものに、ぴったりかどうか

はわかりませんが、自分たちで考えた問題に対してデ

ザイン事務所から「こういう感じですか」と具体的な

姿が提示されるわけです。それは羊羹屋さんの若手に

とっては、かなり新鮮な体験だったと思います。パッ

ケージデザイン開発を担当したデザイン事務所は

YAOデザイン研究所ですが、そちらのやり方もよかっ
たのだと思っています。 
 それまでは、何かするにしても、以前の商品を見て

「ちょっと絵柄や格好を変えてくれ」ぐらいで、大幅

な変更はされてこなかったのです。それがある意味で

慣習であり、小城羊羹の特徴でもあったわけです。そ

46



 
 

1 
 

■釜堀文孝氏インタビュー調査記録 

1980年の小城羊羹のパイロットデザインを振り返る 

 

 

 

［日時］2021年 12月 17日（金）11:00～12:30 
［場所］ZOOM利用（福岡、東京、浜松） 
［出席］釜堀文孝氏／青木史郎、黒田宏治 
＊釜堀文孝氏：1952 年宮崎県生まれ。77 年九州芸術
工科大学卒業、佐賀県工業試験場（92年佐賀県工業技
術センターに改称）研究員を経て、1999年より九州産
業大学、現在芸術学部ソーシャルデザイン学科教授、

伝統みらい研究センター所長、工学博士。試験場時代

には、地方産業デザイン開発推進事業（小城羊羹パッ

ケージデザイン）はじめ佐賀県の産業デザイン振興に

携わる。 
 

 
 
［目次］ 
●小城羊羹のパッケージデザイン 
●パイロットデザインの波及効果 
●デザイン高度化特定事業について 
●諸富家具産地のデザイン支援 
●地方産業デザイン開発推進事業について 
 
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
 
●小城羊羹のパッケージデザイン 
 
―― 小城では 1980 年に羊羹(*1)のパッケージを
対象に、地方産業デザイン開発推進事業のパイロッ

トデザインが実施されました。釜堀さんは当時担当

されたと思いますが、そのときの経緯や成果につい

て、ご記憶の範囲でお話し願えたらと思います。 
(*1)関係資料で「ようかん」「羊かん」「羊羹」の表記が

見られるが、本稿では固有名詞を除き基本的に表記は

「羊羹」に統一する。 

 
 その当時、私はまだ工業技術センター(*2)に入りた
てでしたから詳しくは知りませんが、その前にデザイ

ンの振興団体が組織されました(*3)。そのとき、工業技
術センターも構成員に加わりました。そして、何回か

の打合せ会議（振興産地体制整備事業会議）のあとに、

地元の羊羹屋さんの若手を集めて勉強会の組織が発足

してからは(*4)、ずっと私も参加することになりまし
た。 

(*2)1980 年当時は佐賀県工業試験場であり、佐賀県工
業技術センターには 1992 年に改称された。本稿では、
便宜的に両者とも工業技術センターと記す。 
(*3) 佐賀県産業デザイン振興会（1979 年 2 月設置）、
小城地区パッケージ・デザイン振興協議会（1980 年 3
月設置） 
(*4)小城羊羹協同組合青年部内のパッケージデザイン
研究会 

 私の知っている限り、羊羹屋さんがデザインという

言葉を聞いたのは、その時が初めてだったと思います。

デザインという言葉は知っていたかもしれませんが、

デザインがこういうふうに実施されていくのを目にす

ることは、多くの羊羹屋さんにとって、初めての経験

だったと思います。勉強会メンバー全員で小城羊羹の

問題を議論・整理します。すると、考えていたことが、

サムネイル（スケッチ）でも、モデル（模型）でもい

いですが、目の前に具体的に形として出てくるわけで

す。 
 自分たちのイメージしたものに、ぴったりかどうか

はわかりませんが、自分たちで考えた問題に対してデ

ザイン事務所から「こういう感じですか」と具体的な

姿が提示されるわけです。それは羊羹屋さんの若手に

とっては、かなり新鮮な体験だったと思います。パッ

ケージデザイン開発を担当したデザイン事務所は

YAOデザイン研究所ですが、そちらのやり方もよかっ
たのだと思っています。 
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れがこのときは全くやり方もアウトプットも違いまし

た。そういう意味で小城羊羹業界にとっての大きなチ

ャレンジでした。新しいことにチャレンジしたという

のは多分初めてですね。 
 最初は、参加者もわりとよそよそしい感じでしたね。

初めて会って、今まであまり話したことのない人たち

が一緒に何かやろうというのですから、当然といえば

当然です。でも研究会の回を重ねるにつれて、途中か

ら場の雰囲気が変わったというのですか、けっこうみ

んな熱心になりました。集まりはいつも仕事が終わっ

てから夜に開催されました。毎回７時か８時ぐらいに

集まって 2〜３時間ぐらいやっていました。けっこう
ハードだったと思いますが、それでもちゃんと皆さん

出席されていましたね。 
 
●パイロットデザインの波及効果 
 パッケージのデザインのほかに、私が一番良かった

と思ったのは、曲がりなりにもデザインという言葉が

きっかけになって、羊羹の問題点とか、どうしたらい

いかとかいうのを、業界の人たちが話し合ったことで

す。これも多分初めてではないかと私は思っています。

それまで小城の羊羹屋さんは互いに商売がたきで、競

争相手でしたから。一緒に何かをする、とくに羊羹の

商品開発をするということは、基本的にないわけです。 
 あと、やっている最中に、パッケージだけでなくて

味も変えようということで、例えば塩羊羹とか、研究

会では新しい味にもチャレンジしました。その時には、

新しい羊羹は組合でつくって出すということになり、

それぞれの企業が普通の羊羹に加えて、塩羊羹などい

ろいろな羊羹のサンプルを作って持ち寄って、どれが

おいしいかということをやり始めました。それにより

組合員はノウハウをある程度共有することになります。 
 それまでは敵同士ですから、敵情視察でそれなりに

互いの商品を食べていると思いますが、一堂に集めて

みんなで食べ比べるという場面はなかったわけです。

その時は味を決めるのに官能テストもやりました。み

んなでやる利点というか、そのような共同での検討を

通じて個々の企業ではできないこともあると認識する

契機になったと思います。それは表には出ないですが、

画期的ではないですか。報告書(*5)にも書いてありま
すが、それによって産地意識みたいなものも芽生えた

ように思います。 
(*5)昭和 55年度地方産業デザイン開発推進事業報告書、
（財）日本産業デザイン振興会、1981年 

 私は、そのときの事業を通じて羊羹屋さんが、小城

と羊羹との関係を再認識したというか、そんな気がし

ているのです。周りはみんな競争相手だった。でも、

やっぱりみんな小城のことが好きなのだと。小城は小

京都とも呼ばれますが、静かないい町です。それをち

ゃんとアピールして、共に生きていこうというのでし

ょうか、そういう機運が生まれたように、私はそのと

きに感じました。 
 そして、その時のパイロットデザインでは、いくつ

かのプロトタイプ（試作品）が検討されましたが、最

終的にギフトタイプなど 2種類のパッケージと小城の
名所・旧跡を紹介する包装紙とキャリーバッグが制作

されました。最初から共同開発する商品は組合で販売

していくことになっていたので、例えば桜祭りにみん

なで組合として出店し販売したりしました。基本的に

は個々の商店では個々の製品を売るというスタンスな

のですが、自前の包装紙を持っていないところには、

開発した組合の包装紙やキャリーバッグを自由に使っ

ていいですよというかたちでやっていました。 
 この事業の後になりますが、小城の羊羹屋さんの間

では、いいか悪いかは別として、珈琲羊羹とか苺羊羹

とか、いろいろなチャレンジが生まれました。商品の

ほかにも、パッケージを変えたり、店舗のイメージを

変えたりと、そういうのが小城で始まるきっかけにな

ったと思います。さきほど産地意識が出てきたと言い

ましたが、そういうのが店舗にも反映されていったの

だと思います。そのような経過もあって、いまでは街

並みに合わせた店舗がほとんどです。 
 また、この事業をきっかけにデザイナーとのかかわ

りも見られるようになりました。例えば老舗の一つで

ある八頭司伝吉本舗では、もうお亡くなりになりまし

たが佐賀のグラフィックデザイナー、池田勝利さんに

デザインを依頼されていたと思います。10年間ぐらい
は、いろいろな指導にデザイナーをお願いして私も一

緒に小城に行ったりもしました。ただ、企業の中にデ

ザイナーがいるというのは聞いたことがないですね。 
 あと、村岡総本舗という小城の中でも古い老舗の羊

羹屋さんがあります。社長さんが、ものすごく歴史や

文化に関心が高く、例えばパッケージに鍋島更紗の図

案の包装紙を使われたりして、佐賀の伝統に根ざした

ものをうまく生かしていこうという姿勢をお持ちでし

た。パイロットデザインの終わったあとになりますが、

古い倉庫の跡を羊羹資料館に改装しています（1984年
開館）。私も少しお手伝いしましたが、１階で抹茶と羊

羹のサービスをして、２階が展示スペースで、羊羹に

関するいろいろな資料を集めて展示しています。これ

も事業効果の一つかもしれません。 
 村岡総本舗と八頭司伝吉本舗の話題が出ましたが、

当時の小城には２人のキーマンがいたことを付け加え

ておきたいと思います。村岡総本舗の村岡安廣さんと、

あと八頭司伝吉本舗の八頭司博さん。お二人とも多分

三代目で、その２人がその頃に交互に組合長をされて
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います。お二人とも、ちゃんと組合員をまとめて引っ

張っておられましたね。地元にそういうキーマンがい

るということは重要です。 
 今年のことですが、吉野ヶ里の近くの千坊館という

道の駅に行ったことがありました。そうしたら、その

ときのパッケージで羊羹がまだ売られていたのです。

びっくりしました。ロングセラーですよね、40年も前
に開発したものですから。当時の包装紙が使われてい

るのも見ました。また最近では、今の小城羊羹を女の

子が買って、「かわいい」と言うのを耳にすることがあ

ります。一昔前では考えられませんでした。 
 
●デザイン高度化特定事業について 
 
―― 1987 年に地場産業デザイン高度化特定事業
で小城羊羹を扱っておられますが、これは 1980 年
のパイロットデザインの発展形と理解すればいいで

すか。 
 
 そういう感じですね。ただ、どちらかというと、新

商品開発のデザインではなくて、販路拡大のための、

例えば展示会開催とかパンフレット制作とか、広報関

係が中心ではなかったかと思います。古い話なのでは

っきりとは覚えていませんが。 
 広報の手段として当時はまだウェブとかありません

から、とりあえず地元の人に羊羹のことを知ってもら

うということで、佐賀駅前のデパートで嬉野茶とコラ

ボしてキャンペーンをやったような気がします。羊羹

を食べるときは基本的にお茶ですよね。抹茶とはよく

合うんです。確か村岡さんは茶道裏千家の佐賀支部長

だったと思います。そういう関係もあって話を進めや

すかったのではないでしょうか。それが佐賀県での異

業種間でコラボした初めてではないかと思います。 
 そのあとは、工業技術センターとしては、デザイン

指導の関係では、諸富家具産地に行ったり、神崎そう

めんの方に行ったりしました。そういえば、神崎に行

ったときには、もうデザインというのは役に立つらし

いと、そうめん業界でも割と知られていて、そういう

意味ではデザイン導入はスムーズでした。デザインに

対するある程度の期待はありましたから。その中でも

熱心だった会社の一つに井上製麺があったと思います。

井上製麺はデザインと出会い、お店のリニューアルや、

そうめんを美味しく食べてもらうためにそうめんを食

べることができるレストランもつくられています。 
 高度化特定事業のあとは、小城は小城で独自に、今

度は町が主体となっていろいろな事業をやっていった

と聞いています。羊羹とまちづくりというのを基本的

に柱に置いて、例えば祇園川のホタルをよみがえらせ

るとか、小城には鯉料理があるのですがそれと組み合

わせるとか、まち全体をきちんと整備しようというこ

とで町は動いています。パイロットデザインでも、最

後の方では、羊羹の商品開発も大事だけれど、それを

取り巻く環境の整備はもっと大事だという話題になっ

ていきましたから。 
 こうやって振り返ると、小城のケースでは、国の事

業（パイロットデザイン）は起爆剤みたいになって、

それからデザインの火が着いて高度化特定事業で中押

し、県の方ではデザイナーバンクみたいな仕組みもで

きて、あとは地元の町や組合が中心で進んでいったと

いうふうに理解していいと思います。 
 
―― 佐賀県では、有田、諸富、小城とやって以降、

地場産業デザイン高度化特定事業に取り組んでおり

ません。ほかの県では 2000 年近くまでいろいろな
産地で実施している例も少なくありません。高度化

特定事業には使いづらいとかの事情があったのでし

ょうか。 
 
 多分そんなことはないと思います。費用対効果の問

題での判断だと思います。それと、ものづくりは大事

ですが、もっと売る方の努力というのでしょうか、90
年頃からは県としてそちらの方に力を入れてきたと思

います。90年代以降はインターネットはじめいろいろ
な情報媒体が出てき始めましたので。諸富を見ていて

も、ものづくりに関しては 80 年代であるレベルには
達しているんです。あとはどう売るか、マーケットイ

ンをやれるか、そちらの方に力を入れていったからだ

と思います。 
 ものづくりの時代は、終わってないですが、既に主

役ではなくなっていますよね。多分ものづくりに関し

ていうと、今存在する企業というのは、基本的には競

争に残った「生き残り組」ですから、ある程度の要求

には応えられると思うんです。できないところは淘汰

されていると思います。買ってくれる人の目が、選択

肢が多様になっていますから、どの層に的を絞って、

どうそこにアプローチをしていって、どうその人たち

をつかまえるかという、そういうノウハウを持ったと

ころしか残りづらくなっている時代ではないでしょう

か。 
 
●諸富家具産地のデザイン支援 
 
―― 諸富地区に関してもどうデザイン振興を進め

られたかをお聞きできたらと思います。 
 
 諸富家具産地は、私が工業技術センターに入って最
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びっくりしました。ロングセラーですよね、40年も前
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に柱に置いて、例えば祇園川のホタルをよみがえらせ

るとか、小城には鯉料理があるのですがそれと組み合

わせるとか、まち全体をきちんと整備しようというこ
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後の方では、羊羹の商品開発も大事だけれど、それを

取り巻く環境の整備はもっと大事だという話題になっ

ていきましたから。 
 こうやって振り返ると、小城のケースでは、国の事

業（パイロットデザイン）は起爆剤みたいになって、

それからデザインの火が着いて高度化特定事業で中押

し、県の方ではデザイナーバンクみたいな仕組みもで

きて、あとは地元の町や組合が中心で進んでいったと

いうふうに理解していいと思います。 
 
―― 佐賀県では、有田、諸富、小城とやって以降、

地場産業デザイン高度化特定事業に取り組んでおり

ません。ほかの県では 2000 年近くまでいろいろな
産地で実施している例も少なくありません。高度化

特定事業には使いづらいとかの事情があったのでし

ょうか。 
 
 多分そんなことはないと思います。費用対効果の問

題での判断だと思います。それと、ものづくりは大事

ですが、もっと売る方の努力というのでしょうか、90
年頃からは県としてそちらの方に力を入れてきたと思

います。90年代以降はインターネットはじめいろいろ
な情報媒体が出てき始めましたので。諸富を見ていて

も、ものづくりに関しては 80 年代であるレベルには
達しているんです。あとはどう売るか、マーケットイ

ンをやれるか、そちらの方に力を入れていったからだ

と思います。 
 ものづくりの時代は、終わってないですが、既に主

役ではなくなっていますよね。多分ものづくりに関し

ていうと、今存在する企業というのは、基本的には競

争に残った「生き残り組」ですから、ある程度の要求

には応えられると思うんです。できないところは淘汰

されていると思います。買ってくれる人の目が、選択

肢が多様になっていますから、どの層に的を絞って、

どうそこにアプローチをしていって、どうその人たち

をつかまえるかという、そういうノウハウを持ったと

ころしか残りづらくなっている時代ではないでしょう

か。 
 
●諸富家具産地のデザイン支援 
 
―― 諸富地区に関してもどうデザイン振興を進め

られたかをお聞きできたらと思います。 
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初に関わった産地です。1977年でしたが、諸富地区で
デザイン研究会を組織いたしました。基本的には木工

家具会社の社長さんしか入れないことにしました。最

初の３年間ぐらいは、社長さんたちにデザインについ

て知ってもらう勉強会のように進めました。 
 それから、1986年には諸富木工協同組合が受け皿に
なり、「諸富システムファニチャー」というテーマで地

場産業デザイン高度化特定事業をやっています。参加

各企業に 50 万円ずつ出してもらって、産地全体でシ
ステム家具を製作したものです。各企業で共通の材料

を使い、共通の金具をデザインし、そして共通の寸法

体系で組み立てることにして、3 タイプのシステム家
具をつくりました。それが一段落したら、今度は２代

目を参加資格にしたんです。それから、どちらかとい

うと個別企業のデザイン指導の方に軸足を移していき

ました。 
 システム家具の場合は、産地全体で複数の企業がそ

れぞれの得意分野でトータル家具を提案した面白い取

り組みでした。基本形さえ押さえておけば、あとは各

工場でつくる自社の家具を自社の製造機器に合わせて

モジュール化するとデザインも楽になります。以前の

ようにそれぞれが勘でやっていくのでは、微妙に寸法

が合わなくなるものですが、ちゃんと室内空間に合わ

せたモジュール体系を基本にするわけですから。 
 諸富産地での共通化のデザインはわりとスムーズに

進められましたが、主たる要因としてはさきほどのデ

ザイン研究会の積み重ねが生きたと考えていいと思い

ます。ただそれだけでなく、もう一つの要因としては、

当時の諸富家具産地には若い経営者が多かったという

のも見逃すわけにはいかないと思います。 
 ここで諸富家具産地の成り立ちも見ておきたいと思

います。佐賀県の諸富地区は家具で有名な福岡県の大

川と筑後川を挟んで対岸に位置しますが、戦後に大川

家具産地が成長する過程で工場が手狭になったり、独

立したりで、大川とは目と鼻の先の諸富に家具産業が

移転・集積したという経緯がありました。独立組につ

いては経営者が比較的若いという傾向がありました。

これはデザインにとっては好条件といえたと思います。 
 そのような経緯から、諸富の家具産業にはけっこう

勢いがあったのです。最初に諸富に行ったときは 15社
ぐらい十何億円の出荷額だったと思います。しかし、

私が工業技術センターを辞めるときは（1999 年です
が）、30社で 120億円と言われていました。同じ時期
に、大川は 60 億円から 240 億円になりました。諸富
は生産額を見ればわかるように、大きな産地になった

のです。企業数は少ないですが、１社あたりの生産額

が大きい企業が比較的多いという特徴があります。若

い企業が多いから、それだけ伸びしろがあったのだと

思います。しかもハンディクラフト的な要素は少なか

ったので、合理的な設計・生産システムを備えていた

と言えます。 
 諸富地区には諸富デザインセンターが 1991 年に開
設されました。産地のデザイナーの知的向上というこ

との支援を目標に、工業技術センターの分室というか

たちです。そういえば開設のとき、私は「家具産地は

これから縮小する」と言って、大顰蹙を買ってしまっ

たことがあります。ちゃんと計算して、このままでは

これから 10 年間で生産規模は最悪３分の１に減少し
てしまうだろうと。だから高級化を進める必要があり、

そうしないと市場競争に負けてしまう、IKEA に食わ
れると、産地への警告のつもりだったのですが、その

当時はうまく伝えられませんでした。 
 2000 年以降には全国各地でデザインセンターの多
くは廃止されましたが、諸富デザインセンターは現在

も存続しています。工業技術センターの職員 1名が常
駐しています。あとは契約職員が２名（事務のアルバ

イトとデザイン職が１名）、計３人で運営しています。

最近そこへ顔を出しておりませんので、詳しいことは

わかりませんが、基本的に産地に情報を提供でき、産

地との良好な関係をつくれればいいというスタンスと

思います。そして、長期的な展望を持って常に産地と

関わっていく。このような施設はこれからも重要だと

思います。 
 
●地方産業デザイン開発推進事業について 
 
―― 地方産業デザイン開発指導事業を振り返り、

他の国の補助事業との違いみたいものはどのように

認識されますか。 
 
 あくまでも私の個人的な意見ですが、地方産業デザ

イン開発推進事業は、基本的にはデザインに特化した

事業だったと思います。確か一連の事業で 4年間でし
たか、デザインという括りで保証されているのは、デ

ザイン振興に携わる側としてはやっぱり大きいと思い

ます。ほかの補助事業でも、例えば 90 年代以降の地
場産業集積活性化事業とか地域産業活路開拓事業とか

でも、デザインに特化するのは可能なのですが、実際

にはなかなかそういうわけにはいきません。 
 近年の国の補助事業の多くでは、産地側に複数の選

択肢があるわけです。その中で展示会開催を選ぶのか、

国際化を選ぶのか、それともデザインを選ぶのか、い

くつかの観点の抱き合わせも可能であり、総花的で的

を絞りにくくなるというのは感じておりました。ほか

の事業では、多分デザインはマストではないからでは

ないでしょうか。それに対して、デザインという切り
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口で初めから一貫してできるというのはこの事業の特

徴だったと思います。 
 そして、やっぱり地域がある程度デザインについて

理解してというか、「あっ、そうだよね」と言って取り

掛かるには、やっぱり期間というのはものすごく大事

だと思うのです。年度単位のデザイン高度化など実質

は半年くらいで、外部からデザイナーが入ってきても、

ぽんとやって、ぽんと帰ってしまう感じです。確かに

効果はあると思いますが、それでデザインが産地に根

付くかというと、それは難しいと思うのです。一見無

駄に見えるかもしれないですが、例えば 2年とか 3年
とか、そういう長いスパンで地道に事業に取り組むと

いうのは本当に大事だと、今でも思っています。 
 
―― さきほど産地意識が生まれたというお話しが

ありましたが、やっぱり期間の問題は関係ありま

すでしょうか。 
 
 実質的には３年はありませんでしたが、一番の収穫

は組合員同士がきちんと相手のことを知ったというこ

とだと思っています。そして同じ問題を共有できて、

その解決に向かって努力するための期間としては、ち

ょうどいいのではないかという気はします。デザイナ

ーの方もその間に８回ぐらいは行き来していましたね。

その頻度も割とよかったと思います。あとにやったデ

ザイン高度化特定事業になると４回しか行き来がない

みたいなことがありました。それもとんぼ返りが多く、

十分に産地を見る時間が取れなかったのではないでし

ょうか。 
 1980年の小城羊羹の例で触れましたが、パイロット
デザインを通じて、パッケージデザインはもちろんの

こと、デザインへの理解・普及、業界内のコミュニケ

ーション、産地意識の醸成、さらにはまちづくりや文

化事業にまで波及したと考えられます。そういうトー

タルな意味から、まだ地場産業ではデザインの理解が

乏しい時代にあって、デザイン振興の体制づくりに始

まりパイロットデザインを実施した地方産業デザイン

開発推進事業は、小城羊羹の地場産業産地には大きな

意義があったと言えると思います。 
 
＊参考資料： 
1.昭和 55 年度地方産業デザイン開発推進事業報告書、
（財）日本産業デザイン振興会、1981年 
2.釜堀文孝「小城羊かんのパッケージデザイン」『中小
企業と組合』昭和 61年 6月 
 

2022.01.19（文責：黒田宏治） 
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■川上元美氏インタビュー調査記録 

高山と旭川の家具デザイン振興に携わって 

 

 

 

［日時］2021年 12月 23日（木）15:00～17:00 

［場所］川上デザインルーム（渋谷区大山町） 

［出席］川上元美氏／青木史郎、黒田宏治 

 

＊川上元美氏：1940年兵庫県に生まれる。66年東京藝

術大学美術研究科修士課程修了、66-69年アンジェロ・

マンジェロッティ建築設計事務所（ミラノ）勤務を経

て、71年川上デザインルーム設立、現在に至る。プロ

ダクトデザイン、インテリアデザイン、環境デザイン

等を手がける。東京藝術大学、多摩美術大学、金沢美

術工芸大学、神戸芸術工科大学などの客員教授を歴任。

各地の地場産業の活性化事業や地方人材育成事業に協

力。2013年より公益財団法人日本デザイン振興会会長。 

 

 

 

［目次］ 

●高山家具パイロットデザインを振り返る 

●高山家具産地の地域特性 

●パイロットデザインの波及効果 

●旭川国際家具デザインコンペのはじまり 

●審査経験を通じての評価とこれから 

●隣接する写真と家具のまち東川町 

●地場産業の経営とデザイン 

●インテリアセンター・長原實について 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

―― 川上さんは、1981年に岐阜県高山市の家具産

業を対象にした、地方産業デザイン開発推進事業の

パイロットデザインに携わっておられます。また、

1999年（第 4回）から 2017年（第 10回）にかけて、

国際家具デザインコンペティション旭川（IFDA）の

審査員をされています。本日のインタビューでは、

それらのご経験を踏まえて、地域のデザイン振興を

めぐっていろいろお聞きしたいと思います。 

 

●高山家具パイロットデザインを振り返る 

 

―― パイロットデザインに関わりどのような印象

を持たれましたか？ 

 

 椅子・テーブル・ボックスを組み合わせてリビング

やダイニングスペースを構成する３つのシリーズのデ

ザイン、試作を行いました。カタログを見ていただけ

るとわかると思いますが、けっこう費用もかけて、参

加各社にもご尽力いただいて、試作したことを覚えて

います。あちこちから予算を引っ張り出して、当時日

本産業デザイン振興会では田中義信さんが担当でした

が、振興会の方からも何らか追加予算を捻り出すなど

ご苦労をいただきました。 

 パイロットデザインの成果は製品化には至りません

でした。参加した企業の皆さんはやりたかったみたい

だけど、それぞれが遠慮されたようでね。うちはこれ

をやるとか、どの企業も言い出せず、結局決められな

かった。産地全体が共同でデザイン、試作をしてきた

経緯がありましたからね。 

 そしてパイロットデザインの翌年度には、東京・新

宿の建ったばかりの NS ビルで展示会をやりました。

東京市場での反響は大きなものがあり、これは産地に

大きなインパクトを残したと思っています。それまで

は「木工まつり」という高山の中だけで商品展示会を

やっていたわけで、高山にとっては東京での大規模な

展示会は初めての経験でした。これを契機に産地企業

の間で東京でも発表しようという気運が高まったと言

うことができます（1991 年に東京国際家具見本市に有

志企業が出展）。 

 その時点ではまだ各社の開発レベルの差、企業力の

差もあったと思います。当時はまだ図面の描けない企

業もありました。椅子にしても例えば米国市場向けに

バイヤーが持ち込んだサンプルをそのまま製造するよ

うなやり方が一般的でしたから。産地メーカーの方で

は独自のデザインとか開発とか、あまり考えずに済ん
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でいたわけです。そのような商行為が残っていた時代

でしたからね。そう考えると、この事業を境に長足の

進歩を遂げたと言うことができると思います。この事

業自体が高山地域の企業にとってデザインに取り組む

きっかけになったわけです。 

 ちょうど市場が多様になってきた時期でもあったと

思います。海外から安価で良質な製品も入ってくるよ

うになりましたし、かといって中途半端に高級な家具

製品を作っても買ってもらえないし。そんな状況の中

で、高山の家具メーカーも新しいマーケット動向の合

った開発商品を投入していかねばならないというひっ

迫した状況になりました。 

 また、それまでは業界の中でも真似したとか真似し

てないとかいうこともあったようですが、その頃には

そのような話はあまり聞かなくなりましたね。各社が

努力して製品の方向を探っていくというか、そのよう

な対応が求められ、自覚されるようになった時代にな

りましたから。 

 1990 年代は産地でもデザインに力が入り始めた時

期ですね。それで例えばミラノの家具フェア、佐渡川

清氏のプロデュースにより、パリ国際家具見本市、ロ

スアンゼルスのウエストウイーク 2001 など海外の家

具展示会に出すようになって、そういうところに出す

と海外との比較もできるし、家具デザインを見る目も

できてきます。当時海外に出すというのは。まずは「市

場」よりも「土俵」でしたかね。自治体のバックアッ

プを受けた海外展開だったかもしれませんが、大きな

意味はあったと思います。でもその先、補助事業の枠

内では流通・販売の作業面の面倒はみてくれないし、

結局メーカーが独自にやってくださいと言った方式で、

本来そうすべきだとは思いますが、見ていて何か少し

でも後押しがあったらと当時は思いましたね。 

 

●高山家具産地の地域特性 

 高山は狭い地域に凝縮したかたちで家具産業が存在

しています。中小・零細のたくさんの企業がありまし

た。いくつか老舗で規模の大きめの企業があったと思

います。飛騨産業（1920年創業）、柏木工（1943年創

業）、日進木工（1946年創業）、シラカワ（旧白川製作

所、1960年創業）、キタニ（1967年創業）など。あと

新しくなりますがオークヴィレッジも高山ですね。あ

そこは木工運動的な住宅や家具づくりと、職人教育に

も熱心で、曲げ木の技術をもった優秀な人材も排出す

るなど高山でもユニークです。 

 高山の家具産地はそんな具合で、どれか一社が突出

するようなかたちではなく、謂わば群雄割拠のような

状況です。そう考えると、同じようなレベルで競って

いる地場企業が多い産地というのはあんまりないかも

しれませんね。後でお話しする旭川では、カンディハ

ウスがどんと一社だけ突出してある感じですから。 

 一番の老舗は飛騨産業になりますか。去年だったか

設立から 100周年を迎えています。この会社は古いだ

けでなく、ここから分かれた企業もあるようで、人材

はずいぶん流れていると思います。曲げ木の技術を開

発して、トーネット椅子を研究、模作することなどか

ら創業したと聞きます。技術力もありますね。戦時中

は木製戦闘機も作っていたはずです。戦後には進駐軍

向けの、曲げ木主体の家具を一手に扱った時期もあっ

たようです。このあたりが会社を大きく発展できた要

因だったのではと思います。 

 高山は伝統の技術や文化もあり、周囲は森林も豊か

な地域です。古くは江戸幕府の直轄地であった飛騨高

山地区の山林は御用林でした。あのあたりは、藩主金

森可重の長男宗和により茶の湯と共に漆の春慶なんか

も育っています。それと高山の町には祭りの山車があ

りますよね。京都の山鉾と同じです。あれは木工、漆、

金工（鍛金、彫金）など伝統工芸の総合芸術ですよ。

それを今日まで維持してきているということは、それ

らの技術が地域に残っているということです。高山の

場合、木工家具や工芸は飛騨の匠の伝統に由来してお

りますが、ただその伝統に囚われすぎている保守的な

ところがあるようにも感じました。 

 

●パイロットデザインの波及効果 

 

―― パイロットデザインは高山の家具産地に何を

残したと思いますか？ 

 

 直接の関連まではわかりませんが、パイロットデザ

インの後には、いくつかデザイン関係の動きが見られ

ました。高山には 1987年に「飛騨国際工芸学園」（1987

年～2013年）という木工家具職人養成の専門学校も設

立されました。産地企業の間で人材ニーズが高まった

結果だと考えられます。1990年には飛騨木工連合会の

主催で学生デザインコンペも始まりました。私も当時

千葉大教授清水忠男さんと一緒に審査員として携わり

ました。「飛騨・高山学生デザイン大賞」という名称で、

第 1 回が 1990 年で、ほぼ 2 年おきで第 10 回 2007 年

まで続きました。 

 また、従来から高山市内で毎年開かれてきた「木工

まつり」ですが、衣替えしたのもこの頃だったかなと

思います。「木・人・匠のフェスティバル」に名前を変

えて、大々的な展示会イベントに変わりました。1991

年が第 1回、新作家具展示会である木工まつりに飛騨

クラフト展、飛騨のちびっこ版画展等が併催というか

たちになり、参加者の幅も広がり賑やかになりました。 
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クラフト展、飛騨のちびっこ版画展等が併催というか

たちになり、参加者の幅も広がり賑やかになりました。 
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 近年では JDN （ジャパンデザインネット）と組んで、

2017年から製品化を目指す飛騨の家具アワード・家具

デザインコンテストを毎年開催し、現在コロナ禍のた

めに中断してしまいましたが、高山の知名度が上がっ

てきているという背景もあり、広報などインターネッ

トの利用により余り経費をかけないで応募は急速に増

えていました。昔は国際コンペというと人海戦術で大

変だったけど、最近ではインターネットでの広報で、

世界中から応募がたくさん来るようになっています。

時代も変わってきたなと思います。  

 それから、1981年の地方産業デザイン開発推進事業

のパイロットデザインでは、参加企業の間に産地とい

う意識が芽生えたと言われれば、そういう効果もあっ
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1980年には事業の一環で産地振興体制（飛騨木工産業

研究会）が整備され、パイロットデザインそして翌年

度の流通対策事業では、高山木工家具産地として事業

に取り組み広報をしましたから。高山の家具産業の足

取りに関しては、飛騨木工連合会 50周年記念誌『飛騨
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まだ高山でデザイナーとして本格的な仕事はやってな

いですね。パイロットデザインからしばらく時間をお

いた 1987年から 2007年に、先述した学生デザインコ
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 いくつか高山での仕事を紹介いたします。飛騨産業
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●旭川国際家具デザインコンペのはじまり 

 

―― 1981年に飛騨高山に入られて、これは先生に
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 実は旭川とも同じような時期にご縁は始まりました。
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した。木材の主要生産地であり、デザイン都市宣言を
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今思えばバブル景気の崩壊前で家具産業関係にも潤沢
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担当者の努力もありましたが、コンペのプロモーショ

ンのためにキャラバンを組んで、ミラノやサンフラン

シスコの家具展示会のオープニングに出掛けて行きま

した。ミラノでは高級ホテルに会場を設けて、サンフ

ランシスコではカンディハウスはじめ旭川の家具メー
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 第 1回から審査委員は海外からも招聘して、A.ヌル

ミスニエミ（フィンランド）、J.D.パス（イタリア）、
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●審査経験を通じての評価とこれから 

 私は第 4回（1999年）から審査委員を務めましたが、

これは国際コンペとしてしっかりした事業だったと評

価できます。コンセプチュアルなアイデアだけに終わ
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らせるのではなく、旭川の業界で試作、製品化に取り

組むことを前提に、産業として結果を出すような仕組

みを備えていたことがユニークなところです。実際に

は難しいところもあり、最終審査で、理屈を超えたイ

ノベイティブな要素と実用的要素の強い両極の作品が

拮抗し、ゴールドリーフ賞を選びきれずに両方向から

各一点を選んだこともありました。 

 また 2次審査に向けた応募作品の試作は旭川の家具

業界の技術を駆使して製作されることも特徴で、その

高い技術レベルも称賛されていきました。そして 10回

を振り返ると、商品になっているものもけっこうあり

ますね。これはコンペの功績として大きい。世界中か

ら幅広いアイデアやデザインが寄せられ、それはメー

カーにとって研究の手段にもなり、大変刺激にもなっ

たようです 

 思い出すのはデジタル技術の 3D・CADの一般化が始

まったころ、まだソフトが未熟だったせいと思います

が、同じような表現を伴ったデザインの応募が散見さ

れました。同じような木目の表現や、現実には成り立

たないデザインも見かけました。それから考えると最

近はソフトも進化して、作品の幅やデザインの精度も

上がってきており、旭川のコンペは海外でけっこう高

い評価を得ています。こういう種類のコンペはほかに

ないようです。応募作品が 商品化につながるコンペと

いうのは珍しいです。コンセプチュアルなアイデア優

先のものは根拠なく造型化することはできますが、商

品化となるとそう単純ではありません。応募側の力量

も問われますし、産地側の体制や技術力も必要になり

ます。若手デザイナーにとっては入賞できれば実績評

価としても大きいですからね。 

 旭川のコンペも回を重ねて安定してきているのでは

ないでしょうか。第 10回を終えてスタートから 30年

がたちました。10回が一区切りで、そろそろ少し方向

を変える時期だと思いました。審査委員長も建築家の

藤本荘介氏が受け継ぎ、コロナ後の時代は変わってい

くと思います。テーマも考え直していくとか、変化し

ていく事でしょう。旭川が発展するのには、例えば織

田憲嗣さんの宝物「膨大な椅子のコレクション」、あれ

を旭川周縁地区の環境と横に繋げながら、如何に地域

全体の文化や産業を革新出来るかということだ思いま

す。 

 とはいえ一方で、ものづくりの技術や方法はそんな

急には変わらないですね。それに木は長くいろいろな

ことが試みられてきていますから、新しいこともそん

なに急にはできないと思います。椅子やテーブルの骨

格は変えずに、隙間を縫うように時代に合わせていけ

るかどうか。デザインとはそういうものかもしれませ

んね。絶対価値ではないですから。暮らしや佇まいに

どのような価値観を求めていくかに関わってきます。 

 

●隣接する写真と家具のまち東川町 

 国際家具デザインコンペをはじめ、旭川がデザイン

で盛り上がった背景には、隣接する東川町や周辺の

町々の活動も影響したと思います。特に東川町のまち

づくりの活動はいま脚光を浴びています。東川町はじ

め周辺の町にも木工家具工場が立地していますが、ほ

とんどの会社が表向き旭川地区とされており、各々の

家具産地としての知名度はあまりありませんが、工芸

工房も集住しているのは有名です。旭川市への平成の

大合併が話題になった時期に、東川町はじめ東神楽町

など合併反対を掲げて、今日まで特徴ある暮らしやす

い町づくり、地域づくりに取り組んで、多くの若者が

移住してきています。 

 東川町では旭川の家具コンペより以前から、写真の

コンペ（東川町フォトコンテスト）がありました。1985

年に東川町は写真の町宣言をして、翌 86 年に始まっ

ています。誰か写真家がいらしたのかな。そうそうた

るカメラマンがみんなあそこで賞をとって、コンテス

トはずっと続いています。それと写真甲子園（全国高

等学校写真選手権大会）、これが 1994年に始まってい

ます。ここ 1～2 年はコロナの影響でやや静かではあ

りますが、町の人たちがこぞってボランティアに参加

し、溌剌とした街の空気を感じます。 

 また、2008年に始まった「君の椅子」プロジェクト

があります。毎年異なる建築家やデザイナーが参加し

て、町の職人が製作した椅子を町内で生まれた子ども

に贈る催しです。名前と誕生日を刻んだ子ども用の椅

子を、「生まれてきてくれてありがとう、これが君の居

場所だよ」と。それがいま全国にも広がっています。

これには元北海道副知事の磯田憲一さんという仕掛け

人がいらっしゃいます。旭川市にとって、隣接してこ

ういうコンペティターがいたというも、何らか影響し

ているのではと思います。 

 東川町のそれらの活動については、『東川スタイル』

（産学社、2016 年）、『東川町ものがたり』（新評論、

2016年）などを読まれるといいかもしれません。 

 

●地場産業の経営とデザイン 

 

―― 高山や旭川の地場産業を見ていて、経営とデ

ザインの関係というのは、何がきっかけで変わって

いくと思いますか？ 

 

 そうですね、高山の例でもおつきあいを始めて 30数

年もたつと、各社でオーナーが変わっていきます、世

代交代ですね、そのあたりでだいぶ変わってきたんじ
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ゃないかなと思うんです。私が高山でデザインの仕事

をするようになったのも、パイロットデザインの時代

から代替わりしてからですね。昨年飛騨産業で社長交

代があり、社長が会長にそして長女が社長に就任しま

した。日進木工や柏木工、白川木工なども私が高山に

行き始めて以来、親、子、孫と三代目に変わって、こ

れからどのような変化が起きていくのか注目したいと

ころです。 

 これからの会社の発展はそこにかかっていると言え

ると思います。一つにはある意味で産業の国際化です

よね。新しい世代は英語が堪能で国際感覚も持ってい

ますから。それは親世代が時代を見て子世代の教育に

気を使ってきたという事でしょう。それとやはり大切

なのは、ものづくりの観点、製作現場に精通している

事と時を見る目ですね。変革だけであればディレクタ

ーの優秀な人を連れてくればできることもありますけ

ど、経営の理念構築の方はそういうふうに代えはきか

ないですよ。 

 比較の意味で旭川のカンディハウスの場合を見ると、

社長は親・子・孫の直系でないですね、長原實さんは

長く社長を務められましたが、世襲ではなく周りから

請われて前身の企業を受け継ぎ社長になった人です。

長原さんは職人の出身ですが、かなりカリスマ性が強

いがリベラルな人で、親方という感じではなかったな。

初代長原實社長、2代目渡辺直行社長、3代目藤田哲也

社長、そして当代の染谷哲義社長と、世代が替りまし

たが、役員の合議制による近代経営であり、その中に

一本筋が通っています。これは地場産業、中小企業の

あり方としては稀で、これも旭川の新しさなのかもし

れないですね。 

 

●インテリアセンター・長原實について 

 

―― 旭川の家具産業というと長原さんが牽引して

きたような印象がありますけど、実際にはどうなん

でしょうか？ 

 

 確かにそうですね。それに先だって長原さんが育っ

た環境という前哨戦はあるんだけどね。長原さんはも

ともと旭川の家具職人で、1963年に旭川市の木工青年

ドイツ研修制度で派遣されて、向こうで工場現場の体

験やデザインを学び家具産業のあまりの環境の違いに

目を開かれたようです。帰国後、1968年に家具工房を

引き継ぎ、株式会社インテリアセンターを創設された

と聞いています。  

 ただインテリアセンターの開発商品は地場の流通に

は乗らず、ずいぶん苦労されたようです。それで、当

時新宿に小田急ハルクがあったでしょう、北欧家具を

扱って話題になった小田急百貨店の別館です、ここが

扱ってくれたと伺います。インテリアセンターの家具

は北欧風で新鮮であったことから、当時の東京の時流

にものり、また輸入物の北欧家具よりは価格もリーゾ

ナブルだったこともあり、好評を博したとのことです。

そのような状況のなか、長原さん率いるインテリアセ

ンターの発展基盤がつくられたように思います。1970

年代から 80年代にかけてでしたかね。 

 それだけ聞くと長原さんが突然出てきたみたいに思

われるかもしれませんが、旭川では松倉定雄という方

が、長原さんの前の時代に重要な役割を果たしておら

れます。彼は旭川の出身で、富山の工芸学校時代に国

井喜太郎さんともつながっていて、仙台の工芸指導所

にも在籍されたのかな。その人が 1948 年に旭川に戻

ってきて、長原さんを育てたみたいな事を聞き及びま

した。松倉さんとの縁もあって、長原さんは確か東京・

下丸子の産業工芸試験場で伝習生として数ヶ月在籍さ

れたこともあるようです。 

 そういう経緯を読み解いていくと、長原さんも突然

出てきたわけではないですよ。ただ経緯はともかくと

して、誰か一人突出した才能が現れると、産地が変わ

るきっかけになると言えるかもしれません。地場産業

の産地って、いろいろな脈絡や人間模様があったりし

て、おもしろく思いますね。 

2022.01.16（文責、黒田宏治） 
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■青木史郎氏仮想インタビュー調査記録 

1970年代前半の日本産業デザイン振興会 

 

 

［日時］2021年 3月 29日（月）ほか** 

［場所］静岡文化芸術大学黒田研究室ほか 

［出席］青木史郎／黒田宏治 

**本仮想インタビュー記録は、新型コロナウィルス感染防止

対策が求められる時期であったため、リアルなインタビュー

方式（3/29）に加え、前後（3 月～4 月）にメール等を通じた

質疑応答や調査対象者（青木）による自主的な記憶の書き起

こした内容を交え、調査対象者と調査者（黒田）とのやりと

りを経て、調査者がとりまとめ記述したものである。 

 

＊青木史郎：1948年東京生まれ。1972年東京藝術大学

美術学部芸術学科卒業、財団法人日本産業デザイン振

興会職員となり、理事、常務理事等を歴任。グッドデ

ザイン賞等デザイン振興事業の企画運営に携わる。現

在、公益財団法人日本デザイン振興会グッドデザイン

フェロー、中国美術学院客員教授。 

 

［目次］ 

●振興会設立の背景と概要 

●振興会の成り立ち 

●振興会の事業の実態 

 ①デザイン収集見本事業 

 ②日本優秀デザイン商品開発指導事業（㊝事業） 

 ③「産業デザイン」を描く仕事 

●日本産業デザイン振興会、初期活動の総括 

 ①「振興会の成立と初期の活動には、デザイン政策 

   のポリシーが充分に反映されていない」 

 ②「グッドデザイン商品選定制度が輸出品デザイン 

   法的に運用されている」 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

 私（青木史郎、以下「青木」と記す。）は、1972 年に

日本産業デザイン振興会（以下「振興会」と略す。）に

勤務を始め、常務理事を経て、2018年に退職するまで、

50 年近くもこの団体でデザイン振興の活動に従事し

てきました。現在静岡文化芸術大学の黒田教授ととも

に「デザイン振興政策アーカイブ」研究を進めていま

すが、こうした活動をおこなってみますと、資料文献

だけでわからない背景や事業感覚といったものが、ス

トンと抜け落ちてしまうことがわかりました。これで

は、後世の方が研究される際に実態が見えなくなる恐

れがあります。とくに 1970 年代、80 年代の振興会の

動向は、青木の記憶の中にしか残っていないようです。 

 そこで、黒田教授の勧めにより、黒田教授がインタ

ビュアーとなり、青木がそれに答え体験を中心にお話

しするインタビューを幾つか実施しています。以下の

調査記録は、そのようなかたちで、「日本産業デザイン

振興会」の設立当初の活動について、お話した内容を

とりまとめたものです。 

 

  

日本産業デザイン振興会設立時（1970 年）の団体紹介パンフ

レット（左）及び展示場案内（右） 

 

●振興会設立の背景と概要 

 日本産業デザイン振興会に青木が勤め始めたのは、

1972 年４月です。振興会の設立は 1969 年ですが、こ

の段階では東京商工会議所ビル（千代田区丸の内）の

中に小さな部屋があっただけと聞いています。1970年

には浜松町駅前に世界貿易センタービルが完成し、10

月に振興会はその別館に拠点を移しました。71 年から

JETRO「ジャパンデザインハウス」が展開してきたデザ

イン振興活動を継承して事業を始めます。そのような

経緯を振り返ると、1972年度は推進体制が整ってきた

ので、新人を採用し体制の強化を図るといった時期で

あったかと推測されます。 

 以下、青木の体験をお話する前提ともなりますので、

まずは設立の背景や組織資金等について、まとめてお

きます。振興会の設立に関しては、1961 年の「デザイ

ン奨励審議会答申」に明確にデザイン振興の中核とな

る機関を設立すべしと記載されています。答申は翌年

翌々年に実現できることを提言しているのが通例です

ので、なぜ設立されて仕事が開始されるまで 10 年近

くかかってしまったのかは、理解に苦しみます。青木
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■青木史郎氏仮想インタビュー調査記録 

1970年代前半の日本産業デザイン振興会 

 

 

［日時］2021年 3月 29 日（月）ほか** 

［場所］静岡文化芸術大学黒田研究室ほか 

［出席］青木史郎／黒田宏治 

**本仮想インタビュー記録は、新型コロナウィルス感染防止

対策が求められる時期であったため、リアルなインタビュー

方式（3/29）に加え、前後（3 月～4 月）にメール等を通じた

質疑応答や調査対象者（青木）による自主的な記憶の書き起

こした内容を交え、調査対象者と調査者（黒田）とのやりと

りを経て、調査者がとりまとめ記述したものである。 

 

＊青木史郎：1948年東京生まれ。1972 年東京藝術大学

美術学部芸術学科卒業、財団法人日本産業デザイン振

興会職員となり、理事、常務理事等を歴任。グッドデ

ザイン賞等デザイン振興事業の企画運営に携わる。現

在、公益財団法人日本デザイン振興会グッドデザイン

フェロー、中国美術学院客員教授。 

 

［目次］ 

●振興会設立の背景と概要 

●振興会の成り立ち 

●振興会の事業の実態 

 ①デザイン収集見本事業 

 ②日本優秀デザイン商品開発指導事業（㊝事業） 

 ③「産業デザイン」を描く仕事 

●日本産業デザイン振興会、初期活動の総括 

 ①「振興会の成立と初期の活動には、デザイン政策 

   のポリシーが充分に反映されていない」 

 ②「グッドデザイン商品選定制度が輸出品デザイン 

   法的に運用されている」 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

 私（青木史郎、以下「青木」と記す。）は、1972 年に

日本産業デザイン振興会（以下「振興会」と略す。）に

勤務を始め、常務理事を経て、2018年に退職するまで、

50 年近くもこの団体でデザイン振興の活動に従事し

てきました。現在静岡文化芸術大学の黒田教授ととも

に「デザイン振興政策アーカイブ」研究を進めていま

すが、こうした活動をおこなってみますと、資料文献

だけでわからない背景や事業感覚といったものが、ス

トンと抜け落ちてしまうことがわかりました。これで

は、後世の方が研究される際に実態が見えなくなる恐

れがあります。とくに 1970 年代、80 年代の振興会の

動向は、青木の記憶の中にしか残っていないようです。 

 そこで、黒田教授の勧めにより、黒田教授がインタ

ビュアーとなり、青木がそれに答え体験を中心にお話

しするインタビューを幾つか実施しています。以下の

調査記録は、そのようなかたちで、「日本産業デザイン

振興会」の設立当初の活動について、お話した内容を

とりまとめたものです。 

 

  

日本産業デザイン振興会設立時（1970 年）の団体紹介パンフ

レット（左）及び展示場案内（右） 

 

●振興会設立の背景と概要 

 日本産業デザイン振興会に青木が勤め始めたのは、

1972 年４月です。振興会の設立は 1969 年ですが、こ

の段階では東京商工会議所ビル（千代田区丸の内）の

中に小さな部屋があっただけと聞いています。1970年

には浜松町駅前に世界貿易センタービルが完成し、10

月に振興会はその別館に拠点を移しました。71年から

JETRO「ジャパンデザインハウス」が展開してきたデザ

イン振興活動を継承して事業を始めます。そのような

経緯を振り返ると、1972年度は推進体制が整ってきた

ので、新人を採用し体制の強化を図るといった時期で

あったかと推測されます。 

 以下、青木の体験をお話する前提ともなりますので、

まずは設立の背景や組織資金等について、まとめてお

きます。振興会の設立に関しては、1961年の「デザイ

ン奨励審議会答申」に明確にデザイン振興の中核とな

る機関を設立すべしと記載されています。答申は翌年

翌々年に実現できることを提言しているのが通例です

ので、なぜ設立されて仕事が開始されるまで 10 年近

くかかってしまったのかは、理解に苦しみます。青木
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は勤め始めたころ、通産省検査デザイン課の担当者か

ら「振興会は、JETRO のジャパンデザインハウスを独

立させて発足させる目算であったが、特殊法人を増や

さない方針となったため、民間団体として発足させた」

と聞きました。 

 そうした経緯があってか、振興会は日本商工会議所

会頭の足立正さん、東京商工会議所副会頭で丸善社長

の司忠さんらが発起人となり、「財団法人」として発足

します。といっても検査デザイン課が周到に用意した

もので、当時は、筋書きだけは「お上のご意向を汲ん

で民間有志が」といった、「大政翼賛会」的な組織の作

られ方が大手を振っていたようです。 

 財団の資金につても、基本財産の３千万円は民間有

志からの支出（司さんが寄付されたと聞いています）

ですが、通産省は「雑豆資金」からの無利子貸付を基

金として運用できるようにしています（３億円であっ

たと記憶しています）。さらに振興会の事業費は、国の

経費あるいは通産省の支配下にある日本自転車振興会

からの補助金でした。役所の周りに位置するという意

味で「外郭団体」と呼ぶのですが、振興会は、その中

でもほとんど丸抱えに近い団体、俗にいえば「行政の

下請け」であったわけです。まあそうしたことが理解

できるようになったのは、振興会に勤めてからしばら

くたってからですが。 

 

●振興会の成り立ち 

 青木は、1972年４月１日に浜松町の世界貿易センタ

ーの別館にある振興会のオフィスに、約束どおり出勤

しました。この日には九州芸術工科大学を卒業した池

亀拓夫さんと一緒でしたが、数日後には東京教育大学

のデザインを卒業した女性の新人、田原典子さんが加

わりました。発足してまもない財団にもかかわらず、

国立大学の新卒学生を３人も採用するというのは、外

郭団体としてはあまり類例のないことではないかと思

います。池亀さんは「プロモーションがやりたい」と

いう明確な意思をもっていましたが、そもそも青木は、

おまけ的な採用であり、当時は美術とデザインの区別

もつかず、学生気質がいつまでも抜けない、使い勝手

の悪い職員だったと思います。 

 勤め始めてみると、振興会の役職員は人当たりは良

いものの、まとまりがまったくありません。それもそ

のはず、とんでもない「混成部隊」だったのです、振

興会の成り立ちと仕事内容を理解するためにも、役職

員の経歴を紹介しておきましょう。 

 理事長は丸善の司忠さんですが、非常勤というより、

原則お見えになりません。専務理事の石田幸一さんは、

通産省の OB。常務理事の来栖義郎さんは、東京高等工

芸学校出身、産業工芸試験所を経て、JETRO ニューヨ

ークで、デザイン系の駐在員を務められていました。

業務第一部長は高藪昭さん、彼も東京高等工芸学校か

ら産業工芸試験所へ就職、そこでは家具のデザインも

されています。そして通産省デザイン課へ出向、JETRO

のハンブルグの駐在員、前職は大阪万博のデザイン課

長を務められていました。高藪さんの足跡から、公務

員として雇用されたデザイナーの果たしてきた役割と

いったものが理解できます。 

 この高藪さんのもとに、JETRO から出向されていた

千葉大学工業意匠学科出身の高橋さん、そして振興会

として最初に採用したデザイン系職員である田中義信

さん（インタビューにも登場されています）、スペイン

語ができる川辺さん、最後に青木が配属されました。

こうした陣容により、高藪チームは、JETRO の「ジャ

パンデザインハウス」の事業を、ほぼそのまま引き継

いでいます。 

 業務第二部は「グッドデザイン商品選定制度」の事

務方を担当していました。部長は関谷之朗さんで、慶

応義塾大学経済学部出身で、輸出品デザイン法の関連

機関である機械デザインセンターからの転出です。総

務部の部長の岡部さんは、日本商工会議所からの出向、

ここに専任の職員として新卒の遠藤さん、ベテランの

小堺さんといった陣容です。なお池亀さんは、業務第

二部の所属でしたが、主に広報や新規事業を担当して

いました。 

 少し長く当時の役職員を紹介しましたが、こうして

みると、70 年代当初の振興会は、JETRO「ジャパンデ

ザインハウス」とグッドデザイン商品選定制度の事務

局を合体させただけの組織であったことがおわかりい

ただけるかと思います。「わが国唯一の総合的デザイン

振興機関」とは名告っておりましたが、その実体は寄

せ集めであり、単なる整理学です。おそらく通産省は、

振興会の発足にあたり、この組織に何を担わせるかと

いった展望をもっていなかったのではないかと推察さ

れます。 

 

●振興会の事業の実態 

 次に、青木が関わっていた事業について、それらが

具体的にどのように実施されていたかを紹介していき

ます。個々の事業は予算書では一行になってしまいま

すが、これらについて少しでも肉付けをしていきたい

と思います。 

 

①デザイン収集見本事業 

 これは、JETRO「ジャパンデザインハウス」の時代に

始まり、またとても期待されていた事業でした。JETRO

は、ニューヨークとハンブルグに「デザイン駐在員」

を置いており、彼らが「日本の地場産業の参考になる
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であろう」という視点から、現地でデザイン見本品を

自ら探し選んだものです。来栖さん高藪さんもこの仕

事をしていたわけですが、青木が田中さんのアシスタ

ントとして実務を手伝い始めた時期は、ハンブルグか

らの収集品だけであったと記憶しています。特に食器

類は、ロイヤルコペンハーゲン、ローゼンタール、リ

ーデル、イッタラといったブランドが集められていま

した。これらの大半は本邦初公開。余談ですが、20年

後にはこれらの食器は私達の家庭に並べられているこ

とになるわけですから、日本の成長スピードが如何に

凄まじかったかを物語ります。 

 まず通関の手伝いから始まります。一回に 300点か

ら 400点ぐらいの点数があり、倉庫でインボイスと照

合し、写真を撮ってカタログを作るまでも結構ボリュ

ームのある仕事でした。そして。振興会は「ジャパン

デザインハウス」と同様に、約 500平米の展示場をも

っていましたので（世界貿易センタービルの「別館」

には、他にも東京都産業貿易館などの「展示場を持つ

施設」が入居していました。）、そこでお披露目的の特

別展を開きます。通常展が閑古鳥であったのに比べ、

この特別展の展示会は千客万来、当時のデザイナー、

さらにはバイヤーたちが如何に情報に飢えていたかが

わかります。 

 さらにこの「デザイン収集見本」は、JETRO の地方

事務所が主催者となり全国を巡回しました。青木は、

愛知県常滑で行われた展示会に出張した際の様子を覚

えています。確か市民センターのようなホールにデザ

イン見本がずらりと並んでいました。ローゼンタール

を組み合わせるとサッカーボール程度の球形になる食

器が展示されて来場者も多数、見学に来ていた職人さ

んが「この精度はとても素晴らしい。日本の企業では

なかなかできない」と私に解説してくれました。海外

の商品に直接触れる機会がほとんどなかった時代です

から、この事業はデザインに留まらず、産地の底上げ

に大きく寄与したのではないかと思います。 

 もう一つ展示に関連し、これも JETROから引き継い

だ事業ですが、巡航見本市船「新さくら丸」向けの展

示がありました(*1)。この船には、日本の伝統的な商

品、いわゆる地場産品を紹介するコーナーがあり、 振

興会は展示する商品を集め、写真を撮り、カタログを

つくるという仕事、つまり中身の情報の制作・提供を

担当していました。展示とカタログのデザインは豊口

デザイン研究所（代表：豊口克平）が担当していまし

た。ここで集められていた商品は、次に紹介する「日

本優秀デザイン商品開発指導事業」の成果です。伝統

的な産地の商品ですが、いわゆるモダン調でなかなか

こなれたデザインの商品が多かった記憶しています。 

 ただし、これらの展示商品は輸出向けで、国内では

販売されていなかったと思います。そして不思議なこ

とにグッドデザイン選定商品ではクラフト系の商品は

対象外でした。おそらく伝統産業系、地場産業系、つ

まり産業工芸の流れにあるものと、工業デザインを前

提としたＧマークは、行政的には線引きされていたの

だと推測します。また、JETRO「ジャパンデザインハウ

ス」は輸出振興を目的としておりましたが、振興会が

その業務を引き継いだ段階で残っていた輸出関係事業

はこれだけだったと思います。 

(*1)当時、海外の港に立ち寄って日本の物産をアピールし

ていく巡航見本市船「新さくら丸」があった（総トン数

13,082t、全長 175.8m、展示場計 3,420 ㎡）。この船は、豊

口克平さんなどが建造に協力しており、日本で初めてデザ

イナーが内装から外装までデザインした船舶と言われて

いる。1972 年には、7 月 27 日に東京港を出港してパナマ

運河経由で西欧 10カ国 10 港を巡航し、11月 26 日に帰国

した（第 10 回日本産業巡航見本市）。同見本市は 1956 年

から 78 年までに 13回実施された。 

 

②日本優秀デザイン商品開発指導事業（㊝事業） 

 この事業は、デザイナーを産地に派遣し、具体的な

デザイン指導をおこなうことで、輸出向け商品の向上

を図ろうとするもので、前身である「日本手工芸品開

発指導事業」は、デザイン課設立の翌年 1959年に開始

されています。各府県が費用を分担（一口 30万円と記

憶しています）、それを振興会に集め事業を実施すると

いうユニークな方法が採られていました。70年代には

事業的に安定していましたが、田中さんが１人で運営

していました。彼は振興会が地域関係の事業を終了す

る 90 年頃まで、いわば地域のスペシャリストとして

担当され続けるのですが、新人の青木に研修の機会を

与えようとしてくださり、指導の現場に何回か随行す

る機会を得ました。 

 その最初の随行はとても印象に残っていますので紹

介しましょう。対象は「越前漆器」、場所は鯖江市河和

田、デザイン指導は秋岡芳夫さんです。青木は夕刻に

福井駅に着きました。福井県工業試験場でデザインの

指導にあたっている斎藤さんが出迎えに見えています。

まあ父親くらいの年齢の方でしたから、恐縮しました

が、そのまま居酒屋でカニをごちそうになりながら、

越前漆器の成り立ち、特徴などをお聞きしました。 

 当時は漆器の販売ルートは京都の問屋が全て握っ

ており、越前はその下請け的な位置にあること、また

越前は料亭用の漆器に特化しており、今後の展望が期

待できないから、新しい商品開発が必要であること、

などでした。「問屋の弊害」は、その後あちこちの産地

を回るたびに、どの産地でもまずはお聞きする話でし

た。問屋は生産者から搾取ができ、モノが回転してい
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ればいい訳ですから、新しい商品を開発する必要を感

じていないわけです。その意味でデザインには「殻を

破る」ことが期待されていたわけです。問屋の支配は、

今日でいえば「人間の差別」でもあったのですが、明

治期に確立されたこの流通システムが崩壊したのは、

実はバブル崩壊期なのです。 

 翌朝、秋岡芳夫さんと合流、県試験場のくたびれた

ライトバンに乗って、産地の職人的な作業場を巡回し

て回ります。この時は２日間の工程で、指導は「塗屋」

中心でしたが、「木地屋」「研屋」、それに「沈金」「蒔

絵」と回りました。県試験場の担当職員がなんとなく

有名人でもあった秋岡芳夫さんを連れて回っていたと

いった感じでしたが、青木はおかげで、漆器の製造工

程と産地の構造を理解することができました。 

 指導は次のような感じで始まります。作業場の接客

スペース、あるいは旧家の客間に秋岡さん一行が通さ

れます。指導対象となる試作品が並べられています。

斎藤さんが訪問の趣旨を述べ、秋岡さんも「久しぶり

ですね」といった感じで、しばしお茶を飲みなら歓談

です。職人さん（小さな企業の経営者でもある）が、

試作品を紹介し説明して、秋岡さんはそれを手に取り

ながら、「ここはどのように考えて」と巧みに質問して

いきます。この対話をしばらく続けると「次回までの

宿題」も見えてきます。それを確認して「ではまた」

と次の指導先に向かいます。 

 秋岡さんの対話を聞きながら、「上手な指導だな」と

感じたのですが、後になって、秋岡さんは「こうしな

さい」とは言っていないことに気づきました。「答えを

教えるのではなく、相手に気づかせる」回路をつかっ

て対話していたのです。だから「宿題」についても、

職人さんの方から、「ここを直してきましょう」となる

のです。デザインをするのは商品を作る職人さんです

し、その職人さんのデザイン能力が育たない限り、産

地の未来は開かれていきません。 

 秋岡さんは特に言葉も身振りも巧みな方でしたが、

この時期に産地の指導をしたデザイナーの方々の多く

は、「育てる指導」をしていました。だから、滲み入る

ようにデザインを産地に浸透させていくことができた

のです。バブル以降、多くのデザイナーが産地のデザ

イン開発に携わるようになりましたが、こうした「育

てる指導」が出来ていた人は皆無に近い状態でした。

デザイナーの人間力は、著しく低下してしまったのだ

と思います。 

 この日は割烹旅館に泊まりました。産地の組合が負

担したのでしょうが、まずその組合主催の宴会です。

秋岡さんは主賓ですから正面、青木は随行だからと、

その脇に座らされました。この席順は「お上の仕事で、

東京から見えた賓客」をおもてなしする場合のスタイ

ルなのでしょう。まあ月並みな挨拶と会話。青木は中

居さんがほぐしてくれたカニは美味くないなあと感じ

ていました。この退屈な場は１時間半ぐらい、組合の

お歴々がいなくなって、さて本番と席を直し、若い職

人さん達と車座になってのデザイン談義が続きます。 

 職人さんは７、８人でしたでしょうか。彼らは秋岡

さんを離さないぞと質問を畳み掛けます。秋岡さんは、

話題豊富に、比喩を交えなから、わかりやすく話して

いきます。こうした状況をみて、この事業の本質は、

「車座の談義」にあるのだと悟りました。高名なデザ

イナーとタメ口的に話せる機会を提供するためのアリ

バイとして、まことしやかな指導事業という名称がつ

けられているだけです。こうした美風は、日本中が貪

欲に何かを吸収していこうとする熱気と比例していた

のかも知れません。やがてこの手の産地を対象とした

事業は、「指導をすればいい」だけになり、そしてバブ

ル崩壊以降の社会的低迷が続く中で、「補助金がついて

いるからやる」だけの消化事業なっていったように思

います。 

 青木はこの時の随行で、産地の課題を山ほど手に入

れましたが、特に記憶に残っていることがあります。

「研屋」を訪問していた際に、奥さんが「工業団地が

できるといっているけど、そうしたら旦那の背中を見

ながら仕事するこができなくなる。私は今の方が幸せ」

と話してくれました。なぜこの話題となったかは覚え

ていないのですが、近代化は万能でないと、ぐさりと

心に滲みました。ここに限りませんが、訪問先はいず

れもすばらしい旧家で、その周りには田畑と里山が広

がっています。自分の貧しい住環境に比べ、あまりに

豊かであるなあと思いました。 

 どうしてこの人達のために税金を使うのか、正直腹

も立ちましたし、なぜデザインを導入してまで、新商

品を作らなければいけないかと、疑問に思いました。

ただ当時求められていた豊さかさとは「近代化」だっ

たのでしょう。地域のもつ「豊かさ」に気づき、そこ

から再構築していこうとする活動が登場していくのは、

2011年の震災以降からと思います。河和田でも新しい

地域づくりとものづくりが始まっていると聞きますが、

その担い手は、当時お会いした職人さんの孫の世代で

あるようです。 

 

③「産業デザイン」を描く仕事 

 振興会の仕事は、これまで述べましたように、「ジャ

パンデザインハウス」と「グッドデザイン商品選定制

度」を継承しただけなのですが、73年頃から振興会で

も自主的な事業が順次展開されるようになりました。

その主な仕事を手短かに紹介しておきます。 
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1.「デザイン・マネジメント・セミナー」 

 この事業は池亀さんが企画し運営していた事業で

す。「生産」「流通」「消費」の３つのステージに区分し、

それぞれの分野の論客６人を登場させました。初年度

（72年と記憶）は企業内デザイナーが登場していまし

たが、２年度以降はデザイン分野以外の「旬の人」が

続々登場するセミナーとなりました。林雄二郎、糸川

英雄、宇野政雄、竹村健一、浜野安宏、さらには和田

勉、筑紫哲也といった方々が登場します。こうしたメ

ンバーからも想定できるように、このセミナーは好評

を得て、企業デザイン部門の社員研修の場としても定

着、16年間も続きました。振興会の支援者（会費をは

らっている大企業）とって、このセミナーは唯一評価

できる事業だったと思います。 

 なお「デザイン・マネジメント」という概念を日本

で最初に紹介したのは、振興会の数少ない功績の一つ

でしょう。企業ではデザインプロセスのマネージメン

トという理解もありましたが、「経営的視点からデザイ

ンを活用すること」として紹介しています。池亀さん

は、いわゆる方法論・ノウハウとしてではなく、デザ

インを大きな視点で捉えることといったニュアンスで

セミナーをつくりました。すぐに「村」に閉じこもっ

てしまうデザインにとって、こうした解りやすい視点

を提供した方が効果的と考えたと思います。 

 

2.「デザインニュース」の刊行 

 青木は、一応情報担当となっていました。当時「産

業デザイン」というタイトルが付けられた、シート形

式の「情報誌」が年 12回刊行されていました。考え方

としてはユニークと思いますが、デザインに関する情

報など殆どなかった時代であり、また独自の情報収集

力も全くと言っていいほど無く、単純なシート形式は

成立せず、英国の「デザイン」誌や JETRO経由で入手

したデザイン関係の刊行物を翻訳して掲載していまし

た（掲載については了解をもらっていましたが）。 

 そうした時に、製品科学研究所（産業工芸試験場の

後進）が役割を終え、その刊行物「工芸ニュース」も

廃刊の予定との情報がもたらされました。言うまでも

なく、「工芸ニュース」は日本のデザインを育てた研究

啓蒙誌です。そこで上司の高藪さんの勧めもあり、「工

芸ニュース」を少しでも引き継ぐべく作業を開始しま

した。下丸子の製品科学研究所に通って、当時編集に

携わっていた、岩井一幸さん渥美浩章さんから、デザ

インの見方考え方について教えを請いました。日本の

デザイン開発の取材レポートを掲載することとし、年

間のデザイン動向を要約する「デザインレビュー」を

引き継ぎました。 

 こうして情報誌を改め、「デザインニュース」を刊行

できました（50号（1975年 6月刊）が改訂初号）。青

木は「デザインニュース」の編集を担当していました

が、編集スタッフとして林利明さん白川部昭子さんが

最大限協力してくれ続けることができました。ただ振

興会内で十分な理解が得られていたわけではなく、お

金の面では常に苦労していました。 

 日本ではデザイン系のメディアが育たなかったにも

かかわらず、嬉しいことに多くのデザイナーから信頼

される研究啓蒙誌に育ちました。取材記事の質は高か

ったと自負しています。そして新たに職員として加わ

った山田裕一さんが継承発展されて、2000年代初頭ま

で刊行されていきます（269号（2005年 3月刊）をも

って休刊）。 

 

3.「デザイン情報システム」の開発 

 青木は、情報担当とはいうものの、「デザイン情報」

をどのように構築していけばよいか、皆目検討がつき

ませんでした。荒野に１人放り出された子供のような

感じなのですが、「Ｇマーク」の審査員になられた池辺

陽さんと何回かお話するうちに、デザイン情報の概念

を池辺研究室にまとめていただこうと考え、手持ちの

調査予算をかき集めて研究を依頼しました。 

 この研究は、まずデザイン開発の事例を研究するこ

とから始まり、そこから導かれた「必要とされた」あ

るいは「必要とされるべき」情報を、１人の人間から

都市に至る人間の集団を段階的に捉えてマトリクスに

整理しています。こうして「ISD（Information System 

for Design）」と名付けた「曼荼羅」のような体系が提

示されました(*2)。これは今日でも充分に通用する情

報システムの概念なのですが、如何せん、当時の振興

会、あるいはデザイン界には高度すぎたようです。ま

た報告書も「手書き」の時代でしたし、広報の方策も

ない時代でした。そんなことから、「猫に小判」となっ

てしまいました。 

(*2)『デザイン情報システム IDSの活用に基づく調査研究』

東京大学生産技術研究所池辺研究室、1977.3.31（A4・204

頁、手書き・青焼き） 

 

4.「デザイン評価」の提供 

 製品科学研究所の渥美さん（後に東北芸術工科大学

教授）とは「生活の質」についての研究を、また池辺

研究室の門内輝行さん（後に京都大学教授）とはシス

テム的な研究をすることができました。こうした背景

があったからでしょうか、通産省検査デザイン課の担

当者の方から、「デザイン評価」をまとめてみないかと

の話があり、少額ではありますが調査費を頂きました。 

 この調査研究は、「冷蔵庫」「洗濯機」といった耐久

消費財を中心に、消費者がどのように評価しているか
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会、あるいはデザイン界には高度すぎたようです。ま

た報告書も「手書き」の時代でしたし、広報の方策も
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を尺度化し、デザイン開発時の評価に役立てようとし

たものです(*3)。消費者への調査では、使い勝手やイ

メージについての評価ワードを一対比較として提示、

それを多変量解析手法を用いて尺度化するという方法

をとりました。企画から調査分析、さらにはガイド的

パンフレットの紙面構成まで１人でやっていたのです

が、おそらくデザイン研究に多変量解析を用いた先駆

的事例の一つではないかと思います。わかりやすい尺

度化ですから、企業のデザイン部門でも興味をもって

くれました。この調査は３年続き、最終段階では東芝

の国澤好衛さん（後に東京都立産業技術大学院大学教

授）との連携研究へと発展しています。 

(*3)『デザイン評価――製品選択のためのガイド 食器棚

ほか』1982 年、『デザイン評価――製品選択のためのガイ

ド 婦人用自転車ほか』1983 年、『デザイン評価――魅力

づくりへのアプローチ』1983 年、いずれも（財）日本産業

デザイン振興会 

 

●日本産業デザイン振興会、初期活動の総括 

 現在、黒田教授と「デザイン振興政策アーカイブ」

の構築・公開と研究活動を続けています。この研究を

通して、デザイン行政と振興活動を俯瞰的・通史的に

展望できるようになりつつあるのですが、そうした視

点からみると、振興会の創設と 70年代の活動は、やや

奇妙としか言いようのない様相をもっていたのではな

いかと思います。この初期段階においても、日本のデ

ザインの発展に向けて、振興会が一定の役割を果たし

てきたことは間違いありません。だた、日本のデザイ

ン行政を検証していくにあたって、以下２つの点を指

摘しておきたいと思います。 

 

①「振興会の成立と初期の活動には、デザイン政策の

ポリシーが充分に反映されていない。」 

 振興会は、デザイン奨励審議会 61 年答申に基づき

設立されています。この答申は、「ジャパンデザインハ

ウス」が、輸出促進に特化した機関であったことを踏

まえ、国内市場の開拓とそれを遂行する企業の育成を

念頭においた、総合的デザイン振興機関の設立を求め

たものです。 

 ここでいうデザインとは、「インダストリアルデザイ

ン」、「ものづくり分野のデザイン」というより、「企業

を発展させていくために、デザインを統合的に活用す

る方法」、端的に言えば「利益を導くためのデザイン」

であったはずです。このことは振興会の名称「産業デ

ザイン」に現れていますが、お話ししましたように、

振興会の事業はこうした視点から組み立てられてはい

ませんでした。「マネジメントセミナー」は政策の趣旨

に唯一合致する事業ではありましたが、これは数百万

円規模の小さな事業にすぎません。 

 さらにデザイン奨励審議会は、72年に「70年代のデ

ザイン振興政策のあり方」と題する画期的とも思える

答申を提示します。これはデザインを「生活と産業の

橋渡しをする存在」と位置づけ、行政的視点からデザ

インの重要性を述べていますが、当時の振興会には、

この答申を前提に事業を組み立てようという気運は、

全くありませんでした。専務理事である石田さんは審

議会に参加しているのですが、新人である私たちは、

この答申を「読みなさい」と指示された記憶もないの

です。 

 この審議会答申は、ICSID 総会大会の日本誘致を契

機とした「73年デザインイヤー」というデザイン運動

を提唱します。この事務局が振興会内のスペースに置

かれていたのですが、振興会はこの事務局を応援する

どころか、コピー機の使用や交通費の伝票処理などで、

いじめとしか思われない態度を採り続けました。振興

会は自分が担当する事業として予算化された「世界自

転車コンペ」を事務的にさらっとやっただけで、ICSID

メンバーであるにも関わらず、デザインイヤーには関

わろうともしませんでした。こうした政策無視・デザ

イン界無視という態度は、79年答申を受け検査デザイ

ン課が世界デザインコンペの予算まで付けたにかかわ

らず振興会がこれを拒否するという、前代未聞の事態

に発展していきます。 

 設立時のある意味での無策、さらに設立以降の頑な

な態度は、「わが国唯一の総合的デザイン振興機関」に

求められる信頼性と調整能力の醸成にマイナスの影響

を与えました。振興会がこれを獲得していくのは、「89

デザインイヤー」さらには 98年の「グッドデザイン民

営化」以降と考えて良いように思います。 

 

②「グッドデザイン商品選定制度が輸出品デザイン法

的に運用されている。」 

 今回インタビューを受けて、改めて気づいたのは、

60年代、70年代の「グッドデザイン商品選定制度」の

行政的位置づけです。この制度は、63年に「公募形式」

になりますが、80 年さらに 84 年に大きな改革が行わ

れるまで、ほとんど発展していません。その理由を説

明できるように思います。 

 青木が就職した当時のこの制度のあらましを紹介す

ると、審査部門は「機械」「雑貨」「繊維」「陶磁器」に

分かれておりました。これは「輸出品デザイン法」の

対象品目に対応した構成です。そしてその運用も、「輸

出品デザイン法」による指定機関である機械デザイン

センター、繊維意匠センターなどの４団体が分担して

おりました。名目的には日本商工会議所が事業を受託

していて、後に振興会はこの立場に立つことになるの
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ですが、実質的には４団体の運営に割り込んだだけで

した。つまり行政的には、完全に「輸出品デザイン法」

の文脈で位置づけられています。「機械」については、

家電等輸出以外にも対応できるよう幾つかの部門に分

化されていましたし、また「住宅設備」という部門が

唐突にできたのですが、これもベターリビンク認証を

運営する団体のゴリ押しで生まれたもので、４団体が

５団体になっただけでした。この制度は、「Ｇマーク証

紙」を売るという形で、見返りがあったのですが、こ

れを関連団体で按分していたところに振興会が加わっ

たわけです。「グッドデザイン商品選定制度」は、残念

ながら利権の巣窟に成り果てていたのです。 

 なお、振興会では 1972年から「日本グッドデザイン

展」を開催しておりましたが、前身は「日本輸出デザ

イン展」という名称の展示会でした（1963-71年）。日

本商工会議所らしく東京都や大阪府に分担金を求め、

高島屋などで開催する当時としては規模が大きなデザ

イン展示会でした。ただ、そもそもグッドデザイン商

品選定制度では、輸出向けだけの商品はエントリーで

きない仕組みでしたので、今思えばこの名称は全く制

度の趣旨に即しておらず、不思議な感じがします。 

 このようにサラリとお話しただけでも、当時この制

度がいかにひどい状況にあったかが理解できるかと思

います。この制度の創設者である特許庁意匠課の方々

が嘆いていたのも、製品科学研究所系の方々が距離を

置いていたのも、今となればよく理解できます。意匠

センター等の「輸出品デザイン法」関連団体も、振興

会のＧマーク担当にもデザイン出身者は皆無でした。

いわば「団体屋さん」ばかりによる運営ですから、そ

こにはポリシーもなければ、制度を発展させようとす

る気概も生じません。それゆえに、運営にあたっての

モラルも問題があったように思います。今思えばです

が、松下電器も東芝もキヤノンもよく耐えていただい

たと、50年前の出来事ですが、ひたすら感謝いたして

おります。いわば「黒歴史」ですが、「全ての工業製品」

を対象とする 84 年の制度改革は、こうした悪しき運

営からの脱却でもあったということは、申し上げてお

きたいと思います。 

 

 インダストリアルデザインの導入によって、商品と

企業の発展をはかり、日本オリジナルを導こうとして

始まった制度が、なぜ模倣防止策である「輸出品デザ

イン法」と関連づけて運用されていたのでしょうか。

また振興会の設立にあたり、なぜ通産省はビジョンレ

ベルの展望を提示しなかったのでしょうか。この要因

を考えていくと、通産省が 1966年４月におこなった、

デザイン課から「検査デザイン課」へと組織変更に行

き着くようです。この検査とは「輸出品検査法」のこ

とですが、おそらく「輸出品デザイン法」をこれの枝

葉的に理解し位置づけたことによって、行政の課題を

整理したのでしょう。ただしこれによって、デザイン

行政の出発点にあった「インダストリアルデザインの

導入とそれによる国際競争力の強化」という視点が、

見えにくくなってしまったのではないかと思います。 

 「してはならない」は行政に馴染みやすいですが、

「こうしたほうがよい」は、行政の得意分野とは言え

ないと言われます。つまり、啓蒙推奨というデザイン

ならではの行政的姿勢が 60 年代に後退したのは、そ

のあたりの行政体質の反映と考えられます。このこと

によって、振興機関として設立されたはずの日本産業

デザイン振興会が、順調に発展していく気運が削がれ

たのは、まちがいないように思います。 

（文責：黒田宏治） 
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ですが、実質的には４団体の運営に割り込んだだけで

した。つまり行政的には、完全に「輸出品デザイン法」

の文脈で位置づけられています。「機械」については、

家電等輸出以外にも対応できるよう幾つかの部門に分

化されていましたし、また「住宅設備」という部門が

唐突にできたのですが、これもベターリビンク認証を

運営する団体のゴリ押しで生まれたもので、４団体が

５団体になっただけでした。この制度は、「Ｇマーク証

紙」を売るという形で、見返りがあったのですが、こ

れを関連団体で按分していたところに振興会が加わっ

たわけです。「グッドデザイン商品選定制度」は、残念

ながら利権の巣窟に成り果てていたのです。 

 なお、振興会では 1972年から「日本グッドデザイン

展」を開催しておりましたが、前身は「日本輸出デザ

イン展」という名称の展示会でした（1963-71年）。日

本商工会議所らしく東京都や大阪府に分担金を求め、

高島屋などで開催する当時としては規模が大きなデザ

イン展示会でした。ただ、そもそもグッドデザイン商

品選定制度では、輸出向けだけの商品はエントリーで

きない仕組みでしたので、今思えばこの名称は全く制

度の趣旨に即しておらず、不思議な感じがします。 

 このようにサラリとお話しただけでも、当時この制

度がいかにひどい状況にあったかが理解できるかと思

います。この制度の創設者である特許庁意匠課の方々

が嘆いていたのも、製品科学研究所系の方々が距離を

置いていたのも、今となればよく理解できます。意匠

センター等の「輸出品デザイン法」関連団体も、振興

会のＧマーク担当にもデザイン出身者は皆無でした。

いわば「団体屋さん」ばかりによる運営ですから、そ

こにはポリシーもなければ、制度を発展させようとす

る気概も生じません。それゆえに、運営にあたっての

モラルも問題があったように思います。今思えばです

が、松下電器も東芝もキヤノンもよく耐えていただい

たと、50年前の出来事ですが、ひたすら感謝いたして

おります。いわば「黒歴史」ですが、「全ての工業製品」

を対象とする 84 年の制度改革は、こうした悪しき運

営からの脱却でもあったということは、申し上げてお

きたいと思います。 

 

 インダストリアルデザインの導入によって、商品と

企業の発展をはかり、日本オリジナルを導こうとして

始まった制度が、なぜ模倣防止策である「輸出品デザ

イン法」と関連づけて運用されていたのでしょうか。

また振興会の設立にあたり、なぜ通産省はビジョンレ

ベルの展望を提示しなかったのでしょうか。この要因

を考えていくと、通産省が 1966年４月におこなった、

デザイン課から「検査デザイン課」へと組織変更に行

き着くようです。この検査とは「輸出品検査法」のこ

とですが、おそらく「輸出品デザイン法」をこれの枝

葉的に理解し位置づけたことによって、行政の課題を

整理したのでしょう。ただしこれによって、デザイン

行政の出発点にあった「インダストリアルデザインの

導入とそれによる国際競争力の強化」という視点が、

見えにくくなってしまったのではないかと思います。 

 「してはならない」は行政に馴染みやすいですが、

「こうしたほうがよい」は、行政の得意分野とは言え

ないと言われます。つまり、啓蒙推奨というデザイン

ならではの行政的姿勢が 60 年代に後退したのは、そ

のあたりの行政体質の反映と考えられます。このこと

によって、振興機関として設立されたはずの日本産業

デザイン振興会が、順調に発展していく気運が削がれ

たのは、まちがいないように思います。 

（文責：黒田宏治） 
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■青木史郎氏仮想インタビュー調査記録 

’89デザインイヤー運動に併走した 5年間を振り返る 
 

 

 

［日時］2020年 6月 27日（水）ほか** 

［場所］静岡文化芸術大学黒田研究室ほか 

［出席］青木史郎／黒田宏治 

**本仮想インタビュー記録は、新型コロナウィルス感染防止

対策が求められる時期であったため、リアルなインタビュー

方式（6/27）に加え、前後（5 月～7 月、12 月に補足）にメ

ール等を通じた質疑応答や調査対象者（青木）による自主的

な記憶の書き起こした内容を交え、調査対象者と調査者（黒

田）とのやりとりを経て、調査者がとりまとめ記述したもの

である。 

 

＊青木史郎：1948年東京生まれ。1972年東京藝術大学

美術学部芸術学科卒業、財団法人日本産業デザイン振

興会職員となり、理事、常務理事等を歴任。グッドデ

ザイン賞等デザイン振興事業の企画運営に携わる。現

在、公益財団法人日本デザイン振興会グッドデザイン

フェロー、中国美術学院客員教授。’89デザインイヤー
の企画段階から終了後フォローまでアンカー役を担う。 

 

 

青木史郎氏（右）、左は黒田宏治（インタビュアー） 

 

[目次] 

１．’89デザインイヤー構想の立ち上げ 

 ●1988年の審議会答申 

 ●イヤー構想における名古屋市の位置づけ 

２．’89デザインイヤーの推進体制 

 ●’89デザインイヤーフォーラムの組織化 

 ●'89デザインイヤー運動の方法論 

 ●参加事業の調整推進の仕組み 

３．'89 デザインイヤーの実施準備 

 ●亀倉雄策デザインのロゴマーク 

 ●ボランタリー型の協賛金集め 

 ●新聞全面広告の成果と評価 

４．'89デザインイヤーの事業展開 

 ●デザイン新展開への胎動（参加事業の多様性） 

 ●デザインワークショップ（地域別デザイン研究会） 

 ●日本デザイン賞の概要（審査と大賞） 

５．'89デザインイヤーの成果をめぐって 

 ●デザインへの理解の広がり 

 ●実験主義が広げた次世代の輪 

 ●デザインイヤーを活かした地域 

 ●建築・都市・環境系デザインとの出会い 

補遺 1：デザインイヤーと名古屋市の都市戦略 

補遺 2：日本デザイン賞の意義を再考する 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 ’89 デザインイヤーは、通商産業省が主導したデザ
イン運動です。全国各地でデザインについての様々な

取り組みが行われ、これらの相乗効果によって、デザ

インへの理解はデザイン関係者の枠を越えて、様々な

方面に大きく拡大されていきました。私（青木）は、

この’89 デザインイヤーの企画段階から終了後のフォ
ローに至るまで、事務方のアンカー役を担いました。

そのような経験から、当時の記憶を掘り起こして、’89
デザインイヤーの始まりから終わりまでを、私が見聞

きし体験した事象を中心に、順を追ってお話していき

ます。 

 

１．’89デザインイヤー構想の立ち上げ 

 

 1987年の夏頃だったと記憶しています。その年の６

月に通商産業省でデザインを所管する検査デザイン課

は検査デザイン行政室へと名称変更になるのですが、

新任の長尾梅太郎室長から、「1989 年をデザインイヤ

ーとして国民的運動を展開する予定である。デザイン

奨励審議会*1を開催しそのことを位置づけていくので

協力されたい」との依頼がありました。 

 当時私は、財団法人日本産業デザイン振興会で通商

産業省からの委託事業である「グッドデザイン商品制

定制度」を担当しておりました。この関係で検査デザ

イン行政室と親しい関係にありました。また商品選定

制度の運営を通じて、主要製造企業デザイン部門や有
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力なデザイナーとは顔見知りでもありましたので、こ

うしたデザイン人脈とそこから得られる様々な情報を

期待されてのことだったと思います。以降、私は審議

会の開催と答申執筆をアシスタント的にお手伝いして

いくことになりました。 

*1.1956年に意匠奨励審議会として発足、59年にデザイ

ン奨励審議会に改称、1978年に輸出検査及びデザイン奨

励審議会に改組され、1997年に廃止された。本稿では年

次にかかわらずデザイン奨励審議会と表記する。 

 

●1988 年の審議会答申 

 検査デザイン行政室からの依頼があった頃には、私

は名古屋市が 1989年に開催される ICSID（国際インダ

ストリアルデザイン団体協議会）の総会と大会を誘致

したことは承知していました。また、1973年にも ICSID

の総会・大会の日本誘致を契機としてデザイン奨励審

議会を開催し、その答申に基づき’73 デザインイヤー
が展開されたことも記憶しておりました。そのような

背景から、審議会を開催し’89デザインイヤーを提唱

することは至極順当と思いました。 

 ただ、73 年と 80 年代後半とでは、日本の経済力や

社会の成熟度には雲泥の差がありました。そうした時

代背景を踏まえずして「デザイン界のお祭」を提唱し

ても、社会的には身内話ということで終わってしまい、

それではわざわざ審議会を開いて答申する意味も薄れ

ます。もちろん検査デザイン行政室もそのような認識

はもっていましたから、まず現状を分析しデザインの

今日的な効用を理解するところからと、ブレスト的な

ミーティングが始まりました。 

 答申を書くことはとてもとてもハードな仕事です。

私は各種データを整理したり、デザインの現状や展望

についての観測的なコメントをまとめて提示するとい

った仕事を担当しておりました。当時を思い出すと、

例えば夜中の３時に自宅の FAXに通商産業省から質問

が来るわけです。そして、それに答えて床に就くわけ

ですが、朝起きたときには別の質問が FAXで来ている

といったような状況でした。アシスタント的であった

私でさえこんな状況でしたから、検査デザイン行政室

の皆さんは、おそらく半年くらいは半徹夜状態が続い

たのではないかと想像します。このときの審議会答申

は 1988年 3月 31日付けでまとめられました。 

 審議会とは、政策立案に向けての検討をおこなう諮

問機関です。大臣が任命した有識者等によって構成さ

れ、大臣からの「〇〇は如何に」という諮問に対して

答申をします。デザインに関しては、1958年のデザイ

ン課発足に前後しデザイン奨励審議会が設置され、

1997 年に廃止となるまで都合６回の答申が出されて

おります。これらの答申は、デザイン政策の基本をな

すものですから、国の政策としてデザインがなぜ必要

であるのかから始まり、政策立案にあたっての視点、

必要とされる政策のアウトライン、そしてすぐに着手

すべき事柄まで、理路整然と述べていきます。資料と

しては少し硬派ですが、一読すればデザインの現状と

その効果効用がよくわかる小論文となっています 。  

 1988年に出された答申では、まずデザインの活用領

域が大きく広がっている現状が、具体的な数字や概念

図を使いながら示されています。私見ですが、日本の

商品と広告のデザインは、高度経済成長が始まろうと

する 1955 年頃から産業への導入が本格化し、四半世

紀を経た 1980 年頃には最初のピークを迎えたように

思います。80年代は、日用品、食品、生活財そして耐

久消費財分野で充分に蓄積されたデザインの力が、生

産財や公共財の分野、さらにはサービスの分野へと、

ある意味で転移していった時期と捉えられます。とも

かくデザインの 領域は拡大し、デザイナー数も国勢調

査をみると 80年代の 10年間で 1.6倍*2、かなりの増

加傾向にありました。ともかく、デザインには勢いが

ありました。 

*2.国勢調査によると、わが国のデザイナー数は、92,936

人（1980 年）、127,342 人（1985年）、156,855 人（1990

年）と推移している。 

 1988年の答申は、そうしたデザイン領域の拡大を踏

まえ、デザインを活用する分野も消費財を越えて全て

の製造業へ、さらには全ての産業へ拡大していこう、

さらには地域づくりを通じて、住民の暮らしにも射程

を伸ばしていこうと述べられています。そして、「1990

年代に向けたデザイン政策の展開」として、総合的な

デザイン振興体制の充実、創造支援拠点の整備や「デ

ザインシティ」の育成などのデザインインフラ整備、

さらには国際社会への貢献やグランドデザインの推進

などが大きく掲げられています。 

 デザインは、すでに一部の産業のものではなくなっ

たわけです。全ての産業を、さらには 様々な人々の活

動を支え、日本の創造性を育成する源泉へと成長させ

ていこう、答申はこのようなビジョンを示しました。

だから、誰もがデザインを活用できるように、デザイ

ンをめぐっての活動環境を整備していこう、その端緒

としてまずはデザインへ幅広い層の理解が得られる運

動が必要である、このような文脈を整えて’89デザイン
イヤーが位置づけられています。 

 

●イヤー構想における名古屋市の位置づけ 

 「1990 年代のデザイン政策」と名付けられた 88 年

の審議会答申は、日英併記の立派な冊子として印刷さ

れ、’89デザインイヤーに関心をもつ様々な機関・団体・
企業に大量に配布されました。審議会答申とは関係者
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力なデザイナーとは顔見知りでもありましたので、こ

うしたデザイン人脈とそこから得られる様々な情報を

期待されてのことだったと思います。以降、私は審議

会の開催と答申執筆をアシスタント的にお手伝いして

いくことになりました。 

*1.1956年に意匠奨励審議会として発足、59年にデザイ

ン奨励審議会に改称、1978年に輸出検査及びデザイン奨

励審議会に改組され、1997年に廃止された。本稿では年

次にかかわらずデザイン奨励審議会と表記する。 

 

●1988年の審議会答申 

 検査デザイン行政室からの依頼があった頃には、私

は名古屋市が 1989年に開催される ICSID（国際インダ

ストリアルデザイン団体協議会）の総会と大会を誘致

したことは承知していました。また、1973年にも ICSID

の総会・大会の日本誘致を契機としてデザイン奨励審

議会を開催し、その答申に基づき’73 デザインイヤー
が展開されたことも記憶しておりました。そのような

背景から、審議会を開催し’89デザインイヤーを提唱

することは至極順当と思いました。 

 ただ、73 年と 80 年代後半とでは、日本の経済力や

社会の成熟度には雲泥の差がありました。そうした時

代背景を踏まえずして「デザイン界のお祭」を提唱し

ても、社会的には身内話ということで終わってしまい、

それではわざわざ審議会を開いて答申する意味も薄れ

ます。もちろん検査デザイン行政室もそのような認識

はもっていましたから、まず現状を分析しデザインの

今日的な効用を理解するところからと、ブレスト的な

ミーティングが始まりました。 

 答申を書くことはとてもとてもハードな仕事です。

私は各種データを整理したり、デザインの現状や展望

についての観測的なコメントをまとめて提示するとい

った仕事を担当しておりました。当時を思い出すと、

例えば夜中の３時に自宅の FAXに通商産業省から質問

が来るわけです。そして、それに答えて床に就くわけ

ですが、朝起きたときには別の質問が FAXで来ている

といったような状況でした。アシスタント的であった

私でさえこんな状況でしたから、検査デザイン行政室

の皆さんは、おそらく半年くらいは半徹夜状態が続い

たのではないかと想像します。このときの審議会答申

は 1988年 3月 31日付けでまとめられました。 

 審議会とは、政策立案に向けての検討をおこなう諮

問機関です。大臣が任命した有識者等によって構成さ

れ、大臣からの「〇〇は如何に」という諮問に対して

答申をします。デザインに関しては、1958年のデザイ

ン課発足に前後しデザイン奨励審議会が設置され、

1997 年に廃止となるまで都合６回の答申が出されて

おります。これらの答申は、デザイン政策の基本をな

すものですから、国の政策としてデザインがなぜ必要

であるのかから始まり、政策立案にあたっての視点、

必要とされる政策のアウトライン、そしてすぐに着手

すべき事柄まで、理路整然と述べていきます。資料と

しては少し硬派ですが、一読すればデザインの現状と

その効果効用がよくわかる小論文となっています 。  

 1988年に出された答申では、まずデザインの活用領

域が大きく広がっている現状が、具体的な数字や概念

図を使いながら示されています。私見ですが、日本の

商品と広告のデザインは、高度経済成長が始まろうと

する 1955 年頃から産業への導入が本格化し、四半世

紀を経た 1980 年頃には最初のピークを迎えたように

思います。80年代は、日用品、食品、生活財そして耐

久消費財分野で充分に蓄積されたデザインの力が、生

産財や公共財の分野、さらにはサービスの分野へと、

ある意味で転移していった時期と捉えられます。とも

かくデザインの 領域は拡大し、デザイナー数も国勢調

査をみると 80年代の 10年間で 1.6倍*2、かなりの増

加傾向にありました。ともかく、デザインには勢いが

ありました。 

*2.国勢調査によると、わが国のデザイナー数は、92,936

人（1980 年）、127,342 人（1985年）、156,855 人（1990

年）と推移している。 

 1988年の答申は、そうしたデザイン領域の拡大を踏

まえ、デザインを活用する分野も消費財を越えて全て

の製造業へ、さらには全ての産業へ拡大していこう、

さらには地域づくりを通じて、住民の暮らしにも射程

を伸ばしていこうと述べられています。そして、「1990

年代に向けたデザイン政策の展開」として、総合的な

デザイン振興体制の充実、創造支援拠点の整備や「デ

ザインシティ」の育成などのデザインインフラ整備、

さらには国際社会への貢献やグランドデザインの推進

などが大きく掲げられています。 

 デザインは、すでに一部の産業のものではなくなっ

たわけです。全ての産業を、さらには 様々な人々の活

動を支え、日本の創造性を育成する源泉へと成長させ

ていこう、答申はこのようなビジョンを示しました。

だから、誰もがデザインを活用できるように、デザイ

ンをめぐっての活動環境を整備していこう、その端緒

としてまずはデザインへ幅広い層の理解が得られる運

動が必要である、このような文脈を整えて’89デザイン
イヤーが位置づけられています。 

 

●イヤー構想における名古屋市の位置づけ 

 「1990 年代のデザイン政策」と名付けられた 88 年

の審議会答申は、日英併記の立派な冊子として印刷さ

れ、’89デザインイヤーに関心をもつ様々な機関・団体・
企業に大量に配布されました。審議会答申とは関係者
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への限定配布が通例ではありましたが、この答申資料

はデザインの専門家ではない様々な人々がデザインを

理解するテキストの役割も担ったのです。 

 この答申の最終章「当面の課題」の中に、’89デザイ
ンイヤーが登場します。ここでは次のように記載され

ています。「1990 年代のデザイン政策の出発点として、

1990 年代を準備する年であり、また世界デザイン会議

等デザインに関する大規模な事業が企画されている年

でもある「昭和 64年度」を「デザインイヤー」とし、

この期間において、デザイナーのみならず、デザイン

振興機関、地方自治体、経済団体、企業等のデザイン

関係者がそれぞれの立場から 1990年代のデザインを

考える機会を設けることは、極めて時宜を得た運動と

いうことができる」。この答申は、全体的にかなり文学

的な修辞が多い書き方をされているのですが、最終章

のこの部分だけは、木で鼻を括ったようなお役所調の

文章でまとめられておりました。 

 私は、この一文の最終稿を読んだ時、「えっ！これだ

け」と思いました。同時に名古屋市に対して「つれない

よねえ」とも思いました。’89デザインイヤーは、名古
屋市の努力と膨大な投資があって実現できる話でしょ

う。名古屋市は、1989年の ICSIDの総会・大会を誘致

し、その年の市制 100周年記念事業として世界デザイ

ン博覧会を選択した時点から、国の名目的な支援を期

待して’89 デザインイヤーの実現に向けて通商産業省
への陳情を行ってきたわけです。俗な言い方をすれば

「国のお墨付き」を期待したわけです。その返事が上

述の一文だったのでしょうか。 

 通商産業省としては、’89デザインイヤーはあくまで
日本全体で展開されるデザインの運動・活動であり、その

観点からみれば名古屋市の事業はワンオブゼムという方

向を取らざるを得ないわけです。また他の自治体だけで

なく各地の企業にとっても、名古屋ファーストでは参

加しづらいことは想定されるところでした。そこは理

解できるのですが、’89 デザインイヤーの活動が開始
されてからも、通商産業省と名古屋市との間には、一

貫して一定の距離感といったものが感じられました。 

 名古屋市では、ICSID の総会・大会や世界デザイン

博覧会などは既にしっかり準備が進められておりまし

たから、’89 デザインイヤーの運動を展開するにあた
りわざわざ国の方から参加を呼びかける必要はありま

せんでした。ただ事務方としては、名古屋市には理念的

なレベルでも全国的な運動の先陣を切ってほしいとい

う思いもあって、名古屋市に対しては実験的な事業を

提案したのですが、興味を示してはいただけませんで

した。’89デザインイヤーの年には、名古屋市は市職員
教育や小学校でのデザイン課外授業など、規模は小さ

いものの次世代に向けて意義の高い事業も実施してお

りました。これらの事業と上手に連携できなかったの

は、今でも残念でなりません。 

 当時の名古屋市行政については、「名古屋モンロー主

義」とよく言われておりました。まあ干渉しないし、

干渉して欲しくない、といった感じです。’89デザイン
イヤーに対しては、デザイン先進企業と同額 500万円

の資金支援を頂いたほかには、事務局的には没交渉に

近い関係でありました。もちろん検査デザイン行政室

とは頻繁に連絡を取られていたはずですが、これはあ

くまで縦軸的な関係での連絡・報告であり、振興会や

フォーラム事務局のような横軸的な関係者は眼中にな

かった、あるいは付き合いたくなかったのかも知れま

せん。 

 なお、検査デザイン行政室は、’89デザインイヤーが
終了する時点で、名古屋市が進めていたデザインセン

ター設立構想に対して、民活法の適用範囲にデザイン

センターを追加するというかたちでの支援をしており

ます。こうした対応には、役所らしい大人っぽさが感

じられるところです。 

 

２．’89デザインイヤーの推進体制 

 

 具体的に’89 デザインイヤーの事業に取り組み始め
ると、中央省庁のパワーは流石にすごいと感じる場面

に多々出会いました。まず、各界の代表者や有識者が

名を連ねる推進組織である「’89 デザインイヤーフォ
ーラム」、また都道府県の商工課長クラスを網羅した

「’89デザインイヤー推進委員会」の組織化などは、通
商産業省でなければできない力強さを感じました。 

 ’89 デザインイヤーの推進役は、終始通商産業省検
査デザイン行政室です。フォーラムの設立までが行政

室主導で進められ、具体的な事業展開等が見え始めた

段階から、日本産業デザイン振興会内に組織された「デ

ザインイヤーフォーラム事務局」が中心となって、事

業の企画・調整や広報活動などを担っていきました。

ただ行政室は、けっして「以降よろしく」ではなく、

多くのプロモーションに事務局と一体となって事業を

推進していきました。 

 なお事務局ですが、責任者は振興会理事の高藪昭さ

ん、実務担当として私・青木や現在武蔵野美術大学教

授を務める井口博美さんをはじめ振興会職員５名程度

が参加、事務局の庶務については優秀な派遣スタッフ

にお願いしつつ、総勢 10名程度の規模になりました。 

 

●’89デザインイヤーフォーラムの組織化 

 ’89 デザインイヤーは、日本商工会議所の石川六郎
会頭が会長となり「’89デザインイヤーフォーラム」と
いう推進組織が提唱者になるという構図をとりました。
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これは国が進める国民運動を実現する一般的なスタイ

ルなのですが、通商産業省はこのフォーラム・メンバ

ーの人選を名目的にではなく、デザインのことをよく

理解している方々にちゃんと依頼しています。例えば

小松左京、梅原猛、三浦朱門、山崎正和といった方々

は、デザイン系からはお声を掛けづらい方々でした。

また、この組織には都道府県や政令指定市の首長さん

も何人か名前を連ねているのですが、富山県の中沖豊

知事、神奈川県の長洲一二知事、熊本県の細川護照知

事、北海道の横路孝弘知事など、デザインに造詣の深

い知事が参加されています。 

 特にこの４知事は、中沖知事の呼びかけにより、’89

デザインイヤー期間中に「デザイン知事サミット」を

開催しております。こうした複数の首長クラスの参加

を揃えるのは、中央省庁でなければまずできないこと

です。しかもこれらの人選一覧を、状況が少し見える

人が読むならば、通商産業省の本気度がわかります。

そして、おそらくですが、これを見て当時の地方行政

のキーマンと呼べるような方々は、「デザインは買いだ」

と判断されたのではないかと考えられます。 

 それまでの地方のデザイン行政は、主に地場産業振

興の文脈で捉えられえてまいりました。しかし、’89

デザインイヤーが展開される中では、都道府県庁の産

業系の部門だけでなく、参加事業の企画・運営にあた

って知事室などの戦略的企画部門も登場してきました。

このことが、地域レベルでのデザイン活用の裾野を拡

大することにつながり、90年代に全国各地で展開され

たデザインセンター構想やデザイン系大学・学部設置

構想を大きく加速させたように思います。 

 もう一つ、これはあまり表面には出てこない部分で

すが、当時の建設省は’89デザインイヤーをしっかり

と好意的に受け止めてくれました。一般に中央省庁同

士は仲が悪いと言われておりますし、ましてや通商産

業省の提唱する運動に建設省が乗るなどということは、

それまではほとんどあり得ないことだったと思います。

そうした悪しき前例を超えて、’89デザインイヤーフ

ォーラムの実働レベルの組織化の過程で、前向きに物

事が動き始めました。 

 仔細な経緯は判じかねますが、検査デザイン行政室

の長尾室長から、「建設省に話をしておいたから訪問し

てください」と言われ、都市局のある部門を訪ね、’89

デザインイヤーの運動概要を説明し、フォーラムの実

務レベルにあたる事業登録委員会や企画委員会への専

門家の紹介をお願いしました。ここから、 都市工学専

門の大西隆さん（当時東京大学工学部助教授）などの

気鋭の学者が推進メンバーに加わっていただきました。

このことによって’89デザインイヤーは建築・環境系、
都市デザイン系へと視野・領域を広げることができた

のです。 

 ものづくり系のデザインと建築・都市・環境系のデ

ザインは、明治以来それぞれ別の道を歩んできました。

それらが連携する契機ができたことは、’89 デザイン
イヤーの成果の一つに数えられるのではないかと思い

ます。デザインという視点からみれば、両者は兄弟関

係にあるのですが、目的別に組織されている中央省庁

レベルでは別のものと見做されてまいりました。しか

し地域においては、特に市町村レベルの行政からみる

ならば、これを区分して扱ってしまっては市民の活動

に支障が生じてしまうことになるわけです。’89 デザ
インイヤーを通じて、ミクロがマクロを変えていくよ

うな時代が、少し見え始めてきた感がいたしました。 

 なお、このときの監督省庁を横断する連携は、その

場限りとなってしまいましたが、90年代以降のグッド

デザイン賞（97年まではグッドデザイン商品選定制度）

の展開のなかで、両者の連携を生かすことができまし

た。94年に施設部門が創設されるなど建築・環境分野

も加えながら総合的なデザイン評価制度へと発展して

いきますが、’89デザインイヤーに企画委員等で参加

された建築・環境系分野の方々は、グッドデザイン賞

の審査委員として活躍していきます。 

 

●'89デザインイヤー運動の方法論 

 通商産業省パワーの発揮された一例として、'89 デ

ザインイヤー運動の思考・方法論の豊かさを挙げてお

きたいと思います。'89 デザインイヤーは、ボランタ

リー型の運動形式を採りましたが、これは 1990 年当

時ではかなり画期的な発想ではなかったかと思います。 

 審議会答申のとりまとめと平行して、運動や事業の

具体的な展開イメージを描いていくことになりました

が、長尾室長からは「いわゆるお役所風ではなく、デ

ザインらしい豊かで楽しい運動にしたいですね」との

発言がありました。いわゆるお役所風の運動とは、役

所が雛形を描き 補助金をつけて業界に提示、これを受

けて業界が参加を企業などに割り振って実施するとい

うものでした。お上のお考えを下々が理解することで、

めでたしめでたしとなるわけで、江戸時代かと錯覚す

るような運動のやり方であり、日本が戦時体制に移行

していく際に大政翼賛会を組織して活用していった方

式です。それが、なんと敗戦から 50年近くも中央省庁

の間では生き延びていたのです。 

 デザインは、個人やチームの創造力で現状を突破し

ようとうするような活動ですから、まず性善説に立ち

たいところです。「上から下」はなく、むしろ「個」を

ベースに、それぞれの活動（参加事業）の相乗効果を

高めていく方法を採るべきであると考えました。私は

「皆様からの参加をお待ちします。デザインイヤーの
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人が読むならば、通商産業省の本気度がわかります。
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業系の部門だけでなく、参加事業の企画・運営にあた

って知事室などの戦略的企画部門も登場してきました。

このことが、地域レベルでのデザイン活用の裾野を拡

大することにつながり、90年代に全国各地で展開され
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と好意的に受け止めてくれました。一般に中央省庁同

士は仲が悪いと言われておりますし、ましてや通商産

業省の提唱する運動に建設省が乗るなどということは、

それまではほとんどあり得ないことだったと思います。

そうした悪しき前例を超えて、’89デザインイヤーフ

ォーラムの実働レベルの組織化の過程で、前向きに物
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ザインは、明治以来それぞれ別の道を歩んできました。

それらが連携する契機ができたことは、’89 デザイン
イヤーの成果の一つに数えられるのではないかと思い

ます。デザインという視点からみれば、両者は兄弟関
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場限りとなってしまいましたが、90年代以降のグッド
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てきており、ネットワーク社会の今日ではごくあたり

まえの発想でしょう。そして、'89 デザインイヤーは

そのようなボランタリー型の運動形式にて展開される

こととなりました。 

 お役所というところは、その役割からして保守的に

ならざるを得ないのですが、'89 デザインイヤーの構

想づくりに携わるなか、意外と思えるほど新しい実験

的な活動にも取り組めることがわかりました。通商産

業省の行政は、企業活動を規制したり国際関係を調整

したりする活動が多いと思いますが、ことデザインに

関しては「どんどんやりましょう」で進められました。

だから、いわゆるお役所方式とは異なる方法も採用で

きたわけです。 

 仮に大手広告代理店が'89 デザインイヤーの運営を

受託したとしたら、私が提案したような素朴なイメー

ジは理想論として片付けられてしまい、お役所の顔色

を気にするあまり、大政翼賛会型の運動になってしま

ったと思います。検査デザイン行政室が計画を差配し

たからこそ、進取性に富んだデザインらしい運動がで

きたと言っていいと思います。このようなボランタリ

ー型の運動形式が採用されたのも、通商産業省ならで

はのパワーが発揮された一例と言えるでしょう。 

 ただ不思議なことに、運動のイメージについて会議

等の場で討論したことも、また自分の考えを提案書に

まとめたという記憶もありません。検査デザイン行政

室での日々の打ち合わせの中で、なんとなく話を出し、

その場で「そうだよね、その線でまとめよう」となっ

たような感じでした。まあ、検査デザイン行政室サイ

ドで、そういった意見も取り入れて、'89 デザインイ

ヤーの展開イメージを計画にまとめていったのは間違

いありません。  

 80年代の終わり頃は、後になっていけいけどんどん

のバブル経済だったと否定的にみられがちですが、日

本に大きな夢と力があった時代だったと思います。良

くも悪くも新しいものごとが創造できる開かれた時代

であったと言うことができるでしょう。そして、こう

した時代状況の中で、'89 デザインイヤーはスタート

していくことになりました。 

 

●参加事業の調整推進の仕組み 

 '89 デザインイヤーは、国民的な運動を目指してお

りましたので、「参加事業」の数が集まらなければ始ま

りません。また、参加事業の中身が乏しければ、国民

のデザインへの期待を裏切ることになります。まず検

査デザイン行政室から各都道府県への参加要請が始ま

り、その後事務局は様々なレベルの広告やメディアと

の連携を強め、'89 デザインイヤーへの参加を訴求い

くことになりました。とはいえ量を集めるのは容易で

すが、参加事業の質をレベルアップすることは難しい

ことです。そもそも「90年代のデザイン」を目指して

いるわけですから、新しい取り組みを期待したいわけ

です。そこで、事業参加を支援するためにデザインの

スペシャリスト、特に事業企画に優れている方々をお

迎えし、事業登録委員会と調整委員会を作りました。 

 事業登録委員会は、自治体や企業、デザイン団体な

どから寄せられた参加希望事業の中から参加事業を決

める役割を担います。'89 デザインイヤーの参加事業

は、建前的には申請に対する許可制を取らざるを得ま

せんでしたが、デザインならではの創造的な事業を期

待していますので、この委員会の役割も許可の諾否と

いうよりは、提案された事業をより良くより実り豊か

にする方策をアドバイスすることに重きが置かれてい

ました。 

 例えば「地域のデザイン系大学にも加わっていただ

いたら如何ですか」とか、「同様な事業を企画されてい

る自治体との連携も期待できますよ」などといった具

合です。また、事業内容が曖昧な提案に関しては、「再

度検討してください。事務局も支援いたします」との

対応をしてまいりました。この事業登録委員会は１ヶ

月に一度定期的に開催されてきましたが、登録に至ら

なかった提案は、ほんの数件であったと記憶していま

す。なおこの委員会は、松本哲夫さん、西澤健さん、

青葉益輝さん、南条道昌さんら、デザイナーとしてだ

けでなくディレクターとしても経験豊かな 7名の委員

から構成されました。 

 調整委員会は、参加事業が企画される前の段階をサ

ポートする委員の集まりです。参加事業には手作り的

な企画もたくさんありました。'89 デザインイヤー運

動の展開にあたっては、むしろそうした新しい芽を応

援したいと考えておりました。調整委員会は、そうし

た新しい取り組みを立案するにあたってのアドバイザ

ー集団といったほうが実状に近いかもしれません。事
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達されていた 12 名のデザイナーがこの委員会のメン

バーでした。 
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 また、フォーラム事業、私たちは本部事業と呼んで

おりましたが、その一つとして全国 15箇所で「デザイ

ンワークショップ（地域別デザイン研究会）」を展開し

ています。これは、いわゆる地場産業振興とは異なり、

デザインを通じて総合的に地域づくりを推進する雛形

を手作り的に生み出そうと意気込んで企画した事業で

した。ここでもデザインワークショップ企画委員会を

設け、地域ごとの企画をお手伝いするかたちをとりま

した。デザインワークショップ企画委員会は、全国を

飛びまわって事業を指導するプロフェッショナル集団

でした。理念的な側面は無論ですが、実践経験が豊か

であるため、各地域・各事業において親切な指導助言

がなされたように思います。また、メンバーへの信頼

が、参加事業の増加をもたらしたといえるでしょう。 

 調整委員会やデザインワークショップ企画委員会の

メンバーには、ものづくり系、コミュニーケーション

系、イベント系の専門家が中心になりましたが、後者

には建設省から紹介いただいた住居・コミュニティ系、

都市計画系の専門家にも加わっていただけました。そ

れ故に、幅広いデザインの分野を受けとめることがで

き、デザインの裾野を開拓するという'89 デザインイ

ヤーの趣旨に近づくことができたかと思います。その

ような意味で、事業登録委員会、調整委員会とワーク

ショップ企画委員会こそが、'89 デザインイヤーの実

質的な推進役であったということができます。 

 なお、参加事業の展開にあたって、事務局メンバー

は現地に赴き「あいさつ」や「デザインの今日的状況

と展望」といった内容のスピーチをしばしばおこなっ

ています。事務方としては、フォーラム の名代役とか

伝道師といった感覚でしたが、国が主導する'89 デザ

インイヤーに参加するデザインをテーマとした催事に

は、まだまだ名分的は要素が必要とされていたのかも

知れません。黒子が時々表舞台に登場することは想定

外でしたが、'89 デザインイヤーという多分に理念的

な運動ならではの特徴かもしれません。このような場

面では、特許庁の意匠審査官から検査デザイン行政室

に出向されていた日高一樹さんも、事務局の一角を担

うかたちで活躍されていたことを加えておきたいと思

います。 

 

３．’89デザインイヤーの実施準備 

 

 ’89 デザインイヤーは、1989 年 1 月に昭和天皇がご

崩御され、年号が平成となった 89 年 4 月に始まりま

した。暦的には 89年度ということで、デザインイヤー

期間はその年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとな

りました。ただ実質的には、有識者からなる'89 デザ

インイヤーフォーラムが提唱者となり、全国の自治体、

企業、教育機関、関連団体などに、「デザインについて

の取り組みをおこなってください」との呼びかけをお

こなった 88 年 6 月 1 日にスタートいたしました。事

務局の仕事は始まる前が全てでもありますので、準備

段階からの動きをお話ししていきます。 

 

●亀倉雄策デザインのロゴマーク 

 事務局の発足は、デザインイヤーの始まるちょうど

１年前、88年の春だったと記憶しています。まず最初

の仕事は、ロコマークをつくることでした。呼びかけ

るにしろ、始まりますと告知するにせよ、旗印が無け

れば始まりません。特に'89デザインイヤーでは、「マ

ークをお渡します、運動に使ってください」と呼びか

けていくわけですから、ロゴマークは運動のシンボル

としての役割を担うと同時に、たくさんの方々にデザ

インは素晴らしいと思っていただけるものでなければ

なりません。 

 そこで、ロゴマークのデザインは亀倉雄策さんにお

願いすることになりました。亀倉さんは 1957 年に創

設された「グッドデザイン商品選定制度」のマークを

創られましたし、'73 デザインイヤーのロゴマークの

デザインもお願いしています。そうした流れからみて

も、デザイン運動の顔となる代表的なロゴマークを手

掛けられてきた「亀倉さんにお願いするしかない」と

いうのが、通商産業省検査デザイン行政室や関係者の

気持ちでしたね。 

 そのような経緯で亀倉さんにロゴマークのデザイン

をお願いしました。私は「できたから」と呼ばれ、亀

倉さんの事務所にお邪魔したことを覚えています。亀

倉さんは私（青木）とはかなり世代が離れており、も

はやデザイン界では雲の上の存在でした。そうした先

入観があるせいか、その時もデザイナーというより、

大学医学部の有名教授、あるいはベテランの辣腕弁護

士にお目通りを願うといった印象でした。確か色校正

段階だったと思いますが、これがマークであるとバン

と示され、もう謹んでいただくという感じでした。 

 「◯△□」の図形に「'89 Design Year」の文字を組

み合わせ、バックはピンクや薄いブルーのポスターで

す。その時は正直「エッ？」という感じはしました。

振興会に持ち帰りオフィスに貼って数日眺めていたの

ですが、「これでどうだ」的な亀倉さんらしい決めもあ

るけど、ポストモダン的な淡い色使いであるためか、

ポピュラリティも感じられるようになりました。'89

デザインイヤーは、いわゆるデザイン関係者の枠を越

えて、様々な方々にデザインに触れてもらう、デザイ

ンに親しんでもらう、デザインを使ってもらおうとい

う運動ですので、このロゴマークは似合うかも知れな

いと想いはじめました。 
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 ロゴマークが決まると、グラフィック系の仕事が一

気に進みます。それにより漠然としていた運動イメー

ジも見通せてきます。まずは'89 デザインイヤーへの

参加案内を作成いたしました。長尾室長から「お役所

風ではなく、デザインを感じさせてください」との希

望もありましたので、光沢のある真っ白な紙を使った

タトゥフォルダーを作り、参加案内に加えロゴマーク

を表紙にそのまま使った「'89 デザインイヤー基本構

想」、豪華パンフレット風に仕上げた審議会答申「1990
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ししますとしました。おそらくステッカーは十万枚の

桁で配布されたのでないかと思います。運動が終盤に

なっても、このステッカーは人気アイテムでした。一

流のデザイナーのロゴマークは品格がありますので、

こうした小さなグッズでも、運動の一体感というもの

が醸成される効果が生まれました。 

 

●ボランタリー型の協賛金集め 
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に訪問したところ、ある先輩から「役員に話をして出

せるようにしてあげよう。日本は横並びが好きだから、

当社が協賛したと言えば他社も倣ってくれるはず」と
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 さらにもう一つ、「協賛金となると社内では総務系の
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●新聞全面広告の成果と評価 

 当時はインターネットやメルマガといった便利な広

報手段がない時代でしたから、運動やイベントを告知

するには新聞しか選択肢はありませんでした。広告を

だすか、記事を書いてもらうか、また広告と記事を一
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体にした特集という方法もありましたが、いずれにせ

よ新聞社と仲良くしたい。幸いなことに各新聞社の事

業局が、見本市やシンポジウムなどを企画実施する部

門ですが、デザインイヤーに関心を示してくれました。

まずは彼らとの共同関係をつくることが大切と考えま

した。 

 実は、設立総会が終了した頃に、毎日新聞に予告的

に 15 段広告を掲載しました。亀倉さんのロゴをシン

プルに表現した紙面でしたが、これはあまり芳しい評

価は得られませんでした。まあ「ああそう」くらいの

反応でしかなかったかなと思います。それでも’89デ

ザインイヤーのスタートではしっかり花火をあげたい

ですから、まず朝日、毎日、読売それに日経の全国版

朝刊に、広告を連続して打つことを考えました。それ

までに決まっていた参加事業を知らせるという役割も

ありますが、広告の下段には協賛をいただいた企業の

名前を並べました。協賛企業は超一流の企業ですから、

これらが名前を連ねていることが、結果的に大きな波

及効果を生みだしました。 

 まず 1989年 4月 1日の朝日新聞での朝刊全国 15段

の広告を掲載。ここでは「時代をデザインする時代へ」

という、少し意気込んだタイトルをつけました。そし

て、デザイン特集記事と 5段広告を組み合わせた紙面

を五月雨式に各紙で展開します（朝日 4/3、東京 4/27、

読売 4/30、毎日 5/4）。これは少ない広告費でページを

増やしてもらう方法なのですが、それでも費用は全部

で 6000 万円ぐらいかかったと記憶しています。その

時までに集まっていた協賛金は１億円程度でしたから、

ある意味背水の陣の出費でした。いま思うと、よくも

まあこんな博打に近いお金の使い方が通ったものだと

思います。 

 私としては、戦術的に考え抜いてこのタイミングを

選びました。新聞広告はＴＶコマーシャルとは異なり、

知名度・認知度をあげる効果はさほど期待できません。

むしろ企業イメージ的な新聞広告は、取引先や投資家

などの関係者、より端的には社員に向けて、「私たちは

頑張ってます」というメッセージを投げかける媒体と

考えられると思います。'89 デザインイヤーの場合で

いえば、まずは参加事業の関係者、また通商産業省や

名古屋市などの行政関係者、そして協賛金に尽力いた

だきました企業やデザイン部門の方々へ の、「ちゃん

とやりますよ、よろしく」のメッセージです。 

 ただし、これだけを意図したのであれば、4～5月に

主要４紙に同時に広告を出稿する理由としては希薄で

す。何を意図したかというと、広告代理店を巻き込み

たいと考えていたからでした。私は、長くデザインプ

ロモーションという仕事をしてきましたので、「崇高な

理念は時として滑る」ことを体験していました。「それ

は素晴らしいですね」で終わってしまうということで

す。また一方で、「理念はビジネスの種になる」ことも

理解していました。たとえば「歴史的な町並みを保存

しましょう」は、そのままでは理念的はスローガンに

終わりますが、それを核に収益性も期待できる事業を

組み立てることもできるわけです。むしろ崇高な理念

が具体的なビジネスに翻訳されることによって、その

理念は人々の行動指針となるのではないでしょうか。 

 '89 デザインイヤーは、誰もが反対できない素晴ら

しい理念の運動です。それをビジネスに置き換えてく

れる方々が、広告代理店の企画や営業の方々なのです。

大半の代理店の方々は、'89 デザインイヤーのことは

全面広告を見るまで知らなかったと思います。そうし

た業界の方々は、毎朝新聞の広告欄を必ずチェックし

ます。主要４紙に１ページ広告が出ている、しかも日

本を代表する企業が名を連ねている、「なんだこれは」

と思うわけです。業界としては大変な出来事であった

と想像します。「デザインは買いだ」、「デザインをテー

マとした事業をクライアントに提案できる」と直感し

たに違いありません。 

 広告を出した途端に、事務局には代理店やメディア

の事業局からの問い合わせが殺到しました。同時にこ

の広告の影響でしょうか、テレビやラジオからの出演

依頼や、雑誌やコミュニティ紙などからの記事依頼な

ども急増していきました。主要４紙１ページという冒

険は、'89 デザインイヤーの運動を加速させたことは

間違いありません。 

 '89 デザインイヤーの事務方の仕事は、それが始ま

るまでが激務です。嫌な言い方をすれば「火を付ける

まで」が勝負です。始まってしまえば、それが順調に

進んでいけるように調整していく仕事に切り替わって

いきますから。 

 

４．'89デザインイヤーの事業展開 

 

 '89 デザインイヤー運動の展開にあたり、自治体、

企業、デザイン教育機関、そしてデザイン団体などに、

デザインに関連する公的な事業をおこなってください

と呼びかけていきました。これに応えて展開される事

業を「参加事業」として登録し、デザインイヤーのマ

ークを使うことを認めます。「参加事業」が全国で多数

展開されることで、運動としての相乗効果をもたらし

ていこうとする運動です。ボランタリー的な運動で、

マークの使い方など「くまモン」の展開に似ています

が、89年当時としては、かなり斬新な運動手法と受け

とめられたようです。 

 '89 デザインイヤーフォーラム事務局は、この運動

の提唱者であり名目的な主催者である'89 デザインイ
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ヤーフォーラムの意思に基づいて、「参加事業」を呼び

かけ広報していく役割を担いますが、フォーラム事業

として日本デザイン賞などのシンボル的な事業を自ら

実施することで、‘89 デザインイヤーの理念を明らか

にする役割を担いました。 

 

●デザイン新展開への胎動（参加事業の多様性） 

 '89 デザインイヤーは「参加事業の集合体」なので

すが、審議会答申にもありましたように 90 年代のデ

ザインを考える機会でもありたいと考えておりました。

まあデザインについての活動を単に集めただけでは、

烏合の衆ですから、これを運動としていくためには、

一定の理念と方向性がなくてはなりません。 

 この部分を具体的に事業に練り込んでいくのは、難

しいけど楽しい仕事でした。事務局は事業登録委員会

や調整委員会のメンバーとは頻繁にミーテイングを繰

り返していましたが、その中で実験主義（エクスペリ

メンタリズム）という言葉が登場しました。どうせや

るなら、次世代の礎になるような実験をしておきたい

といった態度です。開始日の４月１日に出した告知的

広告も、タイトルを「時代をデザインする時代へ」と

しましたが、これもこうした意気込みの現れだったか

もしれません。 

 '89 デザインイヤーの参加事業は、その出発点とも

いえる名古屋市で開催された世界デザイン会議、世界

デザイン博覧会を皮切りに、結果的に 401件の参加を

いただくことができました。「参加事業」を都府県別に

整理してみましたが、44都道府県において事業が行わ

れていること、また展示会・シンポジウム・研究会な

ど、デザインを訴求する事業が大半を占めてはいるも

のの、デザイン振興にかかる新規事業や地域づくり、
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たことです。例えば「いいまちウォッチング」（山形県
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や社会インフラをも評価対象に加えていきますが、こ
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が、こんな風に理解すればデザインの文脈として捉え
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らでした。 

 

●デザインワークショップ（地域別デザイン研究会） 

 全国 15箇所で、「地域のデザインを考える場」を持

とうという趣旨の事業です。デザインが取り組むべき

課題を、地方自治体、各種団体等とともに研究する事

業であり、全体のテーマは「クリエイティブ・リスト

ラクチャリング」でした。少しオーバーですが、地域

が抱える難解な課題を、デザインを通してしなやかに

解決していきましょうという提案です。 
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 ’89デザインイヤー以前、大げさに言えば明治以来、
地域自治体にとって、デザインとは、産業振興、特に

地場産業振興の手段として捉えられてきました。戦後

のデザイン振興もこの文脈からスタートしていきます。

これらは無論有意義な政策ではありますが、1980年代

から一段と進んだ私たちの生活の成熟化は、産業領域

の枠を越えた、生活を基軸に産業や社会のあり方を捉

えていく新しいデザイン概念を生み出していったよう

に思います。 

 同時にこの時期、日本の人口が東京一極集中の一方

で、総人口が減少に転じることも現実のものとなり始

めつつありました。この両者を重ねると、多くの地域

で過疎化が進むと予測されました。そこで地域の自治

体は、地域のアイデンティティの形成を目指した活動

を一斉に展開し始めました。しかしその多くは、バブ

ル経済を反映してか、例えば花とみどりのテーマパー

クといった施設型の政策ばかりでした。それは違うだ

ろうと企画したのが、このデザインワークショップ（地

域別デザイン研究会）でした。 

 地域は「自分らしさ」を求めていました。アイデン

ティティの問題です。だからといって、ラベルを貼る

ように「テーマパーク」をつくればいいというもので

はありません。より根源的には、地域の継続的な成長

を図るためにどうしたらしいかを追求することでしょ

う。当時はまだサステナブルという概念はありません

でしたが、そこでは地域から創造的な活動が継続的に

展開されることが求められます。デザインイヤー運動

では、これをデザイン力の育成と置き換えて、この育

成のための場づくりや、仕組みづくり、活動づくりを

一緒にやりませんかと、各地域の自治体に呼びかけ、

提案していきました。当時の各自治体にとっては魅力

的であったと思います。しかし、それぞれで予算は付

けづらい。そこで、これにかかる費用は、フォーラム

側で用意いたしました。 

 こうして全国 15 箇所の自治体から手があがり、事

業がスタートしていきますが、地域のアイデンティテ

ィが一様ではないように、このワークショップも多様

でした。むしろ多種多様であることが大切なのではな

いかと、考えていました。ここで記憶に残るいくつか

の事例を簡単に紹介しましょう。 

 新潟県の事例です。ここは地場産業が数多く残って

いた地域ですが、製造産業から生活文化産業への転換

を図ろうとする IDS（Integral Design System）とい

う計画が展開されつつありました。このワークショッ

プでは、産地と大消費地である東京を、「情報・人・ソ

フト」の側面から循環させる計画が策定されていきま

した。ここで検討された事業は、後に期間限定の財団

法人として組織された「IDS 財団」で実践されていき

ます。デザインイヤーのワークショップのテーマは「ク

リエイティブ・リストラクチャリング」ですが、この

趣旨に一番合致した活動であったように思います。 

 次に山梨県の事例です。県の推進するデザイン振興

政策を新しい視点から再構築しようするワークショッ

プが展開されましした。「山梨産業デザインクリエイテ

ィブ会議」を組織し、その会議のもとにデザインソー

スの発見、デザイン活用のための環境づくり、システ

ムづくりといった視点から研究を進め、ワインをキー

ワードとした商品提案をおこなっています。このとき

の活動が母体になり、その後「山梨県デザインセンタ

ー」が開設されました。 

 そして鳥取県の事例です。鳥取といえば、まず思い

浮かぶのは砂丘です。この砂丘は、その当時の法的規

制の関係から 30 年後、つまりちょうど現在となりま

すが、消滅する恐れがありました。そこで砂漠の価値

を再認識し、それにふさわしい環境整備のあり方や、

砂漠を「劇場」とみたてた活用方法などを探りながら、

「砂漠のグランドデザイン」を描いていきました。鳥

取の場合、県の国際交流関係の部門がこのワークショ

ップを担当していました。県庁内でデザインへの理解

が進んでいった証でしょう。 

 ワークショップは参加者を育てます。特にこのワー

クショップのファシリテーターを務めた自治体の職員

は貴重な経験を得たのではないかと思います。それ以

上に、楽しくノウハウを蓄積できたのは、足繁く現地

に通った事務局側のスタッフだったかも知れません。

現在は弁理士として幅広く活躍している通商産業省の

日高一樹さん、また武蔵野美術大学教授として新しい

デザイン領域の人材育成を担っている井口博美さんは、

このワークショップのファシリテーターとしても全国

を飛び回っていました。ここで生成した地域づくりに

向けての思考や方法論は、今日からみて「よくこの時

代にここまで考えていたなあ」というほどに貴重なも

のが多くあったと思います。 

 しかしながら、今思えばですが、各地での取り組み

を交換し、それを方法論へと育てていく継続力に欠け

たように思います。もちろん全国のワークショップの

終了後には総括的な会議も開催しましたし、また詳細

な報告書も作成していますが、この種の考える場づく

りの活動には、ある程度の継続性が望ましかったよう

に思います。 

＊デザインワークショップ開催地域・テーマ 

岩手県「デザインによる地域活性化」／山形県「地域企業の

デザイン導入戦略」／横浜市「都市づくりの新たな展開」／

新潟県「地域デザインの高度化とその振興体制を探る」／山

梨県「山梨ニューデザインパワー」／静岡県「クリエイティ

ブ産業計画」／福井県「ふくい！誇りのデザイン」／堺市「打
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刃物の街“堺”」／鳥取県「砂丘をテーマにした地域イメージ

のデザイニング」／山口県「商店街のリ・デザイン」／福山

市「デザインコンビナート構想による新産業基盤の創出」／

高知県「鰹プロジェクト」／熊本県「デザインネットワーク」

／北九州市「市内企業のデザインマインドの形成」／佐世保

市「佐世保市の地域アイデンティティの形成」 

 

●日本デザイン賞の概要（審査と大賞） 

 日本デザイン賞は、その名前からも類推できるよう

に、'89 デザインイヤーのシンボル的な事業です。デ

ザインイヤー運動を担っている様々な自治体、企業、

デザイナー、そして市民の方々から「これが良いね」

を推薦していただき、その中から日本デザイン賞を選

ぶという、デザインイヤー運動を集約していく仕組み

でもありありました。しかし、こうした大衆参加型の

イベントは予定調和的になってしまうことが多く、身

内的な記念事業にしかならないとも予測されました。

むしろそうならない工夫が企画運営側に求められまし

た。 

 日本のデザインはちょうど'89 デザインイヤーのこ

ろに一つのピークを迎えていたように思われました。

戦後の焼け跡から始まって、ある意味でのデザイン大

国に成長したわけです。その軌跡を回顧するという視

点から「日本デザイン賞」を組み立てていくこともで

きたと思います。しかし、その成果を単に回顧するの

ではなく、来たるべき 90 年代を念頭においてデザイ

ンを展望してみよう、審議会答申が述べるデザインイ

ヤーへの期待は、「90 年代のデザインを考える機会」

でしたから、その趣旨にそった展開ができるよう、審

査を深堀りできる仕掛けを考えました。 

 私はグッドデザイン商品選定制度を担当しておりま

したが、その経験から審査委員が応募商品のデザイン

の意図を読み込めない場合が増えていることを痛感し

ていました。商品も複雑になり、昔のように外観を見

れば一目瞭然とはいかなくなっていました。特に日本

デザイン賞のように、推薦に基づいて審査が行われる

場合は、推薦対象のデザインコンセプトだけでなく、

推薦者の意図も理解しなければなりません。これは審

査員にとって難儀なことになります。そこで、審査対

象の立場にたって、審査対象のデザイン意図と評価の

視点を説明する役割をになう調査委員会を審査委員会
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記入欄」があるのですが、それほどに生活に定着して

しまったのでしょう。日本デザイン賞では、特定のフ

ァクシミリ、あるいはファクシミリの技術ではなく、

「ファクシミリという存在」、ある意味で生活文化とい

う側面からファクシミリを捉えています。ヒトの側、

社会の側からモノゴトのあり方を追求していくという

姿勢は、極めてデザインらしい評価ではないかと思い

ました。 

 次に沖縄自然冷房住宅「ドーモ・チャンプル」、独創

的な建築で知られる象設計集団の手になるものです。

私は建築分野の動向にはあまり詳しくなく、この作品

が審査の俎上に乗ってきたとき調査委員の松葉さんに

長時間にわたるレクチャーをしていただきました。そ

の場所の記憶とその継承がテーマなんだと痛く納得し

たことを記憶しています。 

 そして「本州四国連絡橋 児島・坂出ルート（瀬戸

大橋）」、これは日本が蓄積してきた土木技術の集大成

です。いわゆるデザインに関しては、雄大な景観と巨

大な人工物の関係性についても論議されました。 

 最後は「横浜市のアーバン・デザイン行政」でした。

いうまでもなく、日本の都市政策・都市環境形成の白

眉といってよいかと思います。自治体は、建築や土木

の分野では施主でもあるのですが、それを超えて、都

市経営者として民間が進める活動を調整していくとい

う役割を、思想としても方法論としても確立した先駆

例でしょう。横浜市の確立したアーバンデザイン行政

は、もっと研究されてよいのではないでしょうか。 

 日本デザイン賞は、新聞各紙も記事にしてくれまし

たし、一定の効果はあったと考えています。だた、そ

の受けとめ方は「○○が受賞しました」といった結果

だけであり、日本デザイン賞の審査を通じて深堀りし

ていく中で論議された、デザインの眼差しやデザイン

の語る未来についてではありませんでした。要するに、

社会に対する問題提起はできなかったのです。私自身

もこうしたデザインの思想思考を言説化する能力があ

りませんでしたが、最も伝えたかった内容を発信でき

なかったことが大いに悔やまれました。  

 付け加えるならば、多少意外であったのは、受賞者

があまり喜んでくれなかったことです。グッドデザイ

ン賞の場合は、応募者の意思が出発点となります。応

募から審査へと苦労を分かち合ってきましたので、上

位の賞を受賞すると応募者もより一層嬉しいわけです。

この喜びは日本デザイン賞には感じられませんでした。

他人から推薦されて他人が評価したものは、「ああそう

ですか」になってしまいます。私は推薦による賞につ

いて否定的に考えていますが、このときの経験がある

からなのです。 

＊「日本デザイン大賞」の概要 

【日本デザイン大賞】ファクシミリ／沖縄自然冷房住宅

「ドーモチャンプル」／「本州四国連絡橋 児島・坂出ル

ート」（瀬戸大橋）／横浜市のアーバン・デザイン行政 

【日本デザイン賞】ソニー「ウォークマン」／ホンダ「ス

ーパーカブ」／「新幹線」／任天堂「ファミリーコンピュ

ーター」／営団地下鉄のサインデザイン／東京都清流復活

事業／柳川市の河川浄化事業／盛岡市の町づくりのデザイ

ン／「世界デザイン博覧会」を核とする名古屋市のデザイ

ン活動／日産自動車のデザインへの取り組み／松下電器産

業のデザインへの取り組み／ＪＲ東日本のデザインへの取

り組み 

他に奨励賞 23 件 

【審査委員会】天谷直弘（委員長）、白根禮吉（副委員

長）、安藤忠雄、大宅映子、黒川雅之、C.W.ニコル、田中一

光、中村良夫、浜野安宏、松任谷由実、吉川弘之 

【調査委員会】泉眞也（委員長）、大西隆、小澤紀美子、島

田一郎、松葉一清 

 

５．’89デザインイヤーの成果をめぐって 

 

 ’89デザインイヤーは、デザイン運動としては、大き
く成功したと思います。ですから、これを契機に次な

る運動や活動も容易に展開できるはずでした。それを

仕込んでいくのも運営に携わる事務局の仕事であると、

よく言われました。その通りだと思います。しか

し、’89デザインイヤーの事務方は、単純にくたびれ

てしまったのです。途中で息切れしたというのが正し

いのですが。私も井口さんも、事業期間の途中に疲労

が重なり肺炎で入院。’89 デザインイヤーの期間を通
じて事務局でずっと元気だった人はいないんです。 

 ’89 デザインイヤーの最後の山場は「日本デザイン
賞」でした。審査会・発表会が 1990年 2月 16日に実

施されましたが、もう事務局関係者一同は本当にくた

びれきって、フォローして広げていかなければとは思

ったのですが、その場で見守る以外には手が打てませ

んでした。事務方が息切れをしてしまったことが、デ

ザインイヤー終了後の次の展開を作り込むところまで

到達できなかった大きな反省点でした。健康を管理で

きなかったのは、いかにも未熟でした。 

 

●デザインへの理解の広がり  

 ’89 デザインイヤーは成功したのでしょうか。デザ
インイヤー運動の目的は、デザインへの国民レベルで

の理解の促進ですから、イヤー運動によってデザイン

の認知は進んだのかという問い掛けになります。 

 これについては、事業期間が終了する段階で関係者

有志で集まり、「どこまで届いたか」を推測したことが

あります。そのとき、誰かが（たぶん森山さんだった
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と思います）「日本経済新聞読者 300 万人にはデザイ

ンイヤーのメッセージは届いたろう」と発言しました。

他の参加者も感覚的に「そんな感じかだよね」と受け

とめましたので、当事者の感覚としては、この数字は

妥当ではないかと思っています。 

 イヤー事業の参加者総数はオフィシャルには 2,200

万人ということになりますが、これには名古屋の世界

デザイン博覧会の入場者の数字 1,518万人と、あと東

京モーターショーの入場者の数字が入っています。一

応 2,200 万人は正しく積み上げた数字ですから、’89

デザインイヤー運動に直接参加した人数という意味で

は、一つの目安にはなるだろうと思います。ただ解釈

には注意が必要であることは承知しています。 

 実質的にどこまでデザインの認知と理解が進んだか

については、どうしても観測的にならざるをえません。

日経新聞の読者 300万人というのは、意外なほどに妥

当性があるように思え、少なくともビジネスの最前線

にいる人々の範囲には、デザインという言葉は外観形

成ではなく価値創造であるというという認識は得られ

ただろうと考えています。これはやっぱり大きな成果

だったろうと考えています。 

 通商産業省がデザインイヤーという運動を仕掛けた

のは２回目で、１回目は 1973 年のデザインイヤーで

した。ただこの時のデザインイヤーは、残念ながらデ

ザイナー周辺での出来事でしかありませんでした。広

報的イベントも幾つか開催していますが、こうした事

業への参加人数は総数でもせいぜい 10万人とか 20万

人、そのくらい規模だったと思います。それが 1989年

では、その 10 倍以上の 300 万人というところまで実

質的な意味で届いたのだろうと考えられ、「認知が進ん

だか」という問いに対しては、「進めることができた」

と答えられると思います。 

 実は事務局は、参加人数の数字的拡大というより、

デザインの領地がどこまで拡大したかを常に気にして

いました。「デザインの村を超える」という言い方をし

ていたのですが、デザインの村を出てどこまで行ける

か、そこが’89デザインイヤー運動のポイントだと思

っていたのです。村を超えるためには、村の外にデザ

インを理解し活用する人たち、つまり味方をつくって

いかなければなりません。その最初の手がかりが、新

聞社の事業局や広告代理店の方々、さらには自治体に

おいて新しい政策を立案する行政マン、いわば「企画

業」といった方々を友達にすることでした。 

 彼らは「デザインはいける、買いだ」と思ってくれ

ました。比喩的に言えば、デザインを彼らの営業品目

に入れてくれたわけです。このことによってデザイン

への社会的な認知が進んだのです。「企画業」の方々が、

デザインを巧く使ってみせてくれました。故に日経新

聞読者 300万人、いわゆる最前線でビジネスをやって

いる人にデザインという言葉は認知されたし、それも

単なる色・形の話ではないレベルまで理解が進んだわ

けです。 

 

●実験主義が広げた次世代の輪 

 もう一つ、「実験主義」といった考え方がありました。

これは日本デザイン賞の調査委員会にも参加していだ

たきました島田一郎さんが唱えていたのですが、「デザ

インの本質はエクスペリメンタリズムにある」といっ

た、ある種の前衛主義的な捉え方です。デザイン奨励

審議会答申は、デザインイヤーに 90 年代への足がか

りを求めていましたので、単なる量的拡大を超えて、
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 事務局も様々な委員会に参加していただいたデザイ
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やっていくのだとの意気込みはありました。「参加事業」

の中核である名古屋市の「世界デザイン博覧会」は、

ある意味でデザインの見世物でしたし、また ICSIDの

「世界デザイン会議」もデザイン論としては面白いも
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きたと思います。 

 しかも実際にワークショップを展開していくことに

よって、デザインオリエンテッドなものの捉え方、考

え方を共有できる人材が確実に増えていきました。デ

ザインを活用したプロジェクト推進のノウハウが地域

にたまっていきました。地域でのアンカー役を担当さ

れた方々は役人ですから、デザインイヤーが終了すれ

ば他の部署に異動していきます。彼らの多くは、その

異動にあたってデザインを活用したシナリオを残して

いきましたし、また他のポジションに異動してもデザ

インオリエンテッドな事業を起こしたりもしているよ

うです。そのことが、自治体内でのデザインの活動範

囲の拡大に結びついたとは聞いいます。 

 今述べましたような「実験主義」的な事業は、その

当時としては大きな反響を呼ぶことはありませんでし

たが、いわゆるデザインを超えた方々、デザイン村の

外の方々の好奇心を刺激し、「私もやってみよう」とい

う気持ちになってくれました。このことがデザインイ

ヤーの最大の成果ではないかと思います。デザインは

連鎖するんだ、連鎖させることがデザイン振興なんだ

と、実感しました。 

 

●デザインイヤーを活かした地域 

 ’89 デザインイヤーの期間中、事務方でフォローで
きた地域は限られましたが、’89 デザインイヤーを活
用しながら、次の展開を図っていこうとする地域とは、

自然と色濃い連携を保っていきました。その中で印象

に残っているのは、北海道旭川市、富山県、新潟県、

山梨県といったところです。 

 旭川市は、’89 デザインイヤーには、1990 年が開基

百年（旭川の基礎が拓かれたという意味で「開基」）の

記念事業の一つとして開催された国際家具デザインフ

ェア旭川’90（1989 年 5 月～90年 7 月）、’90 旭川ファ
ッションコンテスト（1990 年 3 月）、さらに旭川市デ

ザイン振興基金の創設（1989年 4月～90年 3月）、以

上３つの事業が参加しています。地方中核都市として

は充実した参加ですが、デザインイヤーの終了後とな

りますが、旭川市はデザインをテーマに頭脳立地構想

の地域指定を獲得しています。地域指定は 1991 年で

すが、1988年頃から地域指定への準備を始めていたよ

うに聞いています。 

 旭川市とその周辺は、もともと木工家具産業の集積

地で、家具デザインへの取り組みも 70 年代から開始

されていたと聞きますが、デザインイヤーを契機とし

て、その将来発展をデザインに託したといってよいの

かと思います。1989年には市役所内に産業デザイン係

と景観係の二本柱を整えていますが、デザインと景観

というテーマの選び方も極めて巧みだと思います。旭

川市の場合、市役所と家具業界は親しい関係にあるの

で、この産業デザイン係を中心に、企業経営者やデザ

イン系大学（北海道東海大学芸術工学部）の方々が集

まり、デザインを核とする地域づくりを推進していっ

たようです。 

 その後の 1992 年に、日本産業デサイン振興会との

共催で「地域デザイン会議」を開催しています。その

あたりまでは、デザインイヤーの続きという感じです

が、そして 1997年には「旭川市デザインビジョン」を

策定しています。旭川市がデザインをテーマとした政

策に着手していくのは 80 年代後半からと想定されま

すが、それ以降 10 年間の展開がとてもスムースに進

んでいるように見受けられます。デザインイヤーをあ

る意味でロケットのブースターのように使いながら、

地域にデザインを根付かせる活動、さらには旭川のア

イデンティティ形成につなげていった好事例だろうと

考えられます。 

 その後ですが、バブル崩壊以降の不況の中で、旭川

の家具産業も大きな痛手を負いました。それでも「旭

川国際デザインコンペ」は継承され、その効果もあっ

てか国際的知名度もあがり、旭川に新たに工場を構え

る家具産業やクラフトマンたちが集まって来ました。

そして 2020年には、UNESCOの「創造都市・デザイン」

に、日本で三番目の都市として認定されるに至ります。

デザインイヤーの年から数えても 30 年、地域にデザ

インが根付いていくには、これくらいの時間がかかる

のかも知れません。 

 富山県高岡市は江戸市時代から有名な銅器産地で、

産業工芸の振興という文脈での人材育成とデザイン振

興は、明治時代から展開されています。その意味では

デザインに馴染みのある地域です。’89デザインイヤ

ーには、ICSIDインターデザインセミナー’89富山、工
芸都市高岡’89クラフトコンペなどが参加しています

が、自力でできる地域でしたので、事務方はインター

セミナーに少し参加したという程度でした。 

 ただ、時系列的に見ると、デザインイヤーの前年

1988年に、工業技術センターの中に「冨山インダスト

リアルデザインセンター」が設立されています。そし

てデザインイヤー期間中に、富山県の中沖知事が主宰

して、神奈川県の長洲知事と熊本県の細川知事と北海

道の横路知事に呼びかけて富山市で「知事デザイン」

サミットがありました（1990 年 8 月）。いわば、デザ

インで地域活性化をという旗印を掲げたということに

なります。 

 そして 1999年には、独立した組織である「富山県総

合デザインセンター」が高岡市に設立され、若手デザ

イナーと地元製造業のマッチングを期待した「デザイ

ンコンペ」などが、今日でも続けられています。’89デ
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きたと思います。 
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ば他の部署に異動していきます。彼らの多くは、その

異動にあたってデザインを活用したシナリオを残して

いきましたし、また他のポジションに異動してもデザ

インオリエンテッドな事業を起こしたりもしているよ

うです。そのことが、自治体内でのデザインの活動範

囲の拡大に結びついたとは聞いいます。 

 今述べましたような「実験主義」的な事業は、その

当時としては大きな反響を呼ぶことはありませんでし

たが、いわゆるデザインを超えた方々、デザイン村の

外の方々の好奇心を刺激し、「私もやってみよう」とい

う気持ちになってくれました。このことがデザインイ

ヤーの最大の成果ではないかと思います。デザインは

連鎖するんだ、連鎖させることがデザイン振興なんだ
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ザインイヤーを独自路線でうまく利用しつつ、県内の

デザインマインドを上げて、それ以降の産業振興・事

業展開につなげていったということでしょうか。いず

れにせよ中沖知事のリーダーシップがあってのことと

思います。 

 デザインイヤーにはあまり参加しなかったように思

いますが、デザインの盛り上がりを横目で見ながら独

自路線をしっかりやったという意味では、新潟県をあ

げることができると思います。金子知事（1989-92年）

と聞いていますが、新潟県はデザインコンサルタント

の黒川玲さんに依頼して、デザイン振興の戦略的プラ

ンを立案、スタートしました。 

 私はこの計画書を拝見したのですが、その前にも後

にもこれほど素晴らしいプランはありません。ポイン

トは、ともすれば下請け的になってしまう地域の製造

業に、開発能力を植え付けること、企画提案できる製

造業へと転換してもらうことを意図したものです。商

品開発へのデザイン導入を超えて、業態転換を図るた

めにデザインを使うという発想です。黒川さん、工業

技術センターの小奈さんたちが中心となり、期間限定

のデザイン振興機関「IDS 財団 Integral Design 

Strategy」が設立され、具体的な活動が展開されてい

きます。 

 また、90年代には、自治体によってデザイン系の大

学や学部が数多く設立されていきますが、’89 デザイ
ンイヤーもこの動向に少しは影響していったように思

います。例えば山形県では「デザインワークショップ」

を開催しましたし、県だけでなく長井市のように市民

による地域づくりなども「参加事業」となるなど、デ

ザインの広がりがみられました。大学の創設は、県庁

の原田さんを中心に進められていきますが、美大であ

りながら、「東北芸術工科大学」という名称からもわか

るように、デザイン中心に発想されています。ここら

にも、地域自治体のデザインへの期待の一端が感じら

れます。 

 あとユニークな活動を展開したのは山梨県でしょう。

端的にいえば、県庁で産業行政を担当していた中田さ

んという若い行政マンが、デザインに洗脳されてしま

い、「デザインワークサークショップ」を誘導、それを

テコにして工業技術センターに「山梨県デザインセン

ター」を設立していきます。そこでは、いわゆる産業

振興系のデザイン事業のほかに、企業広報誌を作ろう

といったユニークな事業も展開されていました。しか

し、山梨県は地場産業が宝飾と繊維ですが、デザイン

がなじみやすようでそうでもありませんでした。故に

デザインセター自体はなくなってしまうのですが、現

在でも富士吉田市の産業技術センターでは地域密着型

のデザイン振興が展開されています。’89 デザインイ

ヤーの流れが、地下水脈を経て湧いているのかもしれ

ません。 

 このように各地域の展開を見ていくと、’89 デザイ

ンイヤーを担った地域、担わざるを得なかった地域、

役所のメンツを整え友情出演したところ、やりたかっ

た事業をこの際に展開してたところ、ある程度筋書き

ができていた計画の拡大を図ったところ、そしてイヤ

ーを横目で見ながら時流をうまく吸収して独自に展開

した地域、そんな色分けができそうな気がします。ま

たこのように整理してみると、’89 デザインイヤーを
期にお付きあいが始まったところが多いことに気づき

ました、いずれにせよ、私たち主催者サイド、事務方

が息切れしなかったら、もう少し後押しできた地域は

あったんだろうと思います。 

 

●建築・都市・環境系デザインとの出会い 

 ’89 デザインイヤーを提唱したデザイン奨励審議会
答申「1990年代のデザイン政策」は、最終章の「デザ

イン政策の新たな展開」の中で、創造支援拠点として

の「デザインセンター」設置、さらには「デザインシ

ティ」の育成を示唆しています。その部分を少し引用

しますと、「デザイン振興を個別的に図るのではなく、

『デザイン』というコンセプトのもとに統合的に考え

るアプローチが考えられる。地域の構成要素が『デザ

イン』というコンセプトのもとに統合されたとき、個

性豊かで、住み心地の良い『デザインシティ』が実現

する」。少しデザインを美化しているようですが、名古

屋市での活動展開を下敷きに、デザインイヤーの行政

的落とし所を示していると考えてよいかと思います。 

 デザインサイドから言えば、「デザインシティ」は悲

願なのですが、それに到達するには、決定的な道筋が

欠けています。建築・都市・環境系のデザインです。

通商産業省の支配下にあるデザインは、モノのデザイ

ンです。モノが中心にあって、それを売るための店舗

のデザイン、広告のデザイン、さらにはモノとモノを

配置するという意味でのシステムデザインはあるので

すが、都市のデザインの本流ともいうべき建築系・都

市系のデザインは建設省（現国土交通省）の管轄にな

ります。簡単にいえば縄張りの問題ですが、この大き

な流れと合流できない限り、「デザインシティ」は絵に

描いた餅で終わります。 
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渡りをつけたわけです。建設省は裏側でしっかりデザ

インイヤーを支えてくれました。都道府県の土木系・

都市計画系部署に連絡を回し、この分野のプロジェク

トを「参加事業」に誘導してくれました。そして、な
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てくれました。こうした人材が参加していたからこと、

「日本デザイン大賞」に、横浜市の都市デザイン行政

や本州四国連絡橋（児島・坂出ルート）を選ぶことが

できました。受賞した側からみれば、「ああそうですか」

という感覚だったようですが、主催者側からいえば、

デザイン連合の成果なのです。 

 この成果をちゃっかり引き継いだのが、現在のグッ

ドデザイン賞です。当時は民営化以前ですから、通商

産業省グッドデザイン商品選定制度となりますが、な

んのことはないデザインイヤーを担当していた私が、

もとの部署に戻って担当したわけです。90年代を見据

えたとき、プロダクトだけのデザイン賞には限界がく

る、なんとしても建築・土木分野を取り込みたいとチ

ャンスを狙っていました。そこで「施設」という曖昧

な部門をつくって建築系に進出したのですが、縄張り

違反だとは言われませんでした。これもデザインイヤ

ーのおかげだったと思います。 

 その後は、デザインイヤーでお世話になった方々を

審査員に迎えながら、都市系・環境系へと進出するこ

とができました。特に 98 年からの民営化以降は、建

築・土木・都市・環境といった領域を取り込み、さら

には地域づくり、コミュニティの形成といった分野に

までグッドデザイン賞を拡大していきました。この拡

大方針の背景にあるのは、審議会答申で示した「デザ

インを総合的に活用することによって」という文脈で

す。そのためには、デザインが分野に分かれていては

だめで、手法としての◯◯デザインではない、総合的

な「デザイン」が必要なのであり、デザインをタフに

しなければなりません。そうした思いが駆動要因とな

りました。 

 グッドデザイン賞には、デザインイヤーで考えたこ

と、おこなったことが反映しています。反映というか、

デザインイヤーの成果を飲み込んでいくことでグッド

デザイン賞は大きくなったというのが正しいですね。

私が両方の事業を担当していたこともありますが、成

果を一番おいしく食べたのはグッドデザイン賞だった

と言えるかも知れません。 

 

 今回、インタビューを受けるにあたり、「デザイン振

興政策アーカイブ」に収録された文献資料をさっと読

み直してみました。私自身が原稿を書き作成した報告

書などを読むと、短期的な視点ばかりで、全体が見え

ていなかったと感じます。というか、モノゴトの全体

が見えてくるまでには、30年はかかるということかも

しれません。 

 今日の眼からみると、デザインイヤーでは「参加事

業」も「日本デザイン賞」を始めとするフォーラム事

業も、また仕組みを運営していく方法論も、先駆的な

ことを沢山やっていました。「実験主義」的な姿勢にあ

ふれていたといってよいのではないかと考えています。

少し自画自賛ではありますが、そのように思います。

また名古屋市の戦略的展開も当時は見えなかったので

すが、30年というロングスパンで俯瞰すると全貌が窺

えます。当時はすごいシナリオライターがいたのだな

あと、いまさらながら気がついだ次第です。 

 ’89 デザインイヤーはバブル真っ盛りだからできた
と言われます。ただバブルであるがゆえに、次の世代

がおぼろげではあれ、見えていたのではないかと思い

ます。デザインイヤーから始まるデザイン、そうした

視点からこの運動を研究してみると、今日の私たちを

めぐる状況も、明確になってくるのではないでしょう

か。 

 

 

●補遺 1：デザインイヤーと名古屋市の都市戦略 

 デザインイヤーの火付け役である名古屋市の展開事

例は、他の自治体に勇気を与えることができました。

少なくとも参考材料にはなったと思います。 

 名古屋市の展開は、デザインイヤーを契機として、

都市政策を上手に展開していった典型例と考えられま

す。デザインイヤーに先立ち名古屋市には、都市基盤

の整備についての青写真があったと想定されます。そ

れを実現するためには、市民レベルを含めて合意を形

成していく何らかのタイトルが必要で、それに「デザ

イン」が選ばれたと考えられます。まあデザインでな

くともよかったのではないかとも思いますが。 

 まず経緯を時系列的にみると、「ICSID総会」と「世

界デザイン会議」を誘致するところから始まります。

これを核に市制 100周年事業として「世界デザイン博

覧会」を開催することを決めました。この展開を全国

的な運動へと発展させるべく通商産業省に働きか

け、’89デザインイヤーを導きました。そして、イヤー
が開始されるにあたり「デザイン都市宣言」をおこな

い、デザインイヤーの期間中にはデザインの国際会議

や博覧会をはじめ 20 件以上のデザイン関連の参加事

業が展開してみせました。さらには、デザインイヤー

終了を前に、これも通商産業省に陳情し、民活法の適

用対象にデザインセンターを加えてもらい、「国際デザ

インセンター」を設立していくのです。 

 この背景には、背景というよりこちらの方が表なの

ではないかと思うのですが、都市構造の改革があった

わけです。デザインイヤーの際に名古屋市の方から「南

北軸の活性化を狙ったもの」という説明をしてもらい

ました。名古屋市は東西軸を中心に発達してきたので、

南北軸が弱いというネックがありました。そこで市内

を南北に貫く堀川沿いの開発を計画します。市制 100
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周年事業開催地として用意されていた敷地で世界デザ

イン博覧会を開催し、そのメイン会場の白鳥ホールで

世界デザイン会議を開催。会議と博覧会終了後は、直

ちに「名古屋国際会議場」へと拡張されました。まあ

南北軸の核をつくったわけです。 

 また、「国際デザインセンター」の方は、繁華街の栄

にあった市立の夜間商業高校跡地の再開発で実現しま

す。「国際デザインセンター」という名前の第 3セクタ

ーを設立し、産業界からも出資金を集め、それで高層

ビルを建設し、賃料で「国際デザインセンター」を運

営するという仕掛けです。さらにこのデザインセンタ

ーは 96 年に完成するのですが、この年に名古屋市立

大学に「芸術工学部」が設置されました。 

 このように整理してみると、名古屋市は次世代に向

けて、都市の整備とデザインのインフラを着実に整備

してきたことがわかります。非の打ち所のないほど素

晴らしいシナリオが描かれていることがわかります。

おそらく名古屋市の中核となる職員の方々が担当され

たのでしょう。デザインを都市改造の名目としたにせ

よ、デザインは当時も胡散臭いものとみられていまし

たので、議会での説明を含めデザインについての理解

を求めるには、並大抵ではない努力をされたものと思

います。しかも、デザインを出汁にした都市整備だけ

でなく、デザインサイドにもデザインセンターと大学

のデザイン系学部という実を残しているわけですから。

素晴らしい手練の仕事と思います。 

 名古屋市にとって、デザインは馴染みのあるタイト

ルではなかったと思いますし、その選択もやや偶発的

なように思われます、デザインが選ばれた理由は、お

そらく時代の空気といったものではないかと想像しま

す。デザインイヤーの時期はいわゆるバブル期でした

から、デザインは明るい未来を暗示する言葉として受

けとめられたのかも知れません、 

 ここからは全くの推測ですが、世界デザイン会議、

世界デザイン博覧会を開催していくなかで、デザイン

を名古屋市の次世代のアイデンティティとしていこう

という意識が生まれていったのではないかと思います。

名古屋市は、ICSIDだけではなく、IFI（国際インテリ

アデザイナー団体連合）の総会・会議（1995 年）、

Icograda（国際グラフィックデザイン団体協議会）の

総会・会議（2003年）も引き続いて誘致・開催してい

きます。デザインの国際団体のお世話をかってでた。

ここには名古屋を世界のデザインの首都に育てたいと

する意思が働いていたよう思います。 

 しかし名古屋市の場合も、多くの自治体と同様に、

インフラを整備してしまえばそれで終わりという感じ

は拭えません。デザインを活用して新しい政策を展開

しようとうする役人も登場しなかったようですし、「国

際デザインセンター」の活動も平板なデザイン振興策

の枠内に終始してしまいました。名古屋市は、2008年

に UNESCOの「創造都市・デザイン」に選ばれますが、

それを期に新しい展開がみられたわけではありません。

デザインには賞味期限があるのかも知れませんが、名

古屋市のデザインを冠とした都市戦略があまりに見事

であっただけに、残念でなりません。 

 

●補遺 2：日本デザイン賞の意義を再考する 
 日本デザイン賞ですが、後から考えてみると、これ

は「すべ った」という感じがします。グリップが良く

ない。手応えがなかったのです。私に言わせると、他

人に推薦してもらって、他人に勝手に評価してもらっ

ても、当事者にしてみれば「ああ、そうかね」ってい

う話にしかならないわけです。賞というのは、もらっ

た人に喜んでもらうことがすごく重要だと思います。 

もらった人が喜んでくれれば、周りに広がります。ま

あ自慢するわけですからね。この連鎖が日本デザイン

賞では起こらなかったのです。 

 グッドデザイン賞の場合は、受賞された方が長く取

り組んできたことが評価され、感慨深く受け止められ

たケースも沢山あります。日本デザイン賞の場合は、

努力を評価するといった目線がなかったんだと、後に

なって気がつきました。特に日本だからかも知れませ

んが、汗や涙は共感を呼びます。私がグッドデザイン

賞を運用していて一番気にしているのは、誰が喜んで

くれるのか、誰が共感してくれるかです。その部分で

すべっちゃったんだな、と思っています。  

 もう一つインパクトが与えられなかった要因として、

日本デザイン賞という名称が大げさすぎたという意見

もありました。その名称故に影響の大きかったものを

選ばなければならない、そこででっかいものばかりを

選んでしまったという言い方もされました。確かにそ

れで受賞対象がボケてしまったという一面はあります。 

 大賞に瀬戸大橋を選んでも「ああ、そうだね、たく

さんの賞をもらってるから」みたいな話です。「新幹線、

当たり前でしょ」、そんな捉え方をされた部分は確かに

ありました。また受賞対象を並べてみると、「なんか仲

間内じゃないか」と受けとめられて、「松下と日産と JR 

でしょう。はいはい」とか、あと「ホンダやソニーに

も目配りしてるね」と、そう見られてしまいました。  

 しかし日本デザイン賞の審査は、なあなあ主義では

なく、しっかりした討論によって組み立てられていた

ことはお伝えしておきたいと思います。審査の対象を

選出していく調査委員会の場でしっかり討論し、日本

デザイン賞にふさわしい対象をと仕込んでいきました

が、これは適切だったと思っています。調査委員会の

デザイン評価の眼力はちゃんとしていましたから。例
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えば新幹線の場合、世間でもデザイン界でも有名だか

らでも、新幹線の造形がすばらしいからでもなく、都

市間移動の時間を圧倒的に短縮したこと、私たちの生

活を大きく変えたんだという意味から、これを選んで

いるのです。 

 日本デザイン賞は、それまでのグッドデザイン賞な

どとは違った観点からデザインを評価しようとしてい

たと思います。それまでのデザイン評価は、端的に言

えば外観の美しさです。日本デザイン賞は、デザイン

がもたらしたもの、さらにそれが未来へと繋がつてい

るかどうかという効果効用の視点から、デザインを評

価していきました。これは極めて画期的ではなかった

かと思います。 

 こうした新しい審査の文脈を創りだしていったのは

調査委員会です。委員長は泉眞也さん、大西隆さん、

松葉一清さんとかメンバーはいずれも論客でしたから、

事務方も含めデザインの評価をしっかりと語らなけれ

ばお互いに納得できないテーブルでした。こうした討

論がなされたことによって、従来からのデザイン評価

の文脈を大きく変えることができたのです。 

 ただ、こうした評価の考え方は残念ながら言説化で

きませんでした。審査の現場にいた私とか数人にしか

伝わらなかったわけですが、そのことが日本デザイン

賞そのものの評価にもつながってしまったかもしれま

せん。しかしながら、その後のグッドデザイン賞で審

査対象を如何に評価すべきかを追求していく、一番の

よいテキストにはなりました。  

 そんな見方をすると、大賞に選ばれた「ファクシミ 

リ」とか「沖縄の自然冷房住宅」は、かなり含蓄のあ

る評価なんです。自然冷房住宅の場合も、建物の外観

評価では明らかにないですよね。これは象設計集団の

設計で、日本建築学会賞を取っています。建築分野で

は高い評価を受けているのですが、これをデザインで

評価するにあたり、エネルギー問題というマクロな視

点と私たちのライフスタイルとをつなげて理解しよう

としました。 

 像設計集団は、社会問題の提起を建築で展開しよう

としていました。当時はまだ、いわゆる近代的趣向と

してのモダンデザインが主流でしたが、このグループ

はそれとは全然違う、ある意味ポストモダン的な発想

からデザインというものを理解して組み立てていきま

す、受賞事例は、そうしたデザイン方法論を実践して

いるプロジェクトでした。このようなアプローチは、

ものづくりのデザイン分野で見られるようになったの

は、やっと最近になってからのことです。日本デザイ

ン賞としてデザインの対象を拡大したことにより新し

いデザインに出会えたことは、私にとって大きな収穫

でした。 

 「ファクシミリ」は泉さんの推薦でした。 私はどう

かな、ぼけるのではと思ってたんです。ただ今になっ

て考えると、日本の産業が国際的に通用する製品を創

りあげていった良い事例でしょう。ファクシミリは、

日本人だから、文字というアナログにこだわれたから、

不思議な発展をなし得た機器システムです。いまでは

仮名も漢字もパソコンで簡単に変換できますが、当時

は日本語は手書きの世界でした。 例えば欧米にはテレ

ックスがありましたが、日本は漢字の文化だからテレ

ックスは使えません。それに対して、文字そのものを

アナログなままに扱えるコミュニケーションツールを

育てていった、これはもう日本ならではの世界です。 

 おそらく日本以外でもテレックスに乗らない言語文

化圏はあるはずです。例えばアラビアの方とかね。そ

う考えるとファクシミリというのは、やっぱり新しい

コミュニケーションライフをつくったんですよ。それ

も手軽に世界中を繋いでいきました。そういう意味で

非常にイノベーティブなものだったと思うんです。 

 ソニーの「ウォークマン」やホンダの「スーパーカ

ブ」は、もう十分実績がありますから、従来のデザイ

ン評価でも当然視野に入ってきます。しかし「ファク

シミリ」が大賞にくるのは、従来のデザインの文脈で

はちょっと出づらいところでした。今にして思うので

すが、この選択は非常に卓見、よくこれをしっかり見

ていたなあと思います。 

 その辺りを、泉眞也さんですから、発表にあたって

非常に上手に説明はされたのですが、しかし記者はそ

こを書いてくれるわけじゃないんですね。うまく伝わ

らなかったかなと悔いは残りました。 そういった文化

的・社会的な文脈は抜きにして、機器の写真を示して

これが大賞ですとしたら、「えっ」と思っちゃいますよ

ね。評価の言説化は非常に大切なんだなと思い知らさ

れました。 

 日本デザイン賞が「すべって」しまったのは、なぜ

そのデザインを評価するのかという説明がなされてい

なかったからでもあるしょう。審査の段階ではきっち

りと論旨が組み上げられていましたが。それを伝える

ことができなかったわけです。プロモーションサイド

から言えば失敗ですが、こうした失敗が繰り返されて、

現在のグッドデザイン賞に至っているのです。 

 やっぱりこういう新しい評価は、すぐには理解され

ないかもしれないですね。でも、そこに踏み込んだと

いうことが、やっぱり価値があることだと思うんです。

そういう意味で、日本デザイン賞は、新しいデザイン

の評価の考え方を、それこそ実験したことはまちがい

ないと思います。 

（文責：黒田）2021.01.04 
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GOOD DESIGN EXHIBITION 2019 トークイベント 

日本のデザイン政策の歴史 

〜デザイン振興政策アーカイブ活動から～ 
 

 第一部 基調報告「日本のデザイン政策研究のこれからを考える」 

 第二部 公開インタビュー「90 年代のデザイン政策と振興を聞く」 

 

 

・日時 2019 年 11 月 2 日（土）17:30～19:00 

・会場 東京ミッドタウン・ホール 

・講師（登壇順） 

 黒田宏治 静岡文化芸術大学 教授 

 青木史郎 元・公益財団法人日本デザイン振興会常

   務理事、グッドデザイン・フェロー  

 藤本清春 元・株式会社 GK デザイン機構 副社長 

   道具学会 会長 

 宮崎修二 元・通商産業省検査デザイン行政室長 

   一般財団法人高度技術社会推進協会 専

    務理事 

 

第一部 基調報告 

「日本のデザイン政策研究のこれからを考える」 

 

青木： 私は、デザイン振興を生業といたしまして、

もうすぐ 50 年になります。この仕事を始めたときか

ら今日に至るまで、「なぜデザイン振興が必要なのだろ

うか」という問いが、私の脳裏を離れませんでした。

実際にデザイン振興活動をやってみますと、これは必

要だと、その都度実感いたします。そして、デザイン

は世の中にためになるということを、誰かが言い続け

なければならない、そのような気持ちになります。 

 あるとき、それぞれのデザインの中にはデザイン振

興的な側面が含まれているということに気づきました。

デザインには、その思考や思想をより多くの方々と共

有したいとする、情動とでもいうのでしょうか、そう

した特性が備わっているように思います。デザインの

メッセージには、そのデザインの対象とする人々の範

囲を超えて、社会的な広がりが感じられます。デザイ

ンは、ある意味で過剰なのかもしれません。それぞれ

のデザインの中に込められた社会をよくしたいという

願望を、一つの形に凝縮したのがデザイン振興ではな

いかと思います。 

 そして、21 世紀でございますが、社会的な課題を発

見し、みんなで解決に導いていく共創の思考として、

デザインは使われていくのではないかとも考えます。

別の言い方をすれば、デザインは社会的な知恵として

活用される場面が増えてきたということです。20 世紀

の産業社会にあって、デザインはデザインであり、デ

ザイン振興はデザインとは分かれた形で取り組まれて

まいりましたが、21 世紀に入ってから両者は極めて近

似してきているのではないか、そう思えるプロジェク

トが散見されるところです。 

 さて、日本のデザイン振興行政は、少なくとも 60 年

以上の歴史があります。しかしながら、その間の足跡

や経緯、評価は体系的に整理、公開、研究されてきた

とは言い難く、そのためデザイン政策の意義や形が見

えづらくなっているように思えてなりません。その歴

史を整理し、わかりやすく公開していくことは、単な

る歴史的考察の域を越え、21 世紀のデザインを開拓し

ていく一助となるのではないかと考えています。 

 そこで、静岡文化芸術大学の黒田さんが科研費の助

成を得てデザイン政策研究を開始されたことを契機に、

私・青木も合流し、日本デザイン振興会からの支援も

得つつ、2018 年にデザイン振興政策アーカイブ・プロ

ジェクトを開始いたしました。本年 5 月には試験運用

を開始したところです。このステージトークは、その

アーカイブ・プロジェクトのお披露目の場でもあると

考えています。 

 まず前半でございますが、第一部「日本のデザイン

政策研究のこれからを考える」と題しまして、黒田さ

んと私から、アーカイブ・プロジェクトの意図・概要、

それから集録されている文献を活用した研究・批評の

一端ご紹介したいと思います。そして後半では、「90 年

代のデザイン政策と振興を聞く」と題しまして、1990

年前後のデザイン振興活動の中軸を担われました藤本

清春さん、宮崎修二さんをゲストにお招きし、名古屋

を中心としたデザインイヤーの展開や 90 年代のデザ

イン政策についてお聞きしてまいりたいと思います。 

 それでは、まず黒田さんの方から、基調報告をよろ

しくお願いいたします。 
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１.デザイン振興政策アーカイブの概要（黒田） 

 

 ご紹介をいただきました静岡文化芸術大学の黒田と

申します。よろしくお願いいたします。私からは、ま

ずデザイン振興政策アーカイブがどのようなものなの

かということをご説明したいと思います。 

 デザイン振興政策アーカイブでございますが、ウェ

ブサイトのトップページをご覧いただくと、「趣旨・

目的」として次のように記されています。「デザイン

振興政策アーカイブでは、経済産業省等の行政機関、

日本デザイン振興会等の振興機関や関連団体が中心と

なって進めてきた、デザイン振興政策に関する基本的

な文献資料を、順次整理して公開していきます。日本

経済は、戦後の復興から今日に至るまで、デザインを

有効に活用することで継続的な発展を遂げてきまし

た。このデザインの成長を支えてきた日本のデザイン

振興政策の活動は、諸外国では成功事例として高く評

価されていますが、体系的には整理されてきませんで

した。（後略）」 

 

 

［写真 1］黒田宏治／基調報告 

 

●デザイン政策研究のプラットフォーム 

 そこで、私・黒田と青木さんが中心になって、先人

が築いてきた資産を活用すべく、日本のデザイン振興

政策に係る文献資料を収集整理するとともに、政策研

究のプラットフォームを整備提供する活動を始めよう

としてスタートしました。2018 年に研究をスタート

して、政策関係資料の収集整理、公開に必要なウェブ

サイトの構築などを進め、2019 年５月には試験運用

を開始いたしました。その時点では、約 230 件の文献

資料を掲載し、主な資料ということで約 130 件を PDF

で内容も閲覧できる形になっています。 

 掲載資料の範囲ですが、もちろんデザイン政策の歴

史は明治時代に遡れば、ヨーロッパの博覧会視察、デ

ザイン教育課程を国立大学に設置、意匠制度の構築

等々ありますが、このプロジェクトでは戦後、1945

年から、グッドデザイン賞が 50 周年を迎えた 2007 年

辺りまでに焦点をあてて、過去 60 年くらいの流れを

整理しようと考えております。 

 また、特許庁が取り組んできた意匠制度の流れ、産

業工芸試験所における試験研究の分野、さらにはグッ

ドデザイン賞（Ｇマーク）の年次資料については、そ

れなりに資料整理が進められているので措くとして、

それらの施策事業の中心となる通商産業省における政

策立案、関係法の整備、審議会答申など、それに基づ

き具体的な施策事業の展開を行う日本産業デザイン振

興会や国際デザイン交流協会などの振興団体の活動等

を中心に扱おうと進めております。 

 大きな節目で見ていくと、1950 年代後半の国のデ

ザイン政策立案体制の整備（1958 年通産省デザイン

課設置等）、1973 年にデザインイヤーという年があ

り、それから 1989 年にもデザインイヤーという形で

全国的に盛り上がる機会がありました。デザイン振興

に携わる身からすればつい最近のようにも思えます

が、それでももう 30 年前のことになります。そして

輸出検査及びデザイン奨励審議会廃止、Ｇマーク民営

化など、国が一歩退いたように見える 2000 年代初頭

までの資料を中心にまとめていきたいと考えている次

第でございます。 

 それでは具体的にウェブサイトがどうなっているか

を見ていきたいと思います。トップページには先ほど

読み上げた「趣旨・目的」があって、「デザイン振興

のあゆみ」という歴史の概観をするコーナーが続きま

す。それから、アーカイブの本陣ともいえる文献資料

を検索するコーナー「文献検索」、そして文献資料等

の概略解説、資料の背景や読み方、研究への論点等を

紹介する「視点論点」のコーナーで、現在までのとこ

ろ構成されています。 

 もう少し具体的に各コーナーを見てみます。「デザ

イン振興のあゆみ」はどうなっているかというと、

1950 年代、1960 年代･･･2000 年代というふうに時代

を 10 年毎に区切り、デザインにとってどんな時代だ

ったのかを概説するとともに、その時代のデザイン振

興政策の主要な資料を各 10 件ほど掲載しています。

それにより、例えば 1960 年代はどのような時代だっ

たのか、主要資料を閲覧しながら時代状況が理解でき

るように工夫しています。 

 それから「文献検索」についてです。このコーナー

がアーカイブの中心になりますが、検索項目として現

在のところ政策分野、時代区分、フリーワードでの検

索ができる形になっております。ちなみに政策分野は

基本体系、輸出振興、地域振興・中小企業、デザイン

イヤー、デザインマネジメントなど 15 分野。何でも

いいですが、例えば政策分野で「基本体系」を選び、 
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１.デザイン振興政策アーカイブの概要（黒田） 
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［写真 1］黒田宏治／基調報告 
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    ［図 1］デザイン振興政策アーカイブの対象範囲（概念図） 

 

時代区分で「1940 年代」から「1960 年代」を設定す

ると、「通産省公報、特集号・デザイン振興事業の現

状と方向」「産業デザイン政策の方向」（新井真一、初

代デザイン課長）、「わが国デザインの問題点とその対

策」（意匠奨励審議会）など 7 件の資料がヒットし一

覧表示されます。 

 その中から、例えば意匠奨励審議会答申をクリック

すると、書誌情報、具体的には発行年月（1958 年 12

月）、形態・頁数（B5・32 頁）、内容・目次（1.わが

国輸出デザインの貧困、･･･3.わが国の今後のデザイ

ン振興策（1）ジャパン・デザイン・ハウスの創設･･･

4.英国等のデザイン施策の概観･･･）が画面に表示さ
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るかがわかると思います。さらに関心があれば、資料
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 さらに、「視点論点」というコーナーがあります。

現在はまだ少数でございますが、「審議会の答申を読

む」、「地方産業デザイン開発推進事業を振り返る」な

ど、テーマに関しての簡単な解説、研究のための導入

となるようなことを紹介しております。一例ですが、

「審議会答申を読む」では、そのときの審議会答申は

どんな性格のものだったのか、どういった時代背景の

中で出されたものなのか、この審議会答申を踏まえて

どういったことが実際に施策展開されてきたのか等々

に関して、概略がまとめられたりしています。答申書

と具体的な施策展開のつながりもわかるようになって

います。 

 

●地方産業デザイン開発推進事業のレビュー調査 

 ここで「視点論点」で扱っている、1970 年代～80

年代に各地で実施された地方産業デザイン開発推進事

業について概略紹介するとともに、石川県で実施され

たこの事業の事後評価に関する調査研究にふれておき

たいと思います。通産省の企画に基づき日本産業デザ

イン振興会が実施主体となり、県・産地との連携のも

と、需要調査やデザイン開発は専門会社に委託して進

められました。 

 石川県の山中漆器産地での実施経過は「昭和 50 年

度 地方産業デザイン開発推進事業報告書 デザイン開

発実施指導事業」にまとめられており、事業の概要紹

介については「地方産業デザイン開発推進事業の概要

（資料）」がわかりやすいと思います。これら報告資

料はアーカイブに収録されており、PDF ダウンロード

で報告書全文を閲覧できるようになっています。 
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   ［図 2］デザイン開発からの展開（地方産業デザイン開発推進事業 山中プラスチック漆器） 

 

 関係の資料を紐解けば、この事業は 4 段階の構成

で、まず県単位での振興組織をつくり、地場産業の産

地ごとに製品開発体制をつくり、そしてその開発体制

のもとで専門会社に委託するかたちで開発需要調査と

製品開発デザイン、即ち新製品のデザイン試作を行

い、さらに市場流通対策という形で新たな開発商品を

マーケットにつなげていくための活動プランを立てて

いくという流れであったのがわかります。今改めて見

直すと、体系的に地方の産業振興をデザインの観点か

ら再構築しようという、まとまりのある補助事業であ

ったことがわかります。 

 こういった報告資料等をベースに、実際の事業はど

うだったのかを見ていきたいと思います。山中漆器の

産地組合が中心になって、大手デザイン会社の参画も

あって、1975 年度にはパイロットデザイン、需要調

査を行って、厚手のモダンでカラフルなプラスチック

製漆器の新商品の試作が行われました。そして、翌

76 年度には、それのカタログ製作、展示会、流通開

発に向けた助言を得てのリニューアルなどが実施され

ました。結果、一部は都内の百貨店店頭には置かれま

したが、品質面の問題があって返品されてしまったと

かで、販売面での成果を上げるには至りませんでし

た。この２年間の範囲では、売れなかったという意味

で、失敗だったとされても仕方ないかもしれません。 

 ただ、ちょっとご縁がありまして、この事業をレビ

ューする調査研究を一昨年行うことができました。事

業実施より 40 年余を経てのレビュー調査でしたが、

幸いにも当時の振興会の担当者、受託したデザイン会

社のリーダー、石川県工業試験場のデザイン担当、そ

れから山中漆器産地の若手の関係者にインタビュー調

査を行うことができました。文献資料調査等の結果も

加えて見ていくと、どうも当時の事業は２年間やって

売れなかったというだけでなく、仔細調査結果は飛ば

しますが、２年間のあとに試験場と産地組合とでパイ

ロットデザインのリニューアルに取り組まれたこと、

そこから派生して産地企業の自主的なグループができ

て新商品開発、市場開発を行って、パイロットデザイ

ンを原型に発展させたような形の製品化が行われ、年

間 100 万個ぐらい売れる大ヒット商品がいくつか誕生

していたこと、そのような流れの中で従来縁がなかっ

たグッドデザイン賞も受賞するようになっていたこと

などが明らかになりました。さらに 1980 年代後半に

は、家電メーカーとの連携も含めていろいろなヒット

商品が生まれるようになり、成功・失敗はありますが

産地企業と国内外のデザイナーとのコラボレーション

にも取り組まれるようになっています。 

 この辺まで展開したことを鑑み振り返って聞いてみ

ると、当時の産地企業の方々、試験場の担当者も含め

て、「商品開発プロセスを勉強するのに役立った」、

「斬新なデザインに目を開かされた」などの評価であ
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り、デザインサイドからも、「地場産業とデザインが

四つに組むプロジェクトは初めてで、関係の視野が広

がった」との評価が伺えました。全体として、短期

的・外面的に見れば単に売れなくて失敗という評価も

あったかもしれませんが、５年、10 年を経る中では

各当事者からはプラス評価が様々に得られていると言

うことができます。そもそも、この事業の目的は、地

場産業産地において特色をもったデザイン開発をする

ための考え方、方法・プロセスなどの修得をめざすも

のであり、総合的な振興事業として短期的な評価は馴

染まず、時間経過を経る中での事業評価こそ適当だっ

たということができるでしょう。 

 この結果は一例ではありますが、一般に人材育成や

普及啓発などを目的とする地場産業のプロモーション

事業の場合には、短期に成果が出るものばかりではな

いと考えられます。従いまして、少し視野を広げた、

少し長めのスパンでの事業評価を行うことによる、プ

ロモーション事業そのものへのフィードバックや、そ

の成果を踏まえた継続施策事業の立案が望まれるとこ

ろです。また、地方の産業振興やデザイン振興に関す

る情報は、事業が終わると時を経ずに消えてしまうこ

とが少なくありません。それがまた振興事業の適切な

評価を難しいものにしているように思います。改めて

記録を残し、少し年月を経てから評価するような施策

事業推進の仕組みも構築できないか、そんなことも考

えたりいたします。こんな研究も含めてアーカイブの

充実、アーカイブの成果活用ができたら幸いかなとも

思っております。一例としての展開例を紹介させてい

ただきました。 

 続いて青木さんの方から、アーカイブに収録したデ

ザイン奨励審議会の 6 つの答申を読むということで、

「視点論点」の話題をつなげていただけたらと思いま

す。尚、今回アーカイブの構築作業を通じて、はじめ

て 6 つの審議会答申を通して読むことができるように

なりました。そのこと自体、デザイン振興政策アーカ

イブ研究の重要な成果であると考えています。それで

は青木さん、よろしくお願い致します。 

 

２.デザイン奨励審議会と６回の答申（青木） 

 

 それでは私・青木の方からは、デザイン振興政策ア

ーカイブに収録されています資料文献の一端を読み解

いていきたいと思います。本日ここに紹介いたします

のは、デザイン奨励審議会の答申です。デザイン政策

の基本的な姿勢と取り組むべき課題を提示するもので

あり、デザイン振興政策に展開にとってはとても重要

な文献でございます。ただ、いきなり審議会とか答申

と言われましても、ちょっとよくわからないというと

ころがあるかと思いますので、その前段階の情報を本

論に入る前に少し整理しておきたいと思います。 

 

 

［写真 2］青木史郎／基調報告 

 

●デザイン奨励審議会と答申書の概要 

 通産省が直接的にデザインの振興をリードしていた

時代というのは、通商局にデザイン課が設置されデザ

イン奨励審議会が発足した 1958 年から、輸出品デザ

イン法が廃止され G マーク事業の民営化が決定された

1997 年までの、約 40 年間でございます。その間どの

ようなフォーメーションでデザイン行政が行われてい

たかというものを図式化すると、だいたい次のように

なります。 

 

 

［図 3］デザイン行政の仕組み 

 

 1958 年のデザイン課発足時点をベースにしたもの

でございますが、まず中心にデザイン政策を推進し全

体を調整していく役割としてのデザイン課が存在しま

す。これは後に検査デザイン行政室とかデザイン政策

室とか、いろいろ名前が変わっていきますが、そうい

う核となる部署が存在します。それから、デザイン政

策のビジョンメーキングの部分を司るのがデザイン奨

励審議会となります。そして、施策事業の実施レベル

の組織として、必要に応じて財団法人等の振興事業機

関がつくられてまいりました。初期の段階では JETRO
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にありました 1960 年設置のジャパン・デザイン・ハ

ウスであり、これから約 10 年が経ちましてから、

1969 年には財団法人日本産業デザイン振興会、現在

の日本デザイン振興会の前身がつくられました。そし

て、JIDA や JAGDA をはじめとする各種デザイン分野

の職能・業界団体などが周辺に存在する、こういうよ

うなフォーメーションで進んでいたということを頭に

置いていただければと思います。 

 では、審議会とは何かというと、これは政令または

省令に基づき設置される諮問機関です。大臣から「次

世代はいかに」という諮問がなされまして、それに対

して審議してお答えするというのが答申でございま

す。具体的にデザイン奨励審議会の場合、デザイン関

係の大御所というのでしょうか、各団体の責任者や有

識者等を含めて約 20 名で構成されています。それぞ

れの時代によってメンバー構成は変わっていきます

が、改めて名簿を見るとなかなか面白い人選をしてい

るという言い方はできるかと思います。 

 そこで、答申というのはどういうふうになっている

のかということです。これは「次世代はいかに」とい

う大雑把な問い掛けでございますので、それに対して

は論証的な方法で答えなければなりません。そのよう

な性格のものだと考えていただければと思います。具

体的にどのような内容になっているかというと、まず

デザインとはどういうものであるかということが述べ

られます。デザインの定義や役割、効用についてで

す。そして２番目に、社会的なニーズ、こういうこと

が現在求められているのである、というようなことが

述べられます。そして 3 番目には、具体的に行政はど

ういうことをしたらよいのかという、いわゆる施策に

対する方向性が与えられます。そして最後に、すぐに

実施すべきは何かというようなことを順を追って提示

します。 

 ある意味で言えば、国の行政内部の内輪の文章では

ございますが、いわばデザインについての時代時代の

国としての公式見解ということになります。従いまし

て、これを公表するということは、デザインとは何で

あるか、どのように捉えるべきかについて、デザイン

界に対して、関係の産業界や教育界に対して、ある種

のテキストを提供していたというようにお考えいただ

ければよろしいかと思います。 

 それで、基本的にどういうスタンスで行われていた

かということです。そもそもデザイン政策は、戦後日

本のデザイン政策は、輸出振興から出発していますの

で、いわゆるモノのデザインのみが施策事業の対象で

あったわけです。それも生活雑貨や精密機器など小型

のモノ、工業製品のデザインが中心であったと言うこ

とができます。これについては、今から考えると不思

議だなという感じがするかと思います。それともう一

つは、輸出向けの商品開発のデザインが中心になりま

すので、これは基本的に私的な（プライベートセクタ

ーの）活動でございます。そこに公的な立場にある国

であり行政が関与できるのは、自ずと一定の範囲に限

られることになります。具体的には、まずはその啓蒙

的な部分、国民各層のデザインへの理解を促進する活

動、それからデザインのインフラを整備すること、振

興機関の設置や法制度の整備、国の推進する様々な政

策、中小企業施策や国際交流施策などと関連づけを行

うことです。ごく簡単に言えば、「デザインは頑張

れ、国も応援していくよ」というようなメッセージを

ずっと投げ続けたというふうに思われます。 

 ６回にわたって答申がなされております。すぐ実施

すべきと言われた内容がどういうふうに推移していっ

たかということをご紹介しておきたいと思います。

1958 年が一番最初の答申でございますが、まずデザ

インを振興する組織をつくりなさいということで、答

申を受けて JETRO にジャパン・デザイン・ハウスがで

きました。次の 1961 年の答申では、どうもそれでは

あまりうまくいかないのではという議論もあったよう

で、新たに総合的なデザイン振興の専門機関をつくり

なさいという答申がなされます。そこで 1969 年に財

団法人日本産業デザイン振興会が設立されるという経

緯になります。 

 以下 1971 年の答申では、デザインイヤーという運

動を展開して国民各層に呼び掛けていきましょうとい

うことです。そして次は 1979 年、国際交流を課題と

したデザインの専門機関をつくるべき、1988 年答申

では、もう一度国民各層にデザインの運動を広げてい

きましょう。そして、最後の答申となりました 1993

年答申では、デザインの人材育成、デザイナーの育成

と、もう一つはアジア太平洋地域に焦点をあてた国際

交流をしっかり取り組みましょうということでした。 

 

●輸出振興から生活者視点への軌跡 

 さて、ここからが本論でございますが、行政を司る

通産省が、なにゆえにデザインを振興しなければなら

ないのか。ここはかなりシビアな問題だったろうと思

います。答申はその根拠を明確にしなければならない

という性格を持ちます。最初の段階では、1950 年代

では、非常にクリアでございました。最初の段階は輸

出振興でございましたので、これは戦後復興の国家的

な課題であり、その達成手段としてデザインが有効で

あるという見解は、その段階で既に広がっておりまし

たから。輸出振興のために、デザインは重要な役割を

果たす、だから国がやるのだということは、すごくわ

かりやすく理解されやすかったと思います。 
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の日本デザイン振興会の前身がつくられました。そし

て、JIDA や JAGDA をはじめとする各種デザイン分野

の職能・業界団体などが周辺に存在する、こういうよ

うなフォーメーションで進んでいたということを頭に

置いていただければと思います。 

 では、審議会とは何かというと、これは政令または

省令に基づき設置される諮問機関です。大臣から「次

世代はいかに」という諮問がなされまして、それに対

して審議してお答えするというのが答申でございま

す。具体的にデザイン奨励審議会の場合、デザイン関

係の大御所というのでしょうか、各団体の責任者や有

識者等を含めて約 20 名で構成されています。それぞ

れの時代によってメンバー構成は変わっていきます

が、改めて名簿を見るとなかなか面白い人選をしてい

るという言い方はできるかと思います。 

 そこで、答申というのはどういうふうになっている

のかということです。これは「次世代はいかに」とい

う大雑把な問い掛けでございますので、それに対して

は論証的な方法で答えなければなりません。そのよう

な性格のものだと考えていただければと思います。具

体的にどのような内容になっているかというと、まず

デザインとはどういうものであるかということが述べ

られます。デザインの定義や役割、効用についてで

す。そして２番目に、社会的なニーズ、こういうこと

が現在求められているのである、というようなことが

述べられます。そして 3 番目には、具体的に行政はど

ういうことをしたらよいのかという、いわゆる施策に

対する方向性が与えられます。そして最後に、すぐに

実施すべきは何かというようなことを順を追って提示

します。 

 ある意味で言えば、国の行政内部の内輪の文章では

ございますが、いわばデザインについての時代時代の

国としての公式見解ということになります。従いまし

て、これを公表するということは、デザインとは何で

あるか、どのように捉えるべきかについて、デザイン

界に対して、関係の産業界や教育界に対して、ある種

のテキストを提供していたというようにお考えいただ

ければよろしいかと思います。 

 それで、基本的にどういうスタンスで行われていた

かということです。そもそもデザイン政策は、戦後日

本のデザイン政策は、輸出振興から出発していますの

で、いわゆるモノのデザインのみが施策事業の対象で

あったわけです。それも生活雑貨や精密機器など小型

のモノ、工業製品のデザインが中心であったと言うこ

とができます。これについては、今から考えると不思

議だなという感じがするかと思います。それともう一

つは、輸出向けの商品開発のデザインが中心になりま

すので、これは基本的に私的な（プライベートセクタ

ーの）活動でございます。そこに公的な立場にある国

であり行政が関与できるのは、自ずと一定の範囲に限

られることになります。具体的には、まずはその啓蒙

的な部分、国民各層のデザインへの理解を促進する活

動、それからデザインのインフラを整備すること、振

興機関の設置や法制度の整備、国の推進する様々な政

策、中小企業施策や国際交流施策などと関連づけを行

うことです。ごく簡単に言えば、「デザインは頑張

れ、国も応援していくよ」というようなメッセージを

ずっと投げ続けたというふうに思われます。 

 ６回にわたって答申がなされております。すぐ実施

すべきと言われた内容がどういうふうに推移していっ

たかということをご紹介しておきたいと思います。

1958 年が一番最初の答申でございますが、まずデザ

インを振興する組織をつくりなさいということで、答

申を受けて JETRO にジャパン・デザイン・ハウスがで

きました。次の 1961 年の答申では、どうもそれでは

あまりうまくいかないのではという議論もあったよう

で、新たに総合的なデザイン振興の専門機関をつくり

なさいという答申がなされます。そこで 1969 年に財

団法人日本産業デザイン振興会が設立されるという経

緯になります。 

 以下 1971 年の答申では、デザインイヤーという運

動を展開して国民各層に呼び掛けていきましょうとい

うことです。そして次は 1979 年、国際交流を課題と

したデザインの専門機関をつくるべき、1988 年答申

では、もう一度国民各層にデザインの運動を広げてい

きましょう。そして、最後の答申となりました 1993

年答申では、デザインの人材育成、デザイナーの育成

と、もう一つはアジア太平洋地域に焦点をあてた国際

交流をしっかり取り組みましょうということでした。 

 

●輸出振興から生活者視点への軌跡 

 さて、ここからが本論でございますが、行政を司る
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 ところが、10 年を経ずして、国も企業も地方も、

ある意味みんなで頑張ったからということになります

が、この重要課題はおおむねクリアしてしまいまし

た。そうしますと、行政がデザインに携わる理由とい

うものを、新たに探さなければならなくなりました。

そこで、1971 年に出されました答申「1970 年代のデ

ザイン政策のあり方」では、高度経済成長、所得倍増

を経た内需の拡大を背景に新しい視点を登場させてい

くこととなりました。 

 ちょっと読みますと、すごく面白いことが書いてあ

ります。「人間がより人間らしく生活していく視座を

確保する意図に基づく」ものがデザインだから、生活

と産業の質的向上を同時的に達成するために、デザイ

ン振興に取り組む必要がある、こういうような論法を

組み立ててまいります。簡単に言えば、生活と産業を

同時に向上させることができる、だからデザインに

は、いわゆる産業政策を超える一つの可能性がある、

だから行政がかかわる価値があるのだと。そのように

デザイン政策の必要性の一つの根拠をつくっていきま

す。この考え方は、このあとの答申でもずっと継承さ

れていきます。 

 1970 年代以降に出されました 4 つの答申をもう一

度読みますと、「（様々に展開されるデザイン活動は）

いずれも人間と『もの』との多様なかかわり合いの中

で人間が『より人間らしく』生活していく視座を確保

する意図にもとづくもの」、こういうようなことを言

っています。ある種の人間中心主義に立脚した、それ

から生活の質的向上、そして産業の知識集約化等とい

うような考え方を、1971 年の段階で提示しているわ

けで、これはかなり画期的なことではなかったかと思

います。 

 次の答申でございますが、1979 年、大体答申は 10

年ごとに出されており、次の 10 年はどんなふうにな

るのだろう、どうすべきだろうということを展望して

いきます。ちょっと読みますと、「今後当分続くであ

ろう『デザイン』の重要性は国民生活の質そのもの、

ひいてはわが国産業のあり方、社会のあり方に直接係

るものであり、その重要性は質量ともに格段に高まり

があるというべきであろう」、こういうような言い方

です。いわゆる生活の振興ということから、そこが敷

衍されて、産業に跳ね返ってくるのだということをす

ごく重視していくというふうになります。 

 そして 1988 年の答申、これは 1990 年代を直前にし

た答申でございます。ちょっと読みますと、「デザイ

ンは、物的、技術的価値を人間生活上の価値に変換す

る役割を担っており、デザインされた『もの』は、需

要者と供給者のコミュニケーションの結晶である。そ

れが社会に普及し、『様式』として伝承されていくと

き、我が国固有の『生活文化』として昇華していくも

のである。歴史の中で評価される『デザイン』創作活

動の厚みと、そして、これを尊重する『社会的基盤』

こそが、我が国の『文化的アイデンティティ』発展の

ために必要となっている」という記述が見られます。

これが産業政策として書かれたとはあまり思えず、こ

れは完全に文化政策ですねというような感じもしま

す。かなり文化よりにシフトしながら、産業政策を論

じてきたというところに大きな特徴があるのではない

かと思います。 

 そして、結果的に最後の答申となってしまいました

が、1993 年の答申では、デザインの概念に関する記

述は「デザインは、人間の『こころ』の問題、人間の

感性や文化といった高次の精神活動と分かちがたく結

び付いていることから、生活者の希求するところを適

切に具現化することが期待できる活動と考えられる。

換言すれば、デザインは、経済と文化を高次元で統合

し、具体化する役割を果たすことが可能な活動といえ

よう」と結ばれています。ずいぶん発展をしたと思い

ます。簡単に言えば、産業を強化するときに生活は要

るよねということです。それからもう一つ、人間とい

う問題が出てきて、そして最後の答申では、かなりデ

ィマンドサイド、文化というところから新しい社会が

構築されていくということを論じているのだろうと思

います。 

 これまでの答申の流れを簡単に図式的に説明しよう

とするならば、1970 年代は産業がまだまだ優先の時

代で、国民は消費者の位置づけです。1980 年代は市

場が豊かになってきますが、ここでは産業と消費者が

共に手を携えてというような捉え方になると思いま

す。そして 1990 年代になって、「生活者」という言葉

が答申の中に初めて登場していきます。そういう用語

法の転換を通じて、いわゆるディマンドサイドからの

デザインの文脈というものを予測しているのではない

かと考えられます。 

 

 

［図 4］審議会答申における消費者・生活者 

 

 さて、こうした読み方をしていきますと、日本のデ

ザイン政策において一貫して述べられてきたことは、

先ほども触れましたが、デザインは経済と文化を高次 

87



 
 

8 
 

に統合し実体化を果たしていく、そういうような視点

でございます。1970 年代以降、もう 50 年ぐらい前に

なるわけですが、デザイン奨励審議会が変わらずに追

求してきたデザイン振興政策の根幹は、そのあたりに

あると思います。 

 ちょっと考えると、これはモダンデザインのテーゼ

に近いということが、ご理解いただけるのではないか

と思います。このような考え方を産業政策として展開

してきたところに、日本のデザイン政策の特徴的なと

ころがあるのではないかと考えています。まだ比較研

究まではなかなか至っておりませんが、諸外国のデザ

イン政策と比較しても、そのあたりは極めてユニーク

なものではないかと思ってはいます。 

 答申が示す生活視点の軌跡というのは、日本人の生

活意識、社会の成熟過程の一歩先を忠実にトレースし

ているように思います。日本のデザインの特徴という

のは、何よりも生活者、使用者の側から考える、人間

性の視点から物事のありようを描いていくというとこ

ろにあると思いますが、審議会答申という政策の根幹

をなす文書が、生活と生活者を常に念頭において記述

されてきたことも、「人に優しい」とよく言われます

が、そうしたものを追求していく日本デザインの形成

に寄与してきたように思われます。 

 以上、デザイン政策の六つの答申を読ませていただ

きまして、そこからポイントというか、政策の立脚点

を抽出して報告させていただきました。ありがとうご

ざいます。 

 

 

第二部 公開インタビュー 

「90 年代のデザイン政策と振興を聞く」 

 

青木 それでは、第二部を開始させていただきたいと

思います。 

 黒田さんからも紹介がありましたように、デザイン

振興政策アーカイブでは、デザインの行政や振興にか

かわる文献資料を整理して公開してまいります。ただ

し、文献資料だけでは靴の上から足をかくような状態

で、なかなか実態には迫れないもどかしさも無しとは

言えません。そのようなことも勘案して、実際にデザ

インから行政や振興活動に携われた方へのインタビュ

ーを試み、文書化されてこなかった情報も記述して、

ウェブを通じて公開していくようなこともやっていけ

たらと考えております。 

 そこで本日は、1990 年代の政策と振興についてお

聞きすべく、お二人の方においでいただきました。ご

紹介したいと思います。まず、藤本清春さんです。藤

本さんは、GK デザインで企画や振興活動を長年にわ

たり携わってこられ、現在は道具学会の会長を務めら

れています。本日は、1989 年のデザインイヤーの中 
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に統合し実体化を果たしていく、そういうような視点
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核的事業ともいえる、名古屋で開催された世界デザイ
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［写真 3］藤本清春／公開インタビュー 
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節目の年でもありました。 

 そういう新しい時代を迎えようとする胎動の中で、

1983 年に名古屋市では何が起こったかといいます

と、1988 年夏季のオリンピック招致に失敗したこと

です。絶望のどん底にあった名古屋市では、どうして

も華やかな国際イベントを招致したいという話になっ

て、これは長い話で２日ぐらいかかりますから、ちょ

っとかいつまみますと、中日新聞の記者の方から榮久

庵憲司に、ICSID 会議を名古屋市制百周年を飾る国際

イベントにしたいというふうな相談がありました。そ

して、1983 年から数えると６年かけて実現すること

になりました。 

 世界デザイン会議 ICSID’89 名古屋については、

1985 年ワシントン D.C.での ICSID 総会で可決され実

現の途につくわけです。そのときのワシントン D.C.

では、デザイン会議に併せて大きなデザイン展覧会を

同時に成功させておりました。それを見て、名古屋で

も会議に併せて大きなデザインの展覧会をやったらど

うかと話が進み、それが 1989 年に名古屋市内 3 会場

で開催された世界デザイン博覧会の企画に発展したよ

うな経緯がございました。 

 そういうことならばと、当時の通産省が名古屋の大

型デザインイベントをきっかけに、日本国中にデザイ

ンを知らしめて、日本のデザインを世界につないでい

こうと、２回目のデザインイヤーの発案につながった

わけです。それでこの三つが結びつくわけです。世界

デザイン会議の誘致から始まって、これは前後一週間

くらいの会期で参加者 3 千人の事業でしたが、そこか

ら会期 4 ヶ月の世界デザイン博覧会に広がって、さら

にそれらの後ろ盾として国のデザインイヤーという大

きな土俵が設えられることになったわけです。名古屋

市の立場からは、デザイン運動としての相乗効果を期

待いたしました。かつて 1973 年にやったように、全

国的なデザインイヤーをバックボーンにして、京都で

世界デザイン会議が開催されたことに倣ったと言って

いいと思います。 

 

黒田 そうすると、1989 年のデザインイヤーという

のは、名古屋での世界デザイン会議に端を発してでき

たようなものですね。 

 

藤本 そうですね、1973 年と同じような構図でやっ

ていますから、眠っていた子が起きたようなものです

ね。ただ 1973 年にデザインイヤーはやっているわけ

ですが、年末にかけて世界的な石油危機に見舞われ

て、結果的にその１年でデザインのムーブメントは途

切れてしまいました。それが 10 年余を経て名古屋か

ら再び芽吹いてきた、そんなふうに考えています。 

黒田 名古屋発のデザインの動きを受け止めて全国区

のデザインイヤーを動かしていったのは、たぶん青木

さんのいらした日本産業デザイン振興会の方だったと

思います。青木さん、名古屋発でデザインイヤーにつ

ながったというような見方はいかがでしょうか。 

 

青木 基本的には今おっしゃられた通りとおりだと思

います。名古屋が完全に仕込んであったものを、デザ

インムーブメントの苗木として、全国規模で展開して

いこうというと流れです。ただ、そこには複雑な事情

もございまして、やっぱり国のスタンスとしては、な

るべく名古屋は目立たないようにという、不思議な配

慮があったように思います。名古屋市の一点集中では

なく、全国区でやっていきたいということと、これは

1988 年の審議会答申「1990 年代のデザイン政策」と

も関係しますが、デザインシティ構想みたいなものが

ありました。名古屋市が一番指定であってもいいので

すが、それで終わったらまずいよねというような議論

があり、それもあって全国規模に広げていこうと進ん

でいったと思います。 

 

 

［写真 4］青木史郎／公開インタビュー 

 

藤本 今、青木さんからのご指摘のように、1973 年

のデザインイヤーから 10 年余が流れ、国情も違って

きているし、国際的な関係も違ってきています。デザ

イン自身の認識や熟度も、消費者の生活意識や行動

も、みんな違っています。そういう意味で、1973 年

のデザインイヤーではかなり京都中心的だったように

も思いますが、1989 年では時代背景に即した意義が

求められたということなんだと解釈しています。 

 

●名古屋のポテンシャルとアイデンティティ 

黒田 ありがとうございます。私も当時、デザイン振

興に携わる中で、多くの方から「名古屋でデザイ

ン？」、失礼かもしれませんが、そういった声はあち

こちで聞かれたような気がします。それまでの名古屋
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というと、都市の風景は真っ白で、製造業は盛んです

が、デザインというのはどうも似合わないと。しかし

ながら、そういう名古屋がデザインをテーマに、国際

会議、博覧会、様々な事業をやって、市制百周年を走

り抜けてきたわけです。名古屋とデザインはうまく結

び付いたと言えるのでしょうか。 

 

藤本 名古屋には光と影がありまして、悪魔と天使が

同居していました。東海道新幹線が開通して、こだま

とひかりしかなかった時代には、名古屋には立派な存

在感がありました。ただ、いつの日かのぞみができた

ときには、冗談半分ですが名古屋は通過してしまうだ

ろうと囁かれていたわけです。それが名古屋の影の部

分です。一方で光の部分というのは、名古屋は中京工

業地帯の中心都市であり、近代以降、技術集積の非常

に高いところでした。古い時代からものづくりの魂が

あった地域です。 
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を持ち得なかったということかもしれません。これか
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４．９０年代のデザイン政策の変遷 

 

黒田 それでは、次に宮崎さんに質問の矢を放ちま
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す。この画面は、1990 年前後から 2000 年ぐらいまで

のデザイン政策関連の動きを表にしたものです。一番

左の欄は通産省のデザイン所管部署の変化、二番目の

欄は国関係の主な動きです。1988 年に第５次の審議

会答申があって、翌年がデザインイヤーに指定されま

した。その次に通産省が「ゆとりと豊かさ」と題した

産業ビジョンを出されて、1993 年に第６次の審議会

答申。これは結果的に最後の答申になりましたが、こ

れをもって振興会の中には人材育成に関するセンター

が、大阪の国際デザイン交流協会ではアジア太平洋デ

ザイン交流に関するセンターが設置されました。その

後に貿易局検査デザイン行政室で続いてきたデザイン

行政の元締めが、産業政策局デザイン行政室、デザイ

ン政策室、生活産業局に移っていきました。そして

1997 年には輸出品デザイン法が廃止、翌 1998 年には

デザインの審議会が廃止、グッドデザイン賞の民営化

と変化が続きます。国におけるデザイン政策のスタン

スがずいぶん動いてきたなと思います。（→［図 5］） 

 

●生活者の登場とデザイン行政のパラダイムシフト 

黒田 その時期に宮崎さんは、たしか 1991 年から 93

年だったと思いますが検査デザイン行政室長をされて

いて、その３年後ぐらいでしょうか今後は産業政策局

サービス産業課長に就かれましたが、今度はその下に

デザイン政策室が置かれており、デザイン政策の当事

者・責任者としても活動されてきました。その辺りに

関して、資料では見えないこともお話しいただけたら

と思います。 

 まずはじめに、先ほど青木さんから話がありました

が、最後のデザイン審議会答申で「生活者」というも

のが重視されてきております。従前では輸出振興なり

産業振興が中心だったわけですが、パラダイムシフト

という言葉にもあるようにかなり転換されてきたよう

に思います。そのように大きくデザイン政策の考え方

が変化してきた経緯と背景に関して、少しお話しいた

だけたらと思います。 

 

宮崎 宮崎修二と申します。まずもって、デザイン振

興政策アーカイブでは、大変過分のお言葉をいただき

まして、デザイン政策に携わった者として、私はけっ

こう感動してしまいました。政策というものが作られ

ていく過程とかはあまり見えないと思うものですか

ら、結果として出てきた答申の資料とか、そういうも

のがアーカイブに残っていき、それを皆さんがいろい

ろと見て考える、研究されるということは大変重要な

ことだと思っています。今回のこのアーカイブは非常

に重要で素晴らしいお仕事だと思っています。まずそ

れに対してデザイン政策当事者だった者として御礼を

申し上げなければいけないと思っています。 

 

 

［写真 5］宮崎修二／公開インタビュー 

 

 さて、今ご指摘いただいた、「生活者」という話で

すが、これについては今でも思い出すことがございま

す。ある上司と話をしまして、「生活者とは何か？消

費者ではないのか？」と言われて、私は「消費者にと

どまらないトータルな存在として捉えた言葉です」と

答え、答申の中で明らかにした定義を申し上げたんで

すが、即座には納得してもらえませんでした。その当

時、「生活者」という言葉は、通産省内でも一部では

使われていましたが、政府の審議会答申のような公式

文書の中に「生活者」という言葉が入るというのは、

全く前代未聞のことでした。ですから、霞ヶ関では私

たちが先陣を切ったと自負していますが、当時はそう

いう状況にあったので、「何だこれは」というのが、

通産省内の一般的反応だったと思います。 

 今、このアーカイブで当時の答申の内容も見られま

すので、ぜひ皆さんにも熟読していただけるとありが

たいのですが、「生活者」というのは、あるときは消

費者、あるときは生活を楽しむ存在、そしてあるとき

は自己実現を図っていく主体であるなど、広く捉えた

ものと定義しております。そして、生活者の活動する

いろいろな場面でデザインは様々に大きな役割を果た

すのではないか、こういう仮説をたてて「生活者」と

いう用語を使っていた経緯があります。 

 では、背景としてどんなことがあったのかという

と、短くかいつまんで申し上げますと、ちょうどバブ

ル崩壊後で、「もの」が売れない時代でした。それ

は、景気が悪いから売れないというだけでなくて、そ

れまでに日本の産業界は非常に立派な、そして安くて

素晴らしい商品をどんどんつくられたものですから、

当時はベーシックなニーズが充足され、もう買うもの

がない、そういう人々の気持ちがあって、それで「も

の」が売れない、そんな状況になったと思ったわけで

す。 
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 一方、グローバリゼーションという言葉がちょうど

1990 年代のはじめ頃に出始めまして、ご存じの方も

いらっしゃると思いますが、1991 年から３年連続で G

マークの大賞が外国製品となったのです。特に 1991

年にはバング＆オルフセンのモジュラー型ステレオが

選ばれたことははっきりと覚えています。それまでの

オーディオ製品というのは前面にメーター、つまみ、

スイッチだのがいっぱい並んでいて、背面には接続端

子が並んでいて、これがオーディオマニアにはこたえ

られない、そういう感覚が日本人にはあったと思いま

す。それに対してつまみも何もなくて、ただボタンを

押すとパカッと開いて、CD を入れれば演奏するとい

う、それだけのものなんです。おそらく当時の日本の

家電メーカーにとっては、パラダイムシフトだったと

思います。しかも、値段はけっこう高いんですね。日

本の製品は非常に品質がよくてもどんどん安くなって

いきます。ところが欧米の製品はそうではありませ

ん。iPod なんかもそうですが、最初は機構もインタ

ーフェースもすごく単純なものだなと思ったのです

が、それが非常に売れてきたというのは、人々が単純

な消費者ではなくて、それらの機器を使って生活を十

分エンジョイする、「もの」より「こと」というんで

すか、それを志向する、こういう特性が消費者に備わ

った「生活者」の登場が背景にあったのだと申し上げ

ておきたいと思います。 

 

黒田 ありがとうございます。二つ目の質問ですが、

先ほど紹介した中で、1990 年代を通して、貿易局に

あった検査デザイン行政室が、産業政策局に移動し

て、また２年後には今度は生活産業局に行って、さら

に製造産業局に移っています。見方によっては少しさ

まよっていたのか、かなりめまぐるしいという、ちょ

っとまれな例ではないかなと思います。 

 それから、並行してデザインに関する法が廃止され

て、審議会が廃止されて、国がちょっと引いているの

か、あるいは国が一つ役割を終えたから一歩引いて違

ったスタンスで臨もうとしているのか、その辺の背景

に関して解説いただけたらと思います。 

 

宮崎 いわゆる玄人話になるかもしれませんが、実は

省庁の役所の組織を変えるということはすごく大変な

んです。例えばある課をある局から違う局に移す場合

には、電話帳くらいの資料を作って、監督官庁に説明

をして、それでやっと認めていただけることになりま

す。国の役所は実は機構定員管理という非常にきっち

りとしたシステムで動かされているものですから、予

算統制の観点から当然のことはありますが、そう簡単

には動かせません。そうすると、勢い、時世が変わろ

うと組織はそのままで、仕事の中身を変えていくとい

う手法をとりがちです。それで、デザイン行政部局の

出発点だった輸出振興に関連する貿易局に置かれたま

まになっていたという面もあったと思うんです。 

 では、なぜ貿易局から産業政策局に移ったかという

と、まさに先ほどの青木さんの説明にもありましたよ

うに、輸出振興からスタートをしたデザイン行政が一

つの目標を達成したと考えたからです。もっと広い観

点の産業政策の中に位置づけた方がよいのではない

か、生活者に関するいろいろな政策分野に展開しやす

い位置が適しているのではないかといった議論があっ

て、いろいろと組織を変えてきました。一種のトライ

アンドエラーみたいなものだったとお考えいただけれ

ばというのが一つあります。最初の産業政策局という

のは、通産省のいろいろな局に横断する政策を司る局

ですので、そうなったと思います。 

 その後、今度は生活産業局というところに移りまし

た。生活産業局というのは一体何をするところかとい

うと、もともとは繊維とか雑貨とか住宅とか、そうい

う生活周辺の製品分野がメインな局でございました

が、少し「生活者」を切り口とした政策分野を集約す

る方向にしていってはどうかということになって、デ

ザイン政策も生活産業局に移すということになったわ

けです。それから、2000 年から 2001 年にかけて、省

庁大変革があったものですから、その中で 2001 年か

らは商務流通グループというところにデザイン政策は

移り、現在に至ります。産業政策局以降の変遷は、行

政組織管理上のテクニカルな部分もあったということ

も申し上げておきたいと思います。 

 また、私どもが携わってきた審議会答申に関して言

いますと、「審議会行政」あるいは「ビジョン行政」

と言われていますが、世の中はこうなります、こうい

うことが重要になります、これからこうした方がいい

ですということを、見せてあげるというか、これが行

政の大きな仕事になっていました。90 年代に入る頃

からは、世の中を実際に動かしていくのは事業者であ

ったり、あるいは生活者であったりするわけで、行政

はそうした活動のお手伝いや環境整備に軸足を移すと

いうスタンスに変わりました。そういう変化の中で国

が一歩引いたように見えるかもしれませんが、実際に

合わせて仕事のやり方を反映したものとお考えいただ

ければなと思います。 

 

●幻のデザイン庁構想 

黒田 今のお話を聞いて思い出したことがあります。

たぶんデザイン行政室が産業政策局に行った辺りの時
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いな話題があったのでないかなと思うんです。栄久庵

憲司先生が雑誌『Voice』（PHP 研究所）の 1995 年 3

月号に「デザイン庁創設のすすめ」を寄稿されていま

す。たぶん宮崎さんも関係していた時期があったと思

うし、藤本さんもそういった構想づくりに無縁ではな

かったと聞いております。そういった話は、どんなと

ころから出てきて、結果的にできてないわけですが、

何か反映されてきたようなものがあったのか、ちょっ

とお話しいただけたらと思います。 

 

宮崎 デザイン庁といえば、皆様もご存知のように、

栄久庵先生のお話になります。栄久庵先生には、1987

年から 89 年のデザインイヤーの年まで、私が石川県

に出向していたときからずっと大変お世話になりまし

て、デザインについていろいろなことを教えていただ

きました。私のデザインに関する知識も作法も、基礎

部分は金沢で栄久庵先生につくっていただいたなと思

っています。栄久庵先生にはそれからもずっと、私が

通産省検査デザイン行政室長のときも、あるいはサー

ビス産業課長のときも、いろいろと相談させていただ

きました。 

 そこで、デザイン庁の話はどうかということです

が、あとで藤本さんからもご説明いただけるかと思い

ますが、私ども通産省の立場としては、一般論にはな

りますが、デザイン庁のような一つの行政機関をつく

るということに関しては、国の省庁が置かれていた当

時の時代感覚からは、なかなか難しいという議論はご

ざいました。 

 一体デザイン庁で何をやるんだという議論になった

ときに、例えば、いろいろなデザイン、優れたデザイ

ン活動を慫慂（しょうよう）する、あるいは奨励す

る、そういう分野はあると思います。ただ、G マーク

をずっとやってきて、これがいわば自立的に拡大して

いる状況がある中で、行政主導でやる意味というのは

何なのか、率直に言って疑問もございました。 

 先ほど来の話、輸出振興というパラダイムの時代に

は、まさに行政が主導して行う通商政策の面、あるい

は後に続く産業政策という面もあったかもしれませ

ん。例えば、先ほど輸出振興という観点の中で、デザ

イン関連の法律が廃止されたという話がありました

が、これは模倣防止を管理する法律なんですね。日本

の産業界は、デザインに関して、人のものを模倣する

という時代はもう過ぎておりましたので、もう用済み

だろうということで廃止したものだったと記憶してお

ります。ある意味、デザイン政策がうまく機能した結

果ともいえるかもしれません。行政が主導してやって

いく、そういう行政スタイルはデザインに関してはそ

ろそろ変わっていくのではないかと思っていたわけで

す。まさにパラダイムシフトではないかという感じも

ありました。 

 

黒田 デザイン庁に関しましては、その構想づくり、

発案の中で、多分藤本さんも無縁ではなかったと思い

ますので、思い出すところをお聞かせいただけたらと

思うのですが。 

 

 

［写真 6］黒田宏治／公開インタビュー 

 

藤本 デザイン庁構想というのは、私が GK デザイン

という会社へ入る前からあったかもしれません。デザ

イン庁という考え方は、栄久庵憲司の一つのメタファ

ーです。一つの大きなたとえ話といったらいいのかも

しれません。実際に、彼がずっと生きてきた中で、

1971 年に環境庁ができたわけですよ。「環境庁ができ

てデザイン庁ができないわけがないだろう。藤本く

ん、君は長官になるんだ。それで、頑張りなさい」な

んていうことを真面目に言う会社でしたから。 

 栄久庵がたまたま僧侶でしたので、デザインの総合

性をめぐっては、いろいろな語り草もありました。デ

ザインには研究が必要である、ならば研究機関が要る

だろう。デザインの学校も既存の大学とかではなく

て、もっと自由な塾のようなものが必要だろう。それ

からデザインの美術館というのはなかなかない。モダ

ンアートのおまけみたいのがちょっとあるだけでは足

りないだろう。あらゆることに対してデザインが関係

するわけで、その時代のもの文化の中で、その時を生

きている人々の大きな思いというのを、国の機関がし

っかりまとめてくれるのが必要だということの、もの

のたとえとしてのデザイン庁ということだったと思い

ます。 

 つまり、彼がずっと構想を思い描いているとき、突

然環境庁ができたことは衝撃であり、デザイン庁の可

能性を探るキッカケになったと思います。それから、

ずうっと文化庁はあったにもかかわらず、文化庁は全

くデザインに目を向けない。骨董品みたいなものとい
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うか、長い伝統と歴史のあるものごとしか見ていない

という不満もあったと思います。デザインの総合的な

行政を、国の省庁のレベルでやってほしい。それは外

郭団体では無理で、本省庁の中にあってほしい。民間

のデザイナーだけが、あるいはデザインをつくる人た

ちだけが、一生懸命頑張っているだけでは不十分で、

それを使う人とか、行政に携わる人も含めて、いろい

ろな人たちがデザインにかかわってくるわけで、そう

いうのをまとめてくれる機関がほしい。その象徴とし

て国には所轄する大臣がいたり、長官が居る、そのく

らい国は覚悟しなければいけないのだということを、

彼は言おうとしたわけで、そこに彼のデザイン庁構想

というものがあったと思います。 

 

黒田 今、外郭団体という言葉がありましたが、外郭

団体にいらした青木さんに、当時を振り返りながら発

言いただけたらと思います。 

 

青木 デザイン庁については、「またわがまま言って

るんだよね」というのと、「そういう乱暴を言って人

を脅かすのはよしなさいよ」というような感じで僕は

見ていました。それは簡単に言えば、宮崎さんが婉曲

におっしゃったように、行政がデザインを主導する時

代ではないということです。G マークももはや民間で

というような話だし、一番最初にちょっと申し上げさ

せていただきましたが、デザイン自体が社会性を帯び

てくると、デザイン振興はわざわざやらなくてもいい

わけです。逆に、デザイン行政というものが、基本的

には要らなくなるのかもしれません。要らなくなるの

が基本なんだろうなというふうにも考えられると思い

ます。 

 

●Ｇマーク民営化の意味と経緯 

黒田 もう行政が引っ張る時代ではないのかもしれま

せん。1990 年代は JR も NTT も民営化した後だったと

思いますが、民営化の流れの中でデザイン分野では G

マークが民営化されたのもこの頃だったと思います。

青木さんはまさにその最中にいらしたと思いますが、

どんな感じだったのでしょうか。 

 

青木 民営化につきましては捨てられたという感じを

当時は持っていました。これは、北海道庁へたまたま

行ったときに、お互い捨てられた同士だからさ、とい

う不思議な話がありました。中央から捨てられたとい

うような感覚を北海道庁の方は持っておられましたの

で、それと一緒なのかなあと僕は思いました。 

 ただ当時は、民営化は二重丸なんですね。民営化に

なって大変だと言われましたが、一方で民営化はよか

ったじゃないか、みんなで応援をしてあげようという

ことで、グッドデザイン賞は復活していくんですね。

あのまま民営化せずに放っておいたら、たぶん残らな

かったかもしれないと思います。 

 民営化ではないですが、息を吹き返したと言えば、

ユネスコのデザイン都市の話も似たような文脈で捉え

られるかもしれません。クリエイティブシティ、ユネ

スコにユネスコ創造都市ネットワークという括りがあ

りまして、その中でデザインというものが見直されて

います。非常にワールドワイドな話として、2004 年

にデザインを大切にするデザインシティを指定すると

いう制度がユネスコに登場いたしました。 

 これに名古屋市が手を上げて 2008 年に指定をいた

だきました。名古屋市だけではインパクトも少ないだ

ろうというので、神戸市にもお願いをして、神戸市も

同じく 2008 年に指定、それから国内では３番目とい

うことで、ごく最近ですが旭川市が選定されたそうで

す。この場合はデザイン行政の調整をしていく主体が

市という単位で明確になっているのではないかと思い

ます。やはり国の政策としてやるにはちょっと大きす

ぎるのだろう。小さなサイズだとデザインは生きるな

あというのがなんか実感でございます。 

 

黒田 民営化に関連して、補足することがありました

ら、宮崎さん発言をお願いします。 

 

宮崎 昔は、通産省というか、国が運営をするグッド

デザイン賞という、確かにそういう形になっていまし

た。では、私が室長をしていた当時、実際に国は何を

していたのかといいますと、ほとんど涙金と言ったら

失礼ですが、ご挨拶代ぐらいの運営補助金を出してい

ただけです。本当にご挨拶代です。それはなぜかとい

うと、国がグッドデザイン賞の、ある意味では後ろに

立っていますよということをお示しできればいいわけ

で、基本的には振興会が G マーク制度を運営していく

というのが一番重要なことだと思っていましたから。 

 ただ、そうは言っても、民営化になりましたと言っ

たとたんに、けっこうショックを受けた人はいたかも

しれません。いま青木さんから当時を振り返りそのよ

うな発言がありましたが。実態としては、かなり昔か

ら、グッドデザイン賞というのは日本産業デザイン振

興会の主体的な事業として運営してこられたと、私ど

もは考えていたのですが。 

 それからもう一つ、さきほどは言いそびれました

が、貿易や産業にとどまらない社会的な課題に対して

どんどんデザインを活用していこうということで、G

マークの対象分野が広がっていったことです。一例で

すが、私がちょうど通産省の担当課に居たときに、
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1996 年だったと思いますが、工業生産住宅、ミサワ

ホームの「GENIUS 蔵のある家」がグッドデザイン大

賞に選ばれました。G マークの対象に住宅分野を入れ

た直後だったので、正直よかったなと思いました。住

宅というのはまさにトータルな産業であり、先ほど

「生活者」の議論がありましたが、生活を支える非常

に重要な産業ということで、この方面にも G マークが

踏み出していってくれたわけです。 

 先ほど来の議論をたとえ話で言うと、一段ロケット

は輸出振興です。二段ロケットは産業政策、そして三

段ロケットは、ロケットといいますか離脱した宇宙船

が自立航行のシステムになっていくわけで、政策の縛

りを脱して成熟をしてかつ自由に動けるという、そう

いう場面になってきたのではないかなと思っていま

す。通産省が見守っている中を、G マークもどんどん

拡大をし、発展をしているということは非常に良いこ

とだと思っています。後付けの理論になるかもしれま

せんが、われわれの、ある意味では狙いどおりといい

ますか、良い方向に行ってくれたなというふうに思い

ます。 

 

黒田 ありがとうございます。さて、今までの話も含

めながら、青木さん、最後に一言締めていただいて、

このトークを終了できたらなと思います。お願いいた

します。 

 

青木 藤本さん、宮崎さん、どうもありがとうござい

ました。本日はとても興味深いお話を伺うことができ

ました。ただ、名古屋の関係で付け加えさせていただ

くと、デザインの市民政策みたいなところが、十分に

動かなかったというところが、心残りであったと思い

ます。だけど、あの時代では無理だったかもしれない

なという感じもします。 

 それから、宮崎さんが中心となっておまとめになり

ました第 6 次の答申につきましても、最近、アーカイ

ブに収録して改めて読み直してみて、ここまで書いた

かという感銘を受けました。書かれた当時は読みが浅

かったというか、そこまでのインパクトは感じられな

かったと記憶しています。中身をじっくり読み込める

ようになったのは、大震災の後ではないかと思いま

す。ある意味で言えば、1990 年代に展開された、少

し早すぎた活動とでもいうのでしょうか、そのような

背景みたいなものを今日お伺いすることができたので

はないかと思います。 

 さて、デザイン振興政策アーカイブの活動というの

は、文献資料を収集・整理して公開していくというこ

とがまず最初でございますが、様々な文献資料を読み

直しながら、デザインについての視点論点を提供する

ことで研究を誘発するプラットフォーム的な役割を果

たしていきたいというふうに考えおります。こういう

次第でございますので、文献資料の収集には皆さまの

協力をぜひお願いしたいというふうに存じます。本日

はどうもありがとうございました。 

（文責：黒田宏治）2019.11.23/12.11/12.24 

 

 

 ［写真 7］公開インタビューのステージ風景（左から青木史郎、黒田宏治、藤本清春、宮崎修二） 
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宅というのはまさにトータルな産業であり、先ほど

「生活者」の議論がありましたが、生活を支える非常

に重要な産業ということで、この方面にも G マークが

踏み出していってくれたわけです。 

 先ほど来の議論をたとえ話で言うと、一段ロケット

は輸出振興です。二段ロケットは産業政策、そして三

段ロケットは、ロケットといいますか離脱した宇宙船

が自立航行のシステムになっていくわけで、政策の縛

りを脱して成熟をしてかつ自由に動けるという、そう

いう場面になってきたのではないかなと思っていま

す。通産省が見守っている中を、G マークもどんどん

拡大をし、発展をしているということは非常に良いこ

とだと思っています。後付けの理論になるかもしれま

せんが、われわれの、ある意味では狙いどおりといい

ますか、良い方向に行ってくれたなというふうに思い

ます。 

 

黒田 ありがとうございます。さて、今までの話も含

めながら、青木さん、最後に一言締めていただいて、

このトークを終了できたらなと思います。お願いいた

します。 

 

青木 藤本さん、宮崎さん、どうもありがとうござい

ました。本日はとても興味深いお話を伺うことができ

ました。ただ、名古屋の関係で付け加えさせていただ

くと、デザインの市民政策みたいなところが、十分に

動かなかったというところが、心残りであったと思い

ます。だけど、あの時代では無理だったかもしれない

なという感じもします。 

 それから、宮崎さんが中心となっておまとめになり

ました第 6 次の答申につきましても、最近、アーカイ

ブに収録して改めて読み直してみて、ここまで書いた

かという感銘を受けました。書かれた当時は読みが浅

かったというか、そこまでのインパクトは感じられな

かったと記憶しています。中身をじっくり読み込める

ようになったのは、大震災の後ではないかと思いま

す。ある意味で言えば、1990 年代に展開された、少

し早すぎた活動とでもいうのでしょうか、そのような

背景みたいなものを今日お伺いすることができたので

はないかと思います。 

 さて、デザイン振興政策アーカイブの活動というの

は、文献資料を収集・整理して公開していくというこ

とがまず最初でございますが、様々な文献資料を読み

直しながら、デザインについての視点論点を提供する

ことで研究を誘発するプラットフォーム的な役割を果

たしていきたいというふうに考えおります。こういう

次第でございますので、文献資料の収集には皆さまの

協力をぜひお願いしたいというふうに存じます。本日

はどうもありがとうございました。 

（文責：黒田宏治）2019.11.23/12.11/12.24 
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■デザイン政策海外情報 

[資料]韓国･産業デザイン関係法 

 

 

 

 韓国は 50 年以上にわたり、デザイン行政と振興政

策を体系的組織的に進めてきました。その大きな特徴

は、通称「産業デザイン法」によってその活動が定め

られ、国の資金を投入して継続的に発展してきたこと

です。 

 この法律は、1977 年に制定され、以降 1991 年、1997

年、2019 年と３回にわたり大きな改定を続け、同国の

デザイン行政と振興活動に進むべき指針と法的根拠を

与えてきました。 

 「デザイン振興政策アーカイブ https://design-

archives.jp/」では、日本のデザイン行政と振興を対

比的に理解するうえでも重要となると考え、この法律

を日本語に翻訳紹介します。 

 尚、以下の翻訳にあたっては、この法律の概要を理

解することを目的としており、デザインに詳しい翻訳

家（朴柱妍）に依頼し、黒田と青木が語句を整理した

ものを提示します。法律の専門家による考証を経たも

のではありませんことをお断りしておきます。 

 

［目次］ 

１．デザイン・包装振興法（略称：産業デザイン法） 

 [施行 1977 年 12 月 31 日] 

 [法律 第 3070 号、1977 年 12 月 31 日制定] 

 

２．産業デザイン･包装振興法（略称：産業デザイン法） 

 [施行 1991 年 7 月 15 日] 

 [法律 第 4321 号、1991 年 1 月 14 日、全部改正] 

 

３．産業デザイン振興法（略称：産業デザイン法） 

 [施行 1997 年 1 月 1 日]  

 [法律 第 5214 号、1996 年 12 月 30 日、全部改正] 

 

４．産業デザイン振興法（略称：産業デザイン法） 

 [施行 2019 年 4 月 1 日]  

 [法律 第 16128 号、2018 年 12 月 31 日、一部改正] 

（以上 4 件、翻訳：朴柱妍）2021.04.28 

 

付．「韓国デザイン振興法」の紹介 

（文責：青木史郎）2021.08.12 
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１．デザイン・包装振興法（略称：産業デザイン法） 

 [施行 1977 年 12 月 31 日]  

 [法律 第 3070 号、1977 年 12 月 31 日制定） 

 産業通商資源部（エンジニアリングデザイン課）、 

 044-203-4556 

 

第 1 条（目的） この法律は「デザイン」と包装の研

究開発や振興のための事業や活動を支援、育成するこ

とで経済発展や輸出増大に貢献することを目的とする。 

 

第 2 条（定義）①この法律で「デザイン」というのは

人間の文化的な生活を享受する中で必要とするすべて

の道具の創造や改善行為を意味し、これには産業「デ

ザイン」、工芸「デザイン」、視覚「デザイン」、包装「デ

ザイン」などが含まれる。 

②この法律で「包装」というのは物品の輸送や保管に

おいてその物品の価値や状態を保護し、販売を促進す

るために、適合な材料または容器などで包む方法をい

う。 

 

第 3 条（施策）①韓国政府は「デザイン」包装の研究・

開発や振興に関する総合的な施策を構築しなければな

らない。 

②第 1 項の施策を審議するために、商工部長官の所属

下に「デザイン」包装振興委員会を設置する。 

③「デザイン」包装振興委員会の組織や運営について

必要な事項は大統領令で定める。 

 

第 4 条（韓国デザイン包装センター）①「デザイン 」

包装の研究・開発や振興のための事業や活動を支援す

るために韓国デザイン包装センター（以下、「センター」

という）を設立する。 

②センターは下記の各号の事業を展開する。 

1.「デザイン」と包装技術の研究・開発や普及 

2．「デザイン」包装に関する研修 

3．「デザイン」包装に関する専門書籍の普及を目的と

する出版や広報事業 

4．「デザイン」包装技術に関する展示事業 

5．韓国政府が承認するモデル事業 

6．その他「デザイン」包装の振興を目的とする事業や

韓国政府の委嘱事業 
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③センターは法人化して、この法律で規定した内容を

除いて、民法の中で財団法人に関する規定を準用する。 

 

第 5 条（基金の設置や運営）①センターの設置や運営

に必要な資金や第 3 条の施策を行うためにセンターに

「デザイン」包装振興基金（以下、「基金」という）を

置く。 

②基金の管理・運営について必要な事項は大統領令で

定める。 

 

第 6 条（基金の造成）基金は下記の各号の財源で造成

する。 

1.政府の出捐金 

2.センターが展開する事業で発生する純利益金 

3.その他の収入金 

 

第 7 条（手数料）センターは「デザイン」包装の展示

事業や包装試験業務、その他の事業を推進することに

おいて、商工部長官の承認を得て、手数料を受けられ

る。 

 

第 8 条（類似名称の使用禁止）この設立によって設立

されたセンターではない者は韓国デザイン包装センタ

ーまたはこれと類似した名称を使ってはならない。 

 

第 9 条（事業計画）センターは大統領令で定める内容

に従い、毎会計年度の事業計画を作成し、商工部長官

の承認を得なければならない。 

 

第 10 条（実績報告）センターは毎年上半期・下半期ご

とに事業計画の執行実績をその半期終了後 30 日以内

に商工部長官に報告しなければならない。 

 

第 11 条（報告・監督）商工部長官は監督上必要な場合

にはセンターに対して、その業務状況に関する報告書

の提出を命じたり、所属公務員によってその業務を監

査させることができる。 

 

第 12 条（罰則）第 8 条の規定を違反し、センターまた

はこれと類似した名称を使った者は 50 万ウォン以下

の罰金に処する。 

 

第 13 条（施行令）この法律の施行について必要な事項

は大統領令で定める。 

 

付則＜法律第 3070 号、1977 年 12 月 31 日＞ 

①（施行日）この法律は公布した日から施行する。 

②（経過措置）この法律の施行当時の財団法人韓国デ

ザイン包装センターはこの法律によって設立された法

人とする。ただし、この法の施行日から 3 か月以内に

この法律による定款改正手続きを踏まなければならな

い。 

（翻訳：朴柱妍） 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

２．産業デザイン･包装振興法（略称：産業デザイン法） 

 [施行 1991 年 7 月 15 日] 

 [法律 第 4321 号、1991 年 1 月 14 日、全部改正] 

 産業通商資源部（エンジニアリングデザイン課）、 

 044-203-4556 

 

第 1 条（目的）この法律は産業デザインや包装の研究

開発を促進し、その振興のための事業を支援すること

で、産業の競争力を強化し、貿易増大や国民経済の発

展に貢献することを目的とする。 

 

第 2 条（定義）この法律で使う用語の定義は下記の通

りである。 

1.「産業デザイン」というのは製品などの美・機能や

経済的な価値を最適化することで、生産者や消費者の

物質的・心理的な欲求を満たすための創作や改善行為

を意味し、製品デザイン・環境デザイン・視覚デザイ

ンなどが含まれる。 

2．「包装」というのは流通過程で物品を安全に保護し、

取り扱いを便利にして、販売を促進できるようにする

技法や技術を意味し、そのための材料や容器の開発、

標準化、自動化などが含まれる。 

 

第 3 条（総合振興計画の構築など）①商工部長官は産

業デザインや包装の研究開発や振興のための総合的な

計画（以下、「総合振興計画」という）を構築し、これ

を公告しなければならない。総合振興計画を変更した

場合も同様である。 

②総合振興計画には産業デザインや包装に関する下記

の各号の事項が含まれなければならない。 

1.基本政策方向 

2.研究開発の目標・対象や実施方法に関する事項 

3.研究開発結果の製品化など、活用に関する事項 

4.研究開発や振興に必要な資金支援に関する事項 

5.専門人材養成に関する事項 

6.その他研究開発や振興のために必要な事項 

③総合振興計画は産業デザイン振興計画と包装振興計

画に分離して構築することができる。 

④商工部長官は総合振興計画を構築したり、変更した

い場合には第 5 条の規定による産業デザイン・包装振
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③センターは法人化して、この法律で規定した内容を

除いて、民法の中で財団法人に関する規定を準用する。 

 

第 5 条（基金の設置や運営）①センターの設置や運営

に必要な資金や第 3 条の施策を行うためにセンターに

「デザイン」包装振興基金（以下、「基金」という）を

置く。 

②基金の管理・運営について必要な事項は大統領令で

定める。 

 

第 6 条（基金の造成）基金は下記の各号の財源で造成

する。 

1.政府の出捐金 

2.センターが展開する事業で発生する純利益金 

3.その他の収入金 

 

第 7 条（手数料）センターは「デザイン」包装の展示

事業や包装試験業務、その他の事業を推進することに

おいて、商工部長官の承認を得て、手数料を受けられ

る。 

 

第 8 条（類似名称の使用禁止）この設立によって設立

されたセンターではない者は韓国デザイン包装センタ

ーまたはこれと類似した名称を使ってはならない。 

 

第 9 条（事業計画）センターは大統領令で定める内容

に従い、毎会計年度の事業計画を作成し、商工部長官

の承認を得なければならない。 

 

第 10 条（実績報告）センターは毎年上半期・下半期ご

とに事業計画の執行実績をその半期終了後 30 日以内

に商工部長官に報告しなければならない。 

 

第 11 条（報告・監督）商工部長官は監督上必要な場合

にはセンターに対して、その業務状況に関する報告書

の提出を命じたり、所属公務員によってその業務を監

査させることができる。 

 

第 12 条（罰則）第 8 条の規定を違反し、センターまた

はこれと類似した名称を使った者は 50 万ウォン以下

の罰金に処する。 

 

第 13 条（施行令）この法律の施行について必要な事項

は大統領令で定める。 

 

付則＜法律第 3070 号、1977 年 12 月 31 日＞ 

①（施行日）この法律は公布した日から施行する。 

②（経過措置）この法律の施行当時の財団法人韓国デ

ザイン包装センターはこの法律によって設立された法

人とする。ただし、この法の施行日から 3 か月以内に

この法律による定款改正手続きを踏まなければならな

い。 

（翻訳：朴柱妍） 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

２．産業デザイン･包装振興法（略称：産業デザイン法） 

 [施行 1991 年 7 月 15 日] 

 [法律 第 4321 号、1991 年 1 月 14 日、全部改正] 

 産業通商資源部（エンジニアリングデザイン課）、 

 044-203-4556 

 

第 1 条（目的）この法律は産業デザインや包装の研究

開発を促進し、その振興のための事業を支援すること

で、産業の競争力を強化し、貿易増大や国民経済の発

展に貢献することを目的とする。 

 

第 2 条（定義）この法律で使う用語の定義は下記の通

りである。 

1.「産業デザイン」というのは製品などの美・機能や

経済的な価値を最適化することで、生産者や消費者の

物質的・心理的な欲求を満たすための創作や改善行為

を意味し、製品デザイン・環境デザイン・視覚デザイ

ンなどが含まれる。 

2．「包装」というのは流通過程で物品を安全に保護し、

取り扱いを便利にして、販売を促進できるようにする

技法や技術を意味し、そのための材料や容器の開発、

標準化、自動化などが含まれる。 

 

第 3 条（総合振興計画の構築など）①商工部長官は産

業デザインや包装の研究開発や振興のための総合的な

計画（以下、「総合振興計画」という）を構築し、これ

を公告しなければならない。総合振興計画を変更した

場合も同様である。 

②総合振興計画には産業デザインや包装に関する下記

の各号の事項が含まれなければならない。 

1.基本政策方向 

2.研究開発の目標・対象や実施方法に関する事項 

3.研究開発結果の製品化など、活用に関する事項 

4.研究開発や振興に必要な資金支援に関する事項 

5.専門人材養成に関する事項 

6.その他研究開発や振興のために必要な事項 

③総合振興計画は産業デザイン振興計画と包装振興計

画に分離して構築することができる。 

④商工部長官は総合振興計画を構築したり、変更した

い場合には第 5 条の規定による産業デザイン・包装振
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興委員会の審議を経なければならない。ただし、軽微

な事項を変更する場合にはその限りではない。 

 

第 4 条（研究開発事業の実施など）①商工部長官は総

合振興計画を効率的に実施するために産業デザインま

たは包装に関する研究開発事業を実施することができ

る。 

②下記の各号の機関は大統領令で定める内容に基づい

て第 1 項の規定による研究開発事業に参加することが

できる。 

1.第 9 条の規定による専門会社 

2.第 14 条の規定による産業デザイン包装開発院 

3．商工部長官が指定する産業デザインまたは包装に関

する企業付設研究所 

4.教育法第 81 条の規定による大学または専門大学 

5.国・公立研究機関 

6.その他の大統領令で定める機関 

③商工部長官は第 2 項の規定に基づいて研究開発事業

に参加する機関が研究開発事業の実施に使う資金の全

部または一部を工業発展法第 13 条第 2 項の規定によ

る予算の範囲内で出捐できる。 

④第 3 項の規定による出捐について必要な事項は大統

領令で定める。 

 

第 5 条（産業デザイン・包装振興委員会）①産業デザ

インや包装の研究開発・振興に関する重要事項を審議

するために、商工部長官の所属下で産業デザイン・包

装振興委員会（以下、「委員会」という）を設置する。 

②第 1 項の規定による委員会の組織や運営について必

要な事項は大統領令で定める。 

 

第 6 条（優秀デザイン商品や優秀包装商品の選定など）

①韓国政府は優秀な産業デザイン（以下、「優秀デザイ

ン」という）の開発を促進し、包装技術を向上するた

めに優秀デザイン商品や優秀包装商品の選定など、必

要な措置を取ることができる。 

②韓国政府は第 1 項の規定によって選定された優秀デ

ザイン商品や優秀包装商品について必要だと認める場

合、授賞することができる。 

③第 1 項の規定によって選定された優秀デザイン商品

は大統領令で定める内容に基づいてこれを登録しなけ

ればならない。 

④韓国政府は第 3 項の規定によって登録された優秀デ

ザイン商品について大統領令で定める使用基準によっ

て優秀デザイン表紙を付けて販売するなど、必要な支

援を行うことができる。 

⑤韓国政府は第 3 項の規定によって登録された優秀デ

ザイン商品が使用基準に適合しなくなった場合には登

録を取り消すことができる。 

⑥第 1 項または第 5 項の規定による優秀デザイン商品

や優秀包装商品の選定や授賞、優秀デザイン商品の支

援や取り消しについて必要な事項は大統領令で定める。 

 

第 7 条（優秀デザイン表紙の付着禁止）第 6 条第 3 項

の規定によって優秀デザイン商品で登録された商品以

外には優秀デザイン表紙を付着することができない。 

 

第 8 条（専門人材の養成など）①韓国政府は産業デザ

インや包装に関する専門人材の養成のために取り組ま

なければならない。 

②韓国政府は産業デザインや包装に関する産学協力を

奨励しなければならない。 

③第 14 条の規定に基づいた産業デザイン包装開発院

は毎年専門人材の需要調査を行い、その結果や専門人

材の需給に関する意見を商工部長官に提出しなければ

ならない。 

 

第 9 条（専門会社に対する支援）①韓国政府は産業デ

ザインや包装に関する研究開発・調査・分析・諮問な

どを専門的に行う会社（以下、「専門会社」という）に

対して下記の各号の支援を行うことができる。 

1.研究開発や技術指導 

2.専門人材の派遣 

3.高価装備の共同使用 

4.その他の大統領令で定める内容 

②第 1 項の規定による支援を希望する専門会社は商工

部令で定める内容に基づいて商工部長官に申告しなけ

ればならない。 

③第 2 項の規定による申告について必要な事項は商工

部長官が定めて告示する。 

④第 2 項の規定による申告の受理に関する商工部長官

の権限は大統領令で定める内容に基づいて、ソウル特

別市長・直轄市長または道知事に委任したり、第 14 条

の規定による産業デザイン包装開発院に委託すること

ができる。 

 

第 10 条（産業デザイン・包装振興基金の設置）産業デ

ザインや包装の研究開発や振興に必要な財源を調達す

るために第 14 条の規定による産業デザイン包装開発

院に産業デザイン・包装振興基金（以下、「基金」 と

いう）を設置する。 

 

第 11 条（基金の造成）基金は下記の各号の財源で造成

する。 

1.政府の出捐金 

2.政府以外の者の出捐金 
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3.基金の運用で発生する収益金 

4.外国からの借入金 

5.その他大統領令で定める収入金 

 

第 12 条（基金の使用）基金は下記の各号の用途に使

う。 

1.第 3 条の規定に基づいた総合振興計画の実施のため

の事業 

2.第 9 条の規定に基づいた専門会社に対する支援のた

めの事業 

3.第 14 条の規定に基づいた産業デザイン包装開発院

の運営費の支援 

4.その他の産業デザインや包装の研究開発や振興のた

めの事業  

 

第 13 条（基金の運用・管理）①基金は第 14 条の規定

に基づいた産業デザイン包装開発院が運用・管理する。 

②基金の運用・管理について必要な事項は大統領令で

定める。 

 

第 14 条（産業デザイン包装開発院）①産業デザインや

包装の研究開発や振興のための事業を効率的で体系的

に推進するために、産業デザイン包装開発院（以下、

「開発院」という）を設立する。 

②開発院は法人化する。 

③開発院は定款で定める内容に基づいて韓国・海外の

必要な場所に支部を設置することができる。 

④開発院は産業デザインや包装について下記の各号の

事業を展開する。 

1.研究開発や普及事業 

2.技術指導事業 

3.情報提供事業 

4.教育・研修事業 

5.出版や広報事業 

6.展示事業 

7.受託サービス事業 

8.韓国政府の委嘱事業 

9.その他の大統領令で定める事業 

⑤開発院は第 1 項の規定に基づいた目的達成に必要な

経費を調達するために収益事業を展開することができ

る。 

⑥開発院についてこの法律で規定された内容を除き、

民法の中で財団法人に関する規定を準用する。 

 

第 15 条（開発院の支援）韓国政府は予算の範囲内で開

発院の運営に必要な財源の全部または一部を出捐した

り、補助することができる。 

 

第 16 条（資料の提供要望など）①開発院は国、地方自

治体、公共団体、政府投資機関、研究機関や教育機関

などに対して事業遂行に必要な資料の提供を求めるこ

とができる。 

②第 1 項の規定に基づいて資料の提供を求められた機

関のトップは特別な理由がない限り、これに協力しな

ければならない。 

 

第 17 条（事業計画書などの提出）①開発院は大統領令

で定める内容に基づいて毎事業年度開始の 1 月前まで

事業計画書や予算書を商工部長官に提出しなければな

らない。 

②開発院は毎事業年度の歳入・歳出決算書を作成し、

翌年度の 3 月 20 日まで商工部長官に提出しなければ

ならない。 

 

第 18 条（報告や検査）①商工部長官はこの法律の施行

のために必要だと認める場合には開発院に対してその

業務状況に関する報告を命じたり、所属公務員によっ

て帳簿、書類、その他の物を検査させることができる。 

②第 1 項の規定に基づいて検査を行う公務員はその権

限を表示する証票を所持し、これを関係者に提示しな

ければならない。 

 

第 19 条（秘密保守義務）開発院の役員や社員またはま

たその職に就いていた者は職務上知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

 

第 20 条（類似名称の使用禁止）開発院ではない者は産

業デザイン包装開発院またはこれと類似した名称を使

ってはならない。 

 

第 21 条（手数料）第 6 条の規定によって優秀デザイン

商品を登録したい者は商工部令で定める内容に基づい

て手数料を納付しなければならない。 

 

第 22 条（罰則）①第 7 条の規定を違反した者は 1 年以

下の懲役や 500 万ウォン以下の罰金に処する。 

②第 19 条の規定を違反した者は 1 年以下の懲役また

は 200 万ウォン以下の罰金に処する。 

 

第 23 条（過料）第 20 条の規定を違反した者は 100 万

ウォン以下の過料に処する。 

 

付則＜法律 第 4321 号、1991 年 1 月 14 日＞ 

第 1 条（施行日）この法律は公布後 6 か月が経過した

日から施行する。 

 

100



 
 

4 
 

3.基金の運用で発生する収益金 

4.外国からの借入金 

5.その他大統領令で定める収入金 

 

第 12 条（基金の使用）基金は下記の各号の用途に使

う。 

1.第 3 条の規定に基づいた総合振興計画の実施のため

の事業 

2.第 9 条の規定に基づいた専門会社に対する支援のた

めの事業 

3.第 14 条の規定に基づいた産業デザイン包装開発院

の運営費の支援 

4.その他の産業デザインや包装の研究開発や振興のた

めの事業  

 

第 13 条（基金の運用・管理）①基金は第 14 条の規定

に基づいた産業デザイン包装開発院が運用・管理する。 

②基金の運用・管理について必要な事項は大統領令で

定める。 

 

第 14 条（産業デザイン包装開発院）①産業デザインや

包装の研究開発や振興のための事業を効率的で体系的

に推進するために、産業デザイン包装開発院（以下、

「開発院」という）を設立する。 

②開発院は法人化する。 

③開発院は定款で定める内容に基づいて韓国・海外の

必要な場所に支部を設置することができる。 

④開発院は産業デザインや包装について下記の各号の

事業を展開する。 

1.研究開発や普及事業 

2.技術指導事業 

3.情報提供事業 

4.教育・研修事業 

5.出版や広報事業 

6.展示事業 

7.受託サービス事業 

8.韓国政府の委嘱事業 

9.その他の大統領令で定める事業 

⑤開発院は第 1 項の規定に基づいた目的達成に必要な

経費を調達するために収益事業を展開することができ

る。 

⑥開発院についてこの法律で規定された内容を除き、

民法の中で財団法人に関する規定を準用する。 

 

第 15 条（開発院の支援）韓国政府は予算の範囲内で開

発院の運営に必要な財源の全部または一部を出捐した

り、補助することができる。 

 

第 16 条（資料の提供要望など）①開発院は国、地方自

治体、公共団体、政府投資機関、研究機関や教育機関

などに対して事業遂行に必要な資料の提供を求めるこ

とができる。 

②第 1 項の規定に基づいて資料の提供を求められた機

関のトップは特別な理由がない限り、これに協力しな

ければならない。 

 

第 17 条（事業計画書などの提出）①開発院は大統領令

で定める内容に基づいて毎事業年度開始の 1 月前まで

事業計画書や予算書を商工部長官に提出しなければな

らない。 

②開発院は毎事業年度の歳入・歳出決算書を作成し、

翌年度の 3 月 20 日まで商工部長官に提出しなければ

ならない。 

 

第 18 条（報告や検査）①商工部長官はこの法律の施行

のために必要だと認める場合には開発院に対してその

業務状況に関する報告を命じたり、所属公務員によっ

て帳簿、書類、その他の物を検査させることができる。 

②第 1 項の規定に基づいて検査を行う公務員はその権

限を表示する証票を所持し、これを関係者に提示しな

ければならない。 

 

第 19 条（秘密保守義務）開発院の役員や社員またはま

たその職に就いていた者は職務上知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

 

第 20 条（類似名称の使用禁止）開発院ではない者は産

業デザイン包装開発院またはこれと類似した名称を使

ってはならない。 

 

第 21 条（手数料）第 6 条の規定によって優秀デザイン

商品を登録したい者は商工部令で定める内容に基づい

て手数料を納付しなければならない。 

 

第 22 条（罰則）①第 7 条の規定を違反した者は 1 年以

下の懲役や 500 万ウォン以下の罰金に処する。 

②第 19 条の規定を違反した者は 1 年以下の懲役また

は 200 万ウォン以下の罰金に処する。 

 

第 23 条（過料）第 20 条の規定を違反した者は 100 万

ウォン以下の過料に処する。 

 

付則＜法律 第 4321 号、1991 年 1 月 14 日＞ 

第 1 条（施行日）この法律は公布後 6 か月が経過した

日から施行する。 
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第 2 条（基金に関する経過措置）この法律の施行当時、

従来の規定によるデザイン・包装振興基金はこの法律

に基づいた産業デザイン・包装振興基金とみなす。 

 

第 3 条（韓国デザイン包装センターに関する経過措置）

この法律の施行当時、従来の規定による韓国デザイン

包装センターはこの法律に基づいた産業デザイン包装

開発院とみなす。 

 

第 4 条（優秀デザイン商品に関する経過措置）この法

律の施行前に、従来の韓国デザイン包装センターによ

って選定された優秀デザイン商品はこの法律の第 6 条

の規定によって選定された優秀デザイン商品とみなす。 

 

第 5 条（事業計画書の提出に関する経過措置）この法

律の施行当時、従来の規定に基づいて提出された事業

計画や事業計画実行実績はこの法律の第 17 条の規定

によって事業計画書・予算書・税入や税出決算書とみ

なす。 

 

第 6 条（他の法律の改正）工業発展法の中で下記のよ

うに改正する。 

 

第 13 条 第 1 項第 6 号を下記のように新設する。 

6．産業デザイン・包装振興法による産業デザイン包装

開発院や専門会社 

（翻訳：朴柱妍） 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

３．産業デザイン振興法（略称：産業デザイン法） 

 [施行 1997 年 1 月 1 日]  

 [法律 第 5214 号、1996 年 12 月 30 日、全部改正] 

 産業通商資源部（エンジニアリングデザイン課）、 

 044-203-4556 

 

第 1 条（目的）この法律は産業デザインの研究や開発

を促進し、産業デザインの振興のための事業を支援す

ることで、産業の競争力強化に貢献することを目的と

する。 

 

第 2 条（定義）この法律で「産業デザイン」というの

は製品などの美的・機能的・経済的な価値を最適化す

ることで、生産者や消費者の物質的・心理的な欲求を

満たすための創作や改善行為を意味し、製品デザイン、

包装デザイン、環境デザイン、視覚デザインなどが含

まれる。 

 

第 3 条（産業デザイン振興総合計画の構築など）①通

商産業部長官は産業デザインの開発促進や振興のため

の総合的な計画（以下、「産業デザイン振興総合計画」

という）を構築し、これを公告しなければならない。

産業デザイン振興総合計画を変更した場合も同様であ

る。 

②産業デザイン振興総合計画には産業デザインに関す

る下記の各号の事項が含まれなければならない。 

1.基本政策方向 

2.開発促進や振興の目標・対象や実施方法に関する事

項 

3.開発促進や振興に必要な資金支援に関する事項 

4.その他の開発促進や振興のために必要な事項 

③通商産業部長官は産業デザイン振興総合計画を構築

したり、変更したい場合は第 5 条の規定による産業デ

ザイン振興委員会の審議を経なければならない。ただ

し、大統領令が定める軽微な事項を変更したい場合は

その限りではない。 

 

第 4 条（研究や振興事業の実施など）①通商産業部長

官は産業デザイン振興総合計画を効率的に実施するた

めに産業デザインに関する研究や振興事業を実施する

ことができる。 

②下記の各号の機関などは大統領令で定めされた内容

に従い、第 1 項の規定による研究や振興事業に参加す

ることができる。 

1.第 9 条の規定による産業デザイン専門会社 

2.第 11 条の規定による韓国産業デザイン振興院 

3.通商産業部長官が指定する産業デザインに関する企

業付設研究所 

4.教育法第 81 条第 1 号・第 3 号の規定による大学・専

門大学または開放大学 

5.国立・公立研究機関 

6.その他の大統領令で定める機関または団体 

③通商産業部長官は第 2 項の規定によって研究や振興

事業に参加する機関などが同事業の実施に必要な資金

の全部または一部を工業発展法第 13 条第 2 項または

工業・エネルギー技術基盤造成に関する法律第 5 条第

3 項の規定による予算の範囲内で出捐することができ

る。 

④第 3 項の規定による出捐金の支給・使用や管理に関

して必要な事項は大統領令で定める。 

 

第 5 条（産業デザイン振興委員会）①産業デザインの

開発促進や振興に関する重要事項を審議するために、

通商産業部長官の所属下に産業デザイン振興委員会

（以下、「委員会」という）を設置する。 

②第 1 項の規定による委員会の組織や運営について必
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要な事項は大統領令で定める。 

 

第 6 条（優秀産業デザイン商品の選定など）①通商産

業部長官は優秀な産業デザインの開発を促進するため

にデザインが優秀な商品（以下、「優秀産業デザイン商

品」という）を選定するなど、必要な措置を取ること

ができる。 

②通商産業部長官は第 1 項の規定によって選定された

優秀産業デザイン商品について必要だと認められる場

合には授賞することができる。 

③第 1 項の規定によって選定された優秀産業デザイン

商品は大統領令で定める内容に従い、これを登録しな

ければならない。 

④通商産業部長官は第 3 項の規定によって登録された

優秀産業デザイン商品については当該商品が優秀産業

デザイン商品であることを示す表紙（以下、「優秀産業

デザイン標識」という）を貼って販売できる。 

⑤通商産業部長官は第 3 項の規定によって登録された

優秀産業デザイン商品が登録当時と外観が同様ではな

い場合など、第 6 項の規定による使用基準に適合しな

い場合にはその登録を取り消すことができる。 

⑥第 1 項または第 5 項の規定によって優秀産業で事案

商品の選定・授賞・支援・登録の取り消しや優秀産業

デザイン表紙の使用基準などについて必要な事項は大

統領令で定める。 

 

第 7 条（優秀産業デザイン表紙の付着禁止）第 6 条第

3 項の規定によって優秀産業デザイン商品として登録

された商品以外の商品については優秀産業デザイン表

紙を貼って販売したり、販売のために陳列・保管また

は運搬してはならない。 

 

第 8 条（専門人材の養成など）①韓国政府は産業デザ

インに関する専門人材の養成のために取り組まなけれ

ばならない。 

②韓国政府は産業デザインに関する産学協同や専門人

材の資質向上のための再教育を奨励しなければならな

い。 

③第 11 条の規定によって韓国産業デザイン振興院は

毎年専門人材の需要調査を実施し、その結果や専門人

材の需給に関する意見を通商産業部長官に提出しなけ

ればならない。 

 

第 9 条（産業デザイン専門会社に対する支援）①韓国

政府は産業デザインに関する開発・調査・分析・諮問

などを専門的に行う会社（以下、「産業デザイン専門会

社」という）として、通商産業部令で定める基準に当

たる会社に対して下記の各号の支援を行うことができ

る。 

1.研究成果の提供や専担開発技法の指導 

2．産業デザイン専門会社の起業を支援するための起業

支援施設の設置・運営 

3.高価装備の共同使用 

4.その他の産業デザインの振興のために必要な事項と

して大統領令で定める事項 

②第 1 項の規定によって支援を受けたい産業デザイン

専門会社は通商産業部令で定める内容に基づいて通商

産業部長官に申告しなければならない。 

③通商産業部長官は第 2 項の規定による申告の処理に

関する業務を大統領令で定める内容に基づいて特別市

長・広域市長または道知事に委任したり、第 11 条の規

定によって韓国産業デザイン振興院に委託することが

できる。 

 

第 10 条（産業デザインの保護）①韓国政府は産業デザ

インの開発を促進し、模倣を防ぐために産業デザイン

の保護に取り組まなければならない。 

②通商産業部長官は産業デザインの保護のために必要

だと認められる場合には関連制度の改善や運営合理化

などについて関係行政機関のトップに協力を求めるこ

とができる。 

 

第 11 条（韓国産業デザイン振興院の設立など）①産業

デザインの開発促進や振興のための事業を効率的かつ

体系的に推進するために、韓国産業デザイン振興院（以

下、「振興院」という）を設立する。 

②振興院は法人化する。 

③振興院は定款で定める内容によって韓国・海外の必

要な場所に分院または事務所を設置することができる。 

④振興院は産業デザインに関する下記の各号の事業を

展開する。 

1.開発支援事業 

2.展示事業 

3.出版や広報事業 

4.情報化事業 

5.教育・研修事業 

6.地方の産業デザイン振興のための事業 

7.国際交流・協力事業 

8.韓国政府の委嘱事業 

9.その他の大統領令で定める事業 

⑤振興院は第 1 項の規定による目的達成に必要な経費

を調達するために、大統領令で定める内容に従い、収

益事業を行うことができる。 

⑥振興院についてこの法律で規定された内容を除いて

は民法の中で財団法人に関する規定を準用する。 
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要な事項は大統領令で定める。 

 

第 6 条（優秀産業デザイン商品の選定など）①通商産

業部長官は優秀な産業デザインの開発を促進するため

にデザインが優秀な商品（以下、「優秀産業デザイン商

品」という）を選定するなど、必要な措置を取ること

ができる。 

②通商産業部長官は第 1 項の規定によって選定された

優秀産業デザイン商品について必要だと認められる場

合には授賞することができる。 

③第 1 項の規定によって選定された優秀産業デザイン

商品は大統領令で定める内容に従い、これを登録しな

ければならない。 

④通商産業部長官は第 3 項の規定によって登録された

優秀産業デザイン商品については当該商品が優秀産業

デザイン商品であることを示す表紙（以下、「優秀産業

デザイン標識」という）を貼って販売できる。 

⑤通商産業部長官は第 3 項の規定によって登録された

優秀産業デザイン商品が登録当時と外観が同様ではな

い場合など、第 6 項の規定による使用基準に適合しな

い場合にはその登録を取り消すことができる。 

⑥第 1 項または第 5 項の規定によって優秀産業で事案

商品の選定・授賞・支援・登録の取り消しや優秀産業

デザイン表紙の使用基準などについて必要な事項は大

統領令で定める。 

 

第 7 条（優秀産業デザイン表紙の付着禁止）第 6 条第

3 項の規定によって優秀産業デザイン商品として登録

された商品以外の商品については優秀産業デザイン表

紙を貼って販売したり、販売のために陳列・保管また

は運搬してはならない。 

 

第 8 条（専門人材の養成など）①韓国政府は産業デザ

インに関する専門人材の養成のために取り組まなけれ

ばならない。 

②韓国政府は産業デザインに関する産学協同や専門人

材の資質向上のための再教育を奨励しなければならな

い。 

③第 11 条の規定によって韓国産業デザイン振興院は

毎年専門人材の需要調査を実施し、その結果や専門人

材の需給に関する意見を通商産業部長官に提出しなけ

ればならない。 

 

第 9 条（産業デザイン専門会社に対する支援）①韓国

政府は産業デザインに関する開発・調査・分析・諮問

などを専門的に行う会社（以下、「産業デザイン専門会

社」という）として、通商産業部令で定める基準に当

たる会社に対して下記の各号の支援を行うことができ

る。 

1.研究成果の提供や専担開発技法の指導 

2．産業デザイン専門会社の起業を支援するための起業

支援施設の設置・運営 

3.高価装備の共同使用 

4.その他の産業デザインの振興のために必要な事項と

して大統領令で定める事項 

②第 1 項の規定によって支援を受けたい産業デザイン

専門会社は通商産業部令で定める内容に基づいて通商

産業部長官に申告しなければならない。 

③通商産業部長官は第 2 項の規定による申告の処理に

関する業務を大統領令で定める内容に基づいて特別市

長・広域市長または道知事に委任したり、第 11 条の規

定によって韓国産業デザイン振興院に委託することが

できる。 

 

第 10 条（産業デザインの保護）①韓国政府は産業デザ

インの開発を促進し、模倣を防ぐために産業デザイン

の保護に取り組まなければならない。 

②通商産業部長官は産業デザインの保護のために必要

だと認められる場合には関連制度の改善や運営合理化

などについて関係行政機関のトップに協力を求めるこ

とができる。 

 

第 11 条（韓国産業デザイン振興院の設立など）①産業

デザインの開発促進や振興のための事業を効率的かつ

体系的に推進するために、韓国産業デザイン振興院（以

下、「振興院」という）を設立する。 

②振興院は法人化する。 

③振興院は定款で定める内容によって韓国・海外の必

要な場所に分院または事務所を設置することができる。 

④振興院は産業デザインに関する下記の各号の事業を

展開する。 

1.開発支援事業 

2.展示事業 

3.出版や広報事業 

4.情報化事業 

5.教育・研修事業 

6.地方の産業デザイン振興のための事業 

7.国際交流・協力事業 

8.韓国政府の委嘱事業 

9.その他の大統領令で定める事業 

⑤振興院は第 1 項の規定による目的達成に必要な経費

を調達するために、大統領令で定める内容に従い、収

益事業を行うことができる。 

⑥振興院についてこの法律で規定された内容を除いて

は民法の中で財団法人に関する規定を準用する。 
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第 12 条（振興院の経費支援）韓国政府な予算の範囲内

で振興院の運営に必要な経費の全部または一部を出捐

したり、補助することができる。 

 

第 13 条（資料の提供要請など）①振興院は国、地方自

治体、公共団体、政府投資機関・研究機関や教育機関

などに対して事業遂行に必要な資料の収集や提供を求

めることができる。 

②振興院は地方自治体に対して地方の産業デザイン振

興のための事業に協力を求めることができる。 

③第 1 項や第 2 項の規定によって資料の収集・提供ま

たは協力を求められた者は特別な理由がない限り、こ

れに協力しなければならない。 

 

第 14 条（事業計画書などの提出）①振興院は大統領令

で定める内容に従い、毎事業年度開始日まで事業計画

書や予算書を通商産業部長官に提出しなければならな

い。 

②振興院は毎事業年度の決算書を作成し、次の事業年

度の 3 月 31 日まで通商産業部長官に提出しなければ

ならない。 

 

第 15 条（報告や検査）①通商産業部長官はこの法律の

施行のために必要だと認められる場合には振興院に対

してその業務状況に関する報告を命じたり、所属公務

員によって振興院に出入りさせ、帳簿・書類、その他

の物を検査させることができる。 

②第 1 項の規定に基づいて検査を行う公務員はその権

限を表示する証票を関係者に提示しなければならない。 

 

第 16 条（秘密保守義務）振興院の役員や社員またはま

たその職に就いていた者は職務上知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

 

第 17 条（類似名称の使用禁止）振興院ではない者は韓

国産業デザイン振興院またはこれと類似した名称を使

ってはならない。 

 

第 18 条（手数料）第 6 条の規定によって優秀産業デザ

イン商品を登録したい者は通商産業部令で定める内容

に基づいて手数料を納付しなければならない。 

 

第 19 条（罰則）第 7 条または第 16 条の規定を違反し

た者は 1 年以下の懲役や 500 万ウォン以下の罰金に処

する。 

 

第 20 条（過料）第 17 条の規定を違反した者は 100 万

ウォン以下の過料に処する。 

 

付則＜法律 第 5214 号、1996 年 12 月 30 日＞ 

第 1 条（施行日）この法律は 1997 年 1 月 1 日から施

行する。 

 

第 2 条（産業デザイン包装開発院の名称などの変更に

関する経過措置）①この法律の施行当時の産業デザイ

ン包装開発院はこの法律による韓国産業デザイン振興

院とみなす。 

②この法律の施行当時の産業デザイン包装開発院が行

った行為、その他の法律関係において産業デザイン包

装開発院は韓国産業デザイン振興院とみなす。 

 

第 3 条（定款変更など）産業デザイン包装開発院は直

ちに通商産業部長官の承認を得て、この法律に適合す

るように定款を変更し、名称などの変更による変更登

記を申請しなければならない。 

 

第 4 条（他の法律の改正）①工業発展法の中で下記の

ように改正する。第 13 条第 1 項第 6 号を下記のよう

にする。 

6．産業デザイン振興法による韓国産業デザイン振興院

や産業デザイン専門会社 

②租税減免規制法の中で下記のように改正する。別表

の中で第 110 号欄を下記のようにする。 

+-----+----------------------------------------+ 

| 110 | 産業デザイン振興法によって設立された韓 | 

|     | 国産業デザイン振興院          | 

+-----+----------------------------------------+ 

 

第 5 条（他の法令との関係）①この法律の施行当時、

他の法令で従来の産業デザイン・包装振興法またはそ

の規定を引用した場合、その法律の中でそれに該当す

る条項がある場合には従来の規定に代わり、この法律

またはこの法律の当該条項を引用したとみなす。 

②この法律の施行当時、他の法令で従来の産業デザイ

ン・包装振興法による産業デザイン包装開発院を引用

した場合にはこの法律による韓国産業デザイン振興院

を引用したとみなす。 

（翻訳：朴柱妍） 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

４．産業デザイン振興法（略称：産業デザイン法） 

 [施行 2019 年 4 月 1 日]  

 [法律 第 16128 号、2018 年 12 月 31 日、一部改正] 

 産業通商資源部（エンジニアリングデザイン課）、 

 044-203-4556 
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第 1 条（目的）この法律は産業デザインの研究や開発

を促進し、産業デザインを振興するための事業を支援

することで、産業の競争力の強化に貢献することを目

的とする。［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 2 条（定義）この法律で「産業デザイン」とは製品

やサービスなどの美的・機能的・経済的な価値を最適

化することで、生産者や消費者の物質的・心理的な欲

求を満たすための創作や改善行為（創作・改善のため

の技術開発行為を含める）やその結果物を意味し、製

品デザイン・包装デザイン・環境デザイン・視覚デザ

イン・サービスデザインなどが含まれる。＜改正 

2014.12.30＞ 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 3 条（産業デザイン振興振興総合計画の構築など）

①産業通商資源部長官は産業デザインの開発促進や振

興のための総合的な計画（以下、「産業デザイン振興総

合計画」という）を構築し、公告しなければならない。

産業デザイン振興総合計画を変更した場合も同様であ

る。＜改正 2013.3.23＞ 

②産業デザイン振興総合計画には産業デザインに関す

る下記の各号の事項が含まれなければならない。 

1.基本政策の方向 

2.開発促進や振興の目標・対象や実施方法に関する事

項 

3.開発促進や振興に必要な資金支援に関する事項 

4.その他、開発促進や振興に関する事項 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 4 条（研究や振興事業の実施など）①産業通商資源

部長官は産業デザイン振興総合計画を効率的に実施す

るために、産業デザインに関する研究や振興事業を展

開することができる＜改正 2013.3.23＞ 

②下記の各号の機関などは大統領令で定める内容に従

い、第 1 項による研究や振興事業に参加することがで

きる。＜改正 2013.3.23＞ 

1.第 9 条による産業デザイン専門会社 

2.第 11 条による韓国デザイン振興院 

3.産業通商資源部長官が指定する産業デザインに関す

る企業付設研究所 

4.「高等教育法」による大学、産業大学、専門大学や

技術大学 

5.国立・公立研究機関 

6.その他、大統領令で定める機関または団体 

③産業通商資源部長官は第 2 項によって研究や振興事

業に参加する機関などがその事業を展開する際にかか

る資金のすべてまたは一部を「産業技術革新促進法」

第 11 条第 2 項や第 19 条第 2 項によって予算の範囲内

で出捐することができる。＜改正 2013.3.23＞ 

④第 2 項による出捐金の支給・使用や管理に必要な事

項は大統領令で定める。 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 5 条（産業でデザインの育成・開発事業）①韓国政

府は産業デザインに関する国家競争力の向上のために

下記の各号の事業を展開することができる。 

1．産業デザインの開発などを通じて産業競争力を高め

た企業や個人に対する授賞や支援 

2.産業デザインの開発を通じた優秀ブランドの育成・

支援 

3.その他、産業デザインの開発などを通じた産業競争

力の向上のための支援 

②産業通商資源部長官は優秀な産業デザインを開発す

るために下記の各号の事業を展開することができる。

＜改正 2013.3.23、2014.12.30＞ 

1.産業デザイン展覧会の開催や支援 

2．産業デザイン分野のベンチャー企業やその他の技術

性が優れた企業の選定や支援 

3.産業デザイン情報システムの構築や支援 

4.産業デザイン取引の支援や活性化のための事業 

5．開発された産業デザインの事業化や創業育成支援事

業 

6.その他、産業デザインを育成や開発するために必要

な事業として大統領令で定める事業 

③第 1 項や第 2 項による事業の詳細や支援の範囲、手

続きなどに関して必要な事業は大統領令で定める。 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 5 条の 2（標準契約書の制定・普及）①産業通商資

源部長官は公正取引委員会と協議し、産業デザインサ

ービスを関連した標準契約書を作成し、事業者や事業

者団体にこれを使うように勧告できる。 

②産業通商資源部長官は第 1 項による標準契約書を制

定または改正する場合、関連事業者団体などの利害関

係者や専門家の意見を聞かなければならない。 

[本条新設 2015.12.22] 

 

第 6 条（優秀産業デザイン商品の選定など）①産業通

商資源部長官は優秀な産業デザインの開発を促進する

ために、デザインが優秀な商品（以下、「優秀産業デザ

イン商品」という）を選定するなど、必要な措置を取

ることができる。＜改正 2009.5.21、2013.3.23＞ 

②産業通商資源部長官は第 1 項によって選定された優

秀産業デザイン商品について必要だと認められる場合
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第 1 条（目的）この法律は産業デザインの研究や開発

を促進し、産業デザインを振興するための事業を支援

することで、産業の競争力の強化に貢献することを目

的とする。［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 2 条（定義）この法律で「産業デザイン」とは製品

やサービスなどの美的・機能的・経済的な価値を最適

化することで、生産者や消費者の物質的・心理的な欲

求を満たすための創作や改善行為（創作・改善のため

の技術開発行為を含める）やその結果物を意味し、製

品デザイン・包装デザイン・環境デザイン・視覚デザ

イン・サービスデザインなどが含まれる。＜改正 

2014.12.30＞ 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 3 条（産業デザイン振興振興総合計画の構築など）

①産業通商資源部長官は産業デザインの開発促進や振

興のための総合的な計画（以下、「産業デザイン振興総

合計画」という）を構築し、公告しなければならない。

産業デザイン振興総合計画を変更した場合も同様であ

る。＜改正 2013.3.23＞ 

②産業デザイン振興総合計画には産業デザインに関す

る下記の各号の事項が含まれなければならない。 

1.基本政策の方向 

2.開発促進や振興の目標・対象や実施方法に関する事

項 

3.開発促進や振興に必要な資金支援に関する事項 

4.その他、開発促進や振興に関する事項 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 4 条（研究や振興事業の実施など）①産業通商資源

部長官は産業デザイン振興総合計画を効率的に実施す

るために、産業デザインに関する研究や振興事業を展

開することができる＜改正 2013.3.23＞ 

②下記の各号の機関などは大統領令で定める内容に従

い、第 1 項による研究や振興事業に参加することがで

きる。＜改正 2013.3.23＞ 

1.第 9 条による産業デザイン専門会社 

2.第 11 条による韓国デザイン振興院 

3.産業通商資源部長官が指定する産業デザインに関す

る企業付設研究所 

4.「高等教育法」による大学、産業大学、専門大学や

技術大学 

5.国立・公立研究機関 

6.その他、大統領令で定める機関または団体 

③産業通商資源部長官は第 2 項によって研究や振興事

業に参加する機関などがその事業を展開する際にかか

る資金のすべてまたは一部を「産業技術革新促進法」

第 11 条第 2 項や第 19 条第 2 項によって予算の範囲内

で出捐することができる。＜改正 2013.3.23＞ 

④第 2 項による出捐金の支給・使用や管理に必要な事

項は大統領令で定める。 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 5 条（産業でデザインの育成・開発事業）①韓国政

府は産業デザインに関する国家競争力の向上のために

下記の各号の事業を展開することができる。 

1．産業デザインの開発などを通じて産業競争力を高め

た企業や個人に対する授賞や支援 

2.産業デザインの開発を通じた優秀ブランドの育成・

支援 

3.その他、産業デザインの開発などを通じた産業競争

力の向上のための支援 

②産業通商資源部長官は優秀な産業デザインを開発す

るために下記の各号の事業を展開することができる。

＜改正 2013.3.23、2014.12.30＞ 

1.産業デザイン展覧会の開催や支援 

2．産業デザイン分野のベンチャー企業やその他の技術

性が優れた企業の選定や支援 

3.産業デザイン情報システムの構築や支援 

4.産業デザイン取引の支援や活性化のための事業 

5．開発された産業デザインの事業化や創業育成支援事

業 

6.その他、産業デザインを育成や開発するために必要

な事業として大統領令で定める事業 

③第 1 項や第 2 項による事業の詳細や支援の範囲、手

続きなどに関して必要な事業は大統領令で定める。 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 5 条の 2（標準契約書の制定・普及）①産業通商資

源部長官は公正取引委員会と協議し、産業デザインサ

ービスを関連した標準契約書を作成し、事業者や事業

者団体にこれを使うように勧告できる。 

②産業通商資源部長官は第 1 項による標準契約書を制

定または改正する場合、関連事業者団体などの利害関

係者や専門家の意見を聞かなければならない。 

[本条新設 2015.12.22] 

 

第 6 条（優秀産業デザイン商品の選定など）①産業通

商資源部長官は優秀な産業デザインの開発を促進する

ために、デザインが優秀な商品（以下、「優秀産業デザ

イン商品」という）を選定するなど、必要な措置を取

ることができる。＜改正 2009.5.21、2013.3.23＞ 

②産業通商資源部長官は第 1 項によって選定された優

秀産業デザイン商品について必要だと認められる場合
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には授賞することができる。＜改正 2009.5.21、

2013.3.23＞ 

③削除 ＜1999.2.5＞ 

④産業通商資源部長官は第 1 項によって選定された優

秀産業デザイン商品についてはその商品が優秀産業デ

ザイン商品であることを示す表紙（以下、「優秀産業デ

ザイン表紙」という）を貼って販売させることができ

る。＜改正 2009.5.21、2013.3.23＞ 

⑤削除 ＜2014.12.30＞ 

⑥第 1 項や第 2 項による優秀産業デザイン商品の選定

基準や方法、授賞、支援や第 4 項による優秀産業デザ

イン表紙の使用基準などについて必要な事項は大統領

令で定める。＜改正 2009.5.21、2014.12.30＞ 

［タイトル改正 2009.5.21］ 

 

第 7 条 削除 ＜2014.12.30＞ 

 

第 8 条（専門人材の養成など）①国または特別市・広

域市・特別自治市・道・特別自治道（以下、「市・道」

という）は産業デザインに関する専門人材を養成する

ために努力しなければならない。＜改正 2014.5.20＞ 

②韓国政府は産業デザインに関する産学協同や専門人

材の資質向上のための再教育を奨励しなければならな

い。 

③産業通商資源部長官または特別市長・広域市長・特

別自治市長・道知事・特別自治道知事（以下、「市・道

知事」という）は必要であれば、デザイン関連専門人

材の実態を調査し、専門人材の需給に関する改善方策

を構築することができる。＜改正  2013.3.23、

2014.5.20＞ 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 9 条（産業デザイン専門会社に対する支援）①韓国

政府は産業デザインに関する開発・調査・分析・諮問

などを専門的に行う会社（以下、「産業デザイン専門会

社」という）として、産業通商資源部令で定める基準

に当たる会社に対して下記の各号の支援を行うことが

できる。＜改正 2013.3.23＞ 

1.研究成果の提供や先端開発技法の指導 

2．産業デザイン専門会社の起業を支援するための創業

育成施設の設置・運営 

3.高価装備の共同使用 

4．その他の産業デザインを振興するために必要な事項

として大統領令で定める事項 

②第 1 項による支援を受けたい産業デザイン専門会社

は産業通商資源部令で定める内容に従い、産業通商資

源 部 長 官 に 申 告 し な け れ ば な ら な い 。 ＜ 改 正 

2013.3.23＞ 

③産業通商資源部長官は第 2 項による申告を処理する

ための業務を大統領令で定める内容に従って、市・道

知事に委任したり、第 11 条により韓国デザイン振興

院に委託することができる。＜改正 2013.3.23＞ 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 9 条の 2（産業デザイン開発の対価基準など）①国、

地方自治団体や「公共機関に運営に関する法律」第 4

条による公共機関（以下、本条で「国家機関など」と

いう）は産業デザインの開発に関する契約を締結する

場合、産業デザイン開発の品質保障のために適正な対

価を支給するように努力しなければならない。 

②産業通商資源部長官は国家機関などのトップが第 1

項によって適正な対価を支給できるようにするため、

産業デザイン開発の遂行条件、労賃単価など、対価基

準の算定に必要な事項を国家機関などに提供しなけれ

ばならない。 

③産業通商資源部長官は第 2 項による対価基準算定に

関する情報を総合的に管理するために、国家機関のト

ップに必要な資料の提出を求めることができる。この

場合、要請を受けた国家機関などのトップは特別な理

由がない限り、これに協力しなければならない。 

④国家機関などのトップは施設物の制作・設置など、

産業デザインの開発が必要な事業に関する契約を締結

する場合には産業デザインの開発に関する対価を別途

算定して計上することができる。 

⑤産業通商資源部長官は第 2 項の業務を効率的に推進

するために、大統領令で定める内容に従って、専門機

関を指定して委託することができる。 

［本条新設 2014.12.30］ 

 

第 10 条（産業デザインの保護）①国または市・道は産

業デザインの開発を促進し、模倣を防ぐために、産業

デザインを保護するための努力をしなければならない。 

②産業通商資源部長官または市・道知事は産業デザイ

ンを保護するために必要だと認められる場合には、関

連制度の改善や運営合理化などについて関係行政機関

のトップに協力を求めることができる。＜改正  

2013.3.23＞ 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 10 条の 2（産業デザイン統計の調査）①産業通商資

源部長官または市・道知事は産業デザイン振興総合計

画を効果的に構築・施行するために韓国・海外の産業

デザイン統計を作成するための調査を行うことができ

る。＜改正 2013.3.23＞ 

②産業デザイン統計の作成・管理に必要な事項は大統

領令で定める。 
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［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 10 条の 3（紛争調停委員会の設置）①産業デザイン

と関連した紛争を調停するために、デザイン紛争調停

委員会（以下、「調停委員会」という）を設置する。た

だし、産業財産権と関連した紛争は「発明振興法」第

41 条に従う。 

②調停委員会は委員長 1 名を含めた 20 名以内の委員

で構成し、下記の各号に当たる者の中で産業通商資源

部長官が委嘱する。 

1.「高等教育法」による大学の法学またはデザイン関

連学科で副教授以上の職に就いている者 

2.裁判官・検事または弁護士の資格を持っている者 

3.弁理士、会計士の資格を持っている者 

4.デザイン分野について学識や経験が豊かな者 

③紛争の調停は紛争当事者の一方または双方の申請に

よって開始され、調停委員会は調停申請があった日か

ら 3 か月以内に調停案を作成しなければならない。 

④調停委員会は下記の各号のいずれかに当たる場合に

は調停を拒否したり、中止することができる。この場

合、調停拒否または中止の理由などを申請人に通知し

なければならない。 

1.紛争当時者の一方が調停を拒否した場合 

2．紛争当事者の中で一方が裁判所に訴えを提起した場

合 

3.紛争の性質上、調停委員会で調停することが適合で

はないと明白に認められたり、不正な目的で申請した

と認められる場合 

⑤調停委員会は第 3 項によって作成された調停案を各

当事者に直ちに提示しなければならず、各当事者が 15

日以内に調停案を受諾すると、調停が成立する。調停

の成立は裁判上和解と同様の効力を持つ。 

⑥調停委員会は紛争の調停を申請した者に大統領令で

定める内容によって調停費用を負担させることができ

る。ただし、調停が成立した場合にはその結果によっ

て紛争当事者に調停費用を負担させることができる。 

⑦産業通商資源部長官は調停委員会の業務を支援する

ために、第 11 条による韓国デザイン振興院に事務局

を置き、予算の範囲内で調停委員会の運営に必要な経

費を補助することができる。 

⑧第 2 項から第 7 項までの規定以外に調停委員会の組

織や運営、紛争の調停方法、手続き、費用負担などに

必要な事項は大統領令で定める。 

［本条新設 2015.12.22］ 

 

第 11 条（韓国デザイン振興院の設立など）①産業デザ

インの開発促進や振興のための事業を効率的で体系的

に推進するために、韓国デザイン振興院（以下、「振興

院」という）を設立する。 

②振興院は法人化する。 

③振興院は定款で定める内容に従い、韓国・海外の必

要な場所に分院または事務所を設置することができる。 

④振興院は産業デザインに関する下記の各号の事業を

展開する。 

1.開発支援事業 

2.展示事業 

3.出版や広報事業 

4.情報化事業 

5.教育・研修事業 

6.地方の産業デザイン振興のための事業 

7.国際交流・協力事業 

8.韓国政府の委嘱事業 

9.その他、大統領令で定める事業 

⑤振興院は第 1 項による目的を達成する際に必要な経

費を調達するために大統領令で定める内容に従い、収

益事業を展開することができる。 

⑥振興院についてこの法律や「公共機関の運営に関す

る法律」に規定された内容を除いては「民法」の中で

財団法人に関する規定を準用する。 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 11 条の 2（地域デザインセンターの設置など）①市・

道知事は地域デザイン特化事業・振興事業・基盤構築

事業など（以下、本条で「地域デザイン事業」という）

を展開するために、産業通商資源部長官との協議を経

て近くの市・道知事と共同または単独で地域デザイン

センターを設置することができる。 

②地域デザインセンターは法人化して、主な事務所の

所在地に設立登記をすることで成立する。 

③国、地方自治体や「公共機関の運営に関する法律」

第 4 条による公共機関のトップは必要な場合、共同ま

たは単独で地域デザイン事業を地域デザインセンター

に委託したり、代行させることができる。 

④地域デザインセンターの設立や運営に関するその他

の事項は産業通商資源部令で定める。 

［本条新設 2015.12.22］ 

 

第 12 条（振興院の経費支援）韓国政府は予算の範囲内

で振興院の運営に必要な経費の全部または一部を出捐

したり、補助することができる。 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 13 条（資料の提供要請など）①振興院は国、地方自

治体、公共団体、「公共機関の運営に関する法律」によ

る公共機関、研究機関や教育機関などに事業遂行に必

要な資料の収集や提供を求めることができる。 

106



 
 

10 
 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 10 条の 3（紛争調停委員会の設置）①産業デザイン

と関連した紛争を調停するために、デザイン紛争調停

委員会（以下、「調停委員会」という）を設置する。た

だし、産業財産権と関連した紛争は「発明振興法」第

41 条に従う。 

②調停委員会は委員長 1 名を含めた 20 名以内の委員

で構成し、下記の各号に当たる者の中で産業通商資源

部長官が委嘱する。 

1.「高等教育法」による大学の法学またはデザイン関

連学科で副教授以上の職に就いている者 

2.裁判官・検事または弁護士の資格を持っている者 

3.弁理士、会計士の資格を持っている者 

4.デザイン分野について学識や経験が豊かな者 

③紛争の調停は紛争当事者の一方または双方の申請に

よって開始され、調停委員会は調停申請があった日か

ら 3 か月以内に調停案を作成しなければならない。 

④調停委員会は下記の各号のいずれかに当たる場合に

は調停を拒否したり、中止することができる。この場

合、調停拒否または中止の理由などを申請人に通知し

なければならない。 

1.紛争当時者の一方が調停を拒否した場合 

2．紛争当事者の中で一方が裁判所に訴えを提起した場

合 

3.紛争の性質上、調停委員会で調停することが適合で

はないと明白に認められたり、不正な目的で申請した

と認められる場合 

⑤調停委員会は第 3 項によって作成された調停案を各

当事者に直ちに提示しなければならず、各当事者が 15

日以内に調停案を受諾すると、調停が成立する。調停

の成立は裁判上和解と同様の効力を持つ。 

⑥調停委員会は紛争の調停を申請した者に大統領令で

定める内容によって調停費用を負担させることができ

る。ただし、調停が成立した場合にはその結果によっ

て紛争当事者に調停費用を負担させることができる。 

⑦産業通商資源部長官は調停委員会の業務を支援する

ために、第 11 条による韓国デザイン振興院に事務局

を置き、予算の範囲内で調停委員会の運営に必要な経

費を補助することができる。 

⑧第 2 項から第 7 項までの規定以外に調停委員会の組

織や運営、紛争の調停方法、手続き、費用負担などに

必要な事項は大統領令で定める。 

［本条新設 2015.12.22］ 

 

第 11 条（韓国デザイン振興院の設立など）①産業デザ

インの開発促進や振興のための事業を効率的で体系的

に推進するために、韓国デザイン振興院（以下、「振興

院」という）を設立する。 

②振興院は法人化する。 

③振興院は定款で定める内容に従い、韓国・海外の必

要な場所に分院または事務所を設置することができる。 

④振興院は産業デザインに関する下記の各号の事業を

展開する。 

1.開発支援事業 

2.展示事業 

3.出版や広報事業 

4.情報化事業 

5.教育・研修事業 

6.地方の産業デザイン振興のための事業 

7.国際交流・協力事業 

8.韓国政府の委嘱事業 

9.その他、大統領令で定める事業 

⑤振興院は第 1 項による目的を達成する際に必要な経

費を調達するために大統領令で定める内容に従い、収

益事業を展開することができる。 

⑥振興院についてこの法律や「公共機関の運営に関す

る法律」に規定された内容を除いては「民法」の中で

財団法人に関する規定を準用する。 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 11 条の 2（地域デザインセンターの設置など）①市・

道知事は地域デザイン特化事業・振興事業・基盤構築

事業など（以下、本条で「地域デザイン事業」という）

を展開するために、産業通商資源部長官との協議を経

て近くの市・道知事と共同または単独で地域デザイン

センターを設置することができる。 

②地域デザインセンターは法人化して、主な事務所の

所在地に設立登記をすることで成立する。 

③国、地方自治体や「公共機関の運営に関する法律」

第 4 条による公共機関のトップは必要な場合、共同ま

たは単独で地域デザイン事業を地域デザインセンター

に委託したり、代行させることができる。 

④地域デザインセンターの設立や運営に関するその他

の事項は産業通商資源部令で定める。 

［本条新設 2015.12.22］ 

 

第 12 条（振興院の経費支援）韓国政府は予算の範囲内

で振興院の運営に必要な経費の全部または一部を出捐

したり、補助することができる。 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 13 条（資料の提供要請など）①振興院は国、地方自

治体、公共団体、「公共機関の運営に関する法律」によ

る公共機関、研究機関や教育機関などに事業遂行に必

要な資料の収集や提供を求めることができる。 
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②振興院は地方自治体に地方の産業デザインの振興の

ための事業に必要な協力を求めることができる。 

③第 1 項や第 2 項によって資料の収集・提供または協

力を求められた者は特別な理由がない限り、これに協

力しなければならない。 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 14 条（事業計画書などの提出）①振興院は大統領令

で定める内容に基づいて毎事業年度の開始日まで事業

計画書と予算書を産業通商資源部長官に提出しなけれ

ばならない。＜改正 2013.3.23＞ 

②振興院は毎事業年度の決算書を作成し、次の事業年

度の 2 月末日まで産業通商資源部長官に提出し、3 月

末日まで承認を受けて決算を確定しなければならない。

＜改正 2013.3.23、2014.5.20＞ 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 15 条（報告や検査）①産業通商資源部長官はこの法

律を施行するために必要だと認められる場合、振興院

に対してその業務状況に関する業務状況に関する報告

を命じたり、所属公務員によって振興院に出入りさせ、

帳簿、書類やその他の物を検査させることができる。

＜改正 2013.3.23＞ 

②第 1 項によって検査を行う公務員はその権限を表示

する証票を所持し、これを関係者に提示しなければな

らない。 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 16 条（秘密保守義務）振興院の役員や社員またはそ

の職に就いていた者は職務上知り得た秘密を漏らした

り、盗用してはならない。＜改正 2015.12.22＞ 

[全文改正 2009.5.21] 

 

第 17 条（罰則適用で公務員擬制）調停委員会の委員の

中で公務員ではない者は「刑法」第 127 条や第 129 条

から 132 条までの規定を適用する場合には公務員とみ

なす。 

[本条新設 2018.12.31] 

 

第 18 条 削除＜1999.2.5＞ 

 

第 19 条（罰則）第 16 条を違反した者は 1 年以下の懲

役または 1 千万ウォン以下の罰金に処する。＜改正 

2014.1.14、2014.12.30＞ 

［全文改正 2009.5.21］ 

 

第 20 条 削除＜1999.2.5＞ 

 

付則＜法律 第 5214 号、1996.12.30＞ 

第 1 条（施行日）この法律は 1997 年 1 月 1 日から施

行する。 

第 2 条（産業デザイン包装開発院の名称などの変更に

関する経過措置）①この法律の施行当時の産業デザイ

ン包装開発院はこの法律による韓国産業デザイン振興

院とみなす。 

②この法律の施行当時の産業デザイン包装開発院が行

った行為、その他の法律関係において、産業デザイン

包装開発院は韓国産業デザイン振興院とみなす。 

第 3 条（定款変更など）産業デザイン包装開発院は直

ちに通商産業部長官の承認を得て、この法律に適合す

るように定款を変更し、名称などの変更による変更登

記を申請しなければならない。 

第 4 条（他の法律の改正）①工業発展法の中で下記の

ように改正する。 

第 13 条第 1 項第 6 号を下記のようにする。 

6．産業デザイン振興法による韓国産業デザイン振興院

や産業デザイン専門会社 

②租税減免規正法の中で下記のように改正する。 

別表の中で第 110 号欄を下記のようにする。 

+-----+----------------------------------------+ 

| 110 | 産業デザイン振興法によって設立された韓 | 

|     | 国産業デザイン振興院          | 

+-----+----------------------------------------+ 

第 5 条（他の法令との関係）①この法律の施行当時、

他の法令で既存の産業デザイン・包装振興法またはそ

の規定を引用した場合、この法律の中でそれに当たる

条項がある場合には既存の規定に代わり、この法律ま

たはこの法律の当該条項を引用したとみなす。 

②この法律の施行当時、他の法令で既存の産業デザイ

ン・包装振興法による産業デザイン包装開発院を引用

した場合にはこの法律による韓国産業デザイン振興院

を引用したとみなす。 

 

付則＜法律 第 5773 号、1999.2.5＞ 

この法律は公布した日から施行する。 

第 1 条（施行日）この法律は 2001 年 4 月 1 日から施

行する。 

第 2 条（韓国産業デザイン振興院の名称変更に関する

経過措置）①この法律の施行当時、韓国産業デザイン

振興院は韓国デザイン振興院とみなす。 

②この法律の施行当時、韓国産業デザイン振興院のす

べての財産や権利・義務は韓国デザイン振興院が包括

承継する。この場合、既存の財産や権利・義務に対す

る登記簿、その他の公簿上の韓国産業デザイン振興院

の名義は韓国デザイン振興院の名義とみなす。 

第 3 条（他の法律の改正）①産業発展法の中で下記の
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ように改正する。 

第 24 条第 1 項第 6 号の中で、「韓国産業デザイン振興

院」を「韓国デザイン振興院」にする。 

②女性企業支援に関する法律の中で下記のように改正

する。 

第 12 条の中で、「韓国産業デザイン振興院」を「韓国

デザイン振興院」にする。 

 

付則＜法律 第 7506 号、2005.5.26＞ 

この法律は公布後、3 月が経過した日から施行する。 

 

付則＜法律 第 7949 号、2006.4.28＞（産業技術革新

促進法） 

第 1 条（施行日）この法律は公布後、6 か月が経過し

た日から施行する。 

第 2 条または第 5 条 省略 

第 6 条（他の法律の改正） ①から③まで省略 

④産業デザイン振興法の一部を下記のように改正する。 

第 4 条第 3 項の中で、「「産業発展法」第 24 条第 2 項

または「産業技術基盤の造成に関する法律」第 5 条第

3 項の規定」を「「産業技術革新促進法」第 11 条第 2 項

や第 19 条第 2 項の規定]にする。 

⑤から⑩まで省略 

 

付則＜法律 第 8852 号、2008.2.29＞（政府組織法） 

第 1 条（施行日）この法律は公布した日から施行する。

ただし、…＜省略＞…、付則第 6 条によって改正され

る法律の中でこの法律の施行前に公布されたが、施行

日が到来していない法律を改正した部分はそれぞれ当

該法律の施行日から施行する。 

第 2 条から第 5 条まで省略 

第 6 条（他の法律の改正）①から＜358＞まで省略 

＜359＞ 産業デザイン振興法の一部を下記のように

改正する。 

第 3 条第 1 項、第 4 条第 1 項、第 2 項第 3 号・第 3 項、

第 5 条第 2 項、第 6 条第 1 項・第 2 項・第 4 項・第 5

項、第 8 条第 3 項、第 9 条第 2 項・第 3 項、第 10 条第

2 項、第 10 条の 2 第 1 項、第 14 条第 1 項・第 2 項、

第 15 条第 1 項の中で「産業資源部長官」をそれぞれ

「知識経済部長官」にする。 

第 9 条第 1 項・第 2 項の中で「産業資源部令」をそれ

ぞれ「知識経済部令」にする。 

＜360＞から＜760＞まで省略 

第 7 条 省略 

 

付則＜法律 第 9688 号、2009.5.21＞ 

この法律は公布した日から施行する。 

 

付則＜法律 第 11690 号、2013.3.23＞（政府組織法） 

第 1 条（施行日）①この法律は公布した日から施行す

る。 

②省略 

第 2 条から第 5 条まで省略 

第 6 条（他の法律の改正）①から＜385＞まで省略 

＜386＞産業デザイン振興法の一部を下記のように改

正する。 

第 3 条第 1 項前段、第 4 条第 1 項、同条第 2 項第 3 号、

同条第 3 項、第 5 条第 2 項各号以外の部分、第 6 条第

1 項・第 2 項、第 4 項、第 5 項、第 8 条第 3 項、第 9

条第 2 項・第 3 項、第 10 条第 2 項、第 10 条の 2 第 1

項、第 14 条第 1 項・第 2 項や第 15 条第 1 項の中で「知

識経済部長官」をそれぞれ「産業通商資源部長官」に

する。 

第 9 条だ 1 項各号以外の部分や同条第 2 項の中で「知

識経済部令」をそれぞれ「産業通商資源部令」にする。 

＜387＞から＜710＞まで省略 

第 7 条 省略 

 

付則 ＜法律 第 12238 号、2014.1.14＞ 

この法律は公布した日から施行する。 

 

付則 ＜法律 第 12608 号、2014.5.20＞ 

この法律は公布した日から施行する。 

 

付則 ＜法律 第 12928 号、2014.12.30＞ 

第 1 条（施行日）この法律は公布後、6 か月が経過し

た日から施行する。 

第 2 条（罰則に関する経過措置）この法律の施行前の

行為に対する罰則の適用については既存の規定に従う。 

 

付則 ＜法律 第 13595 号、2015.12.22＞ 

第 1 条（施行日）この法律は公布した日から施行する。 

第 2 条（地域デザインセンターの設置に関する経過措

置）この法律の施行当時、設置・運営中の地域デザイ

ンセンター（広州、釜山、大邱・慶北）はこの法律に

よって設置されたとみなす。 

 

付則 ＜法律 第 16128 号、2018.12.31＞ 

この法律は公布後、3 か月が経過した日から施行する。 

（翻訳：朴柱妍） 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

 

 

 

108



 
 

12 
 

ように改正する。 

第 24 条第 1 項第 6 号の中で、「韓国産業デザイン振興

院」を「韓国デザイン振興院」にする。 

②女性企業支援に関する法律の中で下記のように改正

する。 

第 12 条の中で、「韓国産業デザイン振興院」を「韓国

デザイン振興院」にする。 

 

付則＜法律 第 7506 号、2005.5.26＞ 

この法律は公布後、3 月が経過した日から施行する。 

 

付則＜法律 第 7949 号、2006.4.28＞（産業技術革新

促進法） 

第 1 条（施行日）この法律は公布後、6 か月が経過し

た日から施行する。 

第 2 条または第 5 条 省略 

第 6 条（他の法律の改正） ①から③まで省略 

④産業デザイン振興法の一部を下記のように改正する。 

第 4 条第 3 項の中で、「「産業発展法」第 24 条第 2 項

または「産業技術基盤の造成に関する法律」第 5 条第

3 項の規定」を「「産業技術革新促進法」第 11 条第 2 項

や第 19 条第 2 項の規定]にする。 

⑤から⑩まで省略 

 

付則＜法律 第 8852 号、2008.2.29＞（政府組織法） 

第 1 条（施行日）この法律は公布した日から施行する。

ただし、…＜省略＞…、付則第 6 条によって改正され

る法律の中でこの法律の施行前に公布されたが、施行

日が到来していない法律を改正した部分はそれぞれ当

該法律の施行日から施行する。 

第 2 条から第 5 条まで省略 

第 6 条（他の法律の改正）①から＜358＞まで省略 

＜359＞ 産業デザイン振興法の一部を下記のように

改正する。 

第 3 条第 1 項、第 4 条第 1 項、第 2 項第 3 号・第 3 項、

第 5 条第 2 項、第 6 条第 1 項・第 2 項・第 4 項・第 5

項、第 8 条第 3 項、第 9 条第 2 項・第 3 項、第 10 条第

2 項、第 10 条の 2 第 1 項、第 14 条第 1 項・第 2 項、

第 15 条第 1 項の中で「産業資源部長官」をそれぞれ

「知識経済部長官」にする。 

第 9 条第 1 項・第 2 項の中で「産業資源部令」をそれ

ぞれ「知識経済部令」にする。 

＜360＞から＜760＞まで省略 

第 7 条 省略 

 

付則＜法律 第 9688 号、2009.5.21＞ 

この法律は公布した日から施行する。 

 

付則＜法律 第 11690 号、2013.3.23＞（政府組織法） 

第 1 条（施行日）①この法律は公布した日から施行す

る。 

②省略 

第 2 条から第 5 条まで省略 

第 6 条（他の法律の改正）①から＜385＞まで省略 

＜386＞産業デザイン振興法の一部を下記のように改

正する。 

第 3 条第 1 項前段、第 4 条第 1 項、同条第 2 項第 3 号、

同条第 3 項、第 5 条第 2 項各号以外の部分、第 6 条第

1 項・第 2 項、第 4 項、第 5 項、第 8 条第 3 項、第 9

条第 2 項・第 3 項、第 10 条第 2 項、第 10 条の 2 第 1

項、第 14 条第 1 項・第 2 項や第 15 条第 1 項の中で「知

識経済部長官」をそれぞれ「産業通商資源部長官」に

する。 

第 9 条だ 1 項各号以外の部分や同条第 2 項の中で「知

識経済部令」をそれぞれ「産業通商資源部令」にする。 

＜387＞から＜710＞まで省略 

第 7 条 省略 

 

付則 ＜法律 第 12238 号、2014.1.14＞ 

この法律は公布した日から施行する。 

 

付則 ＜法律 第 12608 号、2014.5.20＞ 

この法律は公布した日から施行する。 

 

付則 ＜法律 第 12928 号、2014.12.30＞ 

第 1 条（施行日）この法律は公布後、6 か月が経過し

た日から施行する。 

第 2 条（罰則に関する経過措置）この法律の施行前の

行為に対する罰則の適用については既存の規定に従う。 

 

付則 ＜法律 第 13595 号、2015.12.22＞ 

第 1 条（施行日）この法律は公布した日から施行する。 

第 2 条（地域デザインセンターの設置に関する経過措

置）この法律の施行当時、設置・運営中の地域デザイ

ンセンター（広州、釜山、大邱・慶北）はこの法律に

よって設置されたとみなす。 

 

付則 ＜法律 第 16128 号、2018.12.31＞ 

この法律は公布後、3 か月が経過した日から施行する。 

（翻訳：朴柱妍） 
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付．「韓国デザイン振興法」の紹介 

 

（１）「韓国デザイン振興院・KIDP」 
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ザイン産業振興のための準政府機関」とあるように、

大きな権限と規模をもった組織です。ソウル郊外の研

究施設が集まった地域（京畿道城南市）の、きれいな

川沿いに専用の大きなビルがあり、極めて多彩な振興

政策を展開しています。また釜山、大邸、光州のデザ

インセンター等との連携によって、地域の特性を生か

したデザイン振興に取り組むと同時に、海外の KIDP 事

務所を通してデザイン市場開拓支援も行なっています。 

 韓国のデザインは、サムスンや LG、現代自動車など

の財閥系巨大企業によって、国際的な地位を築いてき

ましたが、その背景には韓国政府がデザインの重要性

を認識し、行政主導型のデザイン振興を継続発展させ

てきたことがあります。ここでは、韓国のデザイン行
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跡をたどることによって、50 年余に及ぶ韓国のデザイ

ン振興が、どのように発展していったかを俯瞰してい

きます。 

＊参考資料 

1.韓国デザイン振興院 https://www.kidp.or.kr 

2.JETRO 第 21 回韓国 IPG セミナー資料「韓国デザイ

ン産業の現況及び振興政策」（KIDP、2018 年） 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipg/s

eminar_report/21.html 
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開発と振興についての政策を構築しなければならない

として、商工部長官のもとに「産業デザイン・包装振

興委員会」を設置、政策の大綱を整備し、そのもとに

「韓国デザイン包装センター」を設置して具体的な開

発と振興活動を行なうという推進体制を定めるととも
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 青木は、80 年代前半に「韓国デザイン包装センター」

を訪問していますが、全体の印象として「製品科学研

究所」に近い研究的な雰囲気をもった組織であること、

また当時は軍事政権下であったためか、所長・副所長

が将官出身者であり、迫力が違ったことを記憶してい

ます。 

② 1991 年「産業デザイン・包装振興法」 

 1991 年、77 年制定の「デザイン・包装振興法」が全

面的に改定されました。デザインへの理解が進んだこ

とを背景に、行政の役割も、先導的な研究開発から民

間の活動を啓発啓蒙へと、軸足を移しつつあるように

思われます。デザインの定義も、77 年法では「人間の

文化的な生活を享受する中で必要とするすべての道具

の創造や改善行為」とあるものが、91 年法では「製品

などの美・機能や経済的な価値を最適化することで、

生産者や消費者の物質的・心理的な欲求を満たすため

の創作や改善行為」へと、より具体的に記述されてい

ます（この定義は現行の法律にも同様に記載されてい

ます）。 

 この 91 年法のポイントは３つあります。1)商工部

長官に対し「総合振興計画」の策定と公開を求めてい

ること、2)「優れたデザイン」を選定しこれを通じて

啓蒙すること、3)専門人材の育成とデザイン事業者へ

の支援体制を整えることです。1)については、韓国の

デザイン行政と振興政策は、これ以降数年ごとに策定

される「産業デザイン振興総合計画」に基づいて展開

されていきます。また 2)は、「韓国グッドデザイン賞」

として継続発展し、今日に至っています（同賞の開始

は 85 年であるため、この部分ではやや後追い的であ

るようです）。また 3)の人材育成や事業所支援は、そ

の後のデザイン高度教育の充実や巨大製造業における

デザイン活動の展開へ結びついていきます。 

 このようにみると、韓国のデザイン行政と振興政策

は、80 年代後半から 90 年代前半にかけて、その体系

が一段と整備されていったことが窺えます。なお実務

を担当する組織の名称は、「韓国デザイン包装センター」

から「韓国産業デザイン包装開発院」へと変更されて

います。 

③ 1997 年「産業デザイン振興法」 

 1997 年１月に施行されたこの法律の特色は、名称に

端的に顕れているように、「包装」が対象から外れたこ

とです。また第１条の「目的」についても、「この法律

は産業デザインの研究や開発を促進し、産業デザイン

の振興のための事業を支援することで、産業の競争力

強化に貢献することを目的とする」と、91 年法にあっ

た「貿易増大と国民生活の発展に貢献」が消えてシン

プルになっています。 

 この法律改正の背景は、韓国産業が大きく成長し、

商品のパッケージについて国が率先して研究開発をす

る必要がなくなったこと、また商品のデザインについ

ても、サムスンや LG、現代自動車など国際的に高い競

争力をもつ企業が台頭してきたことがあり、デザイン

の行政も先導型から支援型にシフトさせていくことが

求められたためと思われます。 

 内容については、91 年法をほぼ踏襲しており、「総

合振興計画」の策定、産官学によるその実施体制の整

備、中核的な事業である「韓国グッドデザイン賞」、専

門人材の育成とデザイン事業所への支援等についての

概要が規定され、これらを「効率的かつ体系的に推進

する」機関として、「韓国デザイン振興院」が前身の組

織を改組して発足することを定めています。後述する

法律改正などをみると、おそらく 1997 年法の段階で、

法的な体系＝韓国のデザイン行政と振興の体系が、ほ

ぼ完成したと考えられます、 

 なおこの法律は 97 年１月から施行されますが、そ

の直後に「アジア通貨危機」が韓国の経済産業そして

社会を襲うことになります。韓国は競争力の高い財閥

系の企業に資源を集中させることによって、この危機

を乗り切っていきますが、デザインはその切り札の一

つをして活用されたといわれています。そのような歴

史的視点からみると、97 年の法律改正は、その後の韓

国の産業とデザインの発展を導く大きな礎となったも

のと推測されます。 

④ 2019 年「産業デザイン振興法」の改定 

 1997 年「産業デザイン振興法」は適宜細かく改訂さ

れ、それらを併せて 2019 年に現行法が定めらました。

全体的にみると 97 年法を踏襲していますが、特に 1)

自治体に「地域デザインセンター」の設立を促してい

ること、2)デザインビジネスの適正化に向けて、自治

体等のデザイン発注予算の計上努力やデザイン遂行上

の紛争を解決する「紛争調停委員会」の設置を規定し

ていることに特徴があります。 

 「地域デザインセンター」については、同法 11 条２

では「①市・道知事は地域デザイン特化事業・振興事

業・基盤構築事業など（以下、本条で「地域デザイン

事業」という）を展開するために、産業通商資源部長

官との協議を経て近くの市・道知事と共同または単独

で地域デザインセンターを設置することができる」と

規定しています。釜山、大邸、光州などには、「韓国デ

ザイン包装センター」の時代に支所が設置されていま

したが、「③国、地方自治体や「公共機関の運営に関す

る法律」第 4 条による公共機関のトップは必要な場合、

共同または単独で地域デザイン事業を地域デザインセ

ンターに委託したり、代行させることができる」とあ

るように、中央の管轄ではなく、地域自治体のデザイ

ン需要の受け皿として機能するデザインセンターを、
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自治体の主導により設立することを求めたものです

（この部分の条文は 2015 年に追加。ただしそれぞれ

のセンターは 2015 年以前に設立されており、同法は

これらを法的に位置づけたものと思われます）。 

 これらのデザインセンターは、各地域のデザイン地

域の特性を踏まえ、釜山はファッション系、大邸は工

業デザイン系、光州は伝統工芸系といったように得意

分野をもち、また守備範囲も産業デザインに留まらず、

都市開発、環境問題、文化振興など幅広い活動を行っ

ています。 

 もう一つのポイントは、デザインビジネス支援です。

「産業デザイン振興法」は、以前からデザイン事業所

支援を打ち出していますが、これに加えデザインベン

チャー支援が加わっています。注目すべきは、1)政府

や自治体が産業デザインの開発に関する契約を結ぶ際

に、適正な対価を支払うよう努力義務を求めているこ

と（第 9 条の 2）、また 2)産業デザインと関連した紛争

を調停するため「デザイン紛争調停委員会」を設置す

ること（第 10 条の 3）が加わったことです。 

 1) については、「デザインはタダ（無料）」という風

潮をなくすことを目的としたものと推定されます。「産

業通商資源部長官は、（中略）産業デザイン開発の遂行

条件、労働単価など、対価基準の算定に必要な事項を

国家機関などに提示しなければならない」、また「国家

機関などのトップは施設物の制作・設置など、産業デ

ザインの開発が必要な事業に関する契約を締結する場

合には産業デザインの開発に関する対価を別途算定し

て計上することができる」など、自治体等の業務の執

行に向けて、具体的な指示を行なっているところにポ

イントがあります（この条文は 2014 年に追加）。 

 一方「紛争調停制度」は、デザインに関する取引過

程において発生する不公正取引や知的財産件紛争など

に関する法律相談を前提とした制度で、相談では解決

されない場合は、デザイン専門家や法律家によって組

織される「調停委員会」が解決提案を提示します。ま

たデザインの権利については、デザイン創作事実を証

明する「デザイン公知証明制度」があり、創作者以外

によるデザイン登録を予防する役割を果たしています。

こうしたデザインビジネスの実体を踏まえた支援制度

を整えていることも、現行法の特徴の一つとなってい

ます。 

（文責：青木史郎） 
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３付．視点論点の掲載項目 
 
 「デザイン振興政策アーカイブ」では、収録されている文献資料の中から、特に時代を開

拓していった行政ビジョンや振興活動などを採り上げ、その背景や経緯、効果などを解説す

る「視点・論点」を掲載している。ここでは、「視点・論点」に掲載されている項目を紹介

する。内容に関しては「デザイン振興政策アーカイブ」https://design-archives.jpをご覧く
ださい。 
 
・審議会答申を読む－１ 「輸出デザインの貧困」から「デザイン創造」へ 1958年最初 
 の審議会答申および 1961年審議会答申（2019.01.27公開） 
・審議会答申を読む－２ 「70年代のデザイン振興政策のあり方」1972年答申（2019.05.21 
 公開） 
・答申を読む－３ 「今後のデザイン振興政策について」1979 年答申（2019.05.21 公開） 
・地方産業デザイン開発推進事業を振り返る、1975年～85年（2019.05.21公開） 
・答申を読む－４ 「1990年代のデザイン政策」1988年答申（2020.04.24公開） 
・答申を読む－５ 「時代の変化に対応した新しいデザイン政策のあり方」1993年答申 
 （2020.04.24公開） 
・デザイン行政のかたち 通商産業省／経済産業省デザイン担当部門、デザイン奨励審議 
 会、デザイン振興機関（2020.04.24公開） 
・戦後最初のビジョン 「戦後の日本工藝」工藝指導所、1945年（2020.12.01公開） 
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する。内容に関しては「デザイン振興政策アーカイブ」https://design-archives.jpをご覧く
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・答申を読む－５ 「時代の変化に対応した新しいデザイン政策のあり方」1993年答申 
 （2020.04.24公開） 
・デザイン行政のかたち 通商産業省／経済産業省デザイン担当部門、デザイン奨励審議 
 会、デザイン振興機関（2020.04.24公開） 
・戦後最初のビジョン 「戦後の日本工藝」工藝指導所、1945年（2020.12.01公開） 
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、

2
1
頁

（
復

刻
）

全
文

P
D
F

1
9
5
7

0
1
0

工
業

デ
ザ

イ
ン

工
業

デ
ザ

イ
ン

専
門

視
察

団
報

告
書

（
財

）
日

本
生

産
性

本
部

昭
和

3
2
年

1
1
月

B
5
、

2
3
9
頁

全
文

P
D
F

1
9
5
7

0
2
0

日
本

の
産

業
意

匠
の

将
来

ア
ー

ト
・

セ
ン

タ
ー

・
ス

ク
ー

ル
・

デ
ザ

イ
ン

チ
ー

ム
の

報
告

と
勧

告
米

国
加

州
羅

府
市

ア
ー

ト
・

セ
ン

タ
ー

・
ス

ク
ー

ル
1
9
5
7
年

8
月

B
5
、

2
8
頁

（
邦

文
）

＋
1
6
頁

（
英

文
）

O
C
R
編

集

1
9
5
8

0
1
0

わ
が

国
デ

ザ
イ

ン
の

問
題

点
と

そ
の

対
策

意
匠

奨
励

審
議

会
1
9
5
8
年

1
2
月

B
5
、

3
2
頁

（
縦

書
）

O
C
R
編

集

1
9
5
8

0
2
0

通
商

産
業

研
究

N
o
.
6
5

特
集

・
産

業
と

デ
ザ

イ
ン

通
商

産
業

大
臣

官
房

調
査

課
1
9
5
8
年

7
月

A
5
・

8
0
頁

（
特

集
）

資
料

情
報

1
9
5
8

0
2
1

産
業

デ
ザ

イ
ン

政
策

の
方

向
新

井
真

一
通

商
産

業
大

臣
官

房
調

査
課

1
9
5
8
年

7
月

O
C
R
編

集

1
9
5
8

0
3
0

グ
ッ

ド
・

デ
ザ

イ
ン

　
－

そ
の

制
度

と
実

例
ー

中
小

企
業

出
版

局
監

修
　

特
許

庁
意

匠
課

昭
和

3
3
年

4
月

2
1
日

B
5
・

8
7
頁

O
C
R
編

集

1
9
5
9

0
1
0

デ
ザ

イ
ン

で
生

き
る

企
業

中
小

企
業

庁
・

産
業

工
芸

試
験

所
　

共
編

昭
和

3
4
年

6
月

2
5
日

A
5
・

3
3
8
頁

資
料

情
報

1
9
6
0

0
1
0

輸
出

品
デ

ザ
イ

ン
法

　
解

釈
と

実
務

輸
出

品
デ

ザ
イ

ン
法

研
究

会
通

商
産

業
省

通
商

局
デ

ザ
イ

ン
課

昭
和

3
5
年

1
月

B
6
、

3
0
2
頁

＋
英

文
全

文
P
D
F

1
9
6
0

0
2
0

産
業

工
藝

試
験

所
三

十
年

史
工

業
技

術
院

産
業

工
藝

試
験

所
1
9
6
0
年

7
月

A
4
変

形
・

2
9
4
頁

資
料

情
報

1
9
6
0

0
2
1

タ
ウ

ト
の

提
案

工
業

技
術

院
産

業
工

芸
試

験
所

O
C
R
編

集

1
9
6
1

0
1
0

デ
ザ

イ
ン

奨
励

審
議

会
答

申
デ

ザ
イ

ン
奨

励
審

議
会

1
9
6
1
年

9
月

3
0
日

B
5
、

6
頁

O
C
R
編

集

1
9
6
1

0
2
0

産
業

デ
ザ

イ
ン

と
経

営
第

2
次

工
業

デ
ザ

イ
ン

視
察

団
報

告
書

（
財

）
日

本
生

産
性

本
部

昭
和

3
6
年

6
月

B
5
、

1
7
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
6
1

0
3
0

産
業

と
デ

ザ
イ

ン
工

業
品

検
査

研
究

会
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
 
C
R
A
F
T
 
D
E
S
I
G
N

昭
和

3
6
年

7
月

B
5
、

8
6
3
頁

資
料

情
報

1
9
6
1

0
4
0

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

議
事

録
世

界
デ

ザ
イ

ン
会

議
議

事
録

編
集

委
員

会
W
o
r
l
d
 
D
e
s
i
g
n
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
i
n
 
T
o
k
y
o
 
1
9
6
0

1
9
6
1
年

A
4
変

形
・

3
0
0
頁

資
料

情
報

1
9
6
2

0
1
0

j
a
p
a
n
 
d
e
s
i
g
n
 
a
n
n
u
a
l
 
1
9
6
2

J
a
p
a
n
 
D
e
s
i
g
n
 
H
o
u
s
e

1
9
6
2
年

3
月

B
5
横

変
形

、
8
3
頁

資
料

情
報

1
9
6
3

0
1
0

j
a
p
a
n
 
d
e
s
i
g
n
 
a
n
n
u
a
l
 
1
9
6
3

J
a
p
a
n
 
D
e
s
i
g
n
 
H
o
u
s
e

1
9
6
3
年

3
月

B
5
横

変
形

、
5
0
頁

資
料

情
報

1
9
6
4

0
1
0

グ
ッ

ド
デ

ザ
イ

ン
総

集
通

商
産

業
省

通
商

局
輸

出
振

興
部

デ
ザ

イ
ン

課
編

通
商

産
業

省
選

定
昭

和
3
9
年

9
月

2
0
日

B
5
・

1
2
9
頁

一
部

P
D
F

1
9
6
4

0
2
0

j
a
p
a
n
 
d
e
s
i
g
n
 
a
n
n
u
a
l
 
1
9
6
4

J
a
p
a
n
 
D
e
s
i
g
n
 
H
o
u
s
e

1
9
6
4
年

3
月

B
5
横

変
形

、
6
9
頁

資
料

情
報

1
9
6
5

0
1
0

通
産

省
公

報
N
o
.
4
7
7
1

特
集

号
・

デ
ザ

イ
ン

振
興

事
業

の
現

状
と

方
向

（
財

）
通

商
産

業
調

査
会

1
9
6
5
年

9
月

2
0
日

A
4
・

4
0
頁

資
料

情
報

1
9
6
5

0
1
0

j
a
p
a
n
 
d
e
s
i
g
n
 
a
n
n
u
a
l
 
1
9
6
5

J
a
p
a
n
 
D
e
s
i
g
n
 
H
o
u
s
e

1
9
6
5
年

3
月

B
5
横

変
形

、
7
8
頁

資
料

情
報

1
9
6
6

0
1
0

j
a
p
a
n
 
d
e
s
i
g
n
 
a
n
n
u
a
l
 
1
9
6
6

J
a
p
a
n
 
D
e
s
i
g
n
 
H
o
u
s
e

1
9
6
6
年

3
月

B
5
横

変
形

、
6
1
頁

資
料

情
報

1
9
6
7

0
1
0

j
a
p
a
n
 
d
e
s
i
g
n
 
a
n
n
u
a
l
 
1
9
6
7

J
a
p
a
n
 
D
e
s
i
g
n
 
H
o
u
s
e

1
9
6
7
年

3
月

B
5
横

変
形

、
9
5
頁

資
料

情
報

1
9
6
8

0
1
0

j
a
p
a
n
 
d
e
s
i
g
n
 
a
n
n
u
a
l
 
1
9
6
8

J
a
p
a
n
 
D
e
s
i
g
n
 
H
o
u
s
e

1
9
6
8
年

3
月

B
5
横

変
形

、
6
5
頁

資
料

情
報

1
9
6
9

0
1
0

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
設

立
資

料
（

1
）

財
団

法
人

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
設

立
準

備
事

務
局

昭
和

4
4
年

2
月

A
5
、

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
6
9

0
1
1

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
設

立
資

料
（

2
）

財
団

法
人

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
設

立
準

備
事

務
局

昭
和

4
4
年

2
月

B
5
・

4
頁

相
当

折
込

、
2
枚

全
文

P
D
F

1
9
6
9

0
1
2

財
団

法
人

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
の

設
立

に
つ

い
て

（
昭

和
4
4
年

2
月

）
財

団
法

人
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

設
立

準
備

事
務

局
昭

和
4
4
年

2
月

A
5
・

1
1
頁

＋
折

込
O
C
R
編

集

1
9
6
9

0
2
0

設
立

に
つ

い
て

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
1
9
6
9
年

）
A
4
・

1
2
頁

全
文

P
D
F

４
－

２
．

１
９

７
０

年
代

の
資

料
年

番
号

タ
イ

ト
ル

発
行

元
注

記
発

行
年

月
形

態
・

頁
数

収
録

方
式

1
9
7
0

0
1
0

昭
和

4
5
年

度
　

官
公

立
産

業
デ

ザ
イ

ン
機

関
調

査
研

究
項

目
一

覧
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
4
5
年

8
月

1
日

Ｂ
5
・

1
2
1
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
0

0
2
0

イ
ン

ダ
ス

ト
リ

ア
ル

・
デ

ザ
イ

ン
に

関
す

る
契

約
の

条
件

に
つ

い
て

の
ガ

イ
ド

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
7
0
年

5
月

A
4
、

3
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
0

0
3
0

日
本

の
伝

統
と

デ
ザ

イ
ン

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

昭
和

4
5
年

度
日

本
優

秀
商

品
輸

出
推

進
事

業
昭

和
4
6
年

3
月

0
全

文
P
D
F

1
9
7
0

0
4
0

昭
和

4
5
年

　
デ

ザ
イ

ナ
ー

名
簿

日
本

貿
易

振
興

会
昭

和
4
5
年

3
月

3
1
日

Ｂ
5
横

・
7
0
頁

＋
索

引
資

料
情

報

1
9
7
0

0
5
0

J
I
D
P
O
ニ

ュ
ー

ス
(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
7
0
年

2
月

～
1
9
7
1

年
3
月

B
5
・

各
8
頁

＊
全

文
P
D
F

1
9
7
0

0
5
1

J
I
D
P
O
ニ

ュ
ー

ス
巻

頭
言

(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
7
0
年

2
月

～
1
9
7
1

年
3
月

B
5
・

－
O
C
R
編

集

1
9
7
0

0
6
0

昭
和

4
5
年

　
デ

ザ
イ

ナ
ー

名
簿

日
本

貿
易

振
興

会
D
E
S
I
G
N
E
R
 
F
O
R
 
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
 
D
E
S
I
G
N

1
9
7
0
年

3
月

B
5
横

・
7
0
頁

＋
索

引
資

料
情

報

1
9
7
1

0
1
0

昭
和

4
5
年

　
産

業
デ

ザ
イ

ン
情

報
要

求
実

態
調

査
報

告
書

情
報

シ
ス

テ
ム

研
究

所
昭

和
4
6
年

3
月

A
4
、

7
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
1

0
3
0

国
際

化
時

代
を

む
か

え
る

家
電

製
品

の
企

画
と

デ
ザ

イ
ン

　
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

の
デ

ザ
イ

ン
賞

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

産
業

デ
ザ

イ
ン

情
報

 
　

1
（

1
9
7
1
年

）
A
4
・

1
9
頁

（
ｼ
ｰ
ﾄ

束
）

全
文

P
D
F

1
9
7
1

0
3
1

企
業

と
デ

ザ
イ

ン
1
9
7
0
年

度
の

ア
メ

リ
カ

の
デ

ザ
イ

ン
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
産

業
デ

ザ
イ

ン
情

報
　

2
（

1
9
7
1
年

）
A
4
・

2
2
頁

（
ｼ
ｰ
ﾄ

束
）

全
文

P
D
F

1
9
7
1

0
3
2

住
居

環
境

 
そ

の
１

－
統

計
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
産

業
デ

ザ
イ

ン
情

報
　

3
（

1
9
7
1
年

）
A
4
･
2
8
頁

（
ｼ
ｰ
ﾄ
束

）
＊

A
3
折

込
5
頁

含
む

資
料

情
報

1
9
7
1

0
3
3

住
居

環
境

 
そ

の
２

－
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
産

業
デ

ザ
イ

ン
情

報
　

4
（

1
9
7
1
年

）
A
4
、

1
8
頁

(
ｼ
ｰ
ﾄ
束

）
資

料
情

報

1
9
7
1

0
3
4

企
業

に
お

け
る

デ
ザ

イ
ン

情
報

の
要

求
実

態
調

査
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

産
業

デ
ザ

イ
ン

情
報

（
1
9
7
1
年

）
A
4
、

1
9
頁

(
ｼ
ｰ
ﾄ
束

）
全

文
P
D
F

1
9
7
1

0
4
0

デ
ザ

イ
ン

事
務

所
総

覧
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
4
6
年

3
月

B
5
変

形
・

1
5
0
頁

資
料

情
報

1
9
7
1

0
5
0

世
界

イ
ン

ダ
ス

ト
リ

ア
ル

デ
ザ

イ
ン

会
議

I
C
S
I
D
 
K
Y
O
T
O
 
'
7
3
の

開
催

に
つ

い
て

（
案

）
（

社
）

日
本

イ
ン

ダ
ス

ト
リ

ア
ル

デ
ザ

イ
ナ

ー
協

会
I
C
S
I
D
日

本
大

会
準

備
委

員
会

1
9
7
1
年

8
月

B
5
・

3
5
頁

資
料

情
報

1
9
7
2

0
1
0

デ
ザ

イ
ン

奨
励

審
議

会
中

間
答

申
－

7
0
年

代
の

デ
ザ

イ
ン

振
興

政
策

の
あ

り
方

－
デ

ザ
イ

ン
奨

励
審

議
会

1
9
7
2
年

8
月

B
5
、

1
7
頁

O
C
R
編

集

1
9
7
2

0
2
0

世
界

イ
ン

ダ
ス

ト
リ

ア
ル

デ
ザ

イ
ン

会
議

I
C
S
I
D
'
7
3
K
Y
O
T
O
の

開
催

に
つ

い
て

I
C
S
I
D
日

本
準

備
委

員
会

1
9
7
2
年

5
月

A
4
・

3
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
3

0
1
0

日
本

の
伝

統
と

新
し

い
商

品
開

発
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
1
9
7
3
年

A
4
、

6
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
3

0
2
0

昭
和

4
7
年

度
日

本
優

秀
デ

ザ
イ

ン
商

品
開

発
指

導
事

業
選

定
商

品
　

（
マ

ル
優

）
ニ

ュ
ー

ス
（

マ
ル

優
）

事
業

委
員

会
事

務
局

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
1
9
7
3
年

）
A
4
・

3
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
3

0
3
0

D
E
S
I
G
N
 
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

D
e
s
i
g
n
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i
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デ
ザ

イ
ン

開
発

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
優

）
事

業
実

行
委

員
会

事
務

局
1
9
7
5
年

3
月

1
日

A
4
・

5
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
5

0
4
0

日
本

の
デ

ザ
イ

ン
オ

フ
ィ

ス
/
D
e
s
i
g
n
 
O
f
f
i
c
e
 
i
n

J
a
p
a
n
 
1
9
7
5

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
7
5
年

3
月

3
1
日

A
4
、

1
3
3
頁

資
料

情
報

1
9
7
5

0
5
0

デ
ザ

イ
ン

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
1
9
7
5
年

）
A
4
、

7
2
頁

資
料

情
報

1
9
7
5

0
6
0

人
の

心
と

物
の

世
界

世
界

イ
ン

ダ
ス

ト
リ

ア
ル

デ
ザ

イ
ン

会
議

の
記

録
世

界
イ

ン
ダ

ス
ト

リ
ア

ル
デ

ザ
イ

ン
会

議
会

議
録

編
纂

委
員

会
1
9
7
5
年

3
月

A
4
・

変
形

・
3
1
6
頁

（
箱

入
り

、
資

料
付

き
）

資
料

情
報

1
9
7
5

0
7
0

日
本

の
デ

ザ
イ

ン
オ

フ
ィ

ス
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
D
e
s
i
g
n
 
O
f
f
i
c
e
 
i
n
 
J
a
p
a
n
 
1
9
7
5

1
9
7
5
年

3
月

A
4
・

1
3
4
頁

資
料

情
報

1
9
7
6

0
1
0

昭
和

5
0
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
1
年

3
月

A
4
、

6
3
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
6

0
2
0

昭
和

5
0
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
1
年

9
月

A
4
、

1
1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
6

0
3
0

昭
和

5
0
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
の

現
状

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
7
6
年

）
A
4
、

1
1
頁

（
バ

ラ
）

全
文

P
D
F

1
9
7
6

0
4
0

地
方

産
業

に
お

け
る

デ
ザ

イ
ン

開
発

と
今

後
の

課
題

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
地

方
デ

ザ
イ

ン
開

発
セ

ン
タ

ー
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
・

デ
ザ

イ
ン

開
発

普
及

講
習

会
テ

キ
ス

ト
昭

和
5
1
年

9
月

月
A
4
、

3
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
6

0
5
0

製
品

開
発

に
お

け
る

情
報

シ
ス

テ
ム

調
査

報
告

書
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
1
9
7
5
年

度
デ

ザ
イ

ン
実

態
調

査
1
9
7
6
年

3
月

A
4
、

9
9
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
6

0
7
0

産
業

工
芸

試
験

所
四

十
年

史
工

業
技

術
院

製
品

科
学

研
究

所
1
9
7
6
年

3
月

A
4
変

形
・

1
0
8
頁

資
料

情
報

1
9
7
7

0
1
0

昭
和

5
1
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
2
年

3
月

A
4
、

4
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
7

0
2
0

昭
和

5
1
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
2
年

7
月

A
4
、

1
2
7
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
7

0
3
0

資
料

（
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
説

明
資

料
）

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
地

方
デ

ザ
イ

ン
開

発
セ

ン
タ

ー
（

1
9
7
7
年

）
A
4
、

1
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
7

0
4
0

D
e
s
i
g
n
 
N
e
w
s
 
7
9
-
8
0
　

G
マ

ー
ク

2
0
周

年
特

集
号

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
7
7
年

1
1
月

A
4
・

1
1
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
7

0
5
0

中
小

企
業

に
お

け
る

デ
ザ

イ
ン

開
発

実
態

調
査

報
告

書
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
1
9
7
6
年

度
デ

ザ
イ

ン
実

態
調

査
1
9
7
7
年

3
月

A
4
、

4
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
7

0
6
0

デ
ザ

イ
ン

情
報

シ
ス

テ
ム

I
S
D
の

活
用

に
基

づ
く

調
査

研
究

東
京

大
学

生
産

技
術

研
究

所
　

池
辺

研
究

室
昭

和
5
1
年

度
　

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
委

託
調

査
（

1
9
7
7
年

）
A
4
、

2
0
4
頁

資
料

情
報

1
9
7
7

0
6
0

デ
ザ

イ
ン

の
軌

跡
日

本
デ

ザ
イ

ン
コ

ミ
ッ

テ
ィ

ー
監

修
日

本
デ

ザ
イ

ン
コ

ミ
ッ

テ
ィ

ー
と

グ
ッ

ド
デ

ザ
イ

ン
運

動
1
9
7
7
年

4
月

A
4
・

2
5
5
頁

資
料

情
報

1
9
7
8

0
1
0

昭
和

5
2
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
3
年

3
月

A
4
、

5
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
8

0
2
0

昭
和

5
2
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
7
8
年

）
A
4
、

1
1
9
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
8

0
3
0

資
料

（
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
説

明
資

料
）

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
地

方
デ

ザ
イ

ン
開

発
セ

ン
タ

ー
（

1
9
7
8
年

）
A
4
、

3
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
8

0
4
0

地
方

産
業

と
デ

ザ
イ

ン
開

発
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
2
年

度
日

本
優

秀
デ

ザ
イ

ン
商

品
開

発
指

導
事

業
報

告
書

昭
和

5
3
年

3
月

A
4
・

5
7
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
8

0
5
0

電
動

工
具

の
デ

ザ
イ

ン
と

人
間

工
学

的
課

題
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
2
年

度
産

業
デ

ザ
イ

ン
に

関
す

る
調

査
研

究
1
9
7
8
年

2
月

A
4
、

7
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
8

0
6
0

デ
ザ

イ
ン

に
よ

る
知

識
集

約
化

の
た

め
の

調
査

報
告

書
通

商
産

業
省

検
査

デ
ザ

イ
ン

課
昭

和
5
3
年

3
月

B
5
、

2
2
4
頁

資
料

情
報

1
9
7
8

0
6
0

製
品

科
学

研
究

所
五

十
年

史
工

業
技

術
院

製
品

科
学

研
究

所
1
9
7
8
年

1
0
月

B
5
・

1
8
0
頁

＋
写

真
集

資
料

情
報

1
9
7
9

0
1
0

デ
ザ

イ
ン

奨
励

部
会

報
告

書
－

今
後

の
デ

ザ
イ

ン
振

興
策

に
つ

い
て

－
輸

出
検

査
及

び
デ

ザ
イ

ン
奨

励
審

議
会

　
デ

ザ
イ

ン
奨

励
部

会
1
9
7
9
年

6
月

B
5
、

4
5
頁

O
C
R
編

集

1
9
7
9

0
2
0

昭
和

5
3
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
4
年

3
月

A
4
、

3
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
9

0
3
0

昭
和

5
3
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
7
9
年

）
A
4
、

1
6
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
7
9

0
4
0

財
団

法
人

日
本

機
械

デ
ザ

イ
ン

セ
ン

タ
ー

2
0
年

史
(
財

)
日

本
機

械
デ

ザ
イ

ン
セ

ン
タ

ー
昭

和
5
4
年

1
1
月

1
0
日

B
5
・

1
9
4
頁

一
部

P
D
F

p
.
1
6
4
ま

で

1
9
7
9

0
5
0

産
業

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
（

財
）

機
械

振
興

協
会

経
済

研
究

所
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
商

品
の

デ
ザ

イ
ン

と
G
マ

ー
ク

に
関

す
る

消
費

者
の

理
解

・
意

識
度

調
査

昭
和

5
4
年

3
月

B
5
・

6
2
頁

資
料

情
報

４
－

３
．

１
９

８
０

年
代

の
資

料
年

番
号

タ
イ

ト
ル

発
行

元
注

記
発

行
年

月
形

態
・

頁
数

収
録

方
式

1
9
8
0

0
1
0

昭
和

5
4
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
5
年

3
月

A
4
、

4
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
0

0
2
0

昭
和

5
4
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
8
0
年

）
A
4
、

1
1
1
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
0

0
3
0

昭
和

5
5
年

度
日

本
優

秀
デ

ザ
イ

ン
商

品
開

発
指

導
事

業
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
1
9
8
0
年

）
A
4
・

1
1
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
1

0
1
0

昭
和

5
5
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
6
年

3
月

A
4
、

4
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
1

0
2
0

昭
和

5
5
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
8
1
年

）
A
4
、

1
2
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
1

0
3
0

8
0
年

代
の

経
営

課
題

と
商

品
開

発
　

－
デ

ザ
イ

ン
・

地
場

産
業

・
市

場
－

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
地

方
デ

ザ
イ

ン
開

発
セ

ン
タ

ー
（

1
9
8
1
年

）
A
4
、

1
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
1

0
4
0

デ
ザ

イ
ン

評
価

ー
製

品
選

択
の

た
め

の
ガ

イ
ド

　
食

器
戸

棚
ほ

か
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
6
年

度
『

消
費

者
の

た
め

の
デ

ザ
イ

ン
評

価
基

準
調

査
』

報
告

1
9
8
2
年

A
4
・

1
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
1

0
5
0

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

設
立

準
備

資
料

輸
出

検
査

及
び

デ
ザ

イ
ン

奨
励

審
議

会
デ

ザ
イ

ン
奨

励
部

会
　

ほ
か

1
9
8
1
年

A
4
・

1
6
頁

程
度

一
部

P
D
F

1
9
8
1

0
5
0

企
業

経
営

に
お

け
る

創
造

性
と

文
化

性
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
5
年

度
国

際
デ

ザ
イ

ン
情

報
収

集
事

業
・

報
告

書
昭

和
5
6
年

3
月

A
4
・

5
7
頁

資
料

情
報

1
9
8
2

0
1
0

昭
和

5
6
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
7
年

3
月

A
4
、

2
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
2

0
2
0

昭
和

5
6
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

ー
A
4
、

9
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
2

0
3
0

G
マ

ー
ク

制
度

2
5
年

の
あ

ゆ
み

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

昭
和

5
7
年

1
1
月

2
5
日

B
5
・

6
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
2

0
4
0

産
業

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
（

財
）

機
械

振
興

協
会

経
済

研
究

所
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
商

品
の

デ
ザ

イ
ン

と
G
マ

ー
ク

に
関

す
る

企
業

の
意

識
度

調
査

研
究

昭
和

5
7
年

3
月

B
5
・

7
4
頁

資
料

情
報

1
9
8
3

0
1
0

昭
和

5
7
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
8
年

3
月

A
4
,
、

2
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
3

0
2
0

昭
和

5
7
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
8
3
年

）
A
4
、

6
4
頁

全
文

P
D
F

117



1
9
8
3

0
4
0

新
し

い
開

発
・

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

提
案

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

タ
ー

・
シ

ス
テ

ム
試

論
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
7
年

度
　

産
業

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

1
9
8
3
年

3
月

A
4
、

9
7
頁

一
部

P
D
F

p
.
7
5
ま

で

1
9
8
3

0
5
0

産
業

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
　

ー
機

械
工

業
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
・

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
ー

（
財

）
機

械
振

興
協

会
経

済
研

究
所

委
託

先
：

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

昭
和

5
8
年

3
月

A
4
、

9
7
頁

一
部

P
D
F

p
.
7
5
ま

で

1
9
8
3

0
6
0

デ
ザ

イ
ン

評
価

ー
製

品
選

択
の

た
め

の
ガ

イ
ド

　
婦

人
用

自
転

車
ほ

か
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
7
年

度
『

消
費

者
の

た
め

の
デ

ザ
イ

ン
評

価
基

準
調

査
』

報
告

（
1
9
8
3
年

）
A
4
横

、
1
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
3

0
7
0

デ
ザ

イ
ン

評
価

－
魅

力
づ

く
り

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

昭
和

5
7
年

度
『

消
費

者
の

た
め

の
デ

ザ
イ

ン
評

価
基

準
調

査
』

報
告

（
1
9
8
3
年

）
A
4
・

4
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
3

0
8
0

第
1
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
3
年

1
0
月

A
4
変

形
・

6
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
1
0

昭
和

5
8
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
9
年

3
月

A
4
、

1
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
2
0

昭
和

5
8
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
8
4
年

）
A
4
、

8
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
3
0

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
1
5
年

史
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
9
年

1
2
月

1
5
日

Ｂ
5
・

4
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
3
0

昭
和

5
8
年

度
日

本
優

秀
デ

ザ
イ

ン
商

品
開

発
指

導
事

業
実

施
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
マ

ル
優

）
事

業
委

員
会

事
務

局
1
9
8
4
年

A
4
・

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
4
0

昭
和

5
8
年

度
デ

ザ
イ

ン
・

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
調

査
報

告
（

財
）

機
会

振
興

協
会

経
済

研
究

所
委

託
先

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

昭
和

5
9
年

3
月

A
4
、

5
3
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
5
0

昭
和

5
8
年

度
「

人
間

工
学

情
報

ニ
ー

ズ
調

査
」

結
果

概
要

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
8
4
年

7
月

A
4
、

1
8
頁

＋
調

査
票

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
6
0

工
業

デ
ザ

イ
ン

の
生

産
性

向
上

　
概

念
、

要
因

、
方

策
（

財
）

日
本

生
産

性
本

部
　

生
産

性
研

究
所

　
工

業
デ

ザ
イ

ン
の

生
産

性
向

上
調

査
委

員
会

1
9
8
4
年

3
月

B
5
、

1
4
6
頁

資
料

情
報

1
9
8
4

0
7
0

第
1
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
コ

ン
ペ

テ
ィ

シ
ョ

ン
報

告
書

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
4
年

3
月

A
4
変

形
・

6
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
8
0

D
e
s
i
g
n
　

S
c
e
n
e
　

N
o
.
2

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
4
年

1
2
月

A
4
・

3
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
5

0
1
0

昭
和

5
9
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

6
0
年

3
月

A
4
、

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
5

0
2
0

昭
和

5
9
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
8
5
年

）
A
4
、

4
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
5

0
3
0

昭
和

5
9
年

度
日

本
優

秀
デ

ザ
イ

ン
商

品
開

発
指

導
事

業
実

施
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
マ

ル
優

）
事

業
事

務
局

（
1
9
8
5
年

）
A
4
・

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
5

0
4
0

ソ
フ

ト
化

対
応

の
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
デ

ザ
イ

ン
へ

の
展

開
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
9
年

度
　

デ
ザ

イ
ン

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
に

関
す

る
調

査
研

究
1
9
8
5
年

3
月

A
4
、

6
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
5

0
5
0

第
2
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
5
年

1
0
月

A
4
変

形
・

7
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
1
0

昭
和

6
0
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

6
1
年

3
月

A
4
、

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
2
0

昭
和

6
0
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
8
6
年

）
A
4
、

5
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
3
0

昭
和

6
0
年

度
日

本
優

秀
デ

ザ
イ

ン
商

品
開

発
指

導
事

業
実

施
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
マ

ル
優

）
事

業
委

員
会

事
務

局
（

1
9
8
6
年

）
A
4
・

1
3
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
4
0

昭
和

6
0
年

度
調

査
研

究
　

高
齢

化
社

会
と

デ
ザ

イ
ン

の
課

題
　

　
豊

か
な

高
齢

化
社

会
を

実
現

す
る

た
め

の
デ

ザ
イ

ン
研

究
（

財
）

機
械

振
興

協
会

経
済

研
究

所
委

託
先

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

昭
和

6
1
年

3
月

A
4
、

7
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
5
0

第
2
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
コ

ン
ペ

テ
ィ

シ
ョ

ン
報

告
書

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
6
年

3
月

A
4
変

形
・

6
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
6
0

3
0
年

の
歩

み
（

財
）

日
本

陶
磁

器
意

匠
セ

ン
タ

ー
昭

和
6
1
年

1
2
月

B
5
・

3
9
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
7
0

美
し

く
楽

し
く

価
値

あ
る

く
ら

し
を

創
る

た
め

に
生

活
文

化
フ

ォ
ー

ラ
ム

生
活

文
化

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス

へ
の

提
言

1
9
8
6
年

5
月

A
4
、

9
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
7

0
1
0

昭
和

6
1
年

度
産

業
機

械
分

野
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
開

発
の

現
状

と
課

題
（

財
）

機
械

振
興

協
会

経
済

研
究

所
昭

和
6
1
年

度
「

産
業

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
」

昭
和

6
2
年

3
月

A
4
、

5
1
頁

全
文

P
D
F
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1
9
8
3

0
4
0

新
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い
開

発
・

マ
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ー
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

提
案

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

タ
ー

・
シ

ス
テ

ム
試

論
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
7
年

度
　

産
業

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

1
9
8
3
年

3
月

A
4
、

9
7
頁

一
部

P
D
F

p
.
7
5
ま

で

1
9
8
3

0
5
0

産
業

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
　

ー
機

械
工

業
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
・

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
ー

（
財

）
機

械
振

興
協

会
経

済
研

究
所

委
託

先
：

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

昭
和

5
8
年

3
月

A
4
、

9
7
頁

一
部

P
D
F

p
.
7
5
ま

で

1
9
8
3

0
6
0

デ
ザ

イ
ン

評
価

ー
製

品
選

択
の

た
め

の
ガ

イ
ド

　
婦

人
用

自
転

車
ほ

か
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
7
年

度
『

消
費

者
の

た
め

の
デ

ザ
イ

ン
評

価
基

準
調

査
』

報
告

（
1
9
8
3
年

）
A
4
横

、
1
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
3

0
7
0

デ
ザ

イ
ン

評
価

－
魅

力
づ

く
り

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

昭
和

5
7
年

度
『

消
費

者
の

た
め

の
デ

ザ
イ

ン
評

価
基

準
調

査
』

報
告

（
1
9
8
3
年

）
A
4
・

4
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
3

0
8
0

第
1
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
3
年

1
0
月

A
4
変

形
・

6
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
1
0

昭
和

5
8
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

5
9
年

3
月

A
4
、

1
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
2
0

昭
和

5
8
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
8
4
年

）
A
4
、

8
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
3
0

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
1
5
年

史
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
9
年

1
2
月

1
5
日

Ｂ
5
・

4
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
3
0

昭
和

5
8
年

度
日

本
優

秀
デ

ザ
イ

ン
商

品
開

発
指

導
事

業
実

施
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
マ

ル
優

）
事

業
委

員
会

事
務

局
1
9
8
4
年

A
4
・

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
4
0

昭
和

5
8
年

度
デ

ザ
イ

ン
・

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
調

査
報

告
（

財
）

機
会

振
興

協
会

経
済

研
究

所
委

託
先

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

昭
和

5
9
年

3
月

A
4
、

5
3
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
5
0

昭
和

5
8
年

度
「

人
間

工
学

情
報

ニ
ー

ズ
調

査
」

結
果

概
要

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
8
4
年

7
月

A
4
、

1
8
頁

＋
調

査
票

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
6
0

工
業

デ
ザ

イ
ン

の
生

産
性

向
上

　
概

念
、

要
因

、
方

策
（

財
）

日
本

生
産

性
本

部
　

生
産

性
研

究
所

　
工

業
デ

ザ
イ

ン
の

生
産

性
向

上
調

査
委

員
会

1
9
8
4
年

3
月

B
5
、

1
4
6
頁

資
料

情
報

1
9
8
4

0
7
0

第
1
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
コ

ン
ペ

テ
ィ

シ
ョ

ン
報

告
書

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
4
年

3
月

A
4
変

形
・

6
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
4

0
8
0

D
e
s
i
g
n
　

S
c
e
n
e
　

N
o
.
2

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
4
年

1
2
月

A
4
・

3
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
5

0
1
0

昭
和

5
9
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

6
0
年

3
月

A
4
、

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
5

0
2
0

昭
和

5
9
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
8
5
年

）
A
4
、

4
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
5

0
3
0

昭
和

5
9
年

度
日

本
優

秀
デ

ザ
イ

ン
商

品
開

発
指

導
事

業
実

施
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
マ

ル
優

）
事

業
事

務
局

（
1
9
8
5
年

）
A
4
・

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
5

0
4
0

ソ
フ

ト
化

対
応

の
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
デ

ザ
イ

ン
へ

の
展

開
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
昭

和
5
9
年

度
　

デ
ザ

イ
ン

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
に

関
す

る
調

査
研

究
1
9
8
5
年

3
月

A
4
、

6
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
5

0
5
0

第
2
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
5
年

1
0
月

A
4
変

形
・

7
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
1
0

昭
和

6
0
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
振

興
開

発
体

制
整

備
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

昭
和

6
1
年

3
月

A
4
、

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
2
0

昭
和

6
0
年

度
地

方
産

業
デ

ザ
イ

ン
開

発
推

進
事

業
報

告
書

　
デ

ザ
イ

ン
開

発
実

施
指

導
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

地
方

デ
ザ

イ
ン

開
発

セ
ン

タ
ー

（
1
9
8
6
年

）
A
4
、

5
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
3
0

昭
和

6
0
年

度
日

本
優

秀
デ

ザ
イ

ン
商

品
開

発
指

導
事

業
実

施
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
マ

ル
優

）
事

業
委

員
会

事
務

局
（

1
9
8
6
年

）
A
4
・

1
3
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
4
0

昭
和

6
0
年

度
調

査
研

究
　

高
齢

化
社

会
と

デ
ザ

イ
ン

の
課

題
　

　
豊

か
な

高
齢

化
社

会
を

実
現

す
る

た
め

の
デ

ザ
イ

ン
研

究
（

財
）

機
械

振
興

協
会

経
済

研
究

所
委

託
先

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

昭
和

6
1
年

3
月

A
4
、

7
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
5
0

第
2
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
コ

ン
ペ

テ
ィ

シ
ョ

ン
報

告
書

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
6
年

3
月

A
4
変

形
・

6
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
6
0

3
0
年

の
歩

み
（

財
）

日
本

陶
磁

器
意

匠
セ

ン
タ

ー
昭

和
6
1
年

1
2
月

B
5
・

3
9
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
6

0
7
0

美
し

く
楽

し
く

価
値

あ
る

く
ら

し
を

創
る

た
め

に
生

活
文

化
フ

ォ
ー

ラ
ム

生
活

文
化

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス

へ
の

提
言

1
9
8
6
年

5
月

A
4
、

9
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
7

0
1
0

昭
和

6
1
年

度
産

業
機

械
分

野
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
開

発
の

現
状

と
課

題
（

財
）

機
械

振
興

協
会

経
済

研
究

所
昭

和
6
1
年

度
「

産
業

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
」

昭
和

6
2
年

3
月

A
4
、

5
1
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
7

0
2
0

グ
ッ

ド
デ

ザ
イ

ン
展

2
4
年

の
歩

み
日

本
グ

ッ
ド

デ
ザ

イ
ン

展
協

議
会

昭
和

6
2
年

7
月

B
5
・

4
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
7

0
3
0

第
3
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
7
年

1
0
月

3
0
日

A
4
変

形
・

7
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
7

0
4
0

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

I
C
S
I
D
'
8
9
N
A
G
O
Y
A
基

本
構

想
（

案
）

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
推

進
準

備
会

基
本

構
想

専
門

部
会

1
9
8
7
年

3
月

A
4
・

2
0
頁

＋
参

考
資

料
資

料
情

報

1
9
8
7

0
5
0

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

I
C
S
I
D
'
8
9
N
A
G
O
Y
A
基

本
構

想
世

界
デ

ザ
イ

ン
会

議
開

催
準

備
委

員
会

基
本

構
想

専
門

委
員

会
1
9
8
7
年

6
月

A
4
・

1
7
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
7

0
6
0

デ
ザ

イ
ン

＝
フ

ァ
ッ

シ
ョ

ン
の

視
点

生
活

文
化

フ
ォ

ー
ラ

ム
生

活
文

化
ル

ネ
ッ

サ
ン

ス
へ

の
提

言
1
9
8
7
年

6
月

A
4
、

1
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
8

0
1
0

1
9
9
0
年

代
の

デ
ザ

イ
ン

政
策

通
商

産
業

省
貿

易
局

（
編

）
1
9
8
8
年

6
月

1
日

A
4
、

3
4
頁

（
邦

文
）

＋
英

文
（

計
6
3
頁

）
O
C
R
編

集

1
9
8
8

0
2
0

昭
和

6
2
年

度
日

本
優

秀
デ

ザ
イ

ン
商

品
開

発
指

導
事

業
実

施
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
マ

ル
優

）
事

業
委

員
会

事
務

局
D
E
S
I
G
N
 
P
R
O
M
O
T
I
O
N
 
F
O
R
 
R
E
G
I
O
N
A
L
 
I
N
D
U
S
T
R
I
E
S

（
1
9
8
8
年

）
A
4
・

2
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
8

0
3
0

昭
和

6
2
年

度
　

産
業

機
械

分
野

に
お

け
る

デ
ザ

イ
ン

開
発

の
現

状
と

課
題

（
財

）
機

械
振

興
協

会
経

済
研

究
所

昭
和

6
2
年

度
「

産
業

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
」

昭
和

6
3
年

3
月

A
4
、

6
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
8

0
4
0

D
E
S
I
G
N
 
Y
E
A
R
 
1
9
8
9
　

'
8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

基
本

構
想

計
画

案
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

’
8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

準
備

事
務

局
昭

和
6
3
年

3
月

A
4
、

1
2
頁

O
C
R
編

集

1
9
8
8

0
5
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

基
本

構
想

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
昭

和
6
3
年

8
月

A
4
、

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
8

0
6
0

8
9
 
D
E
S
I
G
N
 
Y
E
A
R
 
N
E
W
S
 
1
～

1
2

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
8
8
年

9
月

3
0
日

～
1
9
9
0
年

3
月

2
6
日

A
4
、

全
1
2
冊

全
文

P
D
F

1
9
8
8

0
8
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

へ
の

参
加

ご
案

内
8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
事

務
局

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

昭
和

6
3
年

7
月

A
4
・

2
0
頁

資
料

情
報

1
9
8
8

0
9
0

第
3
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
コ

ン
ペ

テ
ィ

シ
ョ

ン
報

告
書

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
8
年

3
月

3
1
日

A
4
変

形
・

7
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
8

1
0
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

案
内

キ
ッ

ト
（

1
）

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
8
8
年

9
月

A
4
、

6
頁

（
タ

ト
ー

表
紙

含
む

）
全

文
P
D
F

1
9
8
8

1
0
1

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

案
内

キ
ッ

ト
（

2
）

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
8
8
年

9
月

A
4
,
、

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
8

1
0
2

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

案
内

キ
ッ

ト
（

3
）

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
8
8
年

9
月

A
4
、

1
2
頁

相
当

全
文

P
D
F

1
9
8
8

1
0
3

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

案
内

キ
ッ

ト
（

4
）

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
8
8
年

9
月

A
4
、

7
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
8

1
0
4

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

案
内

キ
ッ

ト
（

5
）

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
8
8
年

9
月

A
3
折

込
全

文
P
D
F

1
9
8
8

1
1
0

地
域

デ
ザ

イ
ン

会
議

’
8
8
松

本
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
地

域
を

活
か

す
デ

ザ
イ

ン
と

は
･
･
･

1
9
8
8
年

3
月

A
4
・

1
2
頁

資
料

情
報

1
9
8
8

1
2
0

生
活

文
化

と
情

報
生

活
文

化
フ

ォ
ー

タ
ム

生
活

文
化

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス

へ
の

提
言

1
9
8
8
年

6
月

A
4
、

2
3
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
9

0
1
0

昭
和

6
3
年

度
日

本
優

秀
デ

ザ
イ

ン
商

品
開

発
指

導
事

業
実

施
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
マ

ル
優

）
事

業
委

員
会

事
務

局
（

1
9
8
9
年

）
A
4
・

2
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
9

0
2
0

D
E
S
I
G
N
 
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
 
S
E
M
I
N
A
R
 
1
9
7
3
-
1
9
8
8

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
1
9
8
8
年

）
A
3
パ

ン
フ

全
文

P
D
F

1
9
8
9

0
3
0

昭
和

6
3
年

度
　

デ
ザ

イ
ン

事
業

所
の

活
動

実
態

と
課

題
（

財
）

機
械

振
興

協
会

経
済

研
究

所
昭

和
6
3
年

度
「

産
業

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
」

平
成

元
年

3
月

A
4
、

3
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
9

0
4
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

（
1
9
8
9
年

）
A
3
折

込
ポ

ス
タ

ー
全

文
P
D
F

1
9
8
9

0
5
0

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
1
9
8
9
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
（

1
9
8
9
年

）
B
2
折

込
全

文
P
D
F

1
9
8
9

0
7
0

集
ま

れ
！

未
来

の
ニ

ュ
ー

デ
ザ

イ
ン

パ
ワ

ー
　

第
一

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
8
9
年

8
月

3
0
日

A
4
、

3
0
頁

資
料

情
報

1
9
8
9

0
8
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

参
加

事
業

一
覧

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
事

務
局

（
1
9
8
9
年

）
A
4
、

3
1
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
9

0
9
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

・
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ

ョ
ン

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
事

務
局

8
9
年

5
月

1
5
日

～
A
4

資
料

情
報

1
9
8
9

1
0
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

主
要

紹
介

記
事

一
覧

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
事

務
局

8
9
年

6
月

2
0
日

現
在

A
4
、

2
4
頁

資
料

情
報

1
9
8
9

1
1
0

第
4
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
8
9
年

1
1
月

A
4
変

形
・

9
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
9

1
2
0

製
品

科
学

研
究

所
六

十
年

史
工

業
技

術
院

製
品

科
学

研
究

所
1
9
8
9
年

3
月

B
5
・

2
6
7
頁

＋
写

真
集

資
料

情
報

1
9
8
9

1
3
0

地
域

デ
ザ

イ
ン

会
議

’
8
9
さ

い
た

ま
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
地

域
を

活
か

す
デ

ザ
イ

ン
と

は
･
･
･

1
9
8
9
年

3
月

A
4
・

1
2
頁

資
料

情
報

1
9
8
9

1
4
0

イ
ン

ダ
ス

ト
リ

ア
ル

デ
ザ

イ
ン

1
4
8

（
社

）
日

本
イ

ン
ダ

ス
ト

リ
ア

ル
デ

ザ
イ

ナ
ー

協
会

1
9
8
9
年

1
0
月

A
4
・

8
0
頁

資
料

情
報

1
9
8
9

1
5
0

D
e
s
i
g
n
　

N
e
w
s
　

1
9
8
9
　

S
p
e
c
i
a
l

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
8
9
年

1
0
月

A
4
・

1
7
6
頁

資
料

情
報

1
9
8
9

1
6
0

「
第

一
回

青
少

年
デ

ザ
イ

ン
提

案
コ

ン
ク

ー
ル

」
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

集
ま

れ
！

未
来

の
ニ

ュ
ー

デ
ザ

イ
ン

パ
ワ

ー
1
9
8
9
年

A
4
・

3
0
頁

資
料

情
報

1
9
8
9

1
7
0

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

I
C
S
I
D
'
8
9
N
A
G
O
Y
A

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

運
営

会
1
9
8
9
年

A
4
・

2
8
頁

全
文

P
D
F
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1
9
8
9

1
8
0

世
界

の
グ

レ
ー

ト
デ

ザ
イ

ン
展

　
報

告
書

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

運
営

会
1
9
8
9
年

1
2
月

A
4
・

2
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
9

1
9
0

ひ
と

の
動

き
と

生
活

文
化

生
活

文
化

フ
ォ

ー
ラ

ム
生

活
文

化
ル

ネ
ッ

サ
ン

ス
へ

の
提

言
1
9
8
9
年

6
月

A
4
、

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
9

2
0
0

な
ご

や
デ

ザ
イ

ン
都

市
宣

言
名

古
屋

市
会

D
e
s
i
g
n
 
C
i
t
y
 
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n

1
9
8
9
年

6
月

A
4
、

3
頁

（
表

紙
含

む
）

全
文

P
D
F

４
－

４
．

１
９

９
０

年
代

の
資

料
年

番
号

タ
イ

ト
ル

発
行

元
注

記
発

行
年

月
形

態
・

頁
数

収
録

方
式

1
9
9
0

0
1
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

報
告

書
8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
事

務
局

1
9
9
0
年

3
月

3
0
日

A
4
、

4
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
2
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
事

業
　

デ
ザ

イ
ン

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
報

告
書

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
平

成
2
年

3
月

A
4
、

1
2
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
3
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

記
念

日
本

デ
ザ

イ
ン

賞
報

告
書

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
平

成
2
年

3
月

A
4
、

1
7
7
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
5
0

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

報
告

書
世

界
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

1
9
9
0
年

3
月

A
4
、

1
9
7
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
6
0

日
本

の
近

代
デ

ザ
イ

ン
運

動
史

　
1
9
4
0
年

代
～

1
9
8
0

年
代

ぺ
り

か
ん

社
財

団
法

人
工

芸
財

団
編

集
1
9
9
0
年

5
月

2
5
日

B
5
・

2
6
6
頁

資
料

情
報

1
9
9
0

0
7
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
総

会
資

料
（

1
）

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
9
0
年

4
月

A
4
、

2
0
頁

相
当

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
7
1

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
総

会
資

料
（

2
）

デ
ザ

オ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
9
0
年

4
月

A
4
、

6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
7
2

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
総

会
資

料
（

3
）

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
9
0
年

4
月

A
4
横

・
3
1
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
8
0

ゆ
と

り
と

豊
か

さ
通

商
産

業
省

生
活

産
業

局
編

ゆ
と

り
と

豊
か

に
満

ち
た

「
生

活
重

視
」

型
社

会
を

目
指

し
て

1
9
9
0
年

7
月

A
5
,
1
6
7
頁

一
部

P
D
F

1
9
9
0

0
9
0

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

「
市

民
フ

ォ
ー

ラ
ム

」
世

界
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

1
9
9
0
年

3
月

A
4
・

3
8
頁

資
料

情
報

1
9
9
0

1
0
0

世
界

の
グ

レ
ー

ト
デ

ザ
イ

ン
展

　
出

展
作

品
集

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

運
営

会
1
9
9
0
年

3
月

A
4
・

3
4
頁

資
料

情
報

1
9
9
1

0
1
0

個
性

あ
る

「
デ

ザ
イ

ン
創

造
支

援
拠

点
」

の
実

現
に

向
け

て
デ

ザ
イ

ン
創

造
支

援
拠

点
基

本
計

画
検

討
会

平
成

3
年

5
月

A
4
、

2
7
頁

＋
調

査
資

料
一

部
P
D
F

p
.
2
7
ま

で

1
9
9
1

0
2
0

第
5
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
1
年

9
月

3
0
日

A
4
変

形
・

7
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
1

0
3
0

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

詳
録

　
情

報
化

時
代

の
デ

ザ
イ

ン
世

界
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

監
修

1
9
9
1
年

2
月

A
4
変

形
・

3
0
1
頁

資
料

情
報

1
9
9
1

0
4
0

地
域

活
性

化
と

デ
ザ

イ
ン

九
州

地
域

デ
ザ

イ
ン

ビ
ジ

ョ
ン

通
商

産
業

省
九

州
通

商
産

業
局

1
9
9
1
年

3
月

A
5
、

2
5
9
頁

一
部

P
D
F

1
9
9
1

0
5
0

生
活

文
化

フ
ォ

ー
ラ

ム
生

活
文

化
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
9
1
年

A
4
、

1
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
2

0
1
0

平
成

3
年

度
　

新
産

業
社

会
基

盤
施

設
整

備
基

本
調

査
（

デ
ザ

イ
ン

創
造

支
援

施
設

関
係

）
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

4
年

3
月

A
4
、

6
4
頁

＋
資

料
一

部
P
D
F

p
.
6
4
ま

で

1
9
9
2

0
2
0

地
域

デ
ザ

イ
ン

行
政

と
デ

ザ
イ

ン
創

造
支

援
拠

点
の

可
能

性
（

デ
ザ

イ
ン

創
造

支
援

拠
点

研
究

会
報

告
書

）
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
4
年

3
月

A
4
、

6
7
頁

＋
資

料
一

部
P
D
F

p
.
3
9
ま

で

1
9
9
2

0
3
0

J
I
C
A
 
G
R
O
U
P
 
T
R
A
I
N
I
N
G
 
C
O
U
R
S
E
 
I
N
 
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L

D
E
S
I
G
N
 
1
9
9
2

国
際

協
力

事
業

団
・

東
京

国
際

研
修

セ
ン

タ
ー

（
1
9
9
2
年

）
A
4
・

2
0
頁

資
料

情
報

1
9
9
2

0
3
1

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

1
0
年

の
あ

ゆ
み

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
2
年

3
月

3
1
日

A
4
・

7
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
2

0
4
0

地
域

デ
ザ

イ
ン

会
議

9
2
北

海
道

開
催

記
録

　
地

域
を

生
か

す
デ

ザ
イ

ン
と

は
地

域
デ

ザ
イ

ン
会

議
9
2
北

海
道

開
催

委
員

会
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
1
9
9
2
年

A
4
・

8
6
頁

資
料

情
報

1
9
9
2

0
4
1

地
域

デ
ザ

イ
ン

会
議

’
9
2
北

海
道

開
催

記
録

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

地
域

を
活

か
す

デ
ザ

イ
ン

と
は

･
･
･

1
9
9
2
年

A
4
・

8
6
頁

資
料

情
報

1
9
9
2

0
5
0

通
産

新
報

・
第

2
部

　
新

春
特

集
：

未
来

社
会

を
創

造
す

る
デ

ザ
イ

ン
通

産
新

報
社

1
9
9
2
年

1
月

A
2
・

6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

0
1
0

時
代

の
変

化
に

対
応

し
た

新
し

い
デ

ザ
イ

ン
政

策
の

あ
り

方
－

中
間

答
申

－
輸

出
検

査
及

び
デ

ザ
イ

ン
奨

励
審

議
会

1
9
9
3
年

5
月

1
2
日

A
4
、

2
6
頁

O
C
R
編

集

1
9
9
3

0
2
0

デ
ザ

イ
ン

政
策

研
究

会
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
5
年

5
月

A
4
、

2
1
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

人
材

開
発

セ
ン

タ
ー

　
事

業
・

組
織

概
要

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

5
年

1
1
月

A
4
、

6
頁

全
文

P
D
F

120



1
9
8
9

1
8
0

世
界

の
グ

レ
ー

ト
デ

ザ
イ

ン
展

　
報

告
書

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

運
営

会
1
9
8
9
年

1
2
月

A
4
・

2
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
9

1
9
0

ひ
と

の
動

き
と

生
活

文
化

生
活

文
化

フ
ォ

ー
ラ

ム
生

活
文

化
ル

ネ
ッ

サ
ン

ス
へ

の
提

言
1
9
8
9
年

6
月

A
4
、

1
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
8
9

2
0
0

な
ご

や
デ

ザ
イ

ン
都

市
宣

言
名

古
屋

市
会

D
e
s
i
g
n
 
C
i
t
y
 
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n

1
9
8
9
年

6
月

A
4
、

3
頁

（
表

紙
含

む
）

全
文

P
D
F

４
－

４
．

１
９

９
０

年
代

の
資

料
年

番
号

タ
イ

ト
ル

発
行

元
注

記
発

行
年

月
形

態
・

頁
数

収
録

方
式

1
9
9
0

0
1
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

報
告

書
8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
事

務
局

1
9
9
0
年

3
月

3
0
日

A
4
、

4
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
2
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
事

業
　

デ
ザ

イ
ン

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
報

告
書

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
平

成
2
年

3
月

A
4
、

1
2
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
3
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

記
念

日
本

デ
ザ

イ
ン

賞
報

告
書

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
平

成
2
年

3
月

A
4
、

1
7
7
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
5
0

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

報
告

書
世

界
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

1
9
9
0
年

3
月

A
4
、

1
9
7
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
6
0

日
本

の
近

代
デ

ザ
イ

ン
運

動
史

　
1
9
4
0
年

代
～

1
9
8
0

年
代

ぺ
り

か
ん

社
財

団
法

人
工

芸
財

団
編

集
1
9
9
0
年

5
月

2
5
日

B
5
・

2
6
6
頁

資
料

情
報

1
9
9
0

0
7
0

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
総

会
資

料
（

1
）

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
9
0
年

4
月

A
4
、

2
0
頁

相
当

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
7
1

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
総

会
資

料
（

2
）

デ
ザ

オ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
9
0
年

4
月

A
4
、

6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
7
2

8
9
デ

ザ
イ

ン
イ

ヤ
ー

フ
ォ

ー
ラ

ム
総

会
資

料
（

3
）

デ
ザ

イ
ン

イ
ヤ

ー
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
9
0
年

4
月

A
4
横

・
3
1
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
0

0
8
0

ゆ
と

り
と

豊
か

さ
通

商
産

業
省

生
活

産
業

局
編

ゆ
と

り
と

豊
か

に
満

ち
た

「
生

活
重

視
」

型
社

会
を

目
指

し
て

1
9
9
0
年

7
月

A
5
,
1
6
7
頁

一
部

P
D
F

1
9
9
0

0
9
0

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

「
市

民
フ

ォ
ー

ラ
ム

」
世

界
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

1
9
9
0
年

3
月

A
4
・

3
8
頁

資
料

情
報

1
9
9
0

1
0
0

世
界

の
グ

レ
ー

ト
デ

ザ
イ

ン
展

　
出

展
作

品
集

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

運
営

会
1
9
9
0
年

3
月

A
4
・

3
4
頁

資
料

情
報

1
9
9
1

0
1
0

個
性

あ
る

「
デ

ザ
イ

ン
創

造
支

援
拠

点
」

の
実

現
に

向
け

て
デ

ザ
イ

ン
創

造
支

援
拠

点
基

本
計

画
検

討
会

平
成

3
年

5
月

A
4
、

2
7
頁

＋
調

査
資

料
一

部
P
D
F

p
.
2
7
ま

で

1
9
9
1

0
2
0

第
5
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
1
年

9
月

3
0
日

A
4
変

形
・

7
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
1

0
3
0

世
界

デ
ザ

イ
ン

会
議

詳
録

　
情

報
化

時
代

の
デ

ザ
イ

ン
世

界
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

監
修

1
9
9
1
年

2
月

A
4
変

形
・

3
0
1
頁

資
料

情
報

1
9
9
1

0
4
0

地
域

活
性

化
と

デ
ザ

イ
ン

九
州

地
域

デ
ザ

イ
ン

ビ
ジ

ョ
ン

通
商

産
業

省
九

州
通

商
産

業
局

1
9
9
1
年

3
月

A
5
、

2
5
9
頁

一
部

P
D
F

1
9
9
1

0
5
0

生
活

文
化

フ
ォ

ー
ラ

ム
生

活
文

化
フ

ォ
ー

ラ
ム

事
務

局
1
9
9
1
年

A
4
、

1
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
2

0
1
0

平
成

3
年

度
　

新
産

業
社

会
基

盤
施

設
整

備
基

本
調

査
（

デ
ザ

イ
ン

創
造

支
援

施
設

関
係

）
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

4
年

3
月

A
4
、

6
4
頁

＋
資

料
一

部
P
D
F

p
.
6
4
ま

で

1
9
9
2

0
2
0

地
域

デ
ザ

イ
ン

行
政

と
デ

ザ
イ

ン
創

造
支

援
拠

点
の

可
能

性
（

デ
ザ

イ
ン

創
造

支
援

拠
点

研
究

会
報

告
書

）
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
4
年

3
月

A
4
、

6
7
頁

＋
資

料
一

部
P
D
F

p
.
3
9
ま

で

1
9
9
2

0
3
0

J
I
C
A
 
G
R
O
U
P
 
T
R
A
I
N
I
N
G
 
C
O
U
R
S
E
 
I
N
 
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L

D
E
S
I
G
N
 
1
9
9
2

国
際

協
力

事
業

団
・

東
京

国
際

研
修

セ
ン

タ
ー

（
1
9
9
2
年

）
A
4
・

2
0
頁

資
料

情
報

1
9
9
2

0
3
1

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

1
0
年

の
あ

ゆ
み

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
2
年

3
月

3
1
日

A
4
・

7
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
2

0
4
0

地
域

デ
ザ

イ
ン

会
議

9
2
北

海
道

開
催

記
録

　
地

域
を

生
か

す
デ

ザ
イ

ン
と

は
地

域
デ

ザ
イ

ン
会

議
9
2
北

海
道

開
催

委
員

会
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
1
9
9
2
年

A
4
・

8
6
頁

資
料

情
報

1
9
9
2

0
4
1

地
域

デ
ザ

イ
ン

会
議

’
9
2
北

海
道

開
催

記
録

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

地
域

を
活

か
す

デ
ザ

イ
ン

と
は

･
･
･

1
9
9
2
年

A
4
・

8
6
頁

資
料

情
報

1
9
9
2

0
5
0

通
産

新
報

・
第

2
部

　
新

春
特

集
：

未
来

社
会

を
創

造
す

る
デ

ザ
イ

ン
通

産
新

報
社

1
9
9
2
年

1
月

A
2
・

6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

0
1
0

時
代

の
変

化
に

対
応

し
た

新
し

い
デ

ザ
イ

ン
政

策
の

あ
り

方
－

中
間

答
申

－
輸

出
検

査
及

び
デ

ザ
イ

ン
奨

励
審

議
会

1
9
9
3
年

5
月

1
2
日

A
4
、

2
6
頁

O
C
R
編

集

1
9
9
3

0
2
0

デ
ザ

イ
ン

政
策

研
究

会
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
5
年

5
月

A
4
、

2
1
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

人
材

開
発

セ
ン

タ
ー

　
事

業
・

組
織

概
要

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

5
年

1
1
月

A
4
、

6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

0
4
0

デ
ザ

イ
ン

業
振

興
ビ

ジ
ョ

ン
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

4
年

度
中

小
企

業
庁

委
託

事
業

平
成

5
年

3
月

A
4
、

3
5
頁

＋
資

料
編

一
部

P
D
F

p
.
3
5
ま

で

1
9
9
3

0
5
0

平
成

4
年

度
デ

ザ
イ

ン
創

造
支

援
拠

点
研

究
会

報
告

書
デ

ザ
イ

ン
創

造
支

援
拠

点
研

究
会

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

5
年

3
月

A
4
、

6
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

0
6
0

産
業

文
化

研
究

会
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

報
告

書
産

業
文

化
研

究
会

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

5
年

1
2
月

A
4
、

2
4
頁

＋
参

考
資

料
一

部
P
D
F

p
.
2
4
ま

で

1
9
9
3

0
7
0

中
小

企
業

の
た

め
の

デ
ザ

イ
ン

導
入

ハ
ン

ド
ブ

ッ
ク

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

5
年

6
月

2
9
日

A
5
・

4
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

0
8
0

「
地

域
の

デ
ザ

イ
ン

活
動

の
進

展
と

教
育

・
研

究
機

関
の

役
割

を
考

え
る

委
員

会
」

（
仮

）
報

告
書

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

地
域

の
デ

ザ
イ

ン
活

動
の

進
展

と
教

育
・

研
究

機
関

の
役

割
を

考
え

る
委

員
会

（
仮

）
平

成
5
年

3
月

A
4
、

2
9
頁

資
料

情
報

1
9
9
3

0
9
0

「
産

業
文

化
育

成
拠

点
」

構
想

概
要

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
研

究
会

産
業

文
化

育
成

研
究

会
「

産
業

文
化

育
成

拠
点

」
研

究
会

平
成

5
年

1
0
月

7
日

A
4
、

8
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

1
0
0

有
識

者
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

結
果

通
商

産
業

省
貿

易
局

検
査

デ
ザ

イ
ン

行
政

室
平

成
5
年

3
月

A
4
、

1
1
1
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

1
1
0

J
I
C
A
 
G
R
O
U
P
 
T
R
A
I
N
I
N
G
 
C
O
U
R
S
E
 
I
N
 
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L

D
E
S
I
G
N
 
1
9
9
3

国
際

協
力

事
業

団
・

東
京

国
際

研
修

セ
ン

タ
ー

（
1
9
9
3
年

）
A
4
・

2
0
頁

資
料

情
報

1
9
9
3

1
2
0

「
デ

ザ
イ

ン
の

日
記

念
講

演
会

」
記

念
講

演
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
5
年

1
0
月

7
日

A
4
,
1
1
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

1
3
0

全
国

デ
ザ

イ
ン

関
連

団
体

・
機

関
活

動
概

要
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
（

1
9
9
3
年

）
A
4
、

7
5
頁

資
料

情
報

1
9
9
3

1
4
0

ア
ジ

ア
太

平
洋

デ
ザ

イ
ン

交
流

セ
ン

タ
ー

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
3
年

1
2
月

6
日

A
4
・

6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

1
5
0

第
6
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
3
年

9
月

3
0
日

A
4
・

6
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
3

1
6
0

生
活

価
値

産
業

論
通

商
産

業
省

編
豊

か
さ

を
追

求
す

る
モ

ノ
作

り
の

フ
ロ

ン
テ

ィ
ア

1
9
9
3
年

3
月

B
6
、

2
6
0
頁

資
料

情
報

1
9
9
3

1
7
0

感
性

社
会

と
企

業
を

考
え

る
通

商
産

業
省

生
活

産
業

局
編

感
性

社
会

に
お

け
る

企
業

、
産

業
に

関
す

る
研

究
会

報
告

書
1
9
9
3
年

7
月

A
5
、

1
5
7
頁

資
料

情
報

1
9
9
4

0
1
0

地
域

デ
ザ

イ
ン

セ
ン

タ
ー

設
立

の
策

定
（

財
）

機
械

振
興

会
・

経
済

研
究

所
デ

ザ
イ

ン
振

興
に

関
す

る
調

査
研

究
平

成
6
年

4
月

A
4
、

3
8
5
頁

一
部

P
D
F

p
.
4
7
ま

で

1
9
9
4

0
2
0

デ
ザ

イ
ン

業
基

盤
整

備
に

か
か

わ
る

調
査

研
究

報
告

書
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
5
年

度
活

路
開

拓
ビ

ジ
ョ

ン
調

査
事

業
平

成
6
年

3
月

B
5
、

1
5
7
頁

一
部

P
D
F

p
.
6
0
ま

で

1
9
9
4

0
3
0

中
小

企
業

に
対

す
る

「
デ

ザ
イ

ン
導

入
の

し
く

み
」

開
発

事
業

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
デ

ザ
イ

ン
人

材
開

発
セ

ン
タ

ー
デ

ザ
イ

ン
人

材
育

成
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
作

成
事

業
　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

3
．

平
成

6
年

3
月

A
4
、

2
4
2
頁

資
料

情
報

1
9
9
4

0
4
0

エ
コ

ロ
ジ

カ
ル

・
デ

ザ
イ

ン
研

究
部

会
報

告
書

w
h
a
t
 
c
a
n
 
d
e
s
i
g
n
 
d
o
 
f
o
r
 
e
c
o
l
o
g
y
?

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

産
業

文
化

研
究

会
エ

コ
ロ

ジ
カ

ル
・

デ
ザ

イ
ン

研
究

部
会

平
成

6
年

1
0
月

A
4
、

1
8
6
頁

一
部

P
D
F

p
.
7
3
ま

で

1
9
9
4

0
5
0

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
１

：
エ

コ
・

コ
ン

シ
ャ

ス
思

想
の

探
求

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

エ
コ

ロ
ジ

カ
ル

・
デ

ザ
イ

ン
研

究
部

会
　

w
h
a
t
 
c
a
n

d
e
s
i
g
n
 
d
o
 
f
o
r
 
e
c
o
l
o
g
y
?

平
成

6
年

7
月

A
4
、

4
3
頁

一
部

P
D
F

p
.
2
0
ま

で

1
9
9
4

0
6
0

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
2
：

エ
コ

ロ
ジ

ー
と

エ
コ

ノ
ミ

ー
の

両
立

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

エ
コ

ロ
ジ

カ
ル

・
デ

ザ
イ

ン
研

究
部

会
　

w
h
a
t
 
c
a
n

d
e
s
i
g
n
 
d
o
 
f
o
r
 
e
c
o
l
o
g
y
?

平
成

6
年

7
月

A
4
、

3
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
4

0
7
0

「
デ

ザ
イ

ナ
ー

人
材

交
流

シ
ス

テ
ム

」
開

発
事

業
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

デ
ザ

イ
ン

人
材

開
発

セ
ン

タ
ー

デ
ザ

イ
ン

人
材

育
成

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

作
成

事
業

　
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
4
．

平
成

6
年

3
月

A
4
、

2
3
8
頁

資
料

情
報

1
9
9
4

0
8
0

D
e
s
i
g
n
 
a
n
d
 
D
e
s
i
g
n
e
r
s
 
 
0
1

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
デ

ザ
イ

ン
人

材
開

発
セ

ン
タ

ー
1
9
9
4
年

3
月

A
4
変

形
、

4
4
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
4

0
9
0

D
e
s
i
g
n
 
a
n
d
 
D
e
s
i
g
n
e
r
s
 
0
2

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
デ

ザ
イ

ン
人

材
開

発
セ

ン
タ

ー
1
9
9
4
年

9
月

A
4
変

形
、

5
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
4

1
0
0

伝
統

的
工

芸
品

産
業

に
お

け
る

グ
ラ

ン
ド

デ
ザ

イ
ン

の
振

興
と

展
開

（
財

）
伝

統
的

工
芸

品
産

業
振

興
協

会
「

伝
統

的
工

芸
品

デ
ザ

イ
ン

研
究

委
員

会
」

平
成

5
年

度
報

告
書

1
9
9
4
年

3
月

A
4
、

3
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
4

1
1
0

環
太

平
洋

デ
ザ

イ
ン

交
流

事
業

　
平

成
5
年

度
実

施
報

告
書

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
4
年

3
月

A
4
、

1
6
3
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
5

0
1
0

地
域

活
性

化
に

果
た

す
デ

ザ
イ

ン
の

役
割

（
財

）
機

械
振

興
会

・
経

済
研

究
所

デ
ザ

イ
ン

振
興

に
関

す
る

調
査

研
究

平
成

7
年

3
月

A
4
、

1
1
9
頁

＋
調

査
票

一
部

P
D
F

p
.
2
0
ま

で

1
9
9
5

0
2
0

デ
ザ

イ
ン

業
の

普
及

促
進

に
関

わ
る

デ
ザ

イ
ン

契
約

マ
ニ

ュ
ア

ル
　

報
告

書
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
6
年

度
活

路
開

拓
ビ

ジ
ョ

ン
実

現
化

事
業

平
成

7
年

2
月

A
4
、

7
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
5

0
3
0

企
業

経
営

と
デ

ザ
イ

ン
を

つ
な

ぐ
デ

ザ
イ

ン
契

約
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

7
年

2
月

A
4
、

6
0
頁

全
文

P
D
F
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1
9
9
5

0
4
0

平
成

6
年

度
地

域
デ

ザ
イ

ン
行

政
実

態
調

査
　

報
告

書
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
7
年

3
月

A
4
、

9
9
頁

＋
調

査
票

全
文

P
D
F

1
9
9
5

0
5
1

I
F
I
'
9
5
 
N
A
G
O
Y
A
 
世

界
イ

ン
テ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

会
議

（
会

議
プ

ロ
グ

ラ
ム

）
世

界
イ

ン
テ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

会
議

運
営

会
（

1
9
9
5
年

）
A
4
・

3
3
頁

資
料

情
報

1
9
9
5

0
5
2

I
F
I
'
9
5
 
N
A
G
O
Y
A
 
世

界
イ

ン
テ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

会
議

（
ア

ブ
ス

ト
ラ

ク
ト

）
世

界
イ

ン
テ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

会
議

運
営

会
（

1
9
9
5
年

）
A
4
・

9
6
頁

資
料

情
報

1
9
9
5

0
6
0

第
7
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
5
年

9
月

3
0
日

A
4
・

6
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
5

0
7
0

I
F
I
'
9
5
 
N
A
G
O
Y
A
 
A
B
S
T
R
A
C
T
S

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
イ

ン
テ

リ
ア

－
－

新
し

い
う

ね
り

の
創

造
1
9
9
5
年

1
0
月

A
4
・

9
6
頁

資
料

情
報

1
9
9
5

0
8
0

生
活

者
重

視
の

社
会

と
モ

ノ
づ

く
り

　
提

案
型

企
業

へ
の

飛
躍

通
商

産
業

省
生

活
産

業
局

生
活

文
化

産
業

企
画

官
付

監
修

1
9
9
5
年

4
月

A
5
、

2
4
5
頁

資
料

情
報

1
9
9
5

0
9
0

I
F
I
'
9
5
 
N
A
G
O
Y
A
 
P
R
O
G
R
A
M

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
イ

ン
テ

リ
ア

－
－

新
し

い
う

ね
り

の
創

造
1
9
9
5
年

A
4
・

3
3
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
5

1
0
0

D
e
s
i
g
n
 
a
n
d
 
D
e
s
i
g
n
e
r
s
 
0
3

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
デ

ザ
イ

ン
人

材
開

発
セ

ン
タ

ー
1
9
9
5
年

3
月

A
4
変

形
、

6
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
1
0

平
成

7
年

度
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

し
た

地
域

活
性

化
に

関
す

る
調

査
報

告
書

（
財

）
電

池
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平

成
8
年

3
月

A
4
、

1
0
7
頁

資
料

情
報

1
9
9
6

0
1
1

平
成

7
年

度
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

し
た

地
域

活
性

化
に

関
す

る
調

査
報

告
書

（
概

要
）

（
財

）
電

池
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平

成
8
年

3
月

A
4
、

3
7
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
2
0

平
成

7
年

度
メ

タ
・

デ
ザ

イ
ン

研
究

部
会

報
告

書
か

た
ち

・
変

化
・

デ
ザ

イ
ン

産
業

文
化

研
究

会
　

メ
タ

・
デ

ザ
イ

ン
研

究
部

会
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
8
年

3
月

A
4
、

5
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
3
0

次
世

代
デ

ザ
イ

ン
ビ

ジ
ネ

ス
開

発
「

ハ
イ

パ
ー

・
デ

ザ
イ

ン
・

オ
フ

ィ
ス

」
研

究
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

デ
ザ

イ
ン

人
材

開
発

セ
ン

タ
ー

デ
ザ

イ
ン

人
材

育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
作

成
事

業
平

成
8
年

3
月

A
4
、

1
2
2
頁

一
部

P
D
F

p
.
5
0
ま

で

1
9
9
6

0
4
0

産
業

に
お

け
る

デ
ザ

イ
ン

活
用

促
進

に
関

す
る

調
査

研
究

　
報

告
書

三
和

総
合

研
究

所
平

成
7
年

度
ゆ

と
り

創
造

型
ニ

ュ
ー

ビ
ジ

ネ
ス

調
査

研
究

平
成

8
年

3
月

A
4
、

6
2
頁

＋
参

考
資

料
一

部
P
D
F

p
.
6
2
ま

で

1
9
9
6

0
5
0

次
世

代
デ

ザ
イ

ン
ビ

ジ
ネ

ス
開

発
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

デ
ザ

イ
ン

人
材

開
発

セ
ン

タ
ー

デ
ザ

イ
ン

人
材

育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
作

成
事

業
平

成
8
年

3
月

A
4
、

1
0
3
頁

資
料

情
報

1
9
9
6

0
6
0

商
品

デ
ザ

イ
ン

等
の

模
倣

盗
用

問
題

に
つ

い
て

の
ガ

イ
ド

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

8
年

3
月

A
4
、

4
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
7
0

G
マ

ー
ク

4
0
年

史
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
1
9
9
6
年

9
月

A
4
変

形
・

4
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
7
1

時
代

を
創

っ
た

グ
ッ

ド
デ

ザ
イ

ン
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
1
9
9
6
年

9
月

3
0
日

A
4
変

形
・

1
8
7
頁

資
料

情
報

1
9
9
6

0
8
0

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
報

告
書

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

1
9
9
6
年

3
月

1
日

A
4
、

1
6
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
9
0

D
e
s
i
g
n
 
a
n
d
 
D
e
s
i
g
n
e
r
s
 
0
4

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
デ

ザ
イ

ン
人

材
開

発
セ

ン
タ

ー
1
9
9
6
年

1
0
月

A
4
変

形
、

4
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
7

0
1
0

平
成

8
年

度
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

し
た

地
域

活
性

化
に

関
す

る
調

査
報

告
書

（
財

）
電

源
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平

成
9
年

3
月

A
4
、

1
5
5
頁

資
料

情
報

1
9
9
7

0
1
1

平
成

8
年

度
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

し
た

地
域

活
性

化
に

関
す

る
調

査
報

告
書

（
概

要
）

（
財

）
電

源
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平

成
9
年

3
月

A
4
、

4
7
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
7

0
2
0

デ
ザ

イ
ン

産
業

に
お

け
る

取
引

契
約

約
款

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
通

商
産

業
省

、
三

和
総

合
研

究
所

平
成

8
年

度
中

小
企

業
庁

委
託

調
査

平
成

9
年

3
月

A
4
、

9
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
7

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

活
用

型
産

業
の

振
興

に
係

る
調

査
研

究
報

告
書

三
和

総
合

研
究

所
平

成
8
年

度
デ

ザ
イ

ン
活

用
型

ニ
ュ

ー
ビ

ジ
ネ

ス
創

造
調

査
研

究
平

成
9
年

3
月

A
4

全
文

P
D
F

1
9
9
7

0
4
0

2
1
世

紀
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
の

潮
流

と
デ

ザ
イ

ナ
ー

の
課

題
　

国
際

デ
ザ

イ
ン

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
9
7
年

3
月

A
4
・

3
4
頁

資
料

情
報

1
9
9
7

0
5
0

G
マ

ー
ク

選
定

制
度

4
0
周

年
記

念
事

業
報

告
書

(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
9
7
年

3
月

A
4
・

2
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
7

0
6
0

第
8
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
7
年

9
月

3
0
日

A
4
・

6
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
8

0
1
0

平
成

9
年

度
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

し
た

地
域

活
性

化
に

関
す

る
調

査
報

告
書

（
財

）
電

源
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平

成
1
0
年

3
月

A
4
、

7
7
頁

＋
地

域
デ

ザ
イ

ン
シ

ナ
リ

オ
資

料
情

報
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1
9
9
5

0
4
0

平
成

6
年

度
地

域
デ

ザ
イ

ン
行

政
実

態
調

査
　

報
告

書
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
7
年

3
月

A
4
、

9
9
頁

＋
調

査
票

全
文

P
D
F

1
9
9
5

0
5
1

I
F
I
'
9
5
 
N
A
G
O
Y
A
 
世

界
イ

ン
テ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

会
議

（
会

議
プ

ロ
グ

ラ
ム

）
世

界
イ

ン
テ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

会
議

運
営

会
（

1
9
9
5
年

）
A
4
・

3
3
頁

資
料

情
報

1
9
9
5

0
5
2

I
F
I
'
9
5
 
N
A
G
O
Y
A
 
世

界
イ

ン
テ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

会
議

（
ア

ブ
ス

ト
ラ

ク
ト

）
世

界
イ

ン
テ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

会
議

運
営

会
（

1
9
9
5
年

）
A
4
・

9
6
頁

資
料

情
報

1
9
9
5

0
6
0

第
7
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
5
年

9
月

3
0
日

A
4
・

6
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
5

0
7
0

I
F
I
'
9
5
 
N
A
G
O
Y
A
 
A
B
S
T
R
A
C
T
S

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
イ

ン
テ

リ
ア

－
－

新
し

い
う

ね
り

の
創

造
1
9
9
5
年

1
0
月

A
4
・

9
6
頁

資
料

情
報

1
9
9
5

0
8
0

生
活

者
重

視
の

社
会

と
モ

ノ
づ

く
り

　
提

案
型

企
業

へ
の

飛
躍

通
商

産
業

省
生

活
産

業
局

生
活

文
化

産
業

企
画

官
付

監
修

1
9
9
5
年

4
月

A
5
、

2
4
5
頁

資
料

情
報

1
9
9
5

0
9
0

I
F
I
'
9
5
 
N
A
G
O
Y
A
 
P
R
O
G
R
A
M

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
イ

ン
テ

リ
ア

－
－

新
し

い
う

ね
り

の
創

造
1
9
9
5
年

A
4
・

3
3
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
5

1
0
0

D
e
s
i
g
n
 
a
n
d
 
D
e
s
i
g
n
e
r
s
 
0
3

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
デ

ザ
イ

ン
人

材
開

発
セ

ン
タ

ー
1
9
9
5
年

3
月

A
4
変

形
、

6
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
1
0

平
成

7
年

度
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

し
た

地
域

活
性

化
に

関
す

る
調

査
報

告
書

（
財

）
電

池
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平

成
8
年

3
月

A
4
、

1
0
7
頁

資
料

情
報

1
9
9
6

0
1
1

平
成

7
年

度
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

し
た

地
域

活
性

化
に

関
す

る
調

査
報

告
書

（
概

要
）

（
財

）
電

池
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平

成
8
年

3
月

A
4
、

3
7
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
2
0

平
成

7
年

度
メ

タ
・

デ
ザ

イ
ン

研
究

部
会

報
告

書
か

た
ち

・
変

化
・

デ
ザ

イ
ン

産
業

文
化

研
究

会
　

メ
タ

・
デ

ザ
イ

ン
研

究
部

会
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
8
年

3
月

A
4
、

5
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
3
0

次
世

代
デ

ザ
イ

ン
ビ

ジ
ネ

ス
開

発
「

ハ
イ

パ
ー

・
デ

ザ
イ

ン
・

オ
フ

ィ
ス

」
研

究
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

デ
ザ

イ
ン

人
材

開
発

セ
ン

タ
ー

デ
ザ

イ
ン

人
材

育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
作

成
事

業
平

成
8
年

3
月

A
4
、

1
2
2
頁

一
部

P
D
F

p
.
5
0
ま

で

1
9
9
6

0
4
0

産
業

に
お

け
る

デ
ザ

イ
ン

活
用

促
進

に
関

す
る

調
査

研
究

　
報

告
書

三
和

総
合

研
究

所
平

成
7
年

度
ゆ

と
り

創
造

型
ニ

ュ
ー

ビ
ジ

ネ
ス

調
査

研
究

平
成

8
年

3
月

A
4
、

6
2
頁

＋
参

考
資

料
一

部
P
D
F

p
.
6
2
ま

で

1
9
9
6

0
5
0

次
世

代
デ

ザ
イ

ン
ビ

ジ
ネ

ス
開

発
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

デ
ザ

イ
ン

人
材

開
発

セ
ン

タ
ー

デ
ザ

イ
ン

人
材

育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
作

成
事

業
平

成
8
年

3
月

A
4
、

1
0
3
頁

資
料

情
報

1
9
9
6

0
6
0

商
品

デ
ザ

イ
ン

等
の

模
倣

盗
用

問
題

に
つ

い
て

の
ガ

イ
ド

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

8
年

3
月

A
4
、

4
8
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
7
0

G
マ

ー
ク

4
0
年

史
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
1
9
9
6
年

9
月

A
4
変

形
・

4
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
7
1

時
代

を
創

っ
た

グ
ッ

ド
デ

ザ
イ

ン
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
1
9
9
6
年

9
月

3
0
日

A
4
変

形
・

1
8
7
頁

資
料

情
報

1
9
9
6

0
8
0

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
報

告
書

世
界

イ
ン

テ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
会

議
運

営
会

1
9
9
6
年

3
月

1
日

A
4
、

1
6
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
6

0
9
0

D
e
s
i
g
n
 
a
n
d
 
D
e
s
i
g
n
e
r
s
 
0
4

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
デ

ザ
イ

ン
人

材
開

発
セ

ン
タ

ー
1
9
9
6
年

1
0
月

A
4
変

形
、

4
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
7

0
1
0

平
成

8
年

度
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

し
た

地
域

活
性

化
に

関
す

る
調

査
報

告
書

（
財

）
電

源
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平

成
9
年

3
月

A
4
、

1
5
5
頁

資
料

情
報

1
9
9
7

0
1
1

平
成

8
年

度
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

し
た

地
域

活
性

化
に

関
す

る
調

査
報

告
書

（
概

要
）

（
財

）
電

源
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平

成
9
年

3
月

A
4
、

4
7
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
7

0
2
0

デ
ザ

イ
ン

産
業

に
お

け
る

取
引

契
約

約
款

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
通

商
産

業
省

、
三

和
総

合
研

究
所

平
成

8
年

度
中

小
企

業
庁

委
託

調
査

平
成

9
年

3
月

A
4
、

9
0
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
7

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

活
用

型
産

業
の

振
興

に
係

る
調

査
研

究
報

告
書

三
和

総
合

研
究

所
平

成
8
年

度
デ

ザ
イ

ン
活

用
型

ニ
ュ

ー
ビ

ジ
ネ

ス
創

造
調

査
研

究
平

成
9
年

3
月

A
4

全
文

P
D
F

1
9
9
7

0
4
0

2
1
世

紀
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
の

潮
流

と
デ

ザ
イ

ナ
ー

の
課

題
　

国
際

デ
ザ

イ
ン

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
9
7
年

3
月

A
4
・

3
4
頁

資
料

情
報

1
9
9
7

0
5
0

G
マ

ー
ク

選
定

制
度

4
0
周

年
記

念
事

業
報

告
書

(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

1
9
9
7
年

3
月

A
4
・

2
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
7

0
6
0

第
8
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
7
年

9
月

3
0
日

A
4
・

6
2
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
8

0
1
0

平
成

9
年

度
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

し
た

地
域

活
性

化
に

関
す

る
調

査
報

告
書

（
財

）
電

源
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平

成
1
0
年

3
月

A
4
、

7
7
頁

＋
地

域
デ

ザ
イ

ン
シ

ナ
リ

オ
資

料
情

報

1
9
9
8

0
1
1

平
成

9
年

度
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

し
た

地
域

活
性

化
に

関
す

る
調

査
報

告
書

（
概

要
）

（
財

）
電

源
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平

成
1
0
年

3
月

A
4
、

4
5
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
8

0
1
2

電
源

地
域

の
た

め
の

「
地

域
デ

ザ
イ

ン
シ

ナ
リ

オ
」

（
1
9
9
8
年

）
A
4
・

1
3
頁

（
A
3
折

込
あ

り
）

全
文

P
D
F

1
9
9
8

0
2
0

2
1
世

紀
に

向
け

た
デ

ザ
イ

ン
政

策
の

在
り

方
　

調
査

研
究

報
告

書
三

和
総

合
研

究
所

平
成

9
年

度
デ

ザ
イ

ン
活

用
型

ニ
ュ

ー
ビ

ジ
ネ

ス
創

造
調

査
研

究
（

産
業

変
化

に
伴

う
デ

ザ
イ

ン
活

用
に

係
る

調
査

研
究

）
1
9
9
8
/
3
/
1

A
4
、

3
7
頁

＋
資

料
全

文
P
D
F

1
9
9
8

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

ビ
ジ

ネ
ス

新
領

域
開

拓
へ

向
け

て
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
活

路
開

拓
ビ

ジ
ョ

ン
調

査
事

業
平

成
1
0
年

3
月

A
4
、

5
4
頁

一
部

P
D
F

p
.
3
5
ま

で

1
9
9
8

0
4
0

次
世

代
「

地
域

デ
ザ

イ
ン

・
セ

ン
タ

ー
」

が
及

ぼ
す

経
済

波
及

効
果

の
調

査
研

究
　

報
告

書
三

和
総

合
研

究
所

平
成

9
年

度
新

産
業

社
会

基
盤

施
設

整
備

基
本

調
査

（
大

規
模

地
域

開
発

事
業

円
滑

化
調

査
）

1
9
9
8
年

3
月

A
4
、

8
6
頁

＋
資

料
一

部
P
D
F

p
.
8
6
ま

で

1
9
9
8

0
5
0

ユ
ー

ザ
ビ

リ
テ

ィ
評

価
に

関
す

る
環

境
整

備
の

必
要

性
　

報
告

書
三

和
総

合
研

究
所

統
一

的
評

価
手

法
の

確
立

と
資

格
制

度
・

認
証

制
度

の
導

入
に

向
け

て
1
9
9
8
年

3
月

A
4
、

9
1
頁

資
料

情
報

1
9
9
8

0
6
0

イ
ン

タ
ラ

ク
シ

ョ
ン

デ
ザ

イ
ン

の
特

性
お

よ
び

評
価

の
在

り
方

三
和

総
合

研
究

所
海

外
に

お
け

る
イ

ン
タ

ラ
ク

シ
ョ

ン
デ

ザ
イ

ン
評

価
の

事
例

を
も

と
に

1
9
9
8
年

3
月

A
4
、

5
2
頁

資
料

情
報

1
9
9
8

0
6
0

D
e
s
i
g
n
 
a
n
d
 
D
e
s
i
g
n
e
r
s
 
0
5

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
デ

ザ
イ

ン
人

材
開

発
セ

ン
タ

ー
1
9
9
8
年

1
月

A
4
変

形
、

6
6
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
9

0
1
0

平
成

1
0
年

度
地

域
の

生
活

基
盤

ソ
フ

ト
イ

ン
フ

ラ
整

備
に

関
す

る
調

査
研

究
報

告
書

（
財

）
電

源
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
T
 
注

）
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

と
し

た
地

域
活

性
化

に
関

す
る

調
査

平
成

1
1
年

3
月

A
4
、

6
1
頁

＋
地

域
デ

ザ
イ

ン
シ

ナ
リ

オ
（

改
訂

版
）

資
料

情
報

1
9
9
9

0
1
1

平
成

1
0
年

度
地

域
の

生
活

基
盤

ソ
フ

ト
イ

ン
フ

ラ
整

備
に

関
す

る
調

査
研

究
報

告
書

（
概

要
）

（
財

）
電

源
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
電

源
地

域
に

お
け

る
デ

ザ
イ

ン
を

活
用

と
し

た
地

域
活

性
化

に
関

す
る

調
査

平
成

1
1
年

3
月

A
4
、

4
頁

＋
地

域
デ

ザ
イ

ン
シ

ナ
リ

オ
（

改
訂

版
）

全
文

P
D
F

1
9
9
9

0
2
0

イ
ン

タ
ラ

ク
シ

ョ
ン

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

（
財

）
産

業
研

究
所

機
械

情
報

産
業

等
の

産
業

活
動

に
関

す
る

調
査

研
究

1
0
-
7

平
成

1
1
年

3
月

A
4
、

1
1
0
頁

一
部

P
D
F

p
.
3
6
ま

で

1
9
9
9

0
3
0

地
域

活
性

化
に

資
す

る
エ

コ
デ

ザ
イ

ン
支

援
セ

ン
タ

ー
の

調
査

研
究

（
株

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
セ

ン
タ

ー
平

成
1
0
年

度
新

産
業

社
会

基
盤

整
備

基
本

調
査

（
大

規
模

地
域

開
発

円
滑

化
調

査
）

平
成

1
1
年

3
月

A
4
、

9
4
頁

一
部

P
D
F

p
.
6
9
ま

で

1
9
9
9

0
4
0

デ
ザ

イ
ン

政
策

の
評

価
及

び
具

体
的

課
題

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
三

和
総

合
研

究
所

地
域

に
お

け
る

デ
ザ

イ
ン

政
策

の
成

果
と

課
題

1
9
9
9
年

3
月

1
0
日

A
4
・

1
0
6
頁

＋
資

料
全

文
P
D
F

1
9
9
9

0
5
0

地
域

デ
ザ

イ
ン

方
法

論
の

試
み

－
「

地
域

デ
ザ

イ
ン

シ
ナ

リ
オ

」
の

提
案

青
木

史
郎

、
黒

田
宏

治
芸

術
工

学
会

誌
N
o
.
2
1

1
9
9
9
年

1
1
月

A
4
・

4
頁

全
文

P
D
F

1
9
9
9

0
6
0

第
9
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
1
9
9
9
年

1
0
月

6
日

A
4
・

8
0
頁

全
文

P
D
F

４
－

５
．

２
０

０
０

年
代

の
資

料
年

番
号

タ
イ

ト
ル

発
行

元
注

記
発

行
年

月
形

態
・

頁
数

収
録

方
式

2
0
0
0

0
1
0

中
小

企
業

の
た

め
の

デ
ザ

イ
ン

開
発

に
関

す
る

調
査

研
究

（
財

）
中

小
企

業
総

合
研

究
機

構
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
平

成
1
2
年

2
月

A
4
・

1
2
2
頁

資
料

情
報

2
0
0
0

0
2
0

デ
ザ

イ
ン

活
用

型
ビ

ジ
ネ

ス
の

現
状

と
課

題
に

関
す

る
調

査
研

究
　

報
告

書
三

和
総

合
研

究
所

平
成

1
1
年

度
デ

ザ
イ

ン
活

用
型

ニ
ュ

ー
ビ

ジ
ネ

ス
創

造
調

査
研

究
平

成
1
2
年

3
月

A
4
、

6
6
頁

＋
参

考
資

料
一

部
P
D
F

p
.
6
6
ま

で

2
0
0
0

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

人
材

育
成

事
業

　
「

次
世

代
デ

ザ
イ

ン
研

究
」

　
報

告
書

三
和

総
合

研
究

所
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

御
中

2
0
0
0
年

3
月

A
4
、

？
頁

資
料

情
報

2
0
0
0

0
4
0

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

を
活

用
す

る
中

小
企

業
デ

ザ
イ

ン
人

材
の

育
成

研
究

　
－

デ
ザ

イ
ン

モ
ー

ル
構

想
－

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

T
注

）
平

成
1
1
年

度
デ

ザ
イ

ン
人

材
育

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

作
成

事
業

平
成

1
2
年

3
月

A
4
、

4
8
頁

資
料

情
報

2
0
0
0

0
4
1

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

を
活

用
す

る
中

小
企

業
デ

ザ
イ

ン
人

材
の

育
成

研
究

　
－

デ
ザ

イ
ン

ラ
イ

ブ
ラ

リ
構

想
－

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

1
1
年

度
デ

ザ
イ

ン
人

材
育

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

作
成

事
業

平
成

1
2
年

3
月

A
4
、

5
2
頁

資
料

情
報

2
0
0
0

0
5
0

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

調
査

研
究

（
財

）
産

業
研

究
所

機
械

情
報

産
業

等
の

産
業

活
動

に
関

す
る

調
査

研
究

1
1
-
3

平
成

1
2
年

2
月

A
4
、

8
9
頁

一
部

P
D
F

p
.
4
3
ま

で

123



2
0
0
0

0
6
0

デ
ザ

イ
ン

を
活

用
し

た
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
商

品
事

例
調

査
　

報
告

書
（

財
）

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

平
成

1
1
年

度
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

導
入

促
進

基
礎

調
査

平
成

1
2
年

3
月

A
4
、

6
9
頁

資
料

情
報

2
0
0
0

0
7
0

日
本

商
品

の
デ

ザ
イ

ン
向

上
の

た
め

に
日

本
貿

易
振

興
会

平
成

1
2
年

3
月

B
5
・

6
頁

O
C
R
編

集

2
0
0
0

0
8
0

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

を
活

用
す

る
中

小
企

業
デ

ザ
イ

ン
人

材
の

育
成

研
究

　
－

デ
ザ

イ
ン

モ
ー

ル
構

想
－

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

1
1
年

度
デ

ザ
イ

ン
人

材
育

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

作
成

事
業

2
0
0
0
年

3
月

A
4
・

4
8
頁

資
料

情
報

2
0
0
0

0
9
0

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

を
活

用
す

る
中

小
企

業
デ

ザ
イ

ン
人

材
の

育
成

研
究

　
－

デ
ザ

イ
ン

ラ
イ

ブ
ラ

リ
構

想
－

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

1
1
年

度
デ

ザ
イ

ン
人

材
育

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

作
成

事
業

2
0
0
0
年

3
月

A
4
・

5
2
頁

資
料

情
報

2
0
0
1

0
1
0

デ
ザ

イ
ン

活
用

型
ビ

ジ
ネ

ス
の

課
題

解
決

に
向

け
た

ア
プ

ロ
ー

チ
と

展
望

に
関

す
る

調
査

研
究

　
報

告
書

三
和

総
合

研
究

所
平

成
1
2
年

度
デ

ザ
イ

ン
活

用
型

ニ
ュ

ー
ビ

ジ
ネ

ス
創

造
調

査
研

究
平

成
1
3
年

1
月

A
4
、

5
2
頁

＋
資

料
一

部
P
D
F

p
.
5
2
ま

で

2
0
0
1

0
2
0

中
小

デ
ザ

イ
ン

業
の

国
際

デ
ザ

イ
ン

ビ
ジ

ネ
ス

活
性

化
方

策
等

に
関

す
る

調
査

研
究

（
財

）
中

小
企

業
総

合
研

究
機

構
委

託
先

：
（

財
）

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

平
成

1
3
年

2
月

A
4
、

6
0
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
1

0
3
0

地
方

デ
ザ

イ
ン

行
政

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
集

計
結

果
経

済
産

業
省

2
0
0
1
年

A
4
・

1
9
頁

資
料

情
報

2
0
0
1

0
4
0

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

消
費

者
ア

ン
ケ

ー
ト

集
計

結
果

経
済

産
業

省
2
0
0
1
年

A
4
・

1
5
頁

資
料

情
報

2
0
0
1

0
5
0

第
1
0
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
2
0
0
1
年

1
0
月

1
9
日

A
4
・

6
6
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
2

0
1
0

デ
ザ

イ
ン

を
利

用
し

た
地

域
産

業
振

興
策

に
関

す
る

調
査

研
究

（
財

）
産

業
研

究
所

産
業

政
策

の
新

展
開

に
関

す
る

調
査

研
究

（
地

域
産

業
及

び
中

小
企

業
の

活
性

化
に

関
す

る
調

査
研

究
）

1
3
-
6

平
成

1
4
年

3
月

A
4
・

1
0
2
頁

一
部

P
D
F

p
.
8
0
ま

で

2
0
0
2

0
2
0

「
デ

ザ
イ

ン
評

価
に

お
け

る
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
要

素
の

基
準

策
定

可
能

性
調

査
」

報
告

書
（

財
）

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

T
注

）
平

成
1
3
年

度
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

導
入

促
進

基
礎

調
査

平
成

1
4
年

2
月

A
4
、

7
2
頁

＋
参

考
資

料
資

料
情

報

2
0
0
2

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

ビ
ジ

ネ
ス

ル
ー

ル
（

デ
ザ

イ
ン

の
取

引
慣

行
）

改
善

へ
向

け
て

の
ビ

ジ
ョ

ン
作

成
全

国
中

小
企

業
団

体
中

央
会

、
日

本
デ

ザ
イ

ン
事

業
協

同
組

合
平

成
1
3
年

度
中

小
企

業
活

路
開

拓
調

査
・

実
現

化
事

業
全

文
P
D
F

2
0
0
2

0
4
0

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

　
2
0
年

の
あ

ゆ
み

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
2
0
0
2
年

3
月

A
4
・

8
3
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
3

0
1
0

デ
ザ

イ
ン

は
ブ

ラ
ン

ド
確

立
へ

の
近

道
―

デ
ザ

イ
ン

政
策

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス

ー
　

競
争

力
強

化
に

向
け

た
4
0

の
提

言
経

済
産

業
省

製
造

産
業

局
戦

略
的

デ
ザ

イ
ン

活
用

研
究

会
報

告
平

成
1
5
年

6
月

1
0
日

A
4
・

2
5
8
頁

資
料

情
報

2
0
0
3

0
2
0

V
I
S
U
A
K
L
O
G
U
E
　

2
0
0
3

世
界

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

会
議

開
催

運
営

事
務

局
I
c
o
g
r
a
d
a
 
C
O
N
G
R
E
S
S
 
N
A
G
O
Y
A
･
J
A
P
A
N

2
0
0
3
年

5
月

A
4
変

形
・

2
5
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
3

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

＆
ビ

ジ
ネ

ス
フ

ォ
ー

ラ
ム

設
立

デ
ザ

イ
ン

＆
ビ

ジ
ネ

ス
フ

ォ
ー

ラ
ム

2
0
0
3
年

1
0
月

A
4
・

9
頁

ほ
か

全
文

P
D
F

2
0
0
3

0
4
0

V
I
S
U
A
L
O
G
U
E
 
2
0
0
3

世
界

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

会
議

開
催

運
営

会
事

務
局

I
c
o
g
r
a
d
a
 
C
I
N
G
R
E
S
S
 
N
A
G
O
Y
A
･
J
A
P
A
N

2
0
0
3
年

A
4
横

･
2
5
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
4

0
1
0

次
世

代
デ

ザ
イ

ン
人

材
育

成
に

関
す

る
ビ

ジ
ョ

ン
策

定
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

デ
ザ

イ
ン

人
材

開
発

セ
ン

タ
ー

経
済

産
業

省
「

技
術

経
営

プ
ロ

グ
ラ

ム
等

開
発

事
業

」
2
0
0
4
年

2
月

A
4
、

ビ
ジ

ョ
ン

3
4
頁

＋
調

査
資

料
一

部
P
D
F

p
.
3
4
ま

で

2
0
0
4

0
2
0

下
請

代
金

支
払

遅
延

等
防

止
法

の
改

定
に

伴
う

ビ
ジ

ネ
ス

ル
ー

ル
確

立
へ

向
け

て
の

ビ
ジ

ョ
ン

作
成

全
国

中
小

企
業

団
体

中
央

会
日

本
デ

ザ
イ

ン
事

業
協

同
組

合
平

成
1
5
年

度
中

小
企

業
活

路
開

拓
調

査
・

実
現

化
事

業
平

成
1
6
年

2
月

A
4
、

1
2
3
頁

一
部

P
D
F

p
.
4
6
ま

で

2
0
0
4

0
3
0

中
小

企
業

に
お

け
る

デ
ザ

イ
ン

の
成

功
事

例
の

把
握

と
要

因
分

析
に

係
る

調
査

研
究

（
財

）
国

際
経

済
交

流
財

団
2
0
0
4
年

3
月

A
4
・

－
資

料
情

報

2
0
0
4

0
4
0

世
界

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

会
議

・
名

古
屋

報
告

書
世

界
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
デ

ザ
イ

ン
会

議
開

催
運

営
会

V
I
S
U
A
L
O
G
U
E

2
0
0
4
年

3
月

B
5
変

形
、

1
7
5
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
4

0
5
0

デ
ザ

イ
ン

人
材

育
成

の
方

向
性

に
つ

い
て

青
木

史
郎

芸
術

工
学

会
2
0
0
4
年

9
月

A
4
・

8
頁

全
文

P
D
F

（
次

期
）

2
0
0
4

0
6
0

G
o
o
d
 
D
e
s
i
g
n
 
A
w
a
r
d
 
A
S
E
A
N
 
D
e
s
i
g
n
 
S
e
l
e
c
t
i
o
n

2
0
0
3
-
2
0
0
4

日
本

ア
セ

ア
ン

セ
ン

タ
ー

2
0
0
4
年

3
月

A
4
・

1
4
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
4

0
7
0

中
国

デ
ザ

イ
ン

ビ
ジ

ネ
ス

事
情

　
上

海
・

広
州

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
2
0
0
4
年

3
月

A
4
、

3
3
2
頁

資
料

情
報

2
0
0
5

0
1
0

2
0
0
4
年

度
ビ

ジ
ョ

ン
「

高
度

デ
ザ

イ
ン

人
材

育
成

を
目

指
す

『
実

務
系

大
学

院
』

の
あ

り
方

に
つ

い
て

」
（

財
）

日
本

産
業

デ
ザ

イ
ン

振
興

会
　

デ
ザ

イ
ン

人
災

開
発

セ
ン

タ
ー

平
成

1
6
年

度
高

度
専

門
人

材
育

成
事

業
（

高
度

デ
ザ

イ
ン

人
材

育
成

事
業

）
　

経
済

産
業

省
2
0
0
5
年

3
月

A
4
、

1
8
頁

＋
調

査
資

料
一

部
P
D
F

2
0
0
5

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

・
エ

ク
セ

レ
ン

ト
・

カ
ン

パ
ニ

ー
賞

ダ
イ

ヤ
モ

ン
ド

社
編

集
　

デ
ザ

イ
ン

＆
ビ

ジ
ネ

ス
フ

ォ
ー

ラ
ム

2
0
0
5
年

1
0
月

2
7
日

A
5
・

2
7
5
頁

資
料

情
報

2
0
0
5

0
4
0

中
小

企
業

向
け

「
ブ

ラ
ン

ド
確

立
の

た
め

の
デ

ザ
イ

ン
活

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
の

検
討

・
開

発
に

関
す

る
調

査
研

究
（

財
）

産
業

研
究

所
産

業
政

策
の

新
展

開
に

関
す

る
調

査
研

究
平

成
1
7
年

3
月

A
4
・

7
4
頁

＋
参

考
資

料
資

料
情

報

2
0
0
5

0
5
0

G
O
O
D
 
D
E
S
I
G
N
 
A
W
A
R
D
 
A
S
E
A
N
 
D
E
S
I
G
N
 
S
E
L
E
C
T
I
O
N

2
0
0
5

日
本

ア
セ

ア
ン

セ
ン

タ
ー

2
0
0
5
年

3
月

A
4
・

1
4
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
5

0
6
0

中
国

デ
ザ

イ
ン

ビ
ジ

ネ
ス

事
情

　
北

京
・

青
島

・
天

津
（

財
）

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

2
0
0
5
年

6
月

A
4
、

2
2
5
頁

資
料

情
報

2
0
0
6

0
1
0

デ
ザ

イ
ン

と
ブ

ラ
ン

ド
に

つ
い

て
の

検
証

・
分

析
調

査
三

菱
総

合
研

究
所

平
成

1
7
年

度
生

活
文

化
産

業
対

策
調

査
報

告
書

2
0
0
6
年

3
月

A
4
・

1
1
8
頁

＋
参

考
資

料
資

料
情

報

2
0
0
6

0
2
0

デ
ザ

イ
ン

導
入

の
効

果
測

定
等

に
関

す
る

調
査

研
究

（
財

）
産

業
研

究
所

機
械

産
業

等
の

産
業

活
動

に
関

す
る

調
査

研
究

2
0
0
6
年

3
月

A
4
・

1
2
4
頁

＋
参

考
資

料
資

料
情

報

2
0
0
6

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

・
エ

ク
セ

レ
ン

ト
な

経
営

者
た

ち
ダ

イ
ヤ

モ
ン

ド
社

編
集

　
デ

ザ
イ

ン
＆

ビ
ジ

ネ
ス

フ
ォ

ー
ラ

ム
2
0
0
6
年

9
月

2
8
日

A
5
・

2
4
5
頁

資
料

情
報

2
0
0
6

0
4
0

平
成

1
7
年

度
生

活
文

化
産

業
対

策
調

査
報

告
書

（
株

）
三

菱
総

合
研

究
所

平
成

1
7
年

経
済

産
業

省
委

託
事

業
平

成
1
8
年

3
月

A
4
・

2
4
3
頁

資
料

情
報

2
0
0
6

0
5
0

G
マ

ー
ク

と
経

営
戦

略
(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
G
マ

ー
ク

事
業

部
ビ

ジ
ネ

ス
に

活
か

す
グ

ッ
ド

デ
ザ

イ
ン

2
0
0
6
年

A
4
・

1
2
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
6

0
6
0

グ
ッ

ド
デ

ザ
イ

ン
賞

5
0
年

ミ
ラ

ノ
展

(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

2
0
0
6
年

4
月

A
4
・

5
頁

ほ
か

全
文

P
D
F

2
0
0
6

0
7
0

東
京

デ
ザ

イ
ン

マ
ー

ケ
ッ

ト
 
2
0
0
5

東
京

都
2
0
0
6
年

2
月

A
4
・

1
0
頁

＋
小

冊
子

全
文

P
D
F

2
0
0
7

0
1
0

G
マ

ー
ク

大
全

　
グ

ッ
ド

デ
ザ

イ
ン

賞
の

5
0
年

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

2
0
0
7
年

5
月

1
7
日

A
4
・

2
3
3
頁

資
料

情
報

2
0
0
7

0
2
0

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

製
品

の
指

標
化

・
性

能
表

示
に

関
す

る
調

査
み

ず
ほ

情
報

総
研

（
株

）
平

成
1
8
年

度
生

活
文

化
産

業
対

策
調

査
報

告
書

2
0
0
7
年

3
月

A
4
・

3
4
頁

＋
参

考
資

料
資

料
情

報

2
0
0
7

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

思
考

が
ビ

ジ
ネ

ス
を

革
新

す
る

ダ
イ

ヤ
モ

ン
ド

社
編

集
　

デ
ザ

イ
ン

＆
ビ

ジ
ネ

ス
フ

ォ
ー

ラ
ム

2
0
0
7
年

9
月

2
8
日

A
5
・

2
4
2
頁

資
料

情
報

2
0
0
7

0
4
0

「
デ

ザ
イ

ン
・

ハ
ブ

」
と

「
デ

ザ
イ

ン
・

リ
エ

ゾ
ン

セ
ン

タ
ー

」
青

木
史

郎
芸

術
工

学
会

誌
N
o
.
4
4

2
0
0
7
年

1
0
月

A
4
・

9
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
7

0
5
0

東
京

ミ
ッ

ド
タ

ウ
ン

・
デ

ザ
イ

ン
ハ

ブ
(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

ほ
か

2
0
0
7
年

3
月

A
4
・

4
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
8

0
1
0

グ
ッ

ド
デ

ザ
イ

ン
賞

（
Ｇ

マ
ー

ク
）

に
関

す
る

調
査

・
ヒ

ア
リ

ン
グ

　
報

告
書

H
A
K
U
H
O
D
O
 
D
E
S
I
G
N

(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
御

中
2
0
0
8
年

3
月

A
4
・

9
5
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
8

0
2
0

東
京

デ
ザ

イ
ン

マ
ー

ケ
ッ

ト
2
0
0
8
-
2
0
1
1

東
京

都
(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

　
東

京
デ

ザ
イ

ン
マ

ー
ケ

ッ
ト

事
務

局
2
0
0
8
年

～
2
0
1
1
年

変
形

折
込

冊
子

4
点

全
文

P
D
F

2
0
0
9

0
1
0

意
匠

制
度

1
2
0
年

の
歩

み
特

許
庁

意
匠

課
平

成
2
1
年

3
月

A
4
・

5
9
7
頁

資
料

情
報

2
0
1
0

0
1
0

B
O
D
W
(
B
u
s
i
n
n
e
s
s
 
o
f
 
d
e
s
i
g
n
 
W
e
e
k
）

2
0
1
0

(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

2
0
1
0
年

1
2
月

A
4
・

2
7
頁

ほ
か

全
文

P
D
F

2
0
1
0

0
2
0

感
性

価
値

デ
ザ

イ
ン

展
日

本
貿

易
振

興
機

構
J
E
T
R
O

2
0
1
0
年

1
2
月

A
4
・

4
9
頁

ほ
か

全
文

P
D
F

2
0
1
0

0
3
0

T
O
D
A
Y
’

S
 
F
E
A
T
U
R
E
S
 
o
f
 
B
O
D
W
2
0
1
0
/
J
a
p
a
n

(
財

)
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

2
0
1
0
年

1
2
月

A
4
・

2
4
頁

全
文

P
D
F

2
0
1
3

0
1
0

振
興

政
策

と
し

て
の

グ
ッ

ド
デ

ザ
イ

ン
賞

の
成

功
要

因
（

1
）

青
木

史
郎

、
賀

暁
琳

、
劉

夢
非

、
蘆

澤
雄

亮
芸

術
工

学
会

誌
N
o
.
6
3

2
0
1
3
年

1
2
月

A
4
・

2
頁

全
文

P
D
F

2
0
1
3

0
2
0

振
興

政
策

と
し

て
の

グ
ッ

ド
デ

ザ
イ

ン
賞

の
成

功
要

因
（

2
）

青
木

史
郎

、
賀

暁
琳

、
劉

夢
非

、
蘆

澤
雄

亮
芸

術
工

学
会

誌
N
o
.
6
3

2
0
1
3
年

1
2
月

A
4
・

2
頁

全
文

P
D
F

2
0
1
4

0
1
0

中
小

企
業

と
デ

ザ
イ

ナ
ー

の
マ

ッ
チ

ン
グ

事
業

モ
デ

ル
に

関
す

る
研

究
鈴

木
紗

栄
、

劉
夢

非
、

蘆
澤

雄
亮

、
青

木
史

郎
芸

術
工

学
会

誌
N
o
.
6
6

2
0
1
4
年

1
1
月

A
4
・

2
頁

全
文

P
D
F

2
0
1
7

0
1
0

振
興

政
策

と
し

て
の

グ
ッ

ド
デ

ザ
イ

ン
賞

の
成

功
要

因
（

3
）

青
木

史
郎

、
余

剣
、

蘆
澤

雄
亮

芸
術

工
学

会
誌

N
o
.
7
5

2
0
1
7
年

1
1
月

A
4
・

2
頁

全
文

P
D
F
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2
0
0
0

0
6
0

デ
ザ

イ
ン

を
活

用
し

た
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
商

品
事

例
調

査
　

報
告

書
（

財
）

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

平
成

1
1
年

度
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

導
入

促
進

基
礎

調
査

平
成

1
2
年

3
月

A
4
、

6
9
頁

資
料

情
報

2
0
0
0

0
7
0

日
本

商
品

の
デ

ザ
イ

ン
向

上
の

た
め

に
日

本
貿

易
振

興
会

平
成

1
2
年

3
月

B
5
・

6
頁

O
C
R
編

集

2
0
0
0

0
8
0

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

を
活

用
す

る
中

小
企

業
デ

ザ
イ

ン
人

材
の

育
成

研
究

　
－

デ
ザ

イ
ン

モ
ー

ル
構

想
－

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

1
1
年

度
デ

ザ
イ

ン
人

材
育

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

作
成

事
業

2
0
0
0
年

3
月

A
4
・

4
8
頁

資
料

情
報

2
0
0
0

0
9
0

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

を
活

用
す

る
中

小
企

業
デ

ザ
イ

ン
人

材
の

育
成

研
究

　
－

デ
ザ

イ
ン

ラ
イ

ブ
ラ

リ
構

想
－

（
財

）
日

本
産

業
デ

ザ
イ

ン
振

興
会

平
成

1
1
年

度
デ

ザ
イ

ン
人

材
育

成
プ

ロ
グ

ラ
ム

作
成

事
業

2
0
0
0
年

3
月

A
4
・

5
2
頁

資
料

情
報

2
0
0
1

0
1
0

デ
ザ

イ
ン

活
用

型
ビ

ジ
ネ

ス
の

課
題

解
決

に
向

け
た

ア
プ

ロ
ー

チ
と

展
望

に
関

す
る

調
査

研
究

　
報

告
書

三
和

総
合

研
究

所
平

成
1
2
年

度
デ

ザ
イ

ン
活

用
型

ニ
ュ

ー
ビ

ジ
ネ

ス
創

造
調

査
研

究
平

成
1
3
年

1
月

A
4
、

5
2
頁

＋
資

料
一

部
P
D
F

p
.
5
2
ま

で

2
0
0
1

0
2
0

中
小

デ
ザ

イ
ン

業
の

国
際

デ
ザ

イ
ン

ビ
ジ

ネ
ス

活
性

化
方

策
等

に
関

す
る

調
査

研
究

（
財

）
中

小
企

業
総

合
研

究
機

構
委

託
先

：
（

財
）

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

平
成

1
3
年

2
月

A
4
、

6
0
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
1

0
3
0

地
方

デ
ザ

イ
ン

行
政

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
集

計
結

果
経

済
産

業
省

2
0
0
1
年

A
4
・

1
9
頁

資
料

情
報

2
0
0
1

0
4
0

デ
ザ

イ
ン

に
関

す
る

消
費

者
ア

ン
ケ

ー
ト

集
計

結
果

経
済

産
業

省
2
0
0
1
年

A
4
・

1
5
頁

資
料

情
報

2
0
0
1

0
5
0

第
1
0
回

国
際

デ
ザ

イ
ン

・
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
2
0
0
1
年

1
0
月

1
9
日

A
4
・

6
6
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
2

0
1
0

デ
ザ

イ
ン

を
利

用
し

た
地

域
産

業
振

興
策

に
関

す
る

調
査

研
究

（
財

）
産

業
研

究
所

産
業

政
策

の
新

展
開

に
関

す
る

調
査

研
究

（
地

域
産

業
及

び
中

小
企

業
の

活
性

化
に

関
す

る
調

査
研

究
）

1
3
-
6

平
成

1
4
年

3
月

A
4
・

1
0
2
頁

一
部

P
D
F

p
.
8
0
ま

で

2
0
0
2

0
2
0

「
デ

ザ
イ

ン
評

価
に

お
け

る
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
要

素
の

基
準

策
定

可
能

性
調

査
」

報
告

書
（

財
）

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

T
注

）
平

成
1
3
年

度
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

導
入

促
進

基
礎

調
査

平
成

1
4
年

2
月

A
4
、

7
2
頁

＋
参

考
資

料
資

料
情

報

2
0
0
2

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

ビ
ジ

ネ
ス

ル
ー

ル
（

デ
ザ

イ
ン

の
取

引
慣

行
）

改
善

へ
向

け
て

の
ビ

ジ
ョ

ン
作

成
全

国
中

小
企

業
団

体
中

央
会

、
日

本
デ

ザ
イ

ン
事

業
協

同
組

合
平

成
1
3
年

度
中

小
企

業
活

路
開

拓
調

査
・

実
現

化
事

業
全

文
P
D
F

2
0
0
2

0
4
0

国
際

デ
ザ

イ
ン

交
流

協
会

　
2
0
年

の
あ

ゆ
み

（
財

）
国

際
デ

ザ
イ

ン
交

流
協

会
2
0
0
2
年

3
月

A
4
・

8
3
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
3

0
1
0

デ
ザ

イ
ン

は
ブ

ラ
ン

ド
確

立
へ

の
近

道
―

デ
ザ

イ
ン

政
策

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス

ー
　

競
争

力
強

化
に

向
け

た
4
0

の
提

言
経

済
産

業
省

製
造

産
業

局
戦

略
的

デ
ザ

イ
ン

活
用

研
究

会
報

告
平

成
1
5
年

6
月

1
0
日

A
4
・

2
5
8
頁

資
料

情
報

2
0
0
3

0
2
0

V
I
S
U
A
K
L
O
G
U
E
　

2
0
0
3

世
界

グ
ラ

フ
ィ

ッ
ク

デ
ザ

イ
ン

会
議

開
催

運
営

事
務

局
I
c
o
g
r
a
d
a
 
C
O
N
G
R
E
S
S
 
N
A
G
O
Y
A
･
J
A
P
A
N

2
0
0
3
年

5
月

A
4
変

形
・

2
5
頁

全
文

P
D
F

2
0
0
3

0
3
0

デ
ザ

イ
ン

＆
ビ

ジ
ネ

ス
フ

ォ
ー

ラ
ム

設
立

デ
ザ

イ
ン

＆
ビ

ジ
ネ

ス
フ

ォ
ー

ラ
ム

2
0
0
3
年

1
0
月

A
4
・

9
頁

ほ
か

全
文

P
D
F

2
0
0
3

0
4
0

V
I
S
U
A
L
O
G
U
E
 
2
0
0
3

世
界

グ
ラ

フ
ィ

ッ
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